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環　境　白　書
環境の状況に関する年次報告

　本書は、群馬県環境基本条例第８条に基づき、2020（令和２）年度における
環境の状況及び良好な環境の保全及び創造に関して講じた施策並びに2021（令
和３）年度において講じる施策について、報告を行うものです。



　近年、気象災害が激甚化・頻発化し、令和元年東日本台風（台

風第19号）や令和２年７月豪雨など、毎年のように多くの犠牲

者や被害が発生しています。気候変動の要因とされる地球温暖化

は進行しており、今後も豪雨や猛暑のリスクがさらに高まると予

想されています。

　群馬県は、「2050年に向けた『ぐんま５つのゼロ宣言』」の宣言２で「温室効果ガス排出

量ゼロ」を掲げ、さらに、本年３月策定の「群馬県地球温暖化対策実行計画2021−

2030」で2030（令和12）年度の温室効果ガス排出量を2013（平成25）年度比マイナス

50％にするという高い目標を掲げ、全力で取り組んでいます。

　また、人口減少や人口構成の変化、デジタル技術の進化や技術革新などの社会経済情勢

の変化に対応し、新たな環境行政を展開するため、本年３月、「群馬県環境基本計画2021

−2030」を策定しました。環境・経済・社会の課題を統合的に解決するSDGsの考え方

に基づき、温暖化対策と経済成長を両立させて脱炭素・循環型社会を実現し、持続可能な

自立分散型社会を目指します。

　本県は、長い日照時間や豊富な水資源・森林資源など再生可能エネルギー資源に恵まれ

ています。また、自動車産業をはじめとする、高い技術力を持つ産業が集積しており、温

暖化対策と経済成長を両立させる上で、高いポテンシャルを有しています。

　この高いポテンシャルをフル活用し、本県が先頭に立って、再生可能エネルギーの導入

拡大、エネルギーの地産地消・自立分散化、温暖化対策に取り組む企業の支援等を推進す

ることにより、大きな経済成長につなげ、環境と経済が好循環する持続可能な社会を構築し、

県民の幸福度を向上させたいと考えています。

　この「環境白書」は、本県の環境全般の現状を明らかにし、多岐にわたる環境問題の解

決に向けた取組の実績及び2021（令和３）年度に講じる施策についてまとめたものです。

県民の皆様が本書を通じて、本県の環境の現状や将来に関心を持ち、持続可能な自立分散

型社会の実現に向けた一歩を踏み出すきっかけにしていただければ幸いです。

　2021年９月 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　　
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２　群馬県環境サポートセンターの運営	 （環境政策課）	 ───
３　森林ボランティア等推進	 （森林保全課）	 ───
４　ぐんま緑の県民基金事業（森林ボランティア支援）	 （森林保全課）	 ───
５　こども環境白書の作成	 （環境政策課）	 ───
６　環境情報ホームページ（ECOぐんま）の運用	 （環境政策課）	 ───

第５節　多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大
第１項　県民・民間団体の取組への支援
１　発達に応じた環境学習プログラムの作成・運用	 （環境政策課）	 ───
２　自主的な取組に対する顕彰（群馬県環境賞）	 （環境政策課）	 ───
３　多面的機能支払交付金の推進	 （農村整備課）	 ───
４　中山間地域等直接支払交付金の推進	 （農村整備課）	 ───
５　花と緑のクリーン作戦	 （都市計画課）	 ───
６　自治会などによる道路除草・河川除草	 （道路管理課、河川課、砂防課）
第２項　事業者の取組の促進
１　環境影響評価制度の運用	 （環境政策課）	 ───
２　ぐんまＤＸ技術革新補助金	 （地域企業支援課）	 ─

第３章　自然との共生と森林（もり）づくり
第１節　生物多様性の保全
第１項　生物多様性の保全
１　生物多様性ぐんま戦略の取組	 （自然環境課）	 ───
２　自然環境保全地域等整備	 （自然環境課）	 ───
３　良好な自然環境を有する地域学術調査	 （自然環境課）	 ───
４　群馬県自然保護指導員兼県内希少野生動植物種保護監視員の設置	（自然環境課）	 ───
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５　ラムサール条約湿地の保全と利活用	 （自然環境課）	 ───
第２節　生態系に応じた自然環境の保全と再生
第１項　多様な生態系の保全
１　県レッドデータブック改訂版の周知	 （自然環境課）	 ───
２　種の保護条例の推進	 （自然環境課）	 ───
３　ニシブタ沢（イワナ保護水面）調査	 （水産試験場）	 ───
４　県内の自然史総合調査	 （自然史博物館）	 ──
第２項　水辺空間の保全・再生
１　漁場環境対策の推進	 （蚕糸園芸課）	 ───
２　多自然川づくりの推進	 （河川課）	 ─────
第３項　尾瀬の保全
１　尾瀬保全対策	 （自然環境課）	 ───
２　尾瀬野生動物対策	 （自然環境課）	 ───
３　尾瀬適正利用推進	 （自然環境課）	 ───
４　尾瀬山の鼻ビジターセンター運営	 （自然環境課）	 ───
５　尾瀬学校推進	 （自然環境課）	 ───
６　尾瀬環境学習推進	 （自然環境課、（教）義務教育課）

第３節　野生鳥獣対策と外来生物対策への取組
第１項　野生鳥獣対策の推進
１　捕獲の担い手確保・育成対策	 （自然環境課）	 ───
２　鳥獣保護区などでの指定管理鳥獣捕獲	 （自然環境課）	 ───
３　荒廃農地の発生抑制・再生支援	 （農業構造政策課）	 ─
４　適正管理計画の推進	 （鳥獣被害対策支援センター、自然環境課）	─────
５　有害鳥獣対策	 （技術支援課、鳥獣被害対策支援センター、農村整備課）	
６　森林獣害防止対策	 （林政課）	 ─────
第２項　外来生物対策の推進
１　特定外来生物対策	 （自然環境課）	 ───
２　コクチバス被害対策	 （蚕糸園芸課）	 ───

第４節　自然とのふれあいの拡大
第１項　ふれあいの「場」の確保
１　自然公園等の管理整備（国立・国定公園、長距離自然歩道）	 （自然環境課）	 ───
２　県立公園の管理整備	 （自然環境課）	 ───
３　自然観察会と保護活動	 （自然環境課）	 ───
４　県立森林公園の管理整備	 （森林保全課）	 ───
５　親しみやすい河川環境の整備	 （河川課）	 ─────
６　自然史博物館の運営	 （自然史博物館）	 ──
７　ぐんま昆虫の森の運営	 （(教)生涯学習課）	──
８　ぐんま天文台の運営	 （(教)生涯学習課）	──
第２項　ふれあいの「機会」の提供
１　森林環境教育推進	 （森林保全課）	 ───
２　グリーン・ツーリズム、農泊の推進	 （農村整備課）	 ───
第３項　ふれあいを深めるための「人材」の育成
１　自然保護思想の普及啓発	 （自然環境課）	 ───
２　青少年自然体験等事業	 （(教)生涯学習課）	──

第５節　森林環境の保全
第１項　持続経営可能な森林づくり
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１　利用間伐の促進	 （林政課）	 ─────
２　森林経営計画区域内における林道・作業道の整備	 （林政課）	 ─────
３　施業集約化、デジタル化・自動化の推進	 （林政課、林業振興課）	
４　森林情報の共有・高度利用システムの整備	 （林政課）	 ─────
第２項　森林を支える仕組みづくり
１　森林組合強化対策	 （林業振興課）	 ───
２　林業従事者の確保・育成	 （林業振興課）	 ───
第３項　公益的機能の高い森林づくり
１　間伐等の推進	 （林政課）	 ─────
２　治山事業の推進	 （森林保全課）	 ───
３　保安林の適正な管理・保全・指定の推進	 （森林保全課）	 ───
４　林地開発許可制度の適正な運用	 （森林保全課）	 ───
５　森林病害虫、気象害、林野火災対策	 （林政課）	 ─────

第６節　里山・平地林・里の水辺の再生
第１項　里山・平地林・里の水辺の整備
１　ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業（荒廃した里山・平地林の整備）	 （森林保全課）	 ───
２　多々良沼公園における自然再生活動の推進	 （都市計画課）	 ───

第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
第１節　水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進
第１項　水質汚濁・地下水汚染の防止
１　河川・湖沼・地下水の水質測定	 （環境保全課）	 ───
２　水質汚濁事故の迅速な情報伝達と関係機関との連携	 （環境保全課）	 ───
３　工場・事業場への立入検査	 （環境保全課）	 ───
４　浄化槽法定検査の受検と保守点検の実施の指導	 （廃棄物・リサイクル課）	
５　「浄化槽管理士講習会」の受講促進	 （廃棄物・リサイクル課）	
６　家畜排せつ物の取扱いの適正化指導	 （畜産課）	 ─────
７　下水道等と合併処理浄化槽のベストミックスによる効率的・効果的な整備の推進	（下水環境課）	 ───
８　合併処理浄化槽への転換促進	 （下水環境課）	 ───
第２項　地盤沈下の防止
１　一級水準測量による地盤変動調査	 （環境保全課）	 ───
２　地下水採取状況の把握と結果の公表	 （環境保全課）	 ───
３　地下水から表流水への転換の推進	 （（企）水道課）	 ───
第３項　地下水・土壌汚染対策
１　有害物質使用事業場に対する立入指導	 （環境保全課）	 ───
２　市街地における土壌汚染対策の推進	 （環境保全課）	 ───
３　農用地の土壌汚染防止対策	 （技術支援課）	 ───

第２節　大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止
第１項　大気汚染の防止
１　大気汚染状況の常時監視	 （環境保全課）	 ───
２　大気汚染による健康被害の防止対策	 （環境保全課）	 ───
３　大気環境測定調査（有害大気汚染物質・酸性雨等）	 （環境保全課）	 ───
４　工場・事業場への立入検査	 （環境保全課）	 ───
第２項　騒音・振動の防止
１　騒音規制法・振動規制法の管理運営	 （環境保全課）	 ───
２　環境騒音の測定調査、防音対策の要望	 （環境保全課）	 ───
３　騒音・振動の業務を行う市町村に対する側面支援	 （環境保全課）	 ───
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第３項　悪臭の防止
１　悪臭防止法の管理運営	 （環境保全課）	 ───
２　悪臭の業務を行う市町村に対する側面支援	 （環境保全課）	 ───
３　畜産環境保全対策推進事業	 （畜産課）	 ─────

第３節　有害化学物質による環境リスクの低減
第１項　有害化学物質対策
１　ダイオキシン類対策	 （環境保全課）	 ───
２　アスベスト対策	 　　　　（環境保全課、感染症・がん疾病対策課、建築課）	
３　食品の安全性の確保	 （食品・生活衛生課）	─
第２項　有害化学物質の適正管理の推進
１　PRTR制度の集計結果に基づく必要な環境モニタリングの実施	（環境保全課）	 ───
２　リスクコミュニケーションの推進	 （環境保全課）	 ───

第４節　放射性物質への対応
第１項　中長期的な視点での環境監視の実施
１　空間放射線量率の測定実施	 （環境保全課）	 ───
２　汚染状況重点調査地域	 （環境保全課）	 ───
３　水道水及び流通食品の放射性物質検査の実施　（環境保全課、食品・生活衛生課、（企）水道課）	
４　野生鳥獣肉の放射性物質検査の実施	 （自然環境課）	 ───
５　群馬のきのこ安全確保対策	 （林業振興課）	 ───
６　農産物の放射性物質検査	 （技術支援課）	 ───
７　農地土壌等の放射性物質の調査	 （農政課）	 ─────
８　流域下水道脱水汚泥の放射性物質検査	 （下水環境課）	 ───
第２項　情報の総合化、広報の促進
１　「群馬県放射線対策現況」による県民への広報	 （環境保全課）	 ───
２　県・市町村放射線対策会議等による連携強化、情報の共有化	 （環境保全課）	 ───
第３項　放射性物質を含む廃棄物の処理
１　指定廃棄物の処理	 （廃棄物・リサイクル課）	
２　放射性物質汚染廃棄物処理状況監視	 （廃棄物・リサイクル課）	

第５節　快適な生活環境の創造
第１項　快適な環境の確保
１　環境美化活動	 （気候変動対策課）	 ─
２　公害紛争処理・公害苦情相談	 （環境保全課）	 ───
３　緑化推進対策	 （森林保全課）	 ───
４　環境保全型農業の推進	 （技術支援課）	 ───
５　総合的病害虫・雑草管理（IPM)の推進	 （技術支援課）	 ───
６　農薬適正使用の推進	 （技術支援課）	 ───
７　市町村の景観行政団体への移行支援	 （都市計画課）	 ───
８　屋外広告物の規制誘導	 （都市計画課）	 ───
９　土地区画整理事業	 （都市計画課）	 ───
10		都市公園の整備や運営管理	 （都市計画課）	 ───
第２項　文化財の保存・活用
１　世界遺産の包括的保存管理	 （文化振興課）	 ───
２　文化財の指定、登録、選定	 （文化財保護課）	 ──
３　文化財パトロール	 （文化財保護課）	 ──
４　文化財の修理、整備、管理、埋蔵文化財発掘調査等	 （文化財保護課）	 ──
５　上野国分寺跡整備、保護管理	 （文化財保護課）	 ──
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６　観音山古墳保護管理	 （文化財保護課）	 ──
第３項　地産地消の推進
１　SNS等を活用した県産農畜産物の魅力発信	 （ぐんまブランド推進課）	
２　観光資源と農畜産物・食の魅力の一体的PR	 （ぐんまブランド推進課）	
３　県産農畜産物活用メニュ一の一層の定着	 （ぐんまブランド推進課）	
４　「ぐんま地産地消推進店・優良店・協力企業」の認定	 （ぐんまブランド推進課）

第６節　特定地域の公害防止対策
第１項　碓氷川・柳瀬川流域
１　概要	 （環境保全課）	 ───
２　環境調査	 （環境保全課）	 ───
３　住民健康調査	 （感染症・がん疾病対策課）	
４　土壌汚染防止対策	 （技術支援課）	 ───
第２項　渡良瀬川流域
１　概要	 （環境保全課）	 ───
２　環境調査	 （環境保全課）	 ───
３　土壌汚染防止対策	 （技術支援課）	 ───
４　公害防止協定	 （環境保全課）	 ───

第３部　2021（令和３）年度に講じようとする施策

第１節　地球温暖化対策の推進	 （各担当課）	 ────
第２節　持続可能な循環型社会づくり	 （各担当課）	 ────
第３節　自然との共生と森林（もり）づくり	 （各担当課）	 ────
第４節　安全・安心で快適な生活環境づくり	 （各担当課）	 ────

	第４部　計画の進行管理

第１章　群馬県環境基本計画
１　環境基本計画の概要	 （環境政策課）	 ───
２　取組状況調査	 （環境政策課）	 ───
３　施策展開の概要	 （環境政策課）	 ───

参考資料
環境森林部組織図	───────────────────────────────
図表についての問い合わせ先	──────────────────────────
コラム一覧	──────────────────────────────────
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１　国内外における環境を巡る状況

２　特集記事１　 「群馬県環境基本計画2021-

2030」について

　　特集記事２　 脱炭素社会の実現に向けた取

組について

環境トピックス第１部



　私たちは現在、２つの大きな危機に直面しています。ひとつは地球温暖化、もうひとつは新型コロナ

ウイルス感染症です。

　地球温暖化の進行は、豪雨や猛暑といった気象災害のリスクを高めると予想されており、私たちの生

命や財産を脅かしています。また、新型コロナウイルス感染症については、ウイルスが変異しながら世

界中で感染者を増加させています。

　地球温暖化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たち一人一人のライフスタイルや社会経済

システムと深く関わっています。地球温暖化をはじめとする環境問題に的確に対応し、新型コロナウイ

ルスにより打撃を受けた経済を立て直し、将来の世代が豊かに生きていける社会を実現するためには、

単に以前の状態に戻すのではなく、環境問題の解決を図りながらいわゆるより良い復興（Build Back 

Better）を進めることが必要です。

　世界を見ると、温暖化対策と新型コロナウイルス感染症からの復興を同時に進め、脱炭素と経済成長

とを両立させる「グリーン・リカバリー」が、欧州などの各国で経済対策として取り組まれています。

グリーン・リカバリーを達成するため、デジタルでこれまでの社会のありようを変革する「デジタル・

トランスフォーメーション（DX）」や、エネルギーのグリーン化により産業構造や社会経済のありよう

を変革する「グリーン・トランスフォーメーション（GX）」の取組が大きな潮流になっています。

　次に、地球温暖化に対する取組の状況及び新型コロナウイルス感染症の状況について概観していきま

す。

（１）　地球温暖化に対する取組の状況

ア　世界の状況

　温室効果ガスの排出削減に向けた取組を進めるための国際的な枠組みであるパリ協定の本格的な

運用が、2020（令和２）年に始まりました。この年までに2030（令和12）年を目標年とする温

室効果ガス削減目標の通報又は更新を行うことが求められ、EUは1990（平成２）年比マイナス

55％以上、米国は2005（平成17）年比マイナス50～52％など、各国が目標を表明しています。＊１

こうした大胆な削減目標が示されたのは、2018（平成30）年10月に公表されたIPCC（気候変動

に関する政府間パネル）の「1.5℃特別報告書」で、将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えな

いためには、2050年前後に世界の二酸化炭素排出量が実質ゼロになっていることが必要であると

されたことに対応したものです。

イ　国内の状況

　国内では、2020（令和２）年10月、菅内閣総理大臣が所信表明演説の中で、「2050年に温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラルの実現を目指す」

と宣言しました。

　これを受け、2020（令和２）年12月、国は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成

長戦略」を策定しました。これは、「経済と環境の好循環」につなげるための経済政策であり、予算、

税、金融、規制改革、国際連携などあらゆる政策ツールを総動員して、カーボンニュートラルを実

国内外における環境を巡る状況
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現しようとするものです。また、同じ日に国・地方脱炭素実現会議が開催され、2050年脱炭素実

現に向けたロードマップ等の検討が始まりました。

　2021（令和３）年４月には、米国主催の気候変動サミットにおいて、菅内閣総理大臣が「2030（令

和12）年度において、温室効果ガスを2013（平成25）年度から46％削減することを目指す。さ

らに50％の高みに向け、挑戦を続けていく」と表明しました。この目標は、2015（平成27）年

に公表された「2030年に2013年比26％削減」を大きく上回るものです。

　2021（令和３）年５月に地球温暖化対策推進法が改正され、2050年カーボンニュートラル宣

言が法的に位置付けられました。この改正により、「世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも

２℃高い水準を十分に下回ること及び1.5℃高い水準までに制限するための努力を継続するという

パリ協定の目標を踏まえ、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、2050年まで

の脱炭素社会の実現を旨として、国民、国、自治体、事業者及び民間団体等の密接な連携の元に地

球温暖化対策を推進する」という基本理念が追加されました。

　民間においても温暖化対策に向けた脱炭素の取組が進んでいます。金融面ではESG投資＊２　

の増加や投資戦略の多角化が見られます。特に、日本のESG投資残高は2016（平成28）年から

2019（令和元）年にかけて336兆円増加し、約６倍に拡大しています。＊３　金融機関では、環境

への負荷が大きい事業への投融資を厳格化する動きもあります。金融面以外では、電力を100％再

生可能エネルギーで賄うことを目指す「RE100」に参加するなど自主的に脱炭素を進める企業が

増加し、取引先企業にも脱炭素を求めるなどサプライチェーン（供給網）を通じて地域の企業にも

脱炭素の取組が広がっています。例えば、米国Apple社は、世界中の110社以上の部品や製品の供

給元企業がApple製品の製造に使用する電力を再生可能エネルギー100％に切り替えていくと表明

しています。＊４

　県内の金融機関においても、ESG投融資による事業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指

す取組が始まっています。

　なお、群馬県では、2019（令和元）年12月、「2050年に向けた『ぐんま５つのゼロ宣言』」の宣

言２で「温室効果ガス排出量ゼロ」を掲げ、さらに、本年３月策定の「群馬県地球温暖化対策実行

計画2021－2030」で2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比マイナス50％にする目標を

掲げ、全力で取り組んでいます。具体的な取組については特集記事２で紹介します。

（２）　新型コロナウイルス感染症の状況

ア　国内外の状況

　2019（令和元）年12月に確認された新型コロナウイルス感染症については、2020（令和２）

年３月11日に世界保健機関（ＷＨＯ）により「パンデミック（世界的流行）といえる」と宣言さ

れました。感染は世界中に広がり、2021（令和３）年８月23日現在で、感染者数約２億1,173万人、

死者数約443万人に及んでいます。＊５　国内では感染者数約131万４千人、死者数15,656人＊６ 、

本県では感染者数13,045人、死者数158人＊７　にのぼっています。

　各国では、人と人との接触機会を減らすため、移動制限、職場への出勤禁止、飲食店や店舗の営

業禁止、学校の一斉休校、移動状況の管理、マスクの着用義務など、強制力を伴うものも含めて様々

な対策がとられています。

　また、感染予防措置としてワクチン接種が進められており、2021（令和３）年８月23日現在、総

接種回数は世界で約46億1,997万回＊８ 、国内は約１億1,831万回、県内は約200万回という状況

です。＊９
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　ところで、生物多様性の破壊により新たなウイルスによる感染症リスクが高まるとも指摘され

ています。＊10　ウイルスを含む生物との共生を図るためには、これ以上生物多様性を劣化させず、

人間社会と生物界とが過剰に干渉し合わないようそれぞれの生息エリアを保全し、不可侵の共生関

係を築くことが必要であると指摘されています。＊11

イ　群馬県の取組

　県では、感染拡大防止と社会経済活動とのバランスを取りながらニューノーマル時代の新しい社

会の実現を目指すため、「社会経済活動再開に向けたガイドライン」を策定し、県独自の警戒度（１

～４）や警戒度別の行動基準を定めました。このガイドラインに基づき、県民に対する不要不急の

外出自粛、事業者に対する休業要請、テレワークの推進等を要請し、感染の拡大防止に努めていま

す。さらに、必要な場合には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置やまん

延防止等重点措置の適用を国に要請し、市町村とも連携して感染拡大の防止を図っています。

　また、感染を予防し重症化を防ぐワクチン接種については、市町村において医療従事者や高齢者

から順次進められています。県では、市町村の取組を補完するため、県央及び東毛の2か所に大規

模な県営ワクチン接種センターを設置し、接種を加速化しています。

　こうした中、環境行政についても、感染拡大防止のための外出自粛要請等による影響が生じてい

ます。例えば、環境教育においては、可能な限り集合方式からオンライン方式に変更し、その結果、

例年に比べて参加機会や参加者数が減少しました。また、尾瀬国立公園などでは入山者が大幅に減

少しています。このように厳しい状況にはありますが、引き続き環境学習や自然体験の機会の確保

に努めます。

　一方、新たな取組も始まっています。県では、2021（令和３）年度、尾瀬の持続的・自立的な

発展を目指し、尾瀬の魅力を活かして、群馬らしい学びにより始動人＊12を育成することを目的と

して、「尾瀬サスティナブルプラン」を開始しました。ここでは、実社会での課題解決に活かす教

科横断的なSTEAM教育＊13を展開します。この取組を通じ、尾瀬の自然環境や魅力をアピールし、

尾瀬の保全と利用の好循環を生み出したいと考えています。

　この後、特集記事１では、SDGsの考え方を踏まえて策定した「群馬県環境基本計画2021－

2030」について、特集記事２では、脱炭素社会の実現に向けた本県の取組について見ていきます。
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引用参考文献　
＊１ 出典：外務省ウェブサイト「日本の排出削減目標」

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html
＊２ ESG投資とは、財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）

の要素も考慮した投資のこと。
＊３ 出典：令和３年版環境白書（環境省）〔Global Sustainable Investment Alliance(2018) “Global 

Sustainable Investment Review2018”及びNPO法人日本サステナブル投資フォーラムサステナブル投

資残高調査公表資料〕
＊４ 出典：Apple社ウェブサイトhttps://www.apple.com/jp/newsroom/2021/03/apple-powers-ahead-in-

new-renewable-energy-solutions-with-over-110-suppliers/
＊５＊８ 出典：世界保健機関（WHO）ウェブサイト「WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard」https://

covid19.who.int/
＊６ 出典：厚生労働省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について

（2021［令和３］年８月24日版）」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19580.html
＊７ 出典：群馬県ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症患者の発生状況」

 https://www.pref.gunma.jp/07/z87g_00016.html
＊９ 出典：首相官邸ウェブサイト「新型コロナワクチンについて」

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
＊10 出典：環境省ウェブサイト「新型コロナウイルス発生の裏にある“自然からの警告”」

 https://www.env.go.jp/press/san-2.pdf
＊11 出典：令和３年版環境白書（環境省）
＊12 始動人とは、「新・群馬県総合計画」で示された考え方。ルールや目標が明確でない中で、自分の頭で未来

を考え、他人が目指さない領域で動き出し、生き抜く力を持つ人物像のこと。
＊13 STEAM教育とは、各教科での学習を実社会での問題発見・解決に活かしていくための教科横断的な教育。

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の頭
文字を取ったもの。
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１　目指す将来像

　本計画では、2040年に向けた群馬県の環境の将来像を「豊かで持続的に発展する環境県ぐんま」とし、

その実現を目指すこととしました。

　「豊かで持続的に発展する環境県ぐんま」は、本県の風土や地域に根ざした環境がもたらす人の交流

や相互の支え合い、資源・エネルギー等の循環を基盤として、地域で生まれ、育ち、地域で安心して

暮らし続けられる持続可能な社会です。

２　基本的事項

（１）　計画策定の趣旨

　本県では、群馬県環境基本条例に基づき、「群馬県環境基本計画2016-2019」を2016（平成28）年

３月に策定し、「豊かで持続的に発展する環境県群馬を目指して」をメインテーマとして、良好な環境

の保全と創造に向けた取組を進めてきました。

　また、この間に新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、これに対応するためのデジタル化をはじ

めとするニューノーマル（新常態）への転換、カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネル

ギーの主力電源化の取組など、社会経済情勢の変化に対応した新たな環境行政の展開が必要になって

きました。

　そこで、このような社会経済情勢の変化等に対応し、これまでの環境行政の取組の成果や県民意識

の変化などを踏まえて、新たな環境基本計画を策定しました。

（２）　計画の位置付け

　群馬県環境基本条例第10条の規定に基づく環境分野における最上位計画

　「新・群馬県総合計画」を環境面から推進する計画

（３）　計画の期間

　2021（令和３）年度から2030（令和12）年度までの10年間

（４）　計画の構成

　本計画は、全６章から構成されています。各章に記載されている主な内容は、次のとおりです。

特集記事１

「群馬県環境基本計画2021-2030」について
【環境政策課】
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３ 施策体系

施策の柱１　地球温暖化対策の推進

　ア 　脱炭素社会の実現に向けて（温室効果ガスの

計画的排出削減、省エネルギー対策の促進 等）

　イ　気候変動適応策の推進

　ウ　再生可能エネルギーの導入促進・地産地消

　エ　水素利用の普及促進

　オ　二酸化炭素吸収源対策

　カ　フロン類排出抑制対策

施策の柱２　持続可能な循環型社会づくり

　ア　５Ｒの推進

　イ　廃棄物等の適正処理の推進

　ウ　災害廃棄物処理体制の強化

　エ　持続可能な社会を支える人づくり

　オ　多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大

施策の柱３　自然との共生と森林（もり）づくり

　ア　生物多様性の保全

　イ　生態系に応じた自然環境の保全と再生

　ウ　野生鳥獣対策と外来生物対策への取組

　エ　自然とのふれあいの拡大

　オ　森林環境の保全

　カ　里山・平地林・里の水辺の再生

施策の柱４　安全・安心で快適な生活環境づくり

　ア　水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進

　イ　大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止

　ウ　有害化学物質による環境リスクの低減

　エ　放射性物質への対応

　オ　快適な生活環境の創造

計画の構成

第１章　計画の基本的事項
計画策定の趣旨と考え方、計画の性格と役割、計
画の期間及び構成を示します。

第４章　施策体系と重点取組
施策の方向を「４つの柱」に区分して設定し、特に力を入れて
取り組む施策を示します。

＜施策の柱（４本柱）＞

第６章　進行管理
計画の進行管理を示します。

第５章　施策・事業の展開
実施する施策・事業を４つの柱ごとに体系的に示します。

第２章　計画の基本方向
本県の環境行政の振り返りや環境の現状等を示し
ます。

第３章　群馬県が目指す将来像と計画の基本的目標
本県が目指す環境の将来像と計画の基本的目標を
示します。

施策の展開方向・取組内容

⬆

Ⅰ 地球温暖化対策の推進

Ⅲ  自然との共生と森林（も
り）づくり

Ⅱ  持続可能な循環型社会づ
くり

Ⅳ  安全・安心で快適な生活
環境づくり

第１部　環境トピックス
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１　現状

（１）深刻化する気候変動の影響

　気温上昇などの気候変動は、様々な形で、私達

の生活に深く影響しています。

　世界の年平均気温は、変動を繰り返しながら上

昇しており、このまま対策を講じなければ、今後

も上昇すると予測されています。

　日本の年平均気温も、世界と同様に上昇を続け

ており、100年当たり1.2℃の割合で上昇してい

ます。

　群馬県の年平均気温はさらに高く、100年当た

り2.0℃の割合で上昇しています。特に最近30年

間は、気温の上昇傾向がより顕著に現れています。

　気候変動に対処するには、その進行を抑えるための温室効果ガス排出量削減の取組（緩和策）を推

進するとともに、既に顕在化、あるいは将来予測される気候変動の影響による被害を回避・軽減する

ための取組（適応策）を同時に進めることが重要です。

（２）これまでの取組

　本県は、2019（令和元）年12月、2050年に向けた『ぐんま５つのゼロ』を宣言し、実現に向け

て全力で取り組んでいます。

　2021（令和３）年３月には「群馬県地球温暖

化対策実行計画2021-2030」を策定し、2030

（令和12）年度における県内の温室効果ガス排

出量を、基準年度の2013（平成25）年度に比

べ50%削減する高い目標を定めました。

　また、再生可能エネルギーの導入では、太陽光、

小水力、バイオマスなどによる発電量を、2014

（平成26）年度の40億ｋWh/年から、2030（令

和12）年度には77億ｋWh/年へ飛躍的に増加さ

せる目標を掲げました。

　気候変動への適応策の推進に当たっては、

2021（令和３）年４月に群馬県気候変動適応セ

ンターを設置し、情報基盤の拠点として、多様

特集記事２

脱炭素社会の実現に向けた取組について 【気候変動対策課】

前橋　年平均気温（1897年-2019年）

温室効果ガス排出量の削減目標
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な関係者が連携して取り組む体制を整備しました。

　本県におけるこれまでの主な取組は、次のとおりです。

＜これまでの主な取組＞

【緩和策】

○省エネルギー対策

・環境マネジメントシステムの導入支援　　・省エネ診断や省エネ設備・機器の導入促進

・県有施設の省エネ改修等の推進（省エネ改修・ESCO事業）

・ぐんまゼロ宣言住宅、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の推進

・ぐんまエコスタイルなど持続可能なライフスタイルの推進

○自動車交通対策

・スマートムーブの推進　　・公用車への次世代自動車等の導入

○再生可能エネルギーの導入促進

・住宅用太陽光発電設備等の導入促進　　・地域マイクログリッド構築

・再生可能エネルギー100%電気の導入（RE Actionアンバサダー就任・県有施設への導入）

○県民や民間団体の環境活動の促進

○森林の吸収源対策

【適応策】

○気候変動の影響による被害を回避・軽減する対策

・気候変動影響評価・適応策検討会の開催　　・気候変動適応レターの発行

・群馬県気候変動適応センターの設置

２　課題

　国は、2020（令和２）年10月、菅義偉内閣総理大臣が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「グ

リーン成長戦略」や「地域脱炭素ロードマップ～地方から始まる、次の時代への移行戦略」を公表し

ました。こうした脱炭素に向けたグリーン・トランスフォーメーションの取組は、経済や社会システ

ムを変える大きなチャンスにつながると期待されています。これまでのように、環境負荷の低減や脱

炭素への取組を経済成長の制約やコストと考えるのではなく、成長の機会と捉え、従来の発想を転換

して、産業構造や社会経済の変革を促す必要があります。

　そして、本県が掲げた、2030（令和12）年度における県内の温室効果ガス排出量を50％削減す

るという目標は、産官学金が連携し、県民の皆さんの総力を結集しなければ実現できません。

３　今後の取組

　本県は、長い日照時間や豊富な水資源・森林資源など再生可能エネルギー資源に恵まれています。

また、自動車産業をはじめとする高い技術力を持つ産業が集積しており、温暖化対策と経済成長を両

立させる上で、高いポテンシャルを有しています。

　この高いポテンシャルをフル活用し、緩和策では「再生可能エネルギーの導入促進」と「省エネル

ギー対策の推進」を、適応策では「群馬県気候変動適応センターによる情報発信の強化」を推進します。

　そして、本県が先頭に立ち、環境と経済が好循環する持続可能な脱炭素社会の構築を目指します。

第１部　環境トピックス
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＜今後の主な取組＞

【緩和策】

○再生可能エネルギーの導入促進

・工場・事業場など建築物の屋根置き太陽光発電設備と蓄電池の導入促進

・VPP（仮想発電所：バーチャルパワープラント）の構築

・再生可能エネルギー100%電気の導入拡大（市町村・民間企業への導入促進）

・環境ビジネスモデルの構築　　・ESG投資等を促す仕組みの構築

○省エネルギー対策の推進

・電動車（EV・PHV・FCV）の普及促進　　・脱炭素に取り組む企業の支援

・高効率な設備・機器の更なる導入拡大　　   ・ZEH・ZEBのより一層の推進

【適応策】

○群馬県気候変動適応センターによる情報発信の強化

・動画配信など適応策の更なる普及啓発　　・適応ビジネスの創出支援
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第１章　地球温暖化対策の推進
第１節　脱炭素社会の実現に向けて
第２節　気候変動適応策の推進
第３節　再生可能エネルギーの導入促進・地産地消
第４節　水素の普及促進
第５節　二酸化炭素吸収源対策
第６節　フロン類排出抑制対策

第２章　持続可能な循環型社会づくり
第１節　５Ｒの推進
第２節　廃棄物等の適正処理の推進
第３節　災害廃棄物処理体制の強化
第４節　持続可能な社会を支える人づくり 
第５節　多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大

第３章　自然との共生と森林（もり）づくり
第１節　生物多様性の保全
第２節　生態系に応じた自然環境の保全と再生
第３節　野生鳥獣対策と外来生物対策への取組
第４節　自然とのふれあいの拡大
第５節　森林環境の保全
第６節　里山・平地林・里の水辺の再生
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第１節　水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進
第２節　大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止
第３節　有害化学物質による環境リスクの低減
第４節　放射性物質への対応
第５節　快適な生活環境の創造
第６節　特定地域の公害防止対策
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　「群馬県地球温暖化防止条例」に基づき、2011

（平成23）年度以降の県内及び県庁内における温

暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、

2010（平成22）年度に「群馬県地球温暖化対策

実行計画2011－2020」を策定しました。

　計画期間は、2020（令和２）年度までの10年

間ですが、東日本大震災後のエネルギー・社会情

勢の変化を踏まえ、2015（平成27）年３月に改

定しました。

（１）県内全体の計画（区域施策編）

　ア　目標と指標

　ａ　温室効果ガスの削減目標

　2020（令和２）年度における温室効果ガ

スの排出量を、2007（平成19）年度比で

14％削減する（うち森林吸収対策により６

％削減）。

　ｂ　部門別の主な指標

　計画の進捗状況を把握する部門別の主な指

標は表2－1－1－1のとおりです。

　イ　主要施策

　将来の「豊かな低炭素社会」の実現に向けた

具体的な取組を示しています。

　・省エネルギー対策

　・省資源対策

　・新たなエネルギーの創出

　・森林による二酸化炭素吸収

　・技術革新の促進

　・県民意識の醸成

　ウ　推進体制

　「群馬県地球温暖化対策推進会議」（県民・事業

者・各種団体・市町村などで構成）を本計画の

２　　「群馬県地球温暖化対策実行計画」の推進　【気候変動対策課】

　地球温暖化問題に対する県の姿勢や事業者、県

民の責務を明確にし、事業者・県民の自主的かつ

積極的な温暖化対策を促進するため、2009（平

成21）年10月に「群馬県地球温暖化防止条例」

を制定し、2010（平成22）年４月１日から施行

しました。

　この条例では、一定規模以上の事業者に温室効

果ガスの排出を抑制するための計画を毎年度提出

することを義務付け、その結果を公表することと

しています。2019（令和元）年度は「温室効果

ガス排出削減計画」などに基づき約400の事業者

（延べ数）から提出がありました。

　また、計画の提出義務がある事業者には、随時、

指導・助言を行い、温室効果ガス排出抑制に向け

た取組状況の確認を行いました。

　計画書の提出・公表制度などを通じ、温室効果

ガス排出量の抑制を行い、条例の目的を達成でき

るよう取組を進めていきます。

  第１節　脱炭素社会の実現に向けて　

第１項　温室効果ガス排出の計画的削減
１　　「群馬県地球温暖化防止条例」の着実な運用　【気候変動対策課】

第１章　地球温暖化対策の推進

〈主な指標と最新実績〉

県内温室効果ガス排出量（2018［平成30］年度）： 17,765千トン

環境GS認定等事業者数（2021［令和３］年３月末現在）

　・環境GS認定事業者数： 2,388事業者

　・県内のエコアクション21認証・登録者数： 236事業者

　・県内のISO14001認証取得者数： 275事業者

LED信号機の整備率： 約56.3％
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推進組織とし、各構成員の連携による計画の普

及・推進を図り、目標の達成を目指します。

　計画の推進体制として、PDCAサイクルを導

入し、部門ごとの主な指標について毎年度点検す

るとともに翌年度以降の取組に反映させます。

　エ　県内温室効果ガス排出状況

　県内温室効果ガス排出量は表2－1－1－2の

とおりです。2018（平成30）年度（最新データ）

の県内温室効果ガス排出量は17,765千ｔとなり、

前年度に比べ2.8％増加しました。要因として

は、業務部門及び運輸部門で二酸化炭素排出量

が減少した一方、産業部門で二酸化炭素排出量

が増加したため、温室効果ガス排出量の総量は

増加しました。

　なお、基準年度の（2007［平成19］年度）比

では、9.1％の減少となり、2020（令和２）

年度の温室効果ガス排出量を2007（平成19）

年度比８％削減するという本計画の目標を達成

する見込みです。

表2－1－1－1　部門別の主な指標

部門 指標 単位
基準
年度

現在
（基準年度比）

削減目標
（基準年度比）

H19 Ｈ30 R2

産業
製造業の付加価値額当たりのエネルギー
消費量 GJ/百万円 19.2 15.3(▲20%) 14.4 (▲25%)

環境GS認定等事業者数 事業者 908 3,123 － 5,000 －

業務
床面積当たりのエネルギー消費量 GJ/㎡ 1.57 1.08(▲31%) 1.20 (▲23%)
【再掲】環境GS認定等事業者数 事業者 908 3,123 － 5,000 －

家庭
家庭１世帯当たりのエネルギー消費量 GJ/年 46 40(▲14%) 40(▲12%)
住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 11.0 － 15 －

運輸
自動車保有台数に占める次世代自動車の
普及率 ％ 0.7 18.2 － 20 －

自動車１台当たりのガソリン消費量 リットル 832 555(▲33%) 541(▲35%)

廃棄物
県民１人当たりのごみの排出量 g/日 1,153 986(▲14%) 890(▲23%)
リサイクル率 ％ 16.1 15.2 － 25 －

再生可能
エネルギー

新エネルギー自給率 ％ 0.4 13.8 － 15 －
【再掲】住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 11.0 － 15 －

表2－1－1－2　県内温室効果ガス排出量 （単位：千t-CO2）

 年度
区分

H19 H26 H27 H28 H29
H30

排出量 対前年度比
（％）

対H19年度比
（％）

二酸化炭素（CO2）計 17,107 17,017 16,226 16,354 16,089 16,583 3.1 ▲ 3.1

エネルギー起源計 16,671 16,600 15,767 15,969 15,705 16,102 2.5 ▲ 3.4
産業部門 6,267 6,250 6,081 6,523 6,188 6,680 7.9 6.6
業務部門 2,392 2,501 2,092 2,013 1,921 1,884 ▲ 2.0 ▲ 21.2
家庭部門 2,762 2,837 2,907 2,799 2,711 2,731 0.7 ▲ 1.1
運輸部門 5,079 4,840 4,516 4,463 4,713 4,637 ▲ 1.6 ▲ 8.7
その他 ※１ 171 171 171 171 171 171 － －

廃棄物部門 436 417 460 384 384 481 25.3 10.4
メタン（CH4） ※１ 363 363 363 363 363 363 － －
一酸化二窒素（N2O） ※１ 677 677 677 677 677 677 － －
ハイドロフルオロカーボン（HFC） 94 73 72 74 79 70 ▲ 10.9 ▲ 25.5
パーフルオロカーボン（PFC） 268 44 49 45 26 38 43.8 ▲ 85.8
六ふっ化硫黄（SF6） 1,045 47 33 33 22 23 3.3 ▲ 97.8

三ふっ化窒素（NF3） 96 152 17 11 ▲ 36.2

温室効果ガス総計※２ 19,554 18,220 17,516 17,698 17,274 17,765 2.8 ▲ 9.1
※１エネルギー起源CO2の「その他」、「CH4」、「N2O」については、H19年度の数値に固定。
※２  項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

※項目ごとに四捨五入しているため、比の数値が一致しない場合があります。

地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
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（2） 「群馬県地球温暖化対策実行計画2021－

2030」の策定

　2010（平成22）年度に策定した「群馬県地球

温暖化対策実行計画2011－2020」が終期を迎

えたことから、2050年に向けた「ぐんま５つの

ゼロ宣言」を実現するため、2021（令和３）年

３月に「群馬県地球温暖化対策実行計画2021－

2030」を策定しました。

ア　策定の趣旨

　この計画は、社会経済情勢の変化に対応し、

新たな地球温暖化対策を展開していくため、

本県の温室効果ガス排出量の現状や県民の意

識、これまで実施してきた各種施策の実績や

効果などを踏まえ、地球温暖化対策の面から

「新・群馬県総合計画」を推進するものです。

イ　計画の位置付け

　・「新・群馬県総合計画」や「群馬県環境基

本計画」を上位計画とする地球温暖化対策

に関する個別基本計画です。 

　・「地球温暖化対策の推進に関する法律」第

21条に基づく計画（区域施策編及び事務

事業編）のほか、「気候変動適応法」第12

条に基づく地域気候変動適応計画も含みま

す。 

　・群馬県再生可能エネルギー推進計画を統合

し、本計画の区域施策編の一部として位置

付けます。

ウ　計画の期間

　2021（令和３）年度から2030（令和12）

年度までの10年間とし、５年ごとに見直しを

行います。 

エ　温室効果ガス排出量の削減目標（区域施策

編：群馬県全体）

　・2030（令和12）年度の削減目標を、基準

年度（2013［平成25］年度）比50％削減

（削減対策44％削減＋森林吸収量６％削減）

とします。

　・部門別の温室効果ガス排出量削減目標は図

2－1－1－1、計画の進捗状況を把握する

部門別の主な指標は表2－1－1－3のとお

りです。

オ　目標の達成に向けて

　温室効果ガス排出削減対策である「緩和策」

を推進するとともに、気候変動の影響による

被害の回避・軽減対策である「適応策」を車

の両輪として、「ぐんま５つのゼロ宣言」の実

現に向けた施策体系を図2－1－1－2のとお

り設定しました。

　今後は、当計画に沿って地球温暖化対策を

推進し、災害に強く、持続可能な社会の構築を

目指します。

図2－1－1－1　部門別の温室効果ガス排出量削減目標 

20,000
（千t-CO2）

0

5,000

10,000

15,000

H25
（基準年度）

産業

業務

家庭

運輸

18,153

R12
（目標年度）

産業

業務
家庭
運輸

10,166

▲1,089

▲9,077

部門別削減目標

その他 ▲ 15％

廃棄物部門 ▲ 38％

運輸部門 ▲ 62％

家庭部門 ▲ 59％

業務部門 ▲ 55％

産業部門 ▲ 23％

森林吸収 ▲ 6%
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表2－1－1－3　部門別の主な指標

図2－1－1－2　施策体系図

施策体系 指標 単位
基準年度
（H25）

目標年度
（R12）

省エネルギー
対策

産業部門
製造業の付加価値額当たりのエネルギー消費量 GJ/百万円 27.3 11.3

環境GS認定等事業者数 事業者 2,572 4,700

業務部門
床面積当たりのエネルギー消費量 GJ/㎡ 1.4 0.6
環境GS認定等事業者数（再掲） 事業者 2,572 4,700

家庭部門
家庭１世帯当たりのエネルギー消費量 GJ/世帯 41.4 16.9
住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 7.2 23.7

運輸部門
自動車保有台数に占める次世代自動車の普及率 ％ 8.0 50.0
自動車１台当たりのガソリン消費量 L/台 604 231

省資源対策
県民１人１日当たりのごみの排出量 g/人・日 1,050 805以下
一般廃棄物の再生利用率 ％ 15.6 27以上

再生可能エネルギー等の
導入促進

再生可能エネルギーの導入量
kWh/年

※40億 77億

内訳
大規模水力発電以外 ※9億 46億
大規模水力発電 ※31億 31億

地域マイクログリッド・VPP構築数（実証試験
を含む）

件 － 5

燃料用木質チップ・ペレット生産量 ㎥/年 ※20,997 163,000
水素ステーション設置数 箇所 － 3
燃料電池自動車（FCV）普及台数 台 － 2,700

森林による二酸化炭素の
吸収と木材利用による固定

間伐等森林整備面積 ha/年 2,302 3,100
造林面積 ha/年 156 400
新設住宅の木造率 ％ 78 82

その他の温室効果ガスの
排出抑制対策

フロン類の廃棄時回収率 ％ 34 70

※2014（平成26）年度

ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
の
実
現
に
向
け
た
対
策

緩
和
策

区
域
施
策
編
（
県
全
域
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
）

事務事業編（県庁における地球温暖化対策）

①省エネルギー対策

◆各部門の省エネルギー対策を進め、温室
効果ガスの大半を占めるエネルギー起源
の二酸化炭素の排出削減を図ります。

②省資源対策

◆ごみの減量やリサイクルを進め、廃棄物の排出を減らすことで、大気中の
温室効果ガスの排出を減らします。

再生可能エネルギー等の導入促進（群馬県再生可能エネルギー推進計画）

◆再生可能エネルギーを電気や熱として使うことを推進し、化石燃料由来の
電気から転換を図ります。また、水素エネルギーの普及拡大を図ります。

③森林による二酸化炭素の吸収と木材利用による固定

◆間伐等の森林整備・保全により、森林による二酸化炭素の吸収と木材利用
による固定を促進し、大気中の二酸化炭素の低減を図ります。

④その他の温室効果ガスの排出抑制対策

◆メタンや一酸化二窒素、フロン類等の二酸化炭素以外の温室効果ガスの排
出抑制対策を進めます。

⑤県民意識の醸成

◆脱炭素社会の実現のため、環境学習や環境教育の推進を通し、環境への負
荷が少ないライフスタイルの定着などを進めます。

気候変動の影響に対する適応方針
（群馬県気候変動適応計画）

農林水産業分野

産業部門

水環境・水資源分野

業務部門

自然生態系分野

家庭部門

自然災害分野

運輸部門

健康分野

産業・経済活動分野

生活分野

◆気候変動の影響に適応するため、７
つの分野における影響の的確な把握
や対策（熱中症対策、避難施設の整
備、防災力強化等）を図ります。

適
応
策
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図2－1－1－3　推進体制

表2－1－1－4　県有施設における温室効果ガス排出量 （単位：t-CO2）

表2－1－1－5　県有施設における温室効果ガス排出量の５年の推移 （単位：t-CO2）

知事部局
企業局

企画会議省エネ推進部会〈事務局〉総務課・財産有効活用課・気候変動対策課

病院局
教育委員会

警察

エネルギー管理統括者
（総務部長）

各主管課

施設管理者

各所属
（推進マネージャ－、推進リーダー）

エネルギー管理企画推進者
（気候変動対策課）

企画会議省エネ推進部会

H19年度
（排出量）

目標値
H19年度比
11％削減

R元年度

（排出量） 対H19年度比

温室効果ガス総排出量 132,294 117,742 113,139 ▲14.5％

年度 H27 H28 H29 H30 R元

温室効果ガス総排出量 129,297 127,390 123,925 121,411 113,139 

（1）概要

　「群馬県地球温暖化対策実行計画2011-2020」

では、県自らが、事業者として温室効果ガスの排

出を抑制するため、2020（令和２）年度におけ

る県有施設の温室効果ガスの総排出量を、2007

（平成19）年度比で11％削減することを目標と

しています。

　本計画を運用し、「エネルギーの使用の合理化等

に関する法律」に基づくエネルギー管理推進体制

を通じて全庁的な取組を推進します（図2－1－1

－3）。

　取組の実施状況については、PDCAサイクルを

導入し、毎年度点検するとともに改善を行います。

　取組結果については公表します。

（2）取組状況

　毎年各所属ごとにａ：公用車使用に係るエネル

ギー使用量・走行距離実績、ｂ：庁舎、施設・設

備に係るエネルギー使用量・温室効果ガス排出活

動量を報告、ｃ：温室効果ガス排出削減のための

行動計画を策定し、各所属で設定した削減目標に

向けて温室効果ガス排出活動量の削減を目指して

います。

　2019（令和元）年度の温室効果ガス排出量実績

は表2－1－1－4のとおりです。2020（令和２）

年度の温室効果ガス排出量を2007（平成19）年

度比11％削減するという事務事業編の目標に対し、

2019（令和元）年度の実績は同14.5％削減とな

っており、本計画の目標を達成する見込みです。

（3） 「群馬県地球温暖化対策実行計画2021-2030

（事務事業編）」の策定

　2030（令和12）年度の削減目標を、基準年度

（2013［平成25］年度）比44％削減とします。

　県は、オフィス部門における県内最大の温室効

果ガス排出事業者です。県自らが率先してエネル

ギー使用量の徹底的した削減に取り組むほか、再

生可能エネルギーの積極的な導入や、プラスチッ

クごみゼロ・食品ロスゼロに向けた取組などによ

り、温室効果ガス排出量を削減します。

３　　「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の実施　【気候変動対策課】

（　　　　　　　）

※2020（令和２）年度末で
企画会議が廃止されたため
2021（令和３）年度以降は
新たな推進体制で実施
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１　　環境GS(Gunma Standard)認定制度の運営及び認定事業者への支援　【気候変動対策課】

　環境GS認定制度は、自社の環境マネジメント

システム～計画（Plan）、実行（Do）、点検

（Check）、見直し（Action）～を整備し、これ

を組織的に運用する県内事業者を県が認定・支援

する制度です。

　本制度は、2006（平成18）年度から認定を開

始し、2,388の事業者を認定しています。

（1）特徴

・ 申請書を県に提出した時点から、認定の対象と

なります。

・ 無理なく取り組めるよう、簡易な内容となって

います。

・費用は無料です。

・ 参加は事業所単位で、業種等による制限はあり

ません。ISOやエコアクション21の取得事業

者も参加可能です。

（2）申請期間　年間随時

（3）認定事業者になると

　●　認定書、ステッカーが交付されます。

　●　事業者名と取組内容が公表されます。

　●　県や民間事業者から支援等が受けられます。

　　・広報紙等による情報提供（無料）

　　・研修会・セミナーの開催（無料）

　　・環境GS推進員の派遣（無料）

　　・省エネ診断員の派遣（無料）

　　・企業のエコドライブ支援（無料）

　　・環境GS企業エコ改修資金の貸付

　　・民間金融機関からの融資等

第２項　省エネルギー対策の促進

表2－1－1－6　環境GS認定事業者認定状況（2021［令和３］年３月31日現在）

表2－1－1－7　環境GS認定事業者数の推移（各年度末）

図2－1－1－4　環境GS認定制度　取組全体の流れ

事業者の内訳 件数

業
種
別

農林水産業・鉱業 16
製造業 341
建設・設備・廃棄物処理業等 607
商業・金融・サービス業等 1,237
運輸業 187

規
模
別

0～    9人 871
10～  99人 1,310
100～499人 172

500人～  35
計 2,388

年度 認定事業者数
Ｈ28 2,486 
Ｈ29 2,539 
Ｈ30 2,548 
Ｒ元 2,477 
Ｒ２ 2,388 
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　森林破壊、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、

海洋汚染など地球環境問題への対応が大きな課題

となり、企業の環境問題への取組についても大き

な関心が寄せられています。こうした中で、環境

マネジメントシステムである国際規格ISO14001

は、国際競争上、重要となり、大企業を中心に認

証取得が進んでいます。また、中小企業においても、

内外の取引先を開拓していく上で、認証取得が非

常に重要となってきています。

（1）認証取得の状況

　1996（平成８）年に規格が発行し、我が国の

審査登録件数は、2021（令和３）年５月28日現

在で14,738件となりました。（群馬県：278件）

　産業分野別の状況では、建設が21.47％、以下

基礎金属・加工金属製品20.70％、卸売業、小売

業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び

家財道具の修理業13.12％と続きます。最近の動

向としては、特定業種だけでなく、自治体、商社、

病院、銀行等、サービス業をはじめとした幅広い

業種に広がりを見せています。

 【（公財）日本適合性認定協会調べ】

（2）ISO14001認証取得支援

　中小企業においては資金面や人材面が十分とは

いえず、ISO14001認証取得への取組は遅れてい

る状況にあります。

　このため、本県では、(公財)群馬県産業支援

機構の経営総合相談窓口においてマネージャーに

よる相談対応や、登録専門家によるコンサルティ

ングなどの支援を行っています。

３　　ISO14001＊１認証取得支援　【経営支援課】

表2－1－1－8　群馬県内におけるエコアクション21認証・登録者数の推移

 年度
区分 H28 H29 H30 R元 R２

エコアクション21認証・登録者数 212 233 243 242 236
認証・登録支援事業参加者の認証・

登録状況
8 7 2 3 －

（1）エコアクション21とは

　エコアクション21の認証･登録制度は、環境

省が策定したエコアクション21ガイドライン

に基づき、環境への取組を適切に実施し、環境

経営のための仕組みを構築、運用、維持すると

ともに、取組結果の公表を行う事業者について、

認証し登録する制度です。この制度は、事業者

の環境への取組を推進し、持続可能な経済社会

の実現に貢献することを目的としています。

（2）認証・登録状況

　全国で7,543件、群馬県では、236件（2021

［令和３］年３月31日現在）の認証・登録があ

ります。

【エコアクション21中央事務局ホームページから】

（3） 「エコアクション21認証・登録支援事業（自

治体イニシアティブ）」

　2011（平成23）年度から環境GS認定事業

者を対象として、県とエコアクション21地域

事務局が協力して「無料集合コンサルティング」

を実施し、エコアクション21認証・登録を目

指す事業者を支援しています。

　2019（令和元）年度は４事業者が参加しま

した。2020（令和２）年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で中止しました。

２　　エコアクション21認証・登録支援　【気候変動対策課】

＊１ ISO14001:ISO14000シリーズは、国際標準化機構（ISO：International　Organization　for　Standardization）が定めている環境管
理システム規格で、1996（平成８）年９月に発行しました。ISO14001は、このシリーズの中核となる環境マネジメントシステムの仕様及
び利用の手引きです。このほか、環境監査の指針、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント、用語と定義などの規格があります。
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　県内の温室効果ガス排出量のうち、産業部門か

らの排出は37.6％（2018［平成30］年度）を

占めており、最大の排出源となっています。その

ため、県全体の排出削減を進めるためには、産業

部門における取組が重要となります。

　工場等のエネルギー管理は、従来、人が測定や

管理を行っていました。しかし、エネルギー効率

の最適化を実現するためには、作業のデジタル

化・自動化が必要となります。その手段として、

FEMS（工場のエネルギー管理システム）の導入

があります。FEMSは、工場等における生産設

備のエネルギー使用状況・稼働状況等を見える化

することができます。また、FEMSはそれらの

情報をもとにエネルギー使用量の予測を行うもの、

エネルギー需要に応じてエネルギー供給設備を最

適化するものなど、様々な機能を有するものが実

用化されています。

　県では、工場等のエネルギー使用状況の見える化

を促進し、エネルギー効率の最適化を目指します。

　県では、温室効果ガス排出量削減とコスト削減

を目的として、「環境GS省エネ診断員派遣事業」

を実施しています。本事業は、エネルギー消費量

の削減に係る具体的な改修等を提案できる有資格

者を「省エネ診断員」として認定し、無料で派遣

するものです。現地調査に基づいた、より事業者

にあった改修等の提案と支援制度（補助金・融資

等）の紹介を行います。

　また、県の取組以外にも省エネルギー診断を実

施している企業や団体があり、より詳細な診断を

行うことも可能です。

　環境に配慮した消費行動や企業活動を展開し、

本県における温室効果ガスの排出量を着実に減ら

すため、省エネルギー設備や機器の導入を促進し

ます。

（1）産業部門

　製造業における省エネルギー対策として、ボイ

ラーやモーターなど生産設備の高効率化や運用効

率の改善による、製造工程全体の省エネルギー化

を促進します。

　また、建設業における低燃費型建設機械の普及、

農林業における作業機械の燃費改善等を促進しま

す。

（2）業務部門

　事業者によるエネルギー管理システムや高効率

給湯器、高効率空調、LEDなどの高効率照明の

導入を促進します。また、民間企業などに対して

ESCO事業など省エネルギー改修に関する情報

提供などを行います。

　さらに、業務部門における温室効果ガス排出の

一因となっているOA機器等の電化製品について、

省エネルギー型のものへの転換を促進します。

４　　工場等のエネルギー使用状況の見える化の促進　【気候変動対策課】

５　　省エネルギー診断の利用促進　【気候変動対策課】

６　　省エネルギー設備･機器の導入促進　【気候変動対策課】
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図2－1－1－5　近年のZEBの定義（イメージ）

　業務施設等の建築物の省エネルギー性能を向上

するため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」の運用等により、省エネルギー性能

の高い建築物の新築・増改築を促進します。

　また、建築物の新築の機会を捉えて、建物で消

費されるエネルギー収支がゼロとなる「ZEB（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビル）」化を促進します。

７　　建築物の省エネルギー性能向上　【気候変動対策課】

出典：環境省ホームページ http://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html 

　群馬県の二酸化炭素排出量のうち、住まい（家庭部門）か
らの二酸化炭素排出量はその16％を占め、特に居在中のエネ
ルギー消費を減らすことは、二酸化炭素削減を大きく促すと
言われています。
　2020（令和２）年１月に初の国内発生が確認された新型
コロナウイルス感染症に対処するため、国は、「不要不急の外
出の自粛」、「出勤者の７割削減」、「学校の全国一斉臨時休業」
等対策を講じてきました。このことがきっかけに、「在宅勤務」、
「テレワーク」、「オンライン授業」等、働き方、学び方が急速
に変化し、住まいに「居在」する時間が増加する傾向にあり
ます。
　ぐんまゼロ宣言住宅は、その名前のとおり、「ぐんま５つの
ゼロ宣言」の温室効果ガス排出量「ゼロ」を達成するために
群馬県が定めた住宅の規格です。住まいで消費するエネルギ
ーを抑え、再生可能エネルギーを利用したエネルギーを創り
出すことで、家庭部門の二酸化炭素排出量を削減できます。
また、この住まいに地域の木材を使う事で、長期的な炭素の
固定を行い、二酸化炭素吸収源としての森林を健康な状態で
維持することができます。
　2021（令和３）年度から開始した「ぐんまゼロ宣言住宅
促進事業」では、県と理念を共有して「ぐんまゼロ宣言住宅」
の普及・供給活動を行うグループと、「ぐんまゼロ宣言住宅推
進協定」を締結して普及に取り組んでいきます。

ぐんまゼロ宣言住宅についてコラム

図：環境省ホームページ（https://ondankataisaku.env.go.jp/
coolchoice/kaikae/housing/）
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　環境生活保全創造資金は、公害防止や廃棄物対

策、更には循環型社会づくりや地球環境問題に取

り組む中小企業者を支援する融資制度です。

　1968（昭和43）年度に「公害防止対策資金」

として発足し、制度内容の充実とともに、1999

（平成11）年４月に「環境保全創造資金」、2003

（平成15）年４月に「環境生活保全創造資金」へ

と改称しました。

　2020（令和２）年度における融資実績は、１件、

48,332千円でした。近年の融資状況は表2－1－

1－11、2021（令和３）年度における制度概要

は表2－1－1－12のとおりです。

９　　制度融資による支援　【環境政策課、県民活動支援・広聴課】

表2－1－1－11　近年の融資状況（新規融資分） （単位：件、千円）

区分
公害防止施設
整 備 資 金

低公害車導入
整 備 資 金

資源有効
利用施設
整備資金

産業廃棄物
処 理 施 設
整 備 資 金

産 業 廃 棄 物
処 理 施 設
整 備 資 金
（再生利用施設
　整備資金）

環境GS企業
エコ改修資金

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物処理資金

合　計

年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

H27 0 0 2 28,700 0 0 0 0 1 24,500 0 0 － － 3 53,200

H28 0 0 4 41,800 0 0 0 0 0 0 0 0 － － 4 41,800

H29 0 0 1 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,000

H30 0 0 0 0 0 0 1 25,000 0 0 0 0 0 0 1 25,000

R元 0 0 1 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,800

R2 0 0 0 0 0 0 1 48,332 0 0 0 0 0 0 1 48,332

注）融資実行した日の属する年度別の融資件数及び融資額

　県では、住宅の省エネルギー性能向上を促進す

るため、行政の各種支援施策及び省エネルギー性

能向上による光熱費や温室効果ガス排出量の削減

など、その必要性や効果について、住宅の建築主、

買主、借主等の消費者に対し講習会の開催やチラ

シの配布による情報発信を行っています。

　また、住宅関連事業者の省エネに関する工事の

技術向上のため、事業者向け講習会を実施し住宅

の省エネルギー施工技術の普及啓発を図っていま

す。

　消費者向け講習会及び事業者向け講習会の開催

実績は表2－1－1－9のとおりです。

　さらに、群馬県住宅供給公社内の「ぐんま住ま

いの相談センター」において、県民が自分で風速、

温度、湿度などの環境性能を計測できる「多機能

環境テスター」の貸出しを行っています。

　多機能環境テスターの貸出し実績は表2－1－1

－10のとおりです。

８　　住宅の省エネルギー性能の向上に関する情報発信・普及啓発　【住宅政策課】

年　度
区　分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２

消費者
向け

開催回数 １ １
参加者 25 43

事業者
向け

開催回数 21 20 12 ５ －
参加者 356 249 196 823 224

年　度
区　分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２

貸出実績 ２ ２ ２ ２ １

表2－1－1－9　講習会開催実績 （単位：回、人）

表2－1－1－10　多機能環境テスター貸出し実績 （単位：台）

※R２年度はオンライン講座の資料配付数
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表2－1－1－12　制度融資の概要

名称 対象者 対象事業 支援内容等 担当部署

群

馬

県

環

境

生

活

保

全

創

造

資

金

融

資

公害防止施
設整備資金

中小企業者、
中小企業団体

①公害防止施設の設置
②公害防止のため工場を移転
③土壌、地下水汚染未然防止のため
の施設整備

④有害化学物質等に汚染された土
壌・地下水を処理

⑤アスベスト除去

・限度額5,000万円（知事の特認あり）
・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　７年以内（工場移転、アスベスト除去
10年以内）うち据置期間１年以内

環境保全課

低公害車導
入整備資金

中小企業者、
中小企業団体

①低公害車の購入（環境GS企業に
限る）

②低公害車用燃料供給施設の整備

・限度額１億円
・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　10年以内うち据置期間１年以内

気候変動対
策課

資源有効利
用施設整備
資金

中小企業者、
中小企業団体

資源有効利用施設の整備又は購入

・限度額5,000万円（知事の特認あり）
・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　７年以内（建物の新築又は改築10年以
内）うち据置期間１年以内

廃棄物・リ
サイクル課

産業廃棄物
処理施設整
備資金

中小企業者、
中小企業団体

①産業廃棄物を処理するための施設
整備

②産業廃棄物を再生利用するための
施設整備

・限度額①5,000万円②7,000万円（①
のみ知事の特認あり）

・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　７年以内（建物の新築又は改築10年以
内）うち据置期間１年以内

廃棄物・リ
サイクル課

環境GS企
業エコ改
修資金

環境GS事業
者として認定
を受けている
中小企業者
（個人・会社）

①省エネ率10％以上の改修工事又は
自己資金調達型のＥＳＣＯ事業

②中小企業信用保険法施行規則第９
条に定める「エネルギーの使用の
合理化に資する施設」に該当する
120施設等の設置

③高効率照明への改修工事
④新エネルギー設備の設置又は改修
工事（自社で消費するエネルギー
を賄う設備限定）

・限度額
　① 省エネ率10%以上の改修工事2,000万

円、自己資金調達型ESCO事業１億円
　②エネルギーの使用の合理化に資する
　施設等の設置１億円

　③高効率照明への改修工事に要する資
　金2,000万円

　④新エネルギー設備の設置又は改修工
　事2,000万円

・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　10年以内うち据置期間１年以内

気候変動対
策課

ポリ塩化
ビフェニ
ル廃棄物
処理資金

中小企業者、
中小企業団体

①ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理
②処理に伴う代替機器の設置

・限度額5,000万円（知事の特認あり）
・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　７年以内うち据置期間１年以内

廃棄物・リ
サイクル課

そ
の
他
融
資

NPO活動
支援整備資
金

県内に事務所
を置き、県内
で活動してい
るNPO法人

①NPO活動を推進する上で必要な
施設及び一般事務機器等の整備

②NPO活動を行う上で必要な運転
資金

・限度額①2,000万円②500万円（②の
み知事の特認あり）

・利率年1.7％（保証付1.4％）以内
・融資期間
　① 建物10年以内、設備７年以内うち据
置期間１年以内

　②５年以内うち据置期間１年以内

県民活動支
援・広聴課
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　温室効果ガス排出量の削減に向けた行動が、ラ

イフスタイルとして定着した脱炭素社会の実現を

目指し、各家庭で取り組める温暖化防止行動 ｢ぐ

んまエコスタイル｣の普及推進に取り組みました。

（1）出前講座（講師の派遣）

　ア　趣旨・目的

　公民館や自治会などの身近な場所で、他のイ

ベントとの併催や平日夕方・休日など集まりや

すい時間に出前講座を行い、家庭でできる温暖

化防止行動などについて広く普及啓発を図りま

した。

　イ　実施回数

　14回

　ウ　啓発リーフレット

　リーフレット「ぐんまちゃんと環境にやさし

い生活始めませんか」、「ぐんまちゃんの環境に

やさしい食生活のすすめ」を使って、家庭で取

り組みやすい温暖化防止行動を説明しました。

※2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感

染症拡大予防の観点から、出前講座を例年より

縮小し実施しました。

（2）出前講座（動画）

　ア　趣旨・目的

　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、

他人と接触せず家庭での温暖化防止行動の普及

推進を行うため、出前講座を動画撮影し、公開

を行いました。

　イ　公開した動画の本数

　３本

10　　家庭における節電・省エネ対策（ぐんまエコスタイル）　【気候変動対策課】

表2－1－1－13　出前講座の実施状況

年度 H28 H29 H30 R元 R２
件数 37 44 22 40 14
受講人数 794 841 564 1,141 335

23

第２部　ぐんまの環境　第１章　地球温暖化対策の推進



　県自らが率先して二酸化炭素などの温室効果ガ

スの排出削減を進めるため、大規模施設に対する

ESCO事業*１の導入や庁舎照明設備の高効率化な

どの省エネ改修を推進するとともに、管理標準*２に

基づくエネルギーの適正管理や行動計画による職

員の省エネ行動の徹底を図っています。

　また、東日本大震災以降は、電力不足に対する

夏の節電対策として、使用最大電力の削減に取り

組んでいます。

（1）ESCO事業導入の推進

　2008（平成20）年度及び2009（平成21）年

度に、一定規模の県有施設９施設に対してESCO

事業導入可能性調査を実施し、その中から総合交

通センターと生涯学習センターにESCO事業を

導入しました。

　2014（平成26）年度には自然史博物館、2019

（令和元）年度には県立女子大学、2020（令和２）

年度には館林美術館にESCO事業を導入しまし

た。

（2）管理標準に基づくエネルギーの適正管理

　2010（平成22）年度から各県有施設ごとの管

理標準を整備するとともに、エネルギー原単位＊３

削減の５か年の中期目標と単年度目標を設定して

います。

　また作成した管理標準の遵守状況を毎年チェッ

ク、評価することでエネルギーの適正管理を図っ

ています。

（3）職員の省エネ行動の徹底

　毎年、各所属ごとに省エネルギーの取組に関す

る行動計画を作成しています。

　各所属の取組状況を年１回（年度末）にチェッ

クし、省エネ行動の徹底を図っています。

（4）省エネ・節電対策の取組

　特に電力需要が高くなる夏期及び冬期において、

省エネ・節電を徹底します。県有施設全体の電力

使用量を対前年度比で１％以上削減することを目

標に、各県有施設ごとに省エネ・節電行動計画を

作成し、来庁者の利便性や職員の健康管理、執務

効率の向上を考慮し柔軟に省エネ・節電対策を実

施しました。（図2－1－1－6）

　標準的な庁舎における主な取組内容は次のとお

りです。

・執務エリアは柔軟に照度の調整を行う。

・ 使用していない会議室等は、空調停止を徹底す

る。

・ 繁忙期を除き、コピー機、プリンターの使用を

１/２とする。

11　　公共施設の省エネルギー化の推進　【気候変動対策課】　

＊１ ESCO事業：民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、設計、施工、運転・維持管理、資金調達などを含めた包括的なサービス
のことです。省エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約であることが最大の特徴です。

＊２ 管理標準：エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」を
いいます。

＊３ エネルギー原単位：生産量や売上高など単位あたりのエネルギー使用量のことで、エネルギーに関する効率を表す指標になります。庁舎にお
いては一般的に、延床面積１㎡あたりのエネルギー使用量が用いられます。

光熱水費

返
済
分

光熱水費

ＥＳＣＯ事業
契約中

ＥＳＣＯ事業
実施前

契約期間
終了後

金利

初期投資

ＥＳＣＯ事業者の利益

光熱水費

ビルオーナーの利益

ビルオーナー
の利益

電
力
量（
千
kw
）

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月

R2年度

R元年度

H30年度

H29年度

H28年度

（参考）

H23年度

図2－1－1－6　ESCO事業の概念

図2－1－1－7　電力使用量

　　　　　　　　(2020[令和２]年度は実績)
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　LED式の信号灯器は、電球式に比べて６分の

１程度の電力消費量であり、省エネルギー対策に

寄与します。また、視認性の向上及び疑似点灯の

防止に加えて、長寿命化を期待でき、最終的には

地球温暖化の防止につながります。

　県では、全信号機をLED化することを目標に、

2006（平成18）年度から積極的に導入を推進し

ています。

【LED信号機整備数】

　2021（令和３）年３月末現在、全信号機4,205

か所のうち、2,605か所を整備しており、2016（平

成28）年度以降の推移は、図2－1－1－8のとお

りです。

（2020［令和２］年度整備数　47か所）

12　　LED式の信号灯器の導入　【（警）交通規制課】

図2－1－1－8　LED信号機整備状況 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

R2R元H30H29H28
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

全信号機 ＬＥＤ信号機整備率

年度
区分 H28 H29 H30 R元 R２

全信号機 4,190 4,219 4,221 4,217 4,205

LED信号機 2,252 2,377 2,481 2,558 2,605
整備率 53.7% 56.3% 58.8% 60.7% 62.0%

　スマートムーブとは、人の移動時に発生する二

酸化炭素の排出を抑制するため、自動車による移

動から自転車や徒歩、公共交通による移動への転

換や、自動車の利用方法の工夫など、自らエコで賢

い移動手段を選択する取組です。2019（令和元）

年度末における群馬県の１世帯当たりの自動車保

有台数は2.09台/世帯（全国５位）、自動車１台

当たり人口は1.12人/台（全国１位）と、本県は

県民の移動手段の大半を自動車が占める全国でも

有数の自動車社会です。県では、市町村・交通事

業者と連携して「過度に自動車に依存している状

況」から「公共交通や自転車、徒歩などの多様な

交通手段を適度に利用する状態」に転換する取組

を推進します。

１　　スマートムーブの推進　【気候変動対策課】

第３項　自動車交通対策の推進

　自動車保有率の高い本県において、自動車から

排出される温室効果ガスの削減を進めるため、積

極的に次世代自動車等(電気自動車、ハイブリッ

ド自動車等)の導入を進めていく必要があります。

　県では公用車における次世代自動車等の率先導

入を推進しており、公用車更新の際は次世代自動

車等を購入し、更新前より燃費性能の高い車両に

更新しています。

　過去５年間の次世代自動車導入実績については

表2－1－1－14のとおりです。

２　　公用車への次世代自動車等の導入　【気候変動対策課】
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表2－1－1－14　公用車における次世代自動車等の導入状況 （単位：台）

 年度
区分

H28 H29 H30 R元 R2 全保有台数

次世代自動車

電気自動車 0 0 0 0 0 4

天然ガス自動車 2 0 0 0 0 27

ハイブリッド自動車 11 23 7 11 10 184

クリーンディーゼル自動車 0 0 0 0 0 16

次世代自動車　小計 13 23 7 11 10 231

次世代自動車以外
（低燃費・低排出ガス車含む）

96 78 106 95 102 2,753

合計 109 101 113 106 112 2,984

※知事部局、教育委員会、企業局、病院局、県警を集計したもの。

（1）概要

　耐用年数を経過し、「特定特殊自動車排出ガスの

規制等に関する法律」に適合していない農業用機

械から、同法律の適合車種へ買換えを行う場合等、

燃料消費量や化学物質の排出量の低減など地球環

境に配慮した省エネルギー対策に対し支援を行っ

ています。

（2）取組状況（農業機械に限る）

①　排出ガス規制適合車への支援

②　低燃費車及び機械への支援

③　省電力機械への支援

④　低燃費・省電力機械への支援

３　　排出ガス規制適合車等の導入推進　【農業構造政策課】

　本県は運輸部門における温室効果ガス排出量の
割合が大きく、電気自動車（EV：Electric Vehicle
の略）や燃料電池自動車（FCV：Fuel Cell Vehicle
の略）等の次世代自動車の導入促進は、脱炭素社
会の実現に向けた重要な施策の一つです。

■電気自動車は、バッテリーに充電した電力を動
力として走行する自動車です。
　電気自動車の普及に向けて、群馬県ではこれまで、
充電器の整備や中小企業向け低金利融資、県民向
けセミナーの開催、公用車における率先導入を行
ってきました。
　今後は、走行時だけでなく製造過程も含めた
LCA（ライフサイクルアセスメント）の低減を目
指し、再生可能エネルギーと蓄電システム等の導
入や充電インフラの整備、事業者や各種団体など
との連携による普及啓発などを行い、電気自動車
の更なる普及を推進します。

■燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応から
発電を行い、その電力を動力として走行する自動
車です。
　電池を搭載しないため電気自動車と比べて車両
重量が軽く、また積載スペースを圧迫しないため、
トラック等大型自動車での活用が期待されていま
す。なお、現在県内における水素ステーションは
高崎市内に１か所のみであり、燃料電池自動車の
普及には更なる設置が必要です。
　県では、運輸部門での温室効果ガス削減におけ
る水素の利活用の必要性について、普及啓発を進
めます。
　燃料電池トラック（FCトラック）やFCバスな
どの情報発信を積極的に行うほか、水素充填設備
の見学・説明会の開催によ
る水素ステーションのPR
等を行い、運輸部門での水
素活用を促進することによ
り、水素ステーションの普
及を進めます。

電動車の普及推進についてコラム
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（1）居住と都市機能集積の促進

　人口減少と高齢化が同時に進行する局面でも、誰

もが生活に必要なサービスを持続的に享受できるよ

う、駅周辺や市役所等の地域の拠点に公共施設や商

業施設、医療機関などの都市機能の核となる施設を

集積・誘導するとともに、周辺に居住機能を誘導す

ることで、「まちのまとまり」の維持に努めます。

　都市機能と住宅等の集積・誘導の促進に向けては、

市町村の立地適正化計画*１策定を支援し、「都市機能

誘導区域*２・居住誘導区域*３」の指定を促進すると

ともに、一体的な生活圏を有する市町村を越えた範

囲における「まちのまとまり」の維持を図るため、

広域的な視点から市町村間のまちづくりに関する各

種調整を行います。

　2020（令和２）年度末現在、県内の11市町村が立

地適正化計画を策定しています。

（2）公共交通を軸としたまちづくり

　自動車に依存しない公共交通を軸としたまちづ

くりを進めるため、人口減少と高齢化が現状のま

ま推移しても、まちの活力を維持し公共交通が成

り立つよう、まちの機能や住宅を公共交通の利便

性が高い鉄道駅周辺等へ誘導します。

４　　適正な土地利用によるまちのまとまりの維持　【都市計画課】

＊１ 立地適正化計画：都市住民の生活を支えるサービスが維持された持続可能な都市の実現に向けて、居住機能や都市機能の立地誘導を通じて、
都市構造のコンパクト化を図るための計画のこと。

＊２ 都市機能誘導区域：立地適正化計画に基づき定めるもので、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することに
より、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

＊３ 居住誘導区域：立地適正化計画に基づき定めるもので、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ
ービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

＊４ バスロケーションシステム：運行中の路線バスの位置情報をバス停やスマートフォン等で閲覧や検索ができるシステム。

　二酸化炭素の排出抑制など環境への負荷を低減

するためには、「過度に自動車に依存している状況」

から「公共交通や自転車、徒歩等の多様な移動手

段を適度に利用する状態」に転換することが必要

不可欠であり、誰もが鉄道やバスなどの公共交通

を使いやすくなるように、公共交通網の整備・維

持に取り組みます。

（1）地域的な暮らしの足の確保

　高齢者や高校生などの自動車以外の移動手段を

必要とする県民が、生活スタイルに合わせて移動

ができる暮らしの足の確保に向けて、市町村、交

通事業者、地域住民と協調し、環境整備に取り組

みます。

　2020（令和２）年度は相乗りタクシーの実証

実験を行いました。

（2）基幹公共交通軸の確保・維持

　鉄道やバスなどの基幹公共交通軸を将来にわた

って確保していくため、県内利用者だけでなく、

県外からの観光客も使いやすいよう利用環境を改

善するとともに、誰もが利用しやすい公共交通ネ

ットワークの再構築に取り組みます。

　2020（令和２）年度は鉄道駅のバリアフリー化、

駅及び駅周辺の交通関連施設整備等の支援（ステ

ーション整備）、交通系ＩＣカード導入支援、バ

スロケーションシステム*４実証実験を行いまし

た。

（3） 新技術を活用した効率的で持続可能な移動

手段の確保

　今後の高齢化の進展による交通弱者の移動手段

の確保を図るとともに、都市内交通の円滑化、環

境負荷の軽減、中心市街地の活性化等の観点から

公共交通機関への利用転換を促進するため、新技

術を活用した効率的で持続可能な移動手段の確保

に取り組みます。

　2020（令和２）年度は 群馬大学との共同研究

による自動運転バスの実証実験などを行いまし

た。

５　　公共交通網の整備・維持　【交通政策課】
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　「過度に自動車に依存した状況」から「公共交

通や自転車、徒歩等の多様な移動手段を適度に利

用する状態」へ、県民一人一人の交通行動を変え

ていくため、公共交通を利用することによるメリ

ットや公共交通の現状と必要性などを伝えるとと

もに、公共交通マップの作成・提供など公共交通

の利用を促す取組を市町村や関係者と連携して実

施します。

（1）公共交通乗り方教室

　小学生を対象に「バスの乗り方教室」を開催し、

体験乗車等を通じて公共交通に興味を持ってもら

うとともに、利用時のマナーを伝えるなど、将来

の公共交通の利用者を育成するものです。

　2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を受けて中止しました。実施した

学校数の推移は表2－1－1－15のとおりです。

（2） 学生や社会人を対象としたモビリティ・マ

ネジメント

　通勤・通学時の移動手段について公共交通への

転換を促すための意識啓発活動を行います。

　2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を受けて中止しました。

６　　モビリティ・マネジメントの推進　【交通政策課】

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 R２

学校数 11 11 14 13 －

表2－1－1－15　バスの乗り方教室実施学校数の推移 （単位：校）

　2016（平成28）年度の公共交通に関する世論

調査において、駅やバス停などで不足を感じる情

報のうち、「電車やバスの現在位置や遅延状況など

の運行情報」を挙げた割合が21.7%と最も高くな

っています。

　このような利用者のバス待ち時間のイライラや

不安等を軽減するためには、通行中のバスの位置

をリアルタイムで表示する「バスロケーションシ

ステム」の導入が有効ですが、県内では、高崎市、

伊勢崎市などの一部路線で導入されているのみで、

コストや維持管理、情報の一元化などの面での課

題もありました。

　そこで、2019（令和元）年度に前橋赤十字病院

及びその付近を通過するバス路線４社７路線で、

低価格かつ運用負担の少ない群馬型廉価版バスロ

ケーションシステムの導入実証実験を行いました。

さらに、2020（令和２）年度には、前橋駅～県庁

前を通過するバス路線を加え、６社26路線に拡大

しました。

　2021（令和３）年度からは、この実験を継承す

る形で本格運用を開始しています。

今後、このシステムを継続すると

ともに、対象路線・エリアを拡大

していくための支援を行い、公共

交通の利便性向上に取り組みます。

バスロケーションシステムコラム

デジタルサイネージ（情報表示装置）
（左：前橋市役所　右：群馬県庁）

スマートフォン、PC用の利用者画面

https://gunma.
busyohou.jp/
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　自転車は、排気ガスを出さず、クリーンかつエ

ネルギー効率の高い交通手段です。

　そのため、県では、自転車利用を推奨していま

すが、交通ルールやマナーを守りながら、もっと

自転車が安全に通行できる空間整備が必要です。

　そこで、自転車の安全確保と利用拡大を目指し、

2019（平成31）年３月に「群馬県自転車活用推

進計画」を策定しました。計画の策定に当たって

は、「県内自転車事故の削減」「自転車を安全・安

心して利用できる環境の創出」「自転車の安全利

用に向けた安全教育」の３つの課題について対策

を示しています。

　今後は、この計画に基づき、自転車道や自転車

通行帯等の整備や安全教育を進め、自転車を安全

に利用できる環境の整備をしていきます。

　また、自転車利用の促進を図るため、民間企業

と連携した啓発活動の実施や、サイクリングロー

ドマップの作成・配布を通して自転車の魅力を情

報発信するとともに、県民ボランティアと協同し

て、自転車道の点検などの取組を進めていきます。

　2020（令和２）年度は県道前橋長瀞線などで、

矢羽根型路面表示の設置による自転車通行空間の

整備を行うとともに、ヘルメットの着用促進など

の安全な自転車利用に向けた啓発活動を行いまし

た。

　県では、「災害時も機能する」、「物流の効率化と

観光振興を支える」、「まちのまとまりをつなぐ」、

「生活を支える」の４つの観点から自動車交通網

の整備を進めています。

　バイパス整備や道路拡幅、交差点改良等により

渋滞が解消され、道路交通がスムーズになり安全

性が向上するほか、自動車からの排気ガスが削減

されることで地球温暖化防止に貢献できます。

　2020（令和２）年度は上信自動車道、西毛広

域幹線道路などのバイパス整備をはじめ、渋滞箇

所の現道拡幅や交差点改良を行いました。2021

（令和３）年度の主な事業箇所は次のとおりです。

①上信自動車道（吾妻東バイパス２期、吾妻東

バイパス、吾妻西バイパス、長野原嬬恋バイ

パス）バイパス整備

②西毛広域幹線道路(高崎工区、高崎西工区、

高崎安中工区、安中富岡工区)バイパス整備

③国道254号（福島西工区）交差点改良

④国道407号（熊野町交差点）交差点改良

７　　自転車を利用しやすい通行空間の整備　【道路管理課、道路整備課、都市計画課】

８　　自動車交通網の整備　【交通政策課、道路整備課、道路管理課、都市計画課】
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１　　群馬県地球温暖化防止活動推進センターの活動推進　【気候変動対策課】

第４項　県民や民間団体の環境活動の促進

　地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づき知事が委嘱してお

り、地域において、地球温暖化の現状や地球温暖

化対策の重要性などの普及啓発を草の根的に推進

するため、県や市町村と協働して活動しています。

【活動事例】

○群馬県地球温暖化防止活動推進センターの

「出前講座」講師を務める

○県や市町村主催の研修会や講演会に参加し、

得た知識を日頃の環境活動に活かす

○温暖化防止に関する各種資料やパンフレット

を配布し、普及啓発に努める

○市町村主催の環境セミナー等で講師、リーダー、

アドバイザーを務める

○市町村主催のイベントで、パネル展示や体験

ブースを設置するなど、温暖化に関する出展

を行う

○環境にやさしい買い物スタイルの普及活動を

行う

表2－1－1－16　地球温暖化防止活動推進員の委嘱人数

委嘱日 人　数

平成16年２月17日 10人

平成17年９月28日 102人

平成19年５月25日 200人

平成21年５月26日 230人

平成23年５月24日 229人

平成25年５月21日 205人

平成27年５月19日 202人

平成29年５月16日 144人

令和元年５月22日 150人

※任期：原則２年間

※ 2019（令和元）年５月22日の委嘱日以降、４

名の方が追加委嘱され、2021（令和３）年３

月末現在　154名

２　　群馬県地球温暖化防止活動推進員の活動推進　【気候変動対策課】

　群馬県地球温暖化防止活動推進センターは、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地

球温暖化の現状に関する情報提供や、温暖化対策

の普及啓発を行う拠点として2005（平成17）年

５月に設置されました。

　本県では、「NPO法人地球温暖化防止ぐんま県

民会議」が、知事によりセンターに指定されてい

ます。

　センターでは、次の業務等を行っています。

・地球温暖化対策に関する出前講座への地球温

暖化防止活動推進員の派遣

・地球温暖化防止活動を行う民間団体の支援

・日常生活における温室効果ガスを減らす工夫

についての質問・相談対応

・環境GS認定事業者への支援事業

　なお、2021（令和３）年の「地球温暖化対策

の推進に関する法律」の一部改正により、地域地

球温暖化防止活動推進センターの業務に事業者向

けの啓発・広報が追加されました。

【群馬県地球温暖化防止活動推進センター】

〒371－0854

前橋市大渡町１－10－７（県公社総合ビル６階）

　電　話：027－289－5944

　ＦＡＸ：027－289－5945

　E-mail：info@gccca.jp

　ＵＲＬ：http://www.gccca.jp/
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　群馬県の年平均気温は、変動を繰り返しながら、

100年当たり2.0℃の割合で上昇しています。特

に最近の30年間は、気温の上昇傾向がより顕著

に現れています。

　

　農作物への影響や、過去の観測を上回るような

短時間強雨、台風の大型化などによる自然災害、

熱中症搬送者数の増加といった健康への影響など、

気候変動の影響は、すでに私たちのくらしの様々

なところに現れています。

　このように、気候変動によって生じる新たな被

害、大きな災害に備え、気候変動による影響をで

きる限り回避・軽減するための対策を「適応策」

といいます。

　本県は、低地から高地まで変化に富んだ地形の

中に、県土の３分の２を占める森林や利根川など

多くの河川や湖沼があります。また、年間を通じ

て気温の変化が大きく、日照時間の長さや標高差

を活かした農業・畜産業が盛んであるほか、輸送

用機器など高度な産業技術が集積しています。

　このような本県の特性を踏まえ、県では、「農林

水産業」「水環境・水資源」「自然生態系」「自然災

害」「健康」「産業・経済活動」「生活」の７つの分

野での気候変動による影響を整理し、「適応策」と

して、2021（令和３）年３月に策定した「群馬

県気候変動適応計画」にまとめました。

　県では、気候変動や適応策に関する情報を分か

りやすくお知らせするため、「群馬県気候変動適応

センター」を設置して、「気候変動適応レター」の

発行や、ホームページや動画を通じて情報発信し

ています。

「群馬県気候変動適応センター」ホームページア

ドレス

http://www.pref.gunma.jp/04/cp01_00026.

html

  第２節　気候変動適応策の推進

１　　気候変動の影響に対する７つの分野における適応策の推進　【気候変動対策課】

第１項　気候変動の影響に対する適応策の推進

図2－1－2－1　前橋　年平均気温　1897年－2019年 
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（1）再生可能エネルギーの導入状況

　群馬県は、日照時間が長く、水資源や森林資源

に恵まれている特性を活かし、再生可能エネルギ

ーの導入を推進してきました。

　本県における、固定価格買取制度の対象となら

ない大規模水力発電設備や、認定を受けていない

公共施設などの発電設備を加えた再生可能エネル

ギーの導入量は、2019（令和元）年度末現在、

年間約56億kWh(キロワットアワー)と推計され、

群馬県再生可能エネルギー推進計画（2018-

2020）の目標値（年間約52億kWh）を達成し

ています。

（2）導入目標

　「群馬県地球温暖化対策実行計画2021-2030」

において、2030（令和12）年度における再生可

能エネルギーの導入目標を77億kWh/年と定め

ました。大規模水力発電を除く再生可能エネルギ

ーの発電量は46億kWh/年で、2019（令和元）

年度と比較し、８割増加させるものです。 

　本県が目指す将来像として、地域の特性に応じ

たエネルギーシステムの構築による「エネルギー

の地産地消」と「自立分散化」を掲げ、再生可能

エネルギーの導入を進めます。

  第３節　再生可能エネルギーの導入促進・地産地消

１　　再生可能エネルギーの導入目標　【気候変動対策課】

〈主な指標と最新実績〉

再生可能エネルギー導入量（2019［令和元］年度）： 56億kWh/年

燃料用木質チップ・木質ペレット生産量（2020[令和２]年次）： 148,000m3

第１項　地域における自立分散型電源の普及推進
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図2－1－3－1　再生可能エネルギーの導入目標 
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（1）ぐんま再生可能エネルギープロジェクト

　「ぐんま再生可能エネルギープロジェクト」は、

①本県の豊富な再生可能エネルギー資源をフル活

用し、エネルギーの地産地消・自立分散化を進め

るとともに、②水素社会の実現により、低炭素で

安全安心な地域づくりを推進する取組です。この

プロジェクトにより、「ぐんま５つのゼロ宣言」の

「温室効果ガス排出量ゼロ」及び「災害時の停電

ゼロ」の実現を目指します。

（2）エネルギーの面的利用

　県では、電力システム改革の一環として国が進

めている次世代型の電力供給の仕組みにも取り組

んでいます。

　2019（令和元）年度から、地域の再生可能エ

ネルギーを活用し、災害等による停電時に自立し

て電力を供給できる「地域マイクログリッド」の

構築に向けた検討を開始しました。

　2020（令和２）年度には、県と上野村、民間

事業者が連携して地域マイクログリッドの構築に

向けたマスタープランを策定しました。

　都道府県が関与する全国初のモデルであること

から、「上野村モデル」として、県内全域に展開し

ます。

　エネルギーの面的利用では、「地域マイクログリ

ッド」に加え、「仮想発電所：バーチャルパワープ

ラント（VPP）」に取り組みます。

　県では、「ぐんま５つのゼロ宣言」の「温室効果

ガス排出量ゼロ」、「災害時の停電ゼロ」を実現す

るため、地域の再生可能エネルギーを活用した地

域マイクログリッドや、VPPの構築によるエネ

ルギーの面的利用を推進します。

２　　ぐんま再生可能エネルギープロジェクトの推進　【気候変動対策課】

33

第２部　ぐんまの環境　第１章　地球温暖化対策の推進



　本県は、年間の日照時間の長さが全国上位で、

太陽光発電に適した地域です。

　県は、2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ」

を宣言し、「温室効果ガス排出量ゼロ」、「災害時の

停電ゼロ」の実現に向け、再生可能エネルギーの

普及拡大に取り組んでいます。その一環として、

太陽光発電設備等の設置に対する住宅所有者の初

期費用の負担軽減を目的として、次の事業を実施

しています。

（1） ぐんま住宅用太陽光発電設備等初期費用０円

事業

　本事業は、太陽光発電設備等の導入時の初期費

用のハードルを下げ、太陽光発電による再生可能

エネルギーの導入を促進することを目的に、太陽

光発電設備、蓄電池、V2H*１及び電気自動車を県

内住宅に初期費用なしで導入する事業プランを事

業者から募集し、当該事業プランを県がホームペ

ージ等で紹介するものです。

　2020（令和２）年度は、2021（令和３）年

度の事業開始に向けて、他自治体の類似事業に関

する情報収集や事業者との共創を行い、具体的な

事業内容等を検討しました。

（2） 太陽光発電設備及び蓄電池等の共同購入事業

　本事業は、県と協定を締結した支援事業者が、

住宅用太陽光発電設備及び蓄電池等の購入希望者

を募り、一括発注し購入することで、スケールメ

リットを働かせ、設備導入時の初期費用の低減を

図る取組です。

　2020（令和２）年度は、2021（令和３）年

度の事業開始に向けて、支援事業者の募集及び選

定を行いました。

（3）住宅用太陽光発電設備等導入資金

　本事業は、太陽光発電の導入を促進するため、

住宅用太陽光発電設備を設置する個人を対象とし

た低利の融資制度です。この制度では、創った電

気を自分で使うという「自家消費」目的による導

入を積極的に支援するため、太陽光発電設備、蓄

電池やV2H*１を設置する場合を対象としていま

す。2020（令和２）年度は12件の融資認定を行

い、導入を支援しました。

（4）今後の展開

　県では、これらの取組を工場・事業場に対象を

広げ、屋根置き太陽光発電設備の導入を進めます。

　2012（平成24）年に開始された再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度の後押しもあり、県内

には多くの太陽光発電設備が設置されています。

　県では、太陽光発電設備による長期安定的な発

電の確保を図ることを目的に、発電設備の保守点

検の必要性を啓発するとともに、県内事業者によ

る保守点検の実施体制の整備に取り組んでいます。

（1） 太陽光発電保守点検事業者のデータベース作

成

　発電事業者に県内の保守点検事業者の一覧を提

供する仕組みを構築するため、保守点検事業者登

録制度を運用し、県ホームページに保守点検事業

者の情報を公開しています。

（2） 再生可能エネルギーセミナーの開催

　太陽光発電事業者及び太陽光発電設備の設計施

工や保守点検に携わる事業者を対象に、FIT制度

（再生可能エネルギー固定価格買取制度）の見直

しに関する最新の検討状況や今後の方向性につい

て解説するオンラインセミナーを開催しました。

（3）広報・啓発

　県ホームページにおいて、太陽光発電に関する

情報を集約し、固定価格買取制度の改正に関する

情報や太陽光発電の設置に係る関連法規、各研修

会の開催案内などを掲載しました。

１　　住宅用太陽光発電設備・蓄電池等導入推進　【気候変動対策課】

２　　太陽光発電支援産業育成推進　【気候変動対策課】

第２項　太陽光発電の導入促進

＊１ V2H（Vehicle to home）：電気自動車から家庭に電力を供給するコンバーター。
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　利根川の水源を持ち、首都圏の水がめとして豊

富な水資源に恵まれていること、山間部には急峻

な地形が広がっていることなどを背景に、本県で

は古くから水力発電所が数多く造られてきました。

　小水力発電は、周辺への環境負荷が小さく、低

落差、小水量でも発電が可能なことから、山間部

の小河川や平地の農業用水路などへの導入が期待

されています。

（1）有望地点調査

　小水力発電を導入するためには、発電に適した

場所の選定と設置費に見合った発電量が見込める

かどうかの判断が重要です。

　県では、民間企業等による事業化検討の一助と

なるよう、2016（平成28）年度に県内に多数あ

る砂防堰堤の落差を利用した小水力発電の可能性

について調査を行いました。2017（平成29）年

度に売電による概算収支を試算した小水力発電モ

デルを公表し、この調査結果を活用して事業者に

対する情報提供を行っています。

（2）事前調査費の補助

　2012（平成24）年度から2016（平成28）年

度までにかけて、小水力発電を導入しようとする

市町村や非営利団体に対し、事前調査費を補助し

ました。この補助制度を活用した６か所の小水力

発電所が運転を開始しています。

（3）小水力発電導入に向けた取組

　小水力発電の事業化に向けては、事業採算性の

問題、利害関係者との調整や「河川法」などの法

手続に時間を要するなどの課題もあることから、

引き続き、技術的な助言、活用できる国の補助金

や県の融資制度についての情報提供、関係機関の

案内等の支援を行います。

　県企業局は、「水力発電の導入促進」と「県内エ

ネルギー自給率の向上」に寄与するため、中小水

力発電所の建設に向けた取組を行っています。

（1）新規発電所の建設

　ア　霧積発電所

　1975（昭和50）年に群馬県により施工さ

れた既設ダム「霧積ダム」の放流水を有効活

用した、「霧積発電所」の建設を行います。

　ダムの既設放流管を延長し、ダム直下右岸

側に建設する発電所まで導水して発電する計

画です。

　イ　新規水力発電への取組

　新規水力発電の候補地における現地調査や

河川の流量観測を継続します。その中で、事

業化の可能性が高い地点から、開発に向け、

設計及び各種手続きを行います。

（2）既設発電所のリニューアル

　開発から50年以上が経過し、老朽化が進行して

いる既設の発電所について、施設の長寿命化と発

電電力量の増加を目指して、四万発電所、白沢発

電所及び関根発電所のリニューアルを行います。

１　　小水力発電に係る調査支援　【気候変動対策課】

２　　中小水力発電の可能性調査、設計、建設　【（企）発電課】

第３項　水力発電の導入促進
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　森林は、伐採した後、苗木を植えるなどして育

てるとまた森林にもどる再生可能な資源です。こ

の森林資源は、建築用材に利用されるほか、チッ

プやペレットにも加工され、これを利用した発電

や熱などへのエネルギー利用が進められていま

す。

　チップなどに利用される木材は、建築用材に利

用できず、曲がった丸太などの低質材です。また、

この低質材は建築用材に比べ安い価格で取引され

ているため、効率的な収集・運搬が必要です。こ

のため、森林作業道や林業機械の整備に対して支

援しています。また、大型トラックに積み替える

中間土場の整備やチップやペレットの生産施設の

整備を支援し地産地消を推進しています。

　県庁舎32階の官民共創スペース「NETSUGEN」

を活用し、地域の再生可能エネルギーや新技術の

導入促進と地域の課題解決を同時に実現する異業

種交流の場を創出します。これにより、水素の利

活用を含めた、技術革新による新たなビジネスモ

デルを構築・支援します。

　具体的には、コンソーシアムの会員として地域

の再生可能エネルギーや新技術の導入促進に関心

のある企業、自治体、支援機関、金融機関等に参

加を促し、事例発表や勉強会、意見交換会、先進

地視察等を実施します。

　県企業局は、地域における再生可能エネルギー

の普及拡大を図るため、市町村等が取り組む小水

力発電等に対して、技術的内容及び事務手続き等

について助言や相談に応じるなどの協力や支援を

行っています。

　生ごみ等の焼却熱を利用した廃棄物発電につい

て市町村等による廃棄物処理施設の整備に当たり

発電施設の導入が円滑に行われるよう、循環型社

会形成交付金等を活用し必要な支援を行います。

　そのため、2020（令和２）年度は「群馬県一

般廃棄物処理広域マスタープラン」に市町村等の

廃棄物処理施設における発電施設の導入促進につ

いて追加しました。

１　　木質バイオマス利用促進施設等の整備支援　【林業振興課】

１　　革新的環境イノベーションコンソーシアム　【気候変動対策課】

２　　再生可能エネルギー発電に係る市町村等への技術支援　【（企）発電課】

２　　廃棄物処理施設における発電設備の導入促進　【廃棄物・リサイクル課】

第４項　木質バイオマス等の利用推進

第５項　再生可能エネルギー導入促進のための支援

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 R2

件数 6 6 6 5 2

※ 具体的な支援内容は、助言、資料(データ)提供、

相談等である。

表2－1－3－1　技術支援実績 
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（1）基本方針

　県は、「ぐんま５つのゼロ宣言」の2050年の

「温室効果ガス排出量ゼロ」、「災害時の停電ゼロ」

を実現するための取組として、「水素社会の実現」

を掲げています。2020（令和２）年４月に県内

初の水素ステーションが整備され、水素社会の実

現が身近なものになりつつあります。 

　水素は、炭素分を含まず、二酸化炭素を排出し

ないという環境特性に加え、エネルギーキャリア

として再生可能エネルギー等を貯め、運び、利用

することができる特性（貯蔵性、可搬性、柔軟性）

を持っていることから、我が国のエネルギー安全

保障と温暖化対策の切り札として期待されていま

す。

　一方で、水素社会の実現のためには、更なる技

術開発、コスト低減、水素ステーションやパイプ

ラインといった水素供給のためのインフラ整備な

ど多くの課題があります。

（2）課題解決に必要な施策の方向性

　国は、2017（平成29）年12月に「水素基本

戦略」を示し、2019（平成31）年３月には「水

素・燃料電池ロードマップ」を改訂し、2019（令

和元）年９月には、同ロードマップに掲げる目標

の達成に向けて「水素・燃料電池技術開発戦略」

を策定しました。これらの国の施策に歩調を合わ

せて、本県においても水素社会の実現に向けた取

組を進めます。  

（3）水素社会の実現に向けて

　水素の利活用においては、家庭や業務・産業用

の燃料電池の導入促進に加え、運輸部門における

排出量の削減につなげるため、燃料電池自動車

（FCV）の普及も重要です。また、国の「グリー

ン成長戦略」は、水素を燃料とする燃料電池トラ

ック（FCトラック）の実証を進め、商用化を加

速させるとしています。

　県は、これらの動向に合わせた情報提供を行い、

運輸部門での水素利用を進めます。 

　さらに、官民共創スペース「NETSUGEN」の

活用等により、国、市町村、大学等の研究機関、

民間事業者、金融機関と連携して、新たな技術開

発について、研究や情報発信を行います。

　県企業局では、脱炭素社会の実現や再生可能エ

ネルギー電源の安定化のため、次世代のエネルギ

ーとして期待されている水素エネルギーの利活用

について、調査研究を実施します。

　2020（令和２）年度から、水素製造・貯蔵・

利用の一連のサプライチェーンについて、板倉ニ

ュータウンでの実証試験に向けた概念設計を開始

しました。

　2021（令和３）年度中に概念設計を終え、

2024（令和６）年度の実証試験開始を目指します。

  第４節　水素利用の普及促進

１　　燃料電池自動車（FCV）、水素ステーションの導入促進　【気候変動対策課】

２　　水素エネルギー活用研究　【（企）発電課】

〈主な指標と最新実績〉

燃料電池自動車（FCV）普及台数（2019［令和元］年度）： ４台

水素ステーション設置数（2020［令和２］年度）： １か所

第１項　水素の利用促進
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　我が国は、戦後造成された人工林の多くが利用

期を迎える中、若齢林に比べて成長量が劣る高齢

林の割合が増えていることに伴い、森林による二

酸化炭素吸収量は減少傾向で推移しています。ま

た、依然として間伐が必要な人工林が多いものの

間伐面積が漸減していることや、林業に適した場

所であっても皆伐後に再造林が行われていない状

況となっています。

　このような中、パリ協定下の森林吸収量の目標

として、2030（令和12）年度の排出量を2013（平

成25）年度比で26％削減するうち、2.0％相当

を森林吸収量で確保することとしています。また、

2050（令和32）年にカーボンニュートラルの実

現を目指すことが宣言されたことから、引き続き

森林による二酸化炭素吸収源対策に取り組む必要

があります。

　このため、パリ協定への対応や皆伐後の再造林

の推進の観点から「森林の間伐等の実施の促進に

関する法律」が延長され、県では、この法律の基

本方針などに基づき、引き続き皆伐再造林や間伐

の推進を図っていきます。

　県内の人工林も、その大部分が木材として利用

期を迎えており、今後、皆伐や間伐から生産され

る木材を有効利用するとともに、皆伐後の森林の

確実な更新と育成を推進することにより、二酸化

炭素の吸収など森林の持つ公益的機能の発揮や森

林の「若返り」を図ることが重要です。

  第５節　二酸化炭素吸収源対策

１　　皆伐再造林・間伐等の推進　【林政課】

〈主な指標と最新実績〉

造林面積（2020［令和２］年度）： 161ha

民有林人工林の間伐等森林整備面積（2020［令和２］年度）： 2,026ha

第１項　森林等の整備・保全

植栽作業

  間伐作業

表2－1－5－1　造林面積 （単位：ha/年）

表2－1－5－2　民有林人工林の間伐等森林整備面積 （単位：ha/年）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

面積ha 122 75 156 136 161

年度 H28 H29 H30 R元 R２

面積ha 2,592 2,310 2,268 1,990 2,026
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　県では、森林の持つ公益的機能を維持・増進す

るため、治山施設の整備と併せて、機能の低下し

た保安林において、治山事業による森林整備を行

っています。

　2020（令和２）年度は、立木の過密化、林内

照度の低下した保安林において、下層植生の回復

を通じて表土流出を抑えるための抜き伐りを行い

ました。また、荒廃した保安林を改良するための

苗木の植栽を行い、山地災害を未然に防止すると

ともに、二酸化炭素吸収源である森林を整備・保

全しました。治山事業による森林整備面積の推移

は表2－1－5－3のとおりです。

２　　公的森林整備の推進　【森林保全課】

森林整備を実施した森林

表2－1－5－3　治山事業による森林整備面積 （単位：ha）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

面積 318 218 273 223 185
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＊１ フロン：「フロン」は、日本における炭素-フッ素有機化合物の通称です。正しくは「フルオロカーボン」といい、その化学構造によりCFC（ク
ロロフルオロカーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイドロフルオロカーボン）等と区分しています（Ｈは水素を、
Ｆはフッ素を、Ｃは塩素又は炭素をそれぞれ表します。）。
フロンの主な種類と用途は次のとおりです。
CFC：電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。
HCFC：ルームエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。
HFC：電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍機等の冷媒、発泡剤など。

（1）フロン＊１類の規制

　オゾン層の保護及び温暖化防止を図るためには、

フロン類を大気中に放出せずに回収して、破壊しな

ければなりません。現在、これを義務付けた法律が、

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器（エアコン、

冷蔵・冷凍機器）を対象に施行されています。

【フロン排出抑制法の概要】

　「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に

関する法律」（略称：フロン排出抑制法）

　2002（平成14）年４月施行のフロン回収・破

壊法では、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフ

ロン類を大気中にみだりに放出することを禁止す

るとともに､ フロン類が使用されている特定製品

（業務用冷凍空調機器）の廃棄時におけるフロン

類の回収等を義務付けました。また、法律に基づ

くフロン類回収業者の登録や回収量等の報告など

が規定されました。

　その後、2007（平成19）年10月に施行された改

正フロン回収・破壊法では、フロン類の引渡しを書

面で行う制度（行程管理制度）や建物の解体時に業

務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明

することなどが新たに義務付けられました。

　2015（平成27）年４月には、フロン回収・破

壊法が大幅に改正されたフロン排出抑制法が施行

されました。フロン類の製造から廃棄に到るライ

フサイクル全体に規制の枠が広げられ、フロン類

の大気中への漏えい防止を図るとともに、ノンフ

ロンや温室効果の小さい冷媒を使った機器への転

換を促進していくこととなりました。

　2020（令和２）年４月からは、機器廃棄時のフロ

ン類回収が確実に行われる仕組みを導入すべく、改

正フロン排出抑制法が施行されています。法の対象

となる機器、冷媒は表2－1－6－1のとおりです。

（2）第一種フロン類充填回収業者登録

　第一種フロン類充填回収業者には、充填基準の

遵守、第一種特定製品の整備時における充填証明

書・回収証明書の交付等が求められています。

2020（令和２）年度末の登録状況は表2－1－6

－2のとおりです。

（3）フロン（充填）回収技術講習会の開催

　フロン類の回収等を安全かつ確実に行うための

基礎知識と技術を回収等に携わる事業者に身につ

けてもらうため、2000（平成12）年度から回収

技術講習会を、2015（平成27）年度からは、環

境省及び経済産業省から「フロン排出抑制法に係

る知識等の習得を伴う講習の確認」を受けたフロ

ン充填回収技術講習会を開催しています。

ア　フロン回収技術講習会

　累計修了者数

 2,802人（2020［令和２］年度末）

イ　フロン充填回収技術講習会

　累計修了者数

 538人（2020［令和２］年度末）

  第６節　フロン類排出抑制対策

１　　フロン類の回収の促進　【環境保全課】

〈主な指標と最新実績〉

フロン回収量　87,583㎏

（　　　　　　　）

表2－1－6－2　フロン類充填回収業者の登録状況

 （2021（令和３）年３月31日現在）

名　称 内　容 登録業者数

第一種フロ
ン類充填回
収業者

第一種特定製品の廃棄時又
は整備時にフロン類の充填
回収を業として行う者

1,334業者

県内432

県外902

表2－1－6－1　フロン排出抑制法の対象

対象機器 第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）

対象冷媒
CFC（クロロフルオロカーボン）
HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）
HFC（ハイドロフルオロカーボン）

第１項　フロン類排出抑制対策の推進
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（4）フロンの回収状況

　フロン排出抑制法に基づき、2019（令和元）

年度に県内で業務用冷凍空調機器から回収された

フロン類の量は､ 表2－1－6－3のとおりです。

また、経年の状況は、図2－1－6－1のとおりです。

　なお、業務用冷凍空調機器へ充填されたフロン

類の量は､ 表2－1－6－4のとおりでした。

表2－1－6－3　業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等 （単位：㎏）

（注）四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります。

年　　度　
　種　　類

H29年度 H30年度 R元年度 前年比（%）
整備 整備 整備 整備
廃棄等 廃棄等 廃棄等 廃棄等

CFC

回収した量
1,334.0 1,246.3 37.8 3.0 
730.7 2,336.0 4,070.6 174.3 

第一種フロン類再生業者に引き渡された量
15.8 0.0 0.0 -
2.0 2,002.0 13.9 0.7 

フロン類破壊業者に引き渡された量
83.8 16.9 2.3 13.6 
562.4 256.6 3,995.0 1,556.9 

法第50条第１項ただし書の規定により第一種フロン
類充塡回収業者が再生し、充塡されたフロン類の量

1,230.0 1,230.0 5.0 0.4 
0.5 0.0 41.3 -

第49条第１号に規定する者に引き渡された量
7.5 0.1 30.9 30,900.0 

120.4 91.8 36.4 39.7 

HCFC

回収した量
5,916.3 6,111.5 6,163.9 100.9 
58,290.8 44,783.6 39,012.7 87.1 

第一種フロン類再生業者に引き渡された量
887.8 2,325.5 766.9 33.0 
1,857.9 2,205.8 1,951.5 88.5 

フロン類破壊業者に引き渡された量
3,453.9 1,984.5 1,671.2 84.2 
44,206.6 31,344.8 27,647.3 88.2 

法第50条第1項ただし書の規定により第一種フロン
類充塡回収業者が再生し、充塡されたフロン類の量

66.0 28.7 197.5 688.2 
604.0 987.0 426.9 43.3 

第49条第１号に規定する者に引き渡された量
1,471.1 1,669.8 1,646.5 98.6 
12,130.9 10,711.5 9,088.2 84.8 

HFC

回収した量
14,741.8 17,793.9 15,493.4 87.1 
14,037.1 23,009.5 22,804.8 99.1 

第一種フロン類再生業者に引き渡された量
44.2 1,304.0 222.3 17.0 

1,146.9 1,741.6 1,822.6 104.7 

フロン類破壊業者に引き渡された量
11,667.2 11,744.8 9,804.4 83.5 
8,879.8 16,715.7 14,767.4 88.3 

法第50条第１項ただし書の規定により第一種フロン
類充塡回収業者が再生し、充塡されたフロン類の量

127.5 72.2 817.8 1,132.7 
97.5 25.4 2.0 7.9 

第49条第1号に規定する者に引き渡された量
3,054.1 3,756.3 5,186.5 138.1 
3,689.3 4,037.9 6,408.9 158.7 

計

回収した量
21,992.1 25,151.7 21,695.1 86.3 
73,058.6 70,129.1 65,888.1 94.0 

第一種フロン類再生業者に引き渡された量
947.8 3,629.5 989.2 27.3 

3,006.8 5,949.4 3,788.0 63.7 

フロン類破壊業者に引き渡された量
15,204.9 13,746.2 11,477.9 83.5 
53,648.8 48,317.1 46,409.7 96.1 

法第50条第１項ただし書の規定により第一種フロン
類充塡回収業者が再生し、充塡されたフロン類の量

1,423.5 1,330.9 1,020.3 76.7 
702.0 1,012.4 470.2 46.4 

第49条第1号に規定する者に引き渡された量
4,532.7 5,426.2 6,863.9 126.5 
15,940.6 14,841.2 15,533.5 104.7 
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表2－1－6－4　業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填量等（単位：㎏）

（注）四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります。

年度
種類

H29 H30 R元年度 前年比(%)
設置 設置 設置 設置
設置以外 設置以外 設置以外 設置以外

CFC
8.0 0.0 0.0 -

631.2 821.3 117.6 14.3 

HCFC
1,840.6 1,489.4 1,534.2 103.0 
25,750.6 27,519.6 25,405.3 92.3 

HFC
37,901.9 31,289.7 26,603.5 85.0 
29,349.2 41,700.8 34,695.3 83.2 

計
39,750.5 32,779.1 28,137.7 85.8 
55,731.0 70,041.7 60,218.2 86.0 

図2－1－6－1　業務用冷凍空調機器からのフロン類回収量の経年変化（2003［平成15］年度～2019［令和元］年度）
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　第一種特定製品の管理者には、管理者判断基準

の遵守やフロン類算定漏えい量の報告等が求めら

れています。

（1）管理者による判断基準の遵守

　遵守すべき「管理者判断基準」は、次のとおり

です。

　ア　適切な場所への設置等

　イ　機器の点検

　ウ　漏えい防止措置、修理しないままの充填の

　　　原則禁止

　エ　点検整備の記録・保存

（2）算定漏えい量報告・公表制度について

　管理者は、第一種特定製品の使用等に際して、

前年度のフロン類漏えい量を算定し、算定漏えい

量が1,000t-CO2以上となる場合は、毎年度７月

末日までに事業所管大臣に報告しなければなりま

せん。

　2019（令和元）年度分の算定漏えい量報告の

結果は、表2－1－6－5のとおりです。

（3）群馬県のフロン排出抑制対策

　本県では、2000（平成12）年10月に施行さ

れた「群馬県の生活環境を保全する条例」に、フ

ロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等

を規定し、フロン回収・破壊法の施行前からフロ

ン類の回収対策に取り組んできました。

　2020（令和２）年度も、一般社団法人群馬県

フロン回収事業協会内に専任の啓発指導員を配置

し、巡回による法令の周知及び簡易点検の実施等

機器の管理の適正化の指導を行ったほか、電話等

による第一種特定製品管理者やフロン類充填回収

業者等からの相談に応じました。

（4）管理者及びフロン類充填回収業者等への指導

　フロン類の回収及び破壊業者等への引渡しなど

が適正に行われるよう関係する事業者への立入検

査指導を行っており、2020（令和２）年度は解

体工事元請業者６者を対象に実施しました。

２　　管理者による判断基準の遵守等の促進　【環境保全課】
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　群馬県は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成
に向けた優れた取組を行う自治体として、国から
「SDGs未来都市」に選定されました。

１　概　要
(１)タイトル
　ニューノーマルを先導する持続可能で「快疎」
な群馬の実現
(２)目指す姿
　群馬の土壌とデジタルを掛け合わせた新たな価
値の創出や、県民総活躍社会の実現、脱炭素社会
づくりはじめとした、経済・社会・環境の三側面
の課題を官民が連携して解決し、持続可能で他に
はない価値を持つ「快疎」（※）な群馬を目指す

（※）「快疎」
　コロナ禍において人々の関心が向く、開放的で
人口も「疎」である「開疎」な空間を進化させた、
他にはない価値を持ち、精神的に安定した、人々
を惹きつける求心力を持った快適な「疎」である
「快疎」を目指している。

２　選定日
　2021（令和３）年５月21日

３　SDGs未来都市について
　内閣府が自治体による持続可能な開発目標
（SDGs）の達成に向けた取組を募集し、経済・社
会・環境の三側面における新しい価値創出を通し
て持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い
都市を「SDGs未来都市」として選定。
○2018（平成30）年～2020（令和２）年選定
　　93都市（94自治体：10道府県・84市区町村）
○2021（令和３）年選定
　　31都市（31自治体：４県・27市区町）
○SDGs未来都市選定都道府県
　（下線は2021［令和３］年選定）
　　北海道、群馬県、埼玉県、神奈川県、富山県、
　　福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、
　　滋賀県、大阪府、広島県、沖縄県
○群馬県内では
2019（令和元）
年にみなかみ町
が選定

群馬県が「SDGs未来都市」に選定コラム

＜選定証を掲げる山本知事＞
（2021［令和３］年５月27日記者会見）

（1）群馬県フロン類管理適正等促進協議会

　本県では、フロンの回収・処理を行政と事業者

が一体となって促進していくための組織として、

2000（平成12）年10月に ｢群馬県フロン回収

促進協議会｣ を設立しました。

　フロン回収・破壊法の施行後は、フロン類の回

収対策は同法に移行しましたが、フロン回収技術

講習会の開催やフロン回収業者等への立入検査指

導等を引き続き実施し、業務用冷凍空調機器から

のフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を

行ってきました。フロン排出抑制法の施行に伴い、

2014（平成26）年12月に ｢群馬県フロン回収

促進協議会｣ を「群馬県フロン類管理適正等促進

協議会」に改め、フロンのライフサイクルに関わ

る県内の各団体が連携してフロンの漏えい防止対

策や回収を推進することとしています。

３　　排出抑制・脱フロン化の促進　【環境保全課】

表2－1－6－5　全国及び本県の算定漏えい量結果（単位：t-CO2）

年度種類 H29年度 H30年度 R元年度 前年比(%)

特定漏
えい者

算定漏えい量（t-CO２）
【全国】 2,275,401 2,319,653 2,215,035 95.5%
【本県】 46,707 31,049 32,345 104.2%
構成比 2.1% 1.3% 1.5%

事業者数（社）
【全国】 454 446 398 89.2%
【本県】 60 49 52 106.1%
構成比 13.2% 11.0% 13.1%

特定
事業所

算定漏えい量（t-CO２）
【全国】 587,305 530,314 511,739 96.5%
【本県】 21,225 4,709 3,418 72.6%
構成比 3.6% 0.9% 0.7%

事業所数
【全国】 226 208 214 102.9%
【本県】 ５ ２ ２ 100.0%
構成比 2.2% 1.0% 0.9%
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第２章　持続可能な循環型社会づくり

  第１節　５Ｒの推進

第１項　５Ｒ（３Ｒ＋Refuse＋Respect）の普及啓発、県民運動等の推進
１　　５Ｒ（３Ｒ＋Refuse＋Respect）の推進　【気候変動対策課】

〈主な指標と最新実績〉

県民一人一日当たりのごみ排出量 989ｇ（2019［令和元］年度）

県民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量 646ｇ（2019［令和元］年度）

一般廃棄物の再生利用率（リサイクル率） 14.7％（2019［令和元］年度）

バイオマス利用率 80％（2019［令和元］年度）

　県では、環境にやさしい買い物スタイルの普及

促進やぐんま３Ｒ宣言等を通じた県民への啓発活

動の推進、ごみの分別の徹底を図るための普及・

啓発等により、３Ｒの普及啓発を推進しています。

　2021（令和３）年度から、３Ｒ（リデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再

生利用））に加え、リフューズ（断る）や物に対

して敬意を払い、大切に長く使うリスペクト（敬

意を表す）の２つのＲを加えた５Ｒとして、更に

取組を展開していきます。

（1） ぐんま３Ｒ宣言のサイトの運営等

　県民一人ひとりが身近なところから３Ｒ（リデ

ュース、リユース、リサイクル）に取り組んでも

らえるよう、インターネット等を活用した普及啓

発を図りました。

　県では、群馬県環境情報ホームページ「ECO

ぐんま」の３Ｒ宣言のページから、県民に継続し

て取り組むことのできる３Ｒの行動を宣言してい

ただき、日頃から３Ｒの活動を意識してもらえる

ように、名前入りの宣言書を印刷できる仕組みを

設け、2012（平成24）年度から運営しています。

　2017（平成29）年度からは、「ECOぐんま」

の３Ｒ宣言のページを改修し、インターネットで、

子ども向けの宣言書を印刷できるようにしていま

す。

　また、イベント会場でも、３Ｒの活動を啓発す

るため来場者が簡単に宣言できるよう、インター

ネットを使用しない記入式の宣言書を準備し、

2014（平成26）年度から呼びかけています。

2016（平成28）年度からは、子ども向けの宣言

書も用意し、子どもたちにも宣言してもらってい

ます。

　2020（令和２）年度末の宣言者の累計数は、

7,296人です。

（2） ３Ｒリーダーの派遣について

　３Ｒリーダーは、県内で積極的に３Ｒ活動に取

り組み、３Ｒについての知識やノウハウを持った

３Ｒの推進者です。

　地域や職場、学校等で実施される３Ｒに関する

学習会への３Ｒリーダーの紹介、派遣をしていま

す。

２　　県民への啓発活動（ぐんま３Ｒ宣言等）の推進　【気候変動対策課】
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　マイバッグ等の利用は、ごみの減量化や省エ

ネ・省資源をはじめ、循環型社会の構築や温暖

化防止に配慮したライフスタイルへの変革に向

けて大きな役割を担っています。

　県では、2013（平成25）年度に消費者（環境）

団体、事業者、行政（県及び35市町村）の３者

で構成される「群馬県環境にやさしい買い物ス

タイル普及促進協議会」を設置しました。この

協議会では、レジ袋の削減を始めとするプラス

チックごみの削減、食品ロスの削減等、環境に

やさしい買い物スタイルの普及促進を行い、脱

炭素・循環型社会の実現を目指しています。

　協議会では、消費者（環境）団体を中心にマ

イバッグの持参を呼びかける啓発活動を実施し、

県民の環境活動を後押ししています。2020（令

和２）年度は、マイバッグ普及促進のためのポ

スターを制作し、環境にやさしい買い物スタイ

ル協力店に配布しました。また、群馬銀行環境

財団作成のマイバッグを、協議会構成事業者の

店舗で配布しました。さらに、2020（令和２）

年７月１日のレジ袋有料化前後における県内の

レジ袋辞退率の動向を、協議会構成事業者を対

象に調査し、結果を公表しました。このほか、

マイバッグの普及啓発のため、動画を制作し、

YouTubeチャンネル「tsulunos」で公開しま

した。

　また、環境に配慮した取組を行う事業者を支

援するため、協議会の協力店に登録した事業者

や容器等の店頭回収を実施する事業者を県の環

境情報ホームページ「ECOぐんま」に掲載し、

情報発信を行っています。

　

【2020（令和２）年度活動実績】

・ポスター配布（1,000部）

・マイバッグ配布（3,000個）

・協力店：43事業者　383店舗及び５チェーン

　　　　　　　　　　（計：1,289店舗）

　ごみの分別の種類が多い市町村では、一人一

日当たりのごみの排出量が少ない傾向が見らま

す。ごみの分別を徹底するには、県民の協力が

不可欠です。

　2020（令和２）年度は、県内全市町村に対し、

ヒアリング調査を行い、ごみの分別回収の方法、

処理状況等の情報収集を行いました。

【一人一日当たりのごみ排出量】

　2019（令和元）年度の本県における一人一日

当たりのごみの排出量は989gで、前年度の986g

から３g増加しました（図2－2－1－2)。

　また、全国平均値の918gに比べて71g多く、

より一層のごみ減量化が必要です。

３　　環境にやさしい買い物スタイルの普及促進　【気候変動対策課】

４　　ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発　【廃棄物・リサイクル課】

制作動画「みんなでめざそう　マイバッグ100％」

図2－2－1－1　レジ袋辞退率調査結果

　　　　　　　（2020[令和２]年10月公表）
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図2－2－1－2　一人一日当たりのごみ排出量の推移 （単位：ｇ/人・日）
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【一人一日当たりの家庭系ごみ排出量】

　2019（令和元）年度の本県における一人一日当

たりの家庭系ごみの排出量は646gで、前年度の

640gから６g増加しました（図2－2－1－3)。

　これは全国平均値の509gに比べて137g多く

なっています。

【リサイクル率】

　2019（令和元）年度の本県における一般廃棄

物のリサイクル率は14.7％で、前年度の15.2%

から0.5ポイント減少しました。近年は、上下し

ながらも、概ね横ばい傾向で推移しています（図

2－2－1－4）。

　集団回収量が減少傾向にあることや、「容器包装

に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」に基づき市町村が分別収集する容器包装廃棄

物について、品目数・収集量がともに増えないこ

とが、リサイクル率の「横ばい傾向」につながっ

ていると考えられます。

　2019（令和元）年度は、全国平均値19.6%と

比べ4.9ポイント低くなっています。

図2－2－1－3　一人一日当たりの家庭系ごみ排出量の推移 （単位：ｇ/人・日）

図2－2－1－4　リサイクル率の推移 （単位：％）
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　廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に関する施

策の事例やノウハウを共有し、市町村による施策

導入を促進するため、県内全市町村に対し、ヒア

リング調査を行い、情報収集を行いました。

　市町村が実施している事業に関する啓発活動等

のうち全県的に実施することでより多くの成果が

期待できる事業について、各関係者が広く連携し

て事業を推進する必要があります。そのため、各

市町村の３Ｒ関連施策に係る実施状況等の情報を

収集し、学識経験者・市民活動団体・事業者・行

政から構成される「群馬県循環型社会づくり推進

県民会議」において検討しました。

１　　廃棄物の発生抑制等に関する施策の導入に向けた市町村への支援　【廃棄物・リサイクル課】

２　　市町村が実施している事業との連携　【廃棄物・リサイクル課】

第２項　廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に向けた市町村との連携

（1）容器包装リサイクル

　容器包装廃棄物は家庭から排出されるごみのう

ち容積比で約60％を占めると推定され、その中に

はリサイクル可能な資源が多く含まれています。

　これら廃棄物を適正処理し、資源の有効利用を

図るため、1997（平成９）年４月に「容器包装

に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」（容器包装リサイクル法）が完全施行されま

した。

　当初、分別・収集等の対象は７品目でしたが、

2000（平成12）年４月に「段ボール」「その他プ

ラスチック製容器包装」（プラスチック容器包装）

「その他紙製容器包装」（紙製容器包装）が加わり、

現在は10品目が対象となっています。

３　　各種リサイクル法に定める全ての品目の分別回収の促進　【廃棄物・リサイクル課】

　県は、持続可能な社会の構築に向けて、５Ｒを

推進します。

　５Ｒは、従来から行われてきた３Ｒ（リデュー

ス（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル

（再生利用））に、不要なものを買わない、受け取

りを断るといったリフューズ（断る）と、物に対

して敬意を払い、大切に長く使うリスペクト（敬

意を表す）との２つのＲを加えたものです。

　５Ｒの取組例としては、次のようなものが挙げ

られます。

・スーパーなどでの買い物では、使い捨てのもの
は辞退する（リデュース・リフューズ）

　マイバッグやマイバスケットを使用し、レジ袋

やプラスチック製スプーンなど使い捨てのものは

買わない・もらわないようにします。

・いらなくなったものは、必要な人に譲り合う（リ
ユース・リスペクト）
　いらなくなったおもちゃや着られなくなった衣

服などを知人などと譲り合ったり、フリーマーケ

ットやリサイクルショップなどと通じて再利用し

ます。

・リサイクル製品を選ぶ（リサイクル）
　リサイクルの輪が途切れないようにするために

は、リサイクルされて作られた製品を私たちがき

ちんと利用することが大切です。リサイクル製品

を選ぶときには、エコマークやグリーンマークな

どが目安になります。

５Ｒの推進についてコラム

エコマーク・グリーンマーク
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図2－2－1－5　容器包装リサイクル法に基づく分別収集実施市町村の状況（品目別） （単位：％）
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図2－2－1－6　市町村の容器包装廃棄物分別収集量（品目別） （単位：ｔ）

（2）家電リサイクル

　家庭用として製造・販売されたテレビやエアコ

ン等の適正処理及び資源の有効利用を目的に、

2001（平成13）年４月に「特定家庭用機器再商

品化法」（家電リサイクル法）が施行されました。

　この法律では、消費者、小売業者、製造業者等

に次のような役割を定めています。

　●消費者………小売業者等への引渡し

　　　　　　　　リサイクル料金の負担

　●小売業者……消費者からの引取り

　　　　　　　　製造業者等への引渡し

　●製造業者等…廃家電の引取り

　　　　　　　　リサイクルの実施

　当初、リサイクルの対象品目は、エアコン、ブ

　この法律では、消費者、市町村、事業者に次の

ような役割を定めています。

　●消費者…分別して排出する

　●市町村…分別して収集する

　●事業者…容器包装廃棄物の再商品化を行う

　県内市町村における分別収集の状況は図2－2

－1－5のとおりで、「紙製容器包装」や「白色ト

レイ」などの収集は一部の市町村のみですが、「ス

チール缶」「アルミ缶」「ペットボトル」や「茶色

ガラス」は全市町村で収集されるなど、多くの品

目で分別収集が行われています。

　2020（令和２）年度の対象品目毎の分別収集

量については図2－2－1－6のとおりです。「ス

チール缶」「アルミ缶」「紙製容器包装」は前年度

から５％以上増加しましたが、他の品目では横ば

い又は減少傾向でした。

　また県では、2019（令和元）年10月に、2020

（令和２）年度から2024（令和６）年度までの

５年間を計画期間とする「第９期群馬県容器包装

廃棄物分別収集促進計画」を策定し、市町村と協

力して容器包装廃棄物の分別収集の一層の促進を

図っています。
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ラウン管式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の４

品目でしたが、2009(平成21)年４月から液晶・

プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が対象品目に追加

されました。

　また、2015（平成27）年４月には、ブラウン

管式テレビ以外の再商品化率が引き上げられ、更

なるリサイクルの推進、廃棄物の減量と資源の有

効利用が図られることになりました。

　県内の廃家電の指定引取場所５か所における引

取台数は、表2－2－1－1のとおりで、法施行後、

廃家電の収集やリサイクルは概ね順調に行われて

います。

　廃家電を処分する場合は、購入した小売店に持

ち込むなど適正に処理する必要があります。一方

で、不法投棄される廃家電もあります。

　そのため、県や市町村では未然防止対策として、

パトロールの実施や日本郵便株式会社等との不法

投棄の情報提供に関する協定の締結、広報媒体を

通じた適正処理の周知等の取組を行っています。

　家電リサイクル法の対象となる廃家電のうち小売

業者が引取義務を負わないもの（義務外品）につい

ては、消費者の排出利便性を確保し、不法投棄や不

適正処理を防ぐ観点から、市町村において、地域の

実情に応じ、小売業者や一般廃棄物収集運搬業者と

連携した回収体制を構築する必要があります。

　回収体制は、①協定等により小売業者が回収す

る、②協定等により一般廃棄物収集運搬業者等が

回収する、③指定引取り場所へ直接搬入する、に

大別されます。

　県では、関係団体への協力を求めるなど、県内

全ての市町村で回収体制を維持できるよう助言等

をしています。

（3）小型家電リサイクル

　使用済小型電子機器等に含まれている、有用資

源のリサイクル等を目的に、2013（平成25）年

４月に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進

に関する法律」（小型家電リサイクル法）が施行さ

れました。

　この法律では、消費者、小売業者、自治体等に

次のような役割を定めています。

　●消費者………自治体のルールに従って排出

　●小売業者……補完的に自治体の回収に協力

　●自治体……… 回収方法、対象品目を選定して

収集、認定事業者への引渡し

　●認定事業者…業務区域内で引取り、適正処理

　リサイクルの対象品目は、携帯電話、デジタル

カメラ、ヘアードライヤーやゲーム機など身近な

小型電子機器の28品目です。

　具体的な回収方法や対象品目は市町村により異な

っていますが、県内の市町村における回収実施状況

は表2－2－1－2のとおりで、2019（令和元）年度

は全市町村が実施しています。

　市町村が小型家電を効果的に収集する方法には、

ボックス回収、ステーション回収、ピックアップ

回収、イベント回収、認定事業者による宅配回収

等があり、市町村は地域に適した回収方法を検討

する必要があります。

　県では、市町村に対し小型家電の回収品目の拡大・

回収量の増加が図れるよう助言等をしています。

表2－2－1－1　県内の指定引取場所における廃家電の品目別引取台数 （単位：千台）

年度 エアコン テレビ
（ブラウン管式）

テレビ
（液晶・プラズマ式）

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機 合　計

H27 44 27 19 50 60 200

H28 45 22 23 49 64 203

H29 50 20 29 52 68 219

H30 90 22 47 81 101 341

R元 87 22 61 89 114 372

合計 316 112 179 321 407 1,335

（注） 各項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

表2－2－1－2　県内市町村における小型家電回収実施状況

年度 H27 H28 H29 H30 R元

実施市町村数 30 30 34 34 35

実施市町村割合 85.7％ 85.7％ 97.1％ 97.1％ 100%

実施人口割合 98.5％ 98.5％ 99.8％ 99.8％ 100%
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（4）自動車リサイクル法

　使用済自動車から発生する廃棄物の減量、適正

処理や資源の有効な利用の確保等を目的に、2005

（平成17）年１月に「使用済自動車の再資源化等

に関する法律」（自動車リサイクル法）が本格施行

されました。

　この法律では、自動車所有者、引取業者や解体

業者等に次のような役割を定めています。

　●自動車所有者…… 使用済自動車の引取業者への引

渡し、リサイクル料金の負担

　●引取業者………… 最終所有者からの使用済自動車の引

取り、フロン類回収業者への引渡し

　●フロン類回収業者… カーエアコンからのフロンガス

の回収・メーカー等への引渡し

　●解体業者………… 基準に従って解体、エアバッグ類

の回収・メーカー等への引渡し

　●破砕業者………… 基準に従って破砕、シュレッダ

ーダスト（自動車の破砕残さ）

のメーカー等への引渡し

　●自動車メーカー… フロンガス、エアバッグ類、シ

ュレッダーダストの適正処理

　自動車リサイクルを推進する上では、自動車の

所有者や関連事業者の理解と協力が必要なことか

ら、県では、各種の広報媒体を通じて、制度の仕

組み等について周知を行っています。

（5） 自動車リサイクル法の登録・許可、立入検査

等の状況

　県と中核市（前橋市・高崎市）は、法の規定を

満たした使用済自動車の引取業者及びフロン類回

収業者の登録、解体業者及び破砕業者の許可を行

っています。県内の登録業者数は表2－2－1－3、

許可業者数は表2－2－1－4のとおりです。

　また、県内における使用済自動車の引取台数は

表2－2－1－5のとおりです。

　県と中核市では、登録業者や許可業者が、法で

定められた作業を遵守しているか、施設が基準に

適合しているかを確認するために、立入検査を実

施しています（表2－2－1－6）。

　また、併せて、登録や許可を受けずに使用済自

動車の保管や解体を行っている疑いがある業者に

ついても、監視指導を行っています。

表2－2－1－3　県内における自動車リサイクル法登録業者数（単位：者）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

引取業者
658
（477）

459
（308）

447
（302）

446
（299）

436
（297）

フロン類
回収業者

190
（137）

160
（113）

162
（117）

157
（114）

158
（115）

（括弧内は県所管の業者数（内数））

表2－2－1－5　県内における使用済自動車の引取台数　（単位：台）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

台数
64,771
（42,584）

69,124
（45,004）

67,523
（43,879）

70,643
（47,534）

70,239
（49,367）

（括弧内は県所管の業者における引取台数（内数））

表2－2－1－6　県内における自動車リサイクル法の立入検査状況（単位：件）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

登録、許可業者
261
（160）

171
（89）

262
（157）

263
（176）

140
(81）

無登録、無許可の疑
いがある業者

１
（１）

３
（３）

１
（１）

1
（1）

0
(0）

（括弧内は県所管の業者に対する立入検査（内数））

表2－2－1－4　県内における自動車リサイクル法許可業者数（単位：者）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

解体業者
122
（89）

124
（92）

127
（94）

118
（88）

112
(85)

破砕業者
21
（15）

21
（15）

23
（17）

22
（16）

22
(16）

（括弧内は県所管の業者数（内数））
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　生活系の可燃ごみの約３割は、台所から排出さ

れる生ごみであり、事業系の可燃ごみの約２割は、

食品小売事業者や飲食業から排出される生ごみで

す。焼却処分されているごみのうち生ごみの割合

が高く、この中には食べられることなく捨てられ

る食品もあることから、一層の排出の抑制が必要

です。

　県では、食材の使いきり、料理の食べきり、生

ごみを捨てる際にはしっかり水きりを行う「３き

り運動」の普及啓発等を行い、生ごみの減量を推

進しました。

　市町村等における生ごみのリサイクルの取組を

支援するため、堆肥化等生ごみを有効活用した優

良事例の情報収集を行いました。

　また、市町村、一部事務組合等に対しては、循

環型社会形成推進交付金等を活用し、生ごみ堆肥

化、メタンガス化等の施設整備を支援します。

　剪定枝は多くの水分を含んでいるため、乾燥さ

せてから排出すること、また、雑草についても乾

燥させ、更に土をよく落としてから排出すること

等により減量できます。これらのことを市町村と

連携して普及・啓発するため、県内全市町村にヒ

アリング調査を行い、市町村の実状等について情

報収集しました。

１　　生ごみの減量の推進　【廃棄物・リサイクル課】

２　　生ごみのリサイクルの推進　【廃棄物・リサイクル課】

４　　剪定枝等の乾燥等による減量の推進　【廃棄物・リサイクル課】

第３項　生ごみ、紙・布類のごみ等の減量・リサイクル

　2020（令和２）年３月から10月まで神流町に

おいて民間事業者が直接、住民から雑がみ（封筒、

はがき、紙箱、包装紙、パンフレット等）を回収

する社会実験を実施しました。合計560kgの雑が

みを回収し、住民に対する紙類分別の意識啓発に

一定の効果がありました。

　一方、民間事業者からは、古紙の市況が低迷し

ており、雑がみのみの回収では収益が得られない

という課題も挙げられました。

　こうした課題を踏まえ、今後、回収方法の改善

を図り、引き続き市町村と協力しながら、紙類リ

サイクルに向けた新たな回収体制の構築に取り組

みます。

　また、生活系の可燃ごみには、再利用や資源化

できる布類が多く含まれていることから、市町村

や民間団体による集団回収や拠点回収等による布

類の回収を促進します。

３　　紙・布類のリサイクル等の推進　【廃棄物・リサイクル課】
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（1）バイオマスについて

　バイオマスとは生物資源（bio）の量（mass）

を表す概念で、動植物に由来する有機性資源（石

油などの化石資源を除く。）のことです。

　バイオマスは、植物が成長過程で光合成により

大気中の二酸化炭素を固定して作り出した有機物

に由来するため、燃焼しても実質的には大気中の

二酸化炭素を増加させることにはなりません。こ

のように二酸化炭素の増減に影響を与えない性質

のことを「カーボンニュートラル」といいます。

そのため、バイオマスは、化石燃料に代替する再

生可能エネルギーとして注目されています。

（2）群馬県バイオマス活用推進計画

　ア　策定の趣旨

　2009（平成21）年９月に「バイオマス活

用推進基本法」が施行され、2010（平成

22）年12月には、国の「バイオマス活用推

進基本計画」が策定されました。

　これを受け、県ではバイオマス活用施策を

効果的に推進するため、2012（平成24）年

３月に「群馬県バイオマス活用推進計画」を

策定しました。

　これまで計画の進捗状況について点検・評

価を行ってきましたが、計画の策定から５年

が経過したことから、バイオマスを取り巻く

状況の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、

2017（平成29）年３月に計画を改定しまし

た。

　イ　基本理念

　豊富に存在するバイオマスを有効活用した

地域循環型システムを構築し、新たな技術の

開発と産業の育成により、環境負荷の少ない

低炭素・循環型社会を実現する『バイオマス

先進県ぐんま』を目指すことを基本理念とし

ています。

　ウ　バイオマス利用の現状と目標

　バイオマスの種類ごとに2021（令和３）

年度の利用率の目標値を定めています。

　計画策定時（2010［平成22］年度）と比べ、

2019（令和元）年度時点でバイオマスの利

用率が９ポイント上昇しています。（表2－2

－1－7）

（3）バイオマス活用の推進

　本県では、学識経験者・市民活動団体・

NPO・事業者・行政から構成される「群馬県バ

イオマス活用推進委員会」を中心に、県庁各部局

で構成される「群馬県バイオマス利活用推進連絡

会議」と協力・連携し、持続可能な脱炭素・循環

型社会の実現に向けた取組を総合的・計画的に推

進します。

１　　バイオマス活用推進計画の推進　【気候変動対策課】

第５項　バイオマスの活用推進

　廃棄物等の有効利用を図る優良事業者や関係団

体等におけるこれまでの取組事例について、群馬

県環境情報ホームページ「ECOぐんま」や「ぐ

んまちゃんのごみBOOK」への掲載等により、引

き続き幅広く情報提供を行いました。

　産業廃棄物処理施設の設置許可申請の事前手続

として、適正処理の推進、周辺地域の生活環境の

保全等を図るため、「群馬県廃棄物処理施設等の事

前協議等に関する規程」を定めています。

　この規程では、例えば、建屋内に設置される再

資源化を目的とした中間処理施設の設置等、周辺

地域の生活環境への影響の程度が低く、かつ、廃

棄物の減量化及び循環型社会づくりに対する有効

性が高いと認められる場合等には手続を簡素化す

ることができます。こうした施策等を通して、施

設の設置を促進しています。

１　　廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成　【廃棄物・リサイクル課】

２　　再生利用施設の設置促進　【廃棄物・リサイクル課】

第４項　リサイクル関連産業の振興
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種　　別
計画策定時（H22年度） 現状（R元年度） 目標（R３年度）

賦存量（t） 利用量（t） 利用率（%） 賦存量（t） 利用量（t） 利用率（%） 賦存量（t） 利用量（t） 利用率（%）

１．農業資源

①わら類 41,303 40,215 97 39,147 37,250 95 43,489 43,489 100

②もみ殻 4,197 3,777 90 4,312 3,773 88 4,893 4,893 100

③条桑育残さ 1,965 1,965 100 606 606 100 613 613 100

④収穫残さ 18,945 18,311 97 15,730 15,284 97 16,762 16,762 100

⑤剪定枝 8,615 3,246 38 5,318 2,744 52 5,326 3,995 75

２．畜産資源 ⑥家畜排せつ物 185,524 145,256 78 175,968 137,774 78 179,162 140,350 78

３．木質資源Ⅰ
⑦林地残材 48,874 ほとんど未利用 － 27,206 6,621 24 48,808 17,260 35

⑧製材残材 10,692 10,324 97 17,068 16,720 98 13,386 13,386 100

４．木質系資源Ⅱ ⑨建設発生木材 39,187 31,834 81 59,132 58,252 99 34,035 30,645 90

５．食品資源

⑩動植物性残さ 7,975 6,145 77 8,618 5,917 69 4,136 3,516 85

⑪事業系生ごみ 2,546 1,963 77 2,168 1,684 78 2,179 1,743 80

⑫家庭系生ごみ 6,898 5,286 77 6,409 4,955 77 6,480 5,184 80

６．排水資源Ⅰ
⑬下水汚泥 9,123 8,338 91 9,056 8,998 99 9,037 8,966 99

⑭し尿・浄化槽汚泥 3,949 115 3 3,694 31 1 3,576 96 3

７．排水資源Ⅱ ⑮農業集落排水汚泥 325 273 84 408 322 79 378 337 89

合　　計 390,118 277,048 71 374,840 300,931 80 372,260 291,235 78

表2－2－1－7　バイオマス賦存量及び利用量（炭素換算）（2019［令和元］年度）

　間伐などの森林整備によって発生した間伐材や

曲がった丸太などの低質材は、用途が少なかった

ことや価格が安いなどからその多くが森林内に残

置されていました。最近は、再生可能エネルギー

の活用が拡大する中で、低質材や製材の端材等を

木質バイオマスとして発電や熱などへのエネルギ

ーとして利用することが進められています。

　これまで利用されなかった低質材の収集や運搬

コストの低減を図り地産地消を進めることにより、

森林整備や森林資源の有効利用、更には山村地域

の活性化に繋がります。

２　　木質バイオマスの利用促進　【林業振興課】
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（1）食品リサイクル法

　2001（平成13）年５月に施行された「食品循

環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品

リサイクル法）では、食品製造等で生じる加工残

さ、売れ残りや食べ残し等の「発生抑制」を行い、

発生した食品廃棄物等については、飼料や肥料と

して「再生利用」に取り組むことで、廃棄処分を

減らすとともに、環境負荷の少ない循環型社会の

構築を目指しています。

　2012（平成24）年４月からは食品関連事業者

を16の業種に設定し、各業種ごとに食品廃棄物

等の発生量の目標値が設定されました。

　これを契機にフードチェーン全体における「発

生抑制」の取組の更なる推進が期待されています。

（2）食品リサイクルの推進

　食品廃棄物の再生利用を促進していくために、

国は地域における食品廃棄物等のリサイクルの実

践、リサイクル技術の普及等の取組に対しての支

援を行うほか、年間100トン以上の食品廃棄物を

発生させている食品関連事業者に対しては定期報

告義務を設け、再生利用等の取組を確保するため

その把握に努めています。

　また県では、企業に対して認定制度や補助制度

の紹介を行うなど、国と連携して食品リサイクル

の普及促進を図っています。

３　　食品リサイクルの推進　【ぐんまブランド推進課】
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　海洋プラスチックごみの量は極めて膨大であり、

世界全体では、毎年約800万トンのプラスチック

ごみが海洋に流出しているとの報告があります。

　また、この報告では、このままでは2050（令

和32）年には海洋中のプラスチックごみの重量

が魚の重量を超えるとの試算もされています。

　環境中に排出されたプラスチックごみは、川か

ら海へとつながる水の流れを通じて海洋に達する

ため、海洋プラスチックごみ問題に対しては、海

岸を有する地域だけでなく、流域圏の内陸地域と

沿岸地域が一体となった取組が必要です。

　このため、内陸県である群馬県でも2021（令

和３）年度に「美しく豊かな自然を保護するため

の海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環

境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関

する法律」（海岸漂着物処理推進法）に基づき海

岸漂着物対策を推進するための計画を策定し、沿

岸県と連携したプラスチックごみ対策を推進しま

す。

　海洋プラスチックごみの中でも、近年はマイク

ロプラスチックによる海洋生態系への影響も懸念

されています。また、国内の河川においてもマイ

クロプラスチックの存在が確認されています。マ

イクロプラスチックは微細であるためその回収・

処分が困難となることから、プラスチックごみの

発生抑制対策が重要であるとともに、県内の河川

においてもマイクロプラスチック汚染の実態を把

握する必要があると考えられます。

　そこで、2021（令和３）年度から継続してマ

イクロプラスチック調査を実施するため、2020

（令和２）年11月９日に利根川においてマイクロ

プラスチック量の予備調査を実施しました。調査

結果は、表2－2－1－8のとおりです。

１　　流域で連携したプラスチックごみ対策の推進　【環境保全課】

２　　河川水中のマイクロプラスチック＊１測定　【環境保全課】

第６項　プラスチックごみの削減

＊１ マイクロプラスチック :一般に５mm以下の微細なプラスチック類を言います。

地点
単位体積当たりの
個数（個/㎥）

採取されたマイクロプラスチックの材質別個数（個）

ポリエチレン ポリプロピレン

月夜野橋（みなかみ町） 不検出 0 0

利根橋（前橋市） 0.20 2 0

昭和橋（明和町） 0.56 3 3

（測定機関：衛生環境研究所、群馬産業技術センター）

表2－2－1－8　マイクロプラスチック予備調査結果 

　県では、2019（令和元）年12月に「2050年

に向けた『ぐんま５つのゼロ』」を宣言し、宣言

４としてプラスチックごみ「ゼロ」を掲げ、その

実現に向けた取組を進めています。具体的には、

環境にやさしい買い物スタイルの普及や、グリー

ン購入の推進、県主催の事業等におけるリユース

食器の活用、各種媒体による広報等を実施してい

ます。

３　　プラスチックごみの削減　【気候変動対策課】

制作動画「STOP　レジ袋！」
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　資源を有効に活用し循環を基調とした社会を構

築するためには、環境への負荷が少ないものを意

識して購入する、いわゆる「グリーン購入」を推

進し、需要面から環境物品等の市場拡大を促進す

ることが必要です。

　そのため、2000（平成12）年度に「国等によ

る環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グ

リーン購入法）が制定され、国や地方公共団体は、

率先して環境物品等の調達に努める旨が規定され

ました。

　県では、2001（平成13）年６月に策定した「循

環型社会県庁行動プラン―エコDo！―」、2011

（平成23）年度に策定した「地球温暖化防止実行

計画（事務事業編）」等を通じて、県庁の行政事

務に必要な物品等の購入におけるグリーン購入達

成率100％を目標に取り組んでいます。

　2020（令和２）年度のグリーン購入実績につ

いては、表2－2－1－10のとおりです。

　外注印刷物については、印刷用紙（再生上質

紙・再生コート紙等）の原料となる良質の古紙の

国内流通量が回復し、条件を満たす印刷用紙が入

手しやすくなったことから、購入実績が増加とな

っています。

　グリーン購入は、2019（令和元）年12月に発

表した「ぐんま５つのゼロ宣言（「プラスチック

ごみ『ゼロ』」など）」を実現するための取組の一

つにも位置付けており、引き続き、取組の徹底を

図ります。

４　　グリーン購入の推進　【気候変動対策課】

表2－2－1－10　特定品目におけるグリーン購入実績

表2－2－1－9　2020（令和２）年度　リユース食器利用実績

品　　　　　目 単位
R２年度購入 R２年度

実績(B/A)
R元年度
実績総購入量(A) 基準を満たす購入量(B)

紙　類（コピー用紙） (枚) 61,917,392 61,803,063 99.8% 99.5%
事務用品類 (円) 26,278,727 23,331,327 88.8% 88.3%
外注印刷物 (円) 41,481,864 30,088,351 72.5% 19.2%
オフィス家具等 (台) 1,343 1,183 88.1% 90.3%
ＯＡ機器 (台) 30,807 29,216 94.8% 96.2%
家電製品等 (台) 45 38 84.4% 78.9%
照　明 (台) 2,435 2,347 96.4% 88.7%
自動車（関連機器含） (台) 243 174 71.6% 79.3%
消火器 (本) 71 69 97.2% 100.0%
制服・作業服 (着) 960 800 83.3% 86.4%
インテリア・寝装寝具 (枚) 203 172 84.7% 89.7%
作業用手袋 (組) 15,791 11,626 73.6% 86.5%
役務 (件) 1,420 1,413 99.5% 99.8%
その他繊維製品 (個) 588 580 98.6% 83.9%
災害備蓄用品 (個) 238 238 100.0% 100.0%
移動電話等 (台) 8 8 100.0% 100.0%
 ごみ袋等 （枚） 118,682 100,761 84.9% （※）

（※）ごみ袋等はＲ２年度新規項目のため、Ｒ元年度実績なし

令和２年７月29日 第１回県庁前SUNSETキッチンベース（皿 60個、箸150膳、カップ150個）

令和２年８月５日 第２回県庁前SUNSETキッチンベース（皿290個、箸200膳、カップ110個）

令和２年10月21日 第４回県庁前SUNSETキッチンベース（皿210個、箸180膳、カップ140個）

令和２年10月28日 第５回県庁前SUNSETキッチンベース（皿190個、箸200膳、カップ150個）

　2020（令和２）年度は、「県庁前SUNSETキ

ッチンベース」に出店したキッチンカーで、リユ

ース食器を利用しました。

　また、ワンウェイプラスチックを削減するため、

レジ袋の利用抑制を広げるための動画を制作し、

YouTubeチャンネル「tsulunos」で公開しました。
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表2－2－1－11　主要特定品目のグリーン購入実績推移 （単位：％）

品　　　目 H28 H29 H30 R元 R2
紙　類（コピー用紙） 99.8 99.9 99.6 99.5 99.8
事務用品類 89.3 94.9 94.1 88.3 88.8
外注印刷物 94.2 97.2 85.4 19.2 72.5

※数値は、グリーン購入基準を満たす購入量を総購入量で除し、％で表示したもの

　従来の木材利用とは異なる分野に応用可能な木

質系新素材の実用化に向けた研究開発が進んでお

り、このような新技術により木質資源が付加価値

の高い製品へと生まれ変われば、新たな価値・木

材需要の創出や林業の成長産業化につながると期

待されています。このため、セルロースナノファ

イバー*１や改質リグニン*２等の木質バイオマスの

マテリアル利用について情報収集を行います。ま

た、企業と連携し、山村地域に適応した小規模・

低環境負荷な製法により、県産木材からセルロー

スナノファイバーや改質リグニン等を製造する可

能性について調査・研究を行っていきます。

　回収方法や回収ルートを多様化することで回収

量の増加が期待できるプラスチックごみについて

は、市町村や小売事業者等と連携して回収方法や

回収ルートの拡充を推進します。

　また、市町村に対して新たな回収拠点の整備や、

回収品目の拡大を検討する際の助言・情報提供等

を行うため、県内全市町村に対しヒアリングを行

い、回収方法等の情報収集を行いました。

５　　プラスチック代替素材の開発支援　【林業振興課】

６　　市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充　【廃棄物･リサイクル課】

　国では「プラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律」（プラスチック資源循環促進法

2021［令和３］年６月成立）に基づくプラスチ

ック資源一括回収に向けた制度を検討していま

す。

　プラスチック資源循環促進法は、プラスチック

製容器包装と容器包装でないプラスチック使用製

品廃棄物など、プラスチック資源を一括回収する

ことにより、リサイクルの促進を図ることを目的

としています。

　県では市町村と協力し、プラスチック資源循環

促進法の施行により整備されるリサイクルルート

を活用し、県民が利用しやすいように回収方法・

回収ルートの拡充等を行い、プラスチック資源の

回収量の増加を図ります。

７　　プラスチック資源一括回収の促進　【廃棄物･リサイクル課】

＊１ セルロースナノファイバー：木材の成分であるセルロースの繊維をナノサイズ（100万分１㎜）までほぐしたもの。
＊２ 改質リグニン：リグニンは、全ての木材に含まれ、木材の約３割を占める成分。改質リグニンは、日本固有種のスギから、リグニンを安定し
たまま抽出した新素材。
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　県では、「2050年に向けた『ぐんま５つのゼロ

宣言』」の宣言５食品ロス「ゼロ」の実現に向けて、

「MOTTAINAI」の心で食品ロスをなくす取組を

MOTTAINAI運動として推進しています。

　

（1）「ぐんまちゃんの食べきり協力店」登録制度

　食品の食べ残しや食材の使いきりに取り組む飲

食店や旅館・ホテル、食料品小売店を「ぐんまち

ゃんの食べきり協力店」として登録し、生ごみの

減量や食品ロスの削減を推進しています。

　2020（令和２）年度末の、ぐんまちゃんの食

べきり協力店数は、次のとおりです。

●ぐんまちゃんの食べきり協力店登録数

　　　　　　　（2021[令和３]年３月31日時点）

　飲食店 318店舗

　旅館・ホテル 45店舗

　食料品小売店 154店舗

　合計 517店舗

　

（2）３きり運動

　食材の使いきり、料理の食べきり、生ごみを捨

てる際にはしっかり水きりを行う「３きり運動」

の周知と実施を呼びかけ、食品ロス削減と生ごみ

の減量を推進しています。

（3） 30・10（さんまる・いちまる）運動

　国が実施した調査によると、宴会では提供され

た料理の約14％が食べ残されており、その量は、

食堂・レストラン等における食べ残しの約４倍に

もなると言われています。

　県では、宴会における乾杯後の30分間（さん

まる）、お開き前の10分前（いちまる）は、自分

の席で料理を楽しみ、食べ残しを減らす「30・

10運動」を普及啓発しています。

（4） 食べ残しの持ち帰り（ドギーバッグ）の推進

　県では、飲食店における食べ残しの持ち帰りの

普及・定着に向けた取組の一つとして、2020（令

和２）年度に環境省等が開催した「Newドギー

バッグアイデアコンテスト」に群馬県賞を提供し

ました。多数の応募の中から、県内レストランチ

ェーンからの応募作品である「上毛バッグ」が群

馬県賞に選ばれました。

　県では今後、ぐんまちゃんの食べきり協力店等

と協力して、「上毛バッグ」を活用し、食べ残しの

持ち帰りを普及啓発していきます。

（5）MOTTAINAIクッキングの普及

　家庭から発生する食品ロスの削減に向けて、家

庭で余りがちな食材や賞味期限が近い食品等をお

いしく、無駄なく使いきり、食べきることをコン

セプトにした料理方法を「MOTTAINAIクッキ

ング」として動画により普及啓発しています。

第７項　食品ロスの削減
１　　MOTTAINAI運動の推進　【気候変動対策課】

「Newドギーバッグアイデアコンテスト」で
群馬県賞を受賞した「上毛バッグ」
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　フードバンク活動とは、安全に食べられるのに

包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、

流通に出すことができない食品を企業などから寄

贈していただき、必要としている施設や団体、困

窮世帯に無償で提供する取組です。

　フードバンク活動を通じて、未利用食品を有効

活用することは、食品ロス「ゼロ」を実現するだ

けではなく、県民の幸福度を向上させる上で欠か

せない取組です。

　県では、2020（令和２）年度に県内でフード

バンク活動を実施する団体に対して、活動内容を

調査したところ、フードバンク活動の認知度が低

い、運営上のノウハウが得にくい、食品の安定的

な確保が難しいなどの課題が判明し、これらの課

題を解決するため、県ホームページに県内フード

バンク団体の情報を掲載したほか、県内フードバ

ンク団体を集めた情報交換会を行いました。

　また、2020（令和２）年10月には家庭で余っ

ている食品を学校や職場等に持ち寄り、フードバ

ンク等に寄附するフードドライブを県庁で初めて

実施し、その実施結果を踏まえ、実施手順や注意

点等をまとめた「フードドライブ実施マニュアル」

を作成しました。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

よる経済情勢の悪化により、生活困窮者等におけ

る未利用食品のニーズは増加しており、今後もフ

ードバンク活動の重要性はますます高まると考え

られます。このため、県では県内全域でフードバ

ンク活動が展開されるよう、引き続き支援に取り

組んでいきます。

２　　フードバンク活動等の支援　【気候変動対策課】

県庁で実施したフードドライブで集まった食品

フードバンクによる子ども食堂等への食品配布の様子
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　「MOTTAINAI」という言葉は、2004（平成16）

年に環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したア

フリカのケニア出身のワンガリ・マータイ氏が、

日本の「もったいない」という言葉に感銘を受け、

世界共通語として提唱した言葉です。

　私たちの身の回りの生活を見渡すと、もったい

ないと感じる場面は多々発生しているのではない

でしょうか。

　例えば、食品ロスの発生は、単に食べられる食

品を捨ててしまうだけでなく、その食品の生産に

費やされた膨大な量の資源を無駄にすることにも

つながり、大変もったいないことです。また、食

品を廃棄する際にも新たな温室効果ガスが発生す

るなど、地球温暖化にも影響する問題です。

　食品ロスの削減は国連で定められた「持続可能

な開発目標（SDGs）」の目標の一つに掲げられ、

世界中で取り組むべき重要な課題となっています。

　県では、持続可能な社会の構築に向けて、この

「MOTTAINAI」の心を大切にし、「食品ロスゼロ」

の実現に向けた取組をMOTTAINAI運動として推

進しています。

　食品の使いきり、料理の食べきり、生ごみの水

きりを行う「３きり運動」や宴会等における食べ

残しの削減を呼びかける「30･10運動」、家庭で余

りがちな食材や賞味期限が近い食品等を活用した

「MOTTAINAIクッキング」など、県民の方々が実

践しやすい食品ロスの削減の取組を普及啓発して

います。

　また、家庭で余った食品をフードバンクを通じて、

子ども食堂や支援を必要とする人に寄附すること

も、MOTTAINAI運動の取組の一つとして普及啓発

しています。

　事業者の取組としては、食品製造業では、技術

改良による賞味期限の延長や、年月表示などの賞

味期限の大括り化、食品卸売・小売業では、納品

期限の緩和や、需要予測の高度化による適正発注

などの取組を進めています。

　外食産業では、食べきりを推進するために小盛

メニューの提供や、お客様にドギーバッグを提供し、

食べ残しの持ち帰りを推奨するなど、各業界で食

品ロス削減に向けた取組を進めています。

　MOTTAINAI運動は、行政だけでなく、県民、事

業者などの様々な主体が食品ロス削減に向けてで

きることから始めることが重要です。

　県では、引き続き、各主体が「MOTTAINAI」の

心で食品ロス「ゼロ」の実現に向けて、取り組ん

でいけるよう、MOTTAINAI運動を全力で推進して

いきます。

MOTTAINAI運動の推進についてコラム

動画制作「Let's MOTTAINAIクッキング」
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  第２節　廃棄物等の適正処理の推進

〈主な指標と最新実績〉

一般廃棄物の最終処分量 71千t（2019［令和元］年度）

産業廃棄物の最終処分量 118千t（2017［平成29］年度）

産業廃棄物の再生利用率 51.6％（2017［平成29］年度）

不法投棄早期解決率 66％（2020［令和２］年度）

市町村土砂条例制定数 29（2020［令和２］年度）

　家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物

を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守

り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。

　一般廃棄物の処理は、市町村が定めた計画（一

般廃棄物処理計画）に基づいて行われています。

　県では、市町村における一般廃棄物の処理が適

正に安定して行えるよう、ごみ処理施設等の建設

や維持管理に係る情報提供や技術指導を実施して

います。

（1）ごみ処理の状況

　2019（令和元）年度のごみ総排出量は約714

千tであり、県民一人一日当たり989gとなって

います。（県民一人一日当たりの内訳は、生活系

ごみが752g、事業系ごみが237gです。）

　県内のごみ総排出量は、表2－2－2－1、ごみ

処理の状況は、次頁の図2－2－2－1のとおりで

す。

１　　一般廃棄物処理の現状　【廃棄物・リサイクル課】

第１項　一般廃棄物の適正処理の推進と処理施設の広域化

年度 H27 H28 H29 H30 R元

ごみ総排出量 756,990 733,797 717,256 713,919 713,518

表2－2－2－1　県内のごみの総排出量 （単位：t）

（2）し尿処理の状況

　し尿は、下水道終末処理施設、浄化槽、し尿処

理施設等により処理が行われています。

　2019（令和元）年度は約1,879千人（約95.3％）

が、し尿を浄化槽や公共下水道等を使った、水洗

化による処理を行っています。また、45万kLの

くみ取りし尿や浄化槽汚泥がし尿処理施設で処理

されました。

　県内のし尿の処理状況は、表2－2－2－2のと

おりです。

年度 H27 H28 H29 H30 R元
人口（千人） 2,007 2,000 1,992 1,983 1,972

水洗化人口

浄化槽 919 899 898 904 881
公共下水道 952 958 970 963 975
コミュニティプラント 24 25 24 24 23

計（水洗化率）
1,895

（94.4％）
1,882

（94.1％）
1,892

（95.0％）
1,890

（95.3％）
1,879

(95.3％)
非水洗化人口 くみ取り､ 自家処理 112 119 100 93 92

し尿処理量（kL） し尿、浄化槽汚泥等 465,234 466,008 475,498 467,492 449,911

表2－2－2－2　県内のし尿の処理状況 

（注）各項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
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図2－2－2－1　2019（令和元）年度における県内のごみ処理の状況

①直接埋立［814］

［713,518］

最終処分場

①＋⑪＋⑬
［71,290］
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処理残さの焼却［15,370］
　　〃　　埋立［10,578］

処理残さの焼却［1,436］
　　〃　　埋立［467］

処理残さの焼却［264］
　　〃　　埋立［0］

処理残さの焼却［0］
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紙類 28,031
紙パック 86
紙製容器包装 744
鉄 267
非鉄金属類 416
ガラス類 211
ペットボトル 149
白色トレイ 1
容包プラスチック類 12
プラスチック類(上記除く） 0
布類 331
廃食用油(BDF) 3
その他 7

団体数 ［3,036］
交付補助金［241,077］

　　　　　　　　     千円

⑮資源化量 ［74,727］
紙類 20,127
紙パック 153
紙製容器包装 264
鉄 10,742
非鉄金属類 3,119
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ペットボトル 3,871
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容包プラスチック類 3,803
プラスチック類(上記除く） 540
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飼料 1
溶融スラグ 3,198
固形燃料（RDF、RPF） 2,474
焼却灰・飛灰のセメント原料化 5,800
廃食用油(BDF) 41
その他 9,650

総人口 1,971,651人
計画収集人口 1,971,651人
自家処理人口 0人

1人1日あたり排出量 989g

リサイクル率 14.7％

可燃ごみ
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自家処理量

総排出量 (A)＋(B)

(Ａ) 総収集量

資源ごみ

その他

粗大ごみ

直接搬入ごみ

［391］

焼
却
以
外
の
　
中
間
処
理

（単位：t）
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　市町村、一部事務組合及び県で構成する「群馬

県一般廃棄物処理施設等連絡協議会」を組織し、

例年、処理施設の維持管理担当者を対象とする研

修と情報交換を行ってきましたが、2020（令和２）

年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、

活動を自粛しました。

　県内の市町村及び一部事務組合における、ごみ

処理及びし尿処理は、焼却施設（20か所）、粗大

ごみ処理施設・資源化施設（27か所）、ごみ固形

燃料化施設（２か所）、高速堆肥化施設（２か所）、

最終処分場（21か所）、し尿処理施設（19か所）

で行われています。

　これらの施設の適正な維持管理の確保を目的に、

県は、2020（令和２）年度に、これらのうち65

施設の立入調査を実施し、施設の維持管理に係る

基準等の遵守状況について監督指導を行いました。

立入調査の状況は表2－2－2－3のとおりです。

２　　市町村担当者への研修及び情報交換による適正処理の推進　【廃棄物・リサイクル課】

３　　施設の適正な維持管理の確保のための監督指導　【廃棄物・リサイクル課】

表2－2－2－3　市町村と一部事務組合におけるごみ処理施設及びし尿処理施設の数とその立入調査数 （単位：施設、回）

表2－2－2－4　循環型社会形成推進交付金等の交付状況等

年度 H28 H29 H30 R元 R２
ごみ処理施設及びし尿処理施設の数（休止施設含む） 98 98 98 98 97
立入調査の数 53 67 45 76 65

年度 H28 H29 H30 R元 R２
事業実施主体数（市町村､一部事務組合） ８ ７ ６ ５ ５
当該年度事業費（千円） 8,502,881 7,944,535 9,174,513 7,153,229 21,075,304
当該年度に支出した交付金額（千円） 2,620,843 2,988,130 3,473,202 2,087,474 6,664,518

　循環型社会形成推進交付金（環境省）等の交付

金制度を活用して廃棄物処理施設を適切に整備で

きるよう、市町村等が循環型社会形成推進地域計

画を策定し、交付金を活用して施設設備をする際

に、助言指導を行いました。

　循環型社会形成推進交付金等の交付を受けて行

った県内の事業の実施状況は表2－2－2－4のと

おりです。

４　　交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備への支援　【廃棄物・リサイクル課】

５　　群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン実現に向けた市町村等への支援　【廃棄物・リサイクル課】

　県内市町村の一般廃棄物処理について、効率性、

経済性及び環境に与える負荷の低減、更には循環

型社会形成の推進の観点から、広域化を推進する

ことを目的に、2008（平成20）年１月に「群馬

県一般廃棄物処理マスタープラン」、2017（平成

29）年３月に「群馬県一般廃棄物処理広域化マ

スタープラン」を策定しました。2021（令和３）

年３月には、温室効果ガス排出量「ゼロ」、災害

時の停電「ゼロ」の実現に向け、一般廃棄物処理

施設における発電施設の導入促進に関する事項等

を追加しました。

　県では、本マスタープランにおいて、県全体と

して最適と考える広域化のためのブロック区分

（図2－2－2－2）、施設集約の将来像（表2－2－

2－5）、市町村間の協議の方法、県による支援等

を示すことにより、市町村による広域化に向けた

検討及び協議を促進し、もって県全体として調和

のとれた広域化を推進しています。

　また、本マスタープランを実効性のあるものに

するため、広域ブロックごとに、順次その構成市

町村を対象に、広域化処理を構築するための組織

設立の支援を行っています。支援の状況は表2－

5－3－6のとおりです。

　2020（令和２）年７月には、協議会設置に向

けた具体的支援を行ってきた利根沼田ブロックに

おいて協議会が設立しました。また、同月、吾妻
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ブロックにおいては、ごみ処理施設を設置するた

めの一部事務組合が設立しました。引き続き、吾

妻ブロック及び利根沼田ブロックの市町村に対し、

広域化に向けた事務の進め方や広域的な施設整備

のための交付金の交付手続等に係る相談対応や情

報提供等を行っています。

図2－2－2－2

一般廃棄物処理広域化マスタープランにおける広域ブロック区分

64



表2－2－2－5　施設集約の将来像（ブロック別既存施設数及び将来施設整備計画数）

ブロック区分 焼却施設等 粗大・資源化
施設 最終処分場 し尿処理

施設 施設数計

既存
施設

（H27年度）

①前橋 ３ ４ ２ ２ 11
②渋川 １ ２ １ １ ５
③伊勢崎 ２ ２ ２ ３ ９
④高崎安中 ３ ４ ２ ２ 11
⑤藤岡富岡 ５ ６ ４ ４ 19
⑥吾妻 ３ ２ ２ ２ ９
⑦利根沼田 ４ ２ ２ ２ 10
⑧太田館林 ５ ３ ２ ５ 15
⑨桐生みどり １ ２ ３ １ ７
９ブロック計(ａ) 27 27 20 22 96

将来施設
整備計画数
（R８年度）

①前橋 １～３ ４ １ ２ ８～10
②渋川 １ ２ １ １ ５
③伊勢崎 ２ ２ １ １～３ ６～８
④高崎安中 ２～３ ２～３ １ ２ ７～９
⑤藤岡富岡 ５ ６ ４ ４ 19
⑥吾妻 ３ ２ ２ ２ ９
⑦利根沼田 ４ ２ １ ２ ９
⑧太田館林 ２ ３ ２ ４ 11
⑨桐生みどり １ ２ ２ １ ６
９ブロック計(ｂ) 21～24 25～26 15 19～21 80～86
統合割合(ｂ／ａ）78%～89% 93%～96% 75% 86%～95% 83%～90%

将来施設
整備計画数
（R23年度）

①前橋 １ １ １ １ ４
②渋川 １ １ １ １ ４
③伊勢崎 １ １ １ １ ４
④高崎安中 ２ ２ １ ２ ７
⑤藤岡富岡 １～２ １～２ １～２ １～２ ４～８
⑥吾妻 １ １ １ １ ４
⑦利根沼田 ２ １ １ １ ５
⑧太田館林 ２ ２ ２ ２ ８
⑨桐生みどり １ １ １ １ ４
９ブロック計(ｃ) 12～13 11～12 10～11 11～12 44～48
統合割合(ｃ／ａ）44%～48% 41%～44% 50%～55% 50%～55% 46%～50%

表2－2－2－6　一般廃棄物処理広域化に係る市町村支援状況

年度　
　支援内容 H28 H29 H30 R元 R２

協議会設立準備支援 － － 利根沼田 利根沼田 利根沼田

協議会参加、広域化のた
めの情報提供等

富岡
吾妻

富岡
吾妻

吾妻
利根沼田

吾妻
利根沼田

吾妻
利根沼田

　廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える

必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウ

イルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、

それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務

を継続することが求められます。そのため、市町

村及び処理業者に対し、危機管理体制や感染防止

策、事業継続に必要な人員及び物資の確保等をあ

らかじめ検討した廃棄物処理事業継続計画を策定

することなどにより感染症拡大時にも事業が継続

できる体制の整備を指導しています。

６　　各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備　【廃棄物・リサイクル課】
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　様々な事業活動に伴って県内で排出される産業

廃棄物は、2019（令和元）年度実績（環境省 ｢令

和２年度廃棄物の広域移動対策検討調査｣）では、

表2－2－2－7のとおり、年間約287万ｔと推計

されています。

　産業廃棄物の種類別の取扱量については、がれ

き類が最も多く、以下、汚泥、木くず、廃プラス

チック類の順となっています。このうち、中間処

理＊２量については、県内処理では、がれき類が

最も多く、次いで木くずであり、県外処理では、

汚泥、がれき類、ばいじんの順となっています。

一方、最終処分（埋立）については、県内処理で

は、がれき類、ガラスくず等、廃プラスチック類

の順に多く、県外処理では、汚泥、廃プラスチッ

ク類、木くずの順となっています。

　また、県内で発生した産業廃棄物の広域移動量

は、表2－2－2－8のとおりで、中間処理量及び

最終処分量の合計は、県内処理が年間約188万t、

県外処理が年間約99万tであり、65％程度が県

内で処理されています。なお、表2－2－2－9の

とおり、約89万tが県外から搬入されるなど、産

業廃棄物の処理は広域的に行われています。

　さらに、産業廃棄物の再生利用率は、2017（平

成29）年度の推計値（平成30年度群馬県廃棄物

実態調査）で、51.6％でした。利用量の多いも

のでは、がれき類が土木・建設資材へ、汚泥が肥

料・土壌改良材やセメント原材料へと利用されて

いました。

１　　産業廃棄物＊１処理の現状　【廃棄物・リサイクル課】

第２項　産業廃棄物の適正処理の推進と処理施設の確保

＊１ 産業廃棄物：廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるものを
産業廃棄物といい、20種類が定められています。また、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ず
るおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物として区分されています。

＊２中間処理：産業廃棄物を埋立処分などする前に、減容化・無害化・安定化などの処理をすることをいいます。

表2－2－2－7　県内発生産業廃棄物の広域移動量（種類別）（2019［令和元］年度実績） （単位：千t）

産業廃棄物の種類 取扱量
県内処理 県外処理

中間処理 最終処分 中間処理 最終処分
燃 え 殻 12 1 － 7 4
汚 泥 332 54 － 244 34
廃 油 51 24 － 27 －
廃 酸 23 0 － 22 －
廃 ア ル カ リ 35 2 0 33 －
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 243 116 2 98 27
紙 く ず 10 6 － 3 0
木 く ず 306 280 － 16 11
繊 維 く ず 3 2 － 1 0
動 植 物 性 残 さ 69 49 － 20 －
動 物 系 固 形 不 要 物 － － － － －
ゴ ム く ず 0 0 0 0 0
金 属 く ず 55 38 0 16 0
ガ ラ ス く ず 等 170 95 3 65 7
鉱 さ い 97 0 － 88 9
が れ き 類 1,307 1,178 9 112 8
動 物 の ふ ん 尿 7 7 － － －
動 物 の 死 体 1 1 － － －
ば い じ ん 115 0 － 111 4
そ の 他 30 8 0 20 1

計 2,866 1,862 13 884 107

（注）１　 全国の処分実績報告を基に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」（環境省）から抜粋したものです。
なお、県内処理及び県外処理の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した
量としています。

　　２　「0」は500ｔ未満を、「－」は該当なしを表しています。
　　３　 特別管理産業廃棄物は対応する産業廃棄物の種類に計上しています。ただし、感染性廃棄物は「その他」

に含まれています。
　　４　各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
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　産業廃棄物処理業者の状況は、表2－2－2－

10のとおり、施設設置許可の状況は、表2－2－

2－11のとおりです。

　県民生活や産業活動を維持する上で、産業廃棄

物の「処理施設」の整備は不可欠ですが、生活環

境への悪影響を懸念する周辺住民の反対等がある

中で、新たな施設の設置は依然として難しい状況

にあります。

　県では、生活環境に配慮した優良な処理施設を

確保するため、排出業者や処理業者に対する指導

と廃棄物処理に対する県民の信頼の向上に努めて

います。

表2－2－2－8　県内発生産業廃棄物の広域移動量（搬出先別）（2019［令和元］年度実績） （単位：千t）

表2－2－2－9　県外から県内へ搬入される産業廃棄物の広域移動量（搬出元別）（2019［令和元］年度実績）（単位：千ｔ）

処理区分
搬出先地域 総計 中間処理 最終処分

県内処理 1,875 1,862 13
県外処理計 991 884 107

茨城県 34 32 2
栃木県 220 219 1
埼玉県 244 244 0
千葉県 41 39 2
東京都 10 10 －
神奈川県 17 17 0

ブロック内処理計 564 560 4
ブロック外処理計 426 324 102
北海道・東北 97 51 46
中部 110 61 49
近畿 1 1 0
中国 2 2 0
四国 171 171 －
九州・沖縄 45 38 7

処理区分
搬出元地域 総計 中間処理 最終処分

県外搬入計 887 811 76
茨城県 46 43 3
栃木県 130 123 7
埼玉県 348 314 34
千葉県 33 26 7
東京都 138 119 19
神奈川県 90 85 5

ブロック内処理計 785 710 75
ブロック外処理計 102 100 2
北海道・東北 59 59 0
中部 41 40 2
近畿 1 0 0
中国 1 1 －
四国 － － －
九州・沖縄 0 0 －

（注）１　 全国の処分実績報告を元に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」（環境省）から抜粋したものです。
なお、中間処理及び最終処分の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した
量としています。

　　２　「0」は500ｔ未満を、「－」は該当なしを表しています。
　　３　各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

（注）１　 全国の処分実績報告を元に作成した「廃棄物の広域移動対策検討調査」（環境省）から抜粋したものです。
なお、中間処理及び最終処分の移動量については、それぞれ中間処理又は最終処分目的で広域移動した
量としています。

　　２　「0」は500ｔ未満を、「－」は該当なしを表しています。
　　３　各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
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表2－2－2－11　産業廃棄物処理施設設置許可の状況（各年度末現在）　 （単位：施設、場）

（注）１　 廃棄物処理法に基づく設置許可（1992［平成４］年７月３日以前は設置届出）をした施設数です（括弧内
は前橋市内及び高崎市内に設置された処理施設数で内数）。

　　２　最終処分場については、埋立てが終了しても廃止の確認がされていない施設を含みます。
　　３　 最終処分場（安定型）については、1997（平成９）年11月末以前に設置された埋立面積3,000㎡未満のも

のを含みません。
　　４　木くず又はがれき類の破砕施設については、届出によるものを含みます。
　　５　｢汚泥・廃油・廃プラスチック類・廃PCB等｣を除く産業廃棄物の焼却施設を指します。

表2－2－2－10　産業廃棄物処理業者の状況（各年度末現在） （単位：者）

区分　

　年度

産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業

計
収集運搬業

 処　　 分　   業
収集
運搬業

処分業
中間処理 最終処分

中間処理
最終処分

H28 4,977 196（52） 7（4） 5（4） 511 15（4） 5,711（64）
H29 5,081 203（53） 5（3） 4（4） 542 15（4） 5,850（64）
H30 5,232 206（53） 4（2） 5（4） 549 14（4） 6,010（63）
R元 5,463 197（50） 4（2） 5（4） 574 14（4） 6,257（60）
R２ 5,530 196(52) 4（2） 5（4） 584 13(4) 6,332(62)

（注） 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可を重複して取得
している業者がいるため、計欄は延べ業者数です（括弧内は前橋市内及び高崎市内のみに処理施設のある許可業者数で内数）。

産業廃棄物処理施設の種類 設置者区分
年度

H28 H29 H30 R元 R２
汚泥の脱水施設
（10㎥/日を超えるもの）

事 業 者 40 （9） 38 （8） 34 （8） 33 （7） 33 (7)
処理業者 4 4 （1） 3 （1） 3 （1） 3 (1)

汚泥の乾燥施設（機械乾燥）
（10㎥/日を超えるもの）

事 業 者 8 （2） 7 （2） 6 （2） 6 （2） 6 (2)
処理業者 1 1 1 1 1

汚泥の乾燥施設（天日乾燥）
（100㎥/日を超えるもの）

事 業 者 － － － － －
処理業者 － － － － －

汚泥の焼却施設（5㎥/日を超えるもの・200
㎏/時以上のもの・火格子面積2㎡以上のもの）

事 業 者 4 2 2 2 2
処理業者 6 （1） 6 （1） 5 （1） 7 （1） 7 (1)

廃油の油水分離施設
（10㎥/日を超えるもの）

事 業 者 1 （1） 1 （1） 1 （1） 1 （1） 1 (1)
処理業者 6 （1） 6 （1） 5 （1） 6 （1） 6 (1)

廃油の焼却施設（1㎥/日を超えるもの・200
㎏/時以上のもの・火格子面積2㎡以上のもの）

事 業 者 5 （2） 3 （2） 3 （2） 3 （2） 3 (2)
処理業者 9 （2） 9 （2） 7 （2） 10 （2） 9 (2)

廃酸又は廃アルカリの中和施設
（50㎥/日を超えるもの）

事 業 者 1 － － － －
処理業者 － － － － －

廃プラスチック類の破砕施設
（５トン/日を超えるもの）

事 業 者 7 7 7 7 6
処理業者 43 （15） 45 （15） 42 （15） 42 （14） 43 (14)

廃プラスチック類の焼却施設（100㎏/日
以上のもの・火格子面積2㎡以上のもの）

事 業 者 6 （1） 5 （1） 5 （1） 5 （1） 4 (1)
処理業者 14 （4） 14 （4） 12 （4） 14 （4） 13 (4)

木くず又はがれき類の破砕施設
（５トン/日を超えるもの）

事 業 者 34 （24） 37 （25） 18 （7） 18 （7） 40 (29)
処理業者 179 （71） 185 （69） 205 （90） 214 （94） 196 (78)

PCB汚染物の洗浄施設
事 業 者 1 1 1 1 －
処理業者 － － － － －

産業廃棄物の焼却施設注５（200㎏/日以
上のもの・火格子面積2㎡以上のもの）

事 業 者 5 3 3 3 1
処理業者 14 （3） 13 （3） 11 （3） 13 （3） 12 (3)

中間処理施設小計
事 業 者 112 （39） 104 （39） 80 （21） 79 （20） 96 (42)
処理業者 276 （97） 283 （96） 291（117） 310（120） 290 (104)

安定型最終処分場
事 業 者 4 （0） 4 （0） 3 （0） 3 （0） 3 (0)
処理業者 19 （9） 20 （10） 21 （10） 20 （9） 19 (9)

管理型最終処分場
事 業 者 9 （1） 9 （1） 7 （1） 7 （1） 7 (1)
処理業者 2 （1） 1 （1） 3 （1） 3 （1） 4 (1)

最終処分場小計
事 業 者 13 （1） 13 （1） 10 （1） 10 （1） 10 (1)
処理業者 21 （10） 21 （11） 24 （11） 23 （10） 23 (10)

計
事 業 者 125 （40） 117 （40） 90 （22） 89 （21） 106 (43)
処理業者 297（107） 304（107） 315（128） 333（130） 313 (114)
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（1）産業廃棄物相談員による排出事業者への指

導拡充

　産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正

に処理することが義務付けられています。県では、

排出事業者に対して、排出者責任の啓発や適正処

理に関する指導を行うため、産業廃棄物相談員を

県内３か所（廃棄物・リサイクル課、西部環境森

林事務所、東部環境事務所）に配置しています。

　2020（令和２）年度は、表2－2－2－12のと

おり、352事業所を訪問し、廃棄物の排出抑制や

再生利用、適正処理等に関する指導・相談を行い

ました。

　また、併せて廃棄物・リサイクル課ホームペー

ジ「群馬県産業廃棄物情報」により、関係法令や

処理業者に関するデータ等、廃棄物に関する各種

最新情報をわかりやすく排出事業者や県民にお知

らせしています。

（2）立入指導による適正処理業者の育成

　産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理す

るほか、その責任において、収集運搬業・処分業

の許可を有する処理業者に委託して処理すること

とされています。

　処理業者に対しては、不適正処理につながるよ

うな行為が行われていないかを確認するため、毎

年度、定期的に立入検査を実施しています。

　2020（令和２）年度は、表2－2－2－13のと

おり、延べ279事業所に対して立入検査を実施し

ました。

　また、排出事業者の身近な良きアドバイザーと

なる産業廃棄物処理業者を育成するため、法改正

等に関する研修を実施しています。

　なお、不適正処理等により廃棄物処理法に違反

したり、欠格要件に該当した処理業者に対しては、

許可取消等の行政処分を行っており、2020（令

和２）年度は３業者に対して許可取消の行政処分

を行いました。

　廃棄物処理施設の設置にあたり、廃棄物処理法

やその他関係法令の手続を行う前段階として、事

前協議制度を実施しています。この制度は、持続

可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促

進や廃棄物の適正処理の推進を図り、また、周辺

地域の生活環境の保全や周辺施設への適正な配慮

を図ることを目的としています。

　現在の事前協議制度は、2013（平成25）年に

立地規制の追加等の見直しを行っています。引き

続き制度の見直しを行いながら、時代に即した必

要な処理施設の設置を促進していきます。

　なお、2020（令和２）年度の処理業者の許可

状況は表2－2－2－14、処理施設の設置許可の状

況については表2－2－2－15のとおりです。

２　　排出事業者・廃棄物処理業者への監視・指導の強化　【廃棄物・リサイクル課】

３　　事前協議制度の見直し等による処理施設の設置促進　【廃棄物・リサイクル課】

表2－2－2－12　 産業廃棄物相談員の事業所訪問状況

 （単位：件） 表2－2－2－13　処理業者への立入検査の状況 （単位：件）

年度 H28 H29 H30 R元 R2

訪問件数 361 362 406 429 352

年度 H28 H29 H30 R元 R2

立入検査 374 432 301 311 279

表2－2－2－15　 産業廃棄物処理施設設置許可の状況

（2020［令和２］年度） （単位：件）

区分 設置許可 変更許可

中間処理施設 5 3

最終処分場 1 0

計 6 3

（注）前橋市及び高崎市の許可件数を除いたもの。

表2－2－2－14　 産業廃棄物処理業者の許可状況

（2020［令和２］年度）（単位：件）

事　業　区　分
新規
許可

更新
許可

変更
許可

合計

産業廃棄物収集運搬業 331 803 74 1,208
産業廃棄物処分業 1 26 0 27
特別管理産業廃棄物収集運搬業 24 66 7 97
特別管理産業廃棄物処分業 0 2 0 2

計 356 897 81 1,334
（注）更新許可：許可期限ごとに更新（継続）する場合。
　　変更許可：許可範囲の拡大等を行う場合。
　　いずれも、前橋市及び高崎市の許可件数を除いたもの。
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　県が許可している産業廃棄物処理業者に関して、

群馬県産業廃棄物情報ホームページにおいて取り

扱える産業廃棄物の種類や処理方法等を紹介して

います。

　産業廃棄物のリサイクルを促進するため、排出

事業者が希望するリサイクル処理に繋がるよう、

産業廃棄物処理業者のリサイクル処理に関する情

報発信を強化します。

　2010（平成22）年の廃棄物処理法の改正によ

り、優良産廃処理業者認定制度が新たに設けられ、

事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満

たす処理業者は、優良認定を受けられるようにな

りました。

　この認定は、排出事業者が安心して廃棄物処理

を委託できる優良業者を選ぶ目安になっています。

　なお、処理業者にとっては、認定を受けること

で通常５年である許可の有効期間が７年に延長さ

れ、許可更新に要する負担軽減が図られ、特に広

域的に事業展開する処理業者にとって大きなイン

センティブになります。

　また、遵法性や事業の透明性等、法令の基準に

適合し優良認定を受けた処理業者に対して、県の

融資制度において優先的支援を行う等により、優

良な処理業者を育成し、より信頼できる産業廃棄

物処理体制の整備を進めています。

　政府が定める新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針においては、廃棄物処理業に関わ

る事業者は、国民生活・国民経済の安定確保に不

可欠な業務を行う事業者と位置づけられており、

十分な感染防止対策を講じつつ、事業を継続する

ことが求められています。感染性廃棄物の回収、

処理に支障が生じないよう、処理業者に対し、感

染症拡大時に対応できる体制整備及び感染防止対

策の徹底を指導しています。

４　　排出事業者と再生事業者等のマッチングの推進　【廃棄物・リサイクル課】

５　　優良処理業者の育成　【廃棄物・リサイクル課】

６　　各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備　【廃棄物・リサイクル課】
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　水銀に関する水俣条約（2017［平成29］年８

月16日発効）を踏まえた水銀対策として、2015

（平成27）年６月に「水銀による環境の汚染の防

止に関する法律」が制定され、同年11月に「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行令」が、同年

12月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則」が改正されました。

　その後、2017（平成29）年度に「廃水銀等」「水

銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」を

定義したほか、産業廃棄物処理施設への追加や、

処理基準の追加などが定められ、2018（平成30）

年度においては、水銀使用製品産業廃棄物の追加、

廃水銀等を排出する特定施設の追加が定められ、

2019（平成31）年３月３日に施行されました。

　県では、ホームページ「産業廃棄物情報」におけ

る広報等で、水銀廃棄物の排出者である家庭や事業

者及び処理主体である市町村や処理業者に対して、

法令や処理に関する情報提供を行っています。

２　　水銀廃棄物の処理の推進　【廃棄物・リサイクル課】

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、難分解性で、

かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずる

おそれがある物質であることなどから、PCB廃

棄物の保管、処分等について必要な規制等を行う

ことを目的に、2001（平成13）年７月に「ポリ

塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」（PCB特措法）が施行されました。

　この法律に基づき、変圧器（トランス）、コン

デンサーなどPCBを含む廃棄物を保管する事業

者は、毎年度、知事又は中核市長（前橋市・高崎

市）に保管・処分状況を届け出る義務があり、届

出状況は表2－2－2－16のとおりとなっていま

す。届出を行った事業場に対しては、早期処理と

適正な保管等を行うよう指導しています。

　PCB廃棄物を安全・適切に処理するために、

2004（平成16）年４月に国が全額を出資して、

中間貯蔵・環境安全事業㈱（JESCO）が設立さ

れました。県内の事業場に保管等されている高濃

度のPCBを含有する機器については、2008（平

成20）年５月から室蘭市にある同社の北海道

PCB処理事業所において、処理が行われています。

この事業所における処分期間は、変圧器（トラン

ス）・コンデンサー等は2021（令和３）年度末ま

で、安定器・汚染物等は2022（令和４）年度末

までであり、期間内に必ず処分を終えるよう計画

的に準備を進める必要があります。

　一方、低濃度のPCBを含有する廃棄物につい

ては、国が認定した無害化処理認定施設等で、

2026（令和８）年度末までに処分する必要があ

ります。

　未届出のPCB廃棄物等は、処分期間内に処分

されないおそれがあることから、県や中核市では

アンケート及び現地訪問等による掘り起こし調査

を実施しています。未届出の事業場が確認された

場合は、届出を指導するとともに、期間内に処分

するよう指導しています。

　なお、PCB廃棄物の処理費用は高額となるこ

とから、次のとおり支援制度が設けられています。

①中小企業等処理費用軽減制度

　JESCOでは、中小企業者等や個人を対象とし

て、PCB廃棄物（高濃度に限る。）の処理費用の

負担軽減措置を設けています。一定の条件を満た

す場合に、中小企業者等にあっては70%、個人

にあっては95%が軽減されます。

②群馬県環境生活保全創造資金融資

　県では、県内中小企業者等向けに、PCB廃棄

物（高濃度・低濃度いずれも。）の収集運搬、処

分及び代替機器設置の費用を対象とした融資制度

を設けています。（限度額5,000万円・利率1.7%/

年以内・期間７年以内）※着手前に事前審査が必要

です。

１　　PCB廃棄物の処理の推進　【廃棄物・リサイクル課】

第３項　有害物質を含む廃棄物の確実な処理の推進

表2－2－2－16　県内におけるPCB廃棄物保管届出状況

年度 H27 H28 H29 H30 R元

事業場数
1,677

（1,072）
1,497
（973）

1,338
（883）

1,280
（839）

911
（573）

（括弧内は県所管の事業場数（内数））
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　ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む機器のうち

高濃度のPCBを含有する廃棄物等（使用中の電気

機器を含む）は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進に関する特別措置法」（PCB特別措

置法）に基づき、変圧器・コンデンサー等は2021

（令和３）年度末までに、安定器・汚染物等は

2022（令和４）年度末までに処分する必要があり

ます。そのために、早期に対象機器を漏れなく掘

り起こし、処分する義務のある者に確実かつ適正

に処分できるよう指導しています。

　群馬県では、変圧器・コンデンサー等の使用可

能性のある自家用電気工作物の設置者約13,000

者と、安定器の使用可能性のある事業用建物の所

有者約24,000者に対して、アンケート方式の掘り

起こし調査を実施しました。その後、PCBの含有

不明機器を所有している事業者に対しては、県の

PCB適正処理推進員が訪問調査を実施し、未回答・

連絡先不明の設置者に対してはフォローアップ調

査を実施しました。

　しかし、これらの調査に用いた資料は、自家用

電気工作物の設置者については掘り起こし調査時

点における電気契約に基づいたものであり、事業

用建物の所有者については過去の電話帳掲載デー

タに基づいたものでした。そのため、すでに電気

契約を変更又は終了した施設や、電話帳に掲載さ

れていない施設は対象から外れています。例えば、

現在使われていない施設、用途を転用した施設、

自治会や団体の管理する施設などが挙げられます。

　すでに高濃度PCB廃棄物等の処分期間を経過し

ている北九州地区では、当初想定しなかった機器

から高濃度PCB廃棄物等が見つかる事例も散見さ

れています。例えば、溶接機やレントゲン機器、

昇降機や農林漁業用電気設備の制御盤からコンデ

ンサーが見つかる事例や博物館の鉄道車両から見

つかる事例も挙げられます。

　国では高濃度PCB廃棄物等の再確認を促す周知

にも力を入れており、メディア広告だけでなく約

1,600の業界団体に対して周知を行っています。

経済産業省は自家用電気工作物の管理にあたる全

ての電気主任技術者に対し、再確認を促す周知を

行っています。これらのことから全ての方々に興

味を持っていただくことが、早期発見と適正処理

につながると考えられます。

高濃度PCB廃棄物対策についてコラム
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（1）不法投棄の現状

　2020（令和２）年度に県内で新たに認知した

不法投棄は、47件・62tでした。県が認知した３

件のうち、2020（令和２）年度中に撤去等によ

り解決に至ったものは２件で、不法投棄早期解決

率は66％でした。

　不法投棄の大規模な事案は減少し、全体として

小規模化傾向にありますが、依然として後を絶た

ない状況です（表2－2－2－17）。

　不法投棄された廃棄物の種類では、建設系の廃

棄物が45％を占めています（表2－2－2－18）。

（2） 不適正処理の現状

　不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称し

て「不適正処理」と呼んでいます。

　2020（令和２）年度に県内で新たに認知した

不適正処理は、91件・24,283tでした（表2－2

－2－19）。

　不適正処理の種類では、不法投棄が最も多くな

っています（表2－2－2－20）。

　不適正保管と不法焼却は、30件前後で推移し

ており、依然として後を絶たない状況です。不法

焼却については、廃棄物の焼却は原則禁止されて

いますが、いわゆる野焼きで廃棄物を処分しよう

とした事案が多くを占めています。

１　　未然防止・早期発見・早期解決に向けた不適正処理対策の強化　【廃棄物・リサイクル課】

第４項　不法投棄等不適正処理対策の強化

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 Ｒ２

件数 34 53 56 52 47 

県 9 11 11 10 3 

前橋市 19 41 31 27 25 

高崎市 6 1 14 15 19 

量（t） 578 1,764 780 362 62 

県 557 1,450 87 148 26 

前橋市 14 311 684 203 6 

高崎市 7 3 9 11 30 

年度 H28 H29 H30 R元 R２

建
設
系

がれき類 2 (6%) 2 (4%) 10(18%) 2 (4%) 6(13%)

廃 プ ラ 5(15%) 5 (9%) 13(23%) 8(15%) 4 (9%)

木 く ず 5(15%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (4%) 0 (0%)

混合廃棄物 9(26%) 20(38%) 14(25%) 14(27%) 11(23%)

小　計 21(62%) 30(57%) 39(70%) 26(50%) 21(45%)

建設系以外 13(38%) 23(43%) 17(30%) 26(50%) 26(55%)

合計 34 53 56 52 47

表2－2－2－17　不法投棄の推移 表2－2－2－18　不法投棄された廃棄物の種類 （単位：件）

※中核市（前橋市及び高崎市）分を含む。（　）内は全体に占める割合。

年度 H25 H26
H27

（　）内は大同を除く
H28 H29 H30 R元

R２
（　）内は東邦を除く

件数 149 123
120
（119）

81 122 118 98
91
(90)

県 61 42
36
（35）

39 44 35 29
16
(15)

前橋市 50 35 40 24 65 51 37 32 
高崎市 38 46 44 18 13 32 32 43 

量（t） 1,385 1,336
301,409
（7,079）

908 2,345 2,285 1,559
24,283
(609)

県 1,319 1,273
301,306
（6,976）

884 2,023 1,572 1,288
24,226
(552)

前橋市 44 15 21 14 313 693 204 6
高崎市 22 48 82 10 9 20 67 51

表2－2－2－19　不適正処理の推移

※2015（平成27）年度の大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグの不適正処理分は、１件 294,330t
である。

※2020（令和２）年度の東邦亜鉛㈱安中製錬所から排出された非鉄スラグの不適正処理分は、１件 23,674tで
ある。
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区分
年度 不法投棄 不適正保管 不法焼却 無許可営業 無許可設置 その他 計

H30 56（47%） 28（24%） 34（29%） 0（0%） 0（0%） 0（0%） 118（100%）

R元 52（53%） 27（28%） 19（19%） 0（0%） 0（0%） 0（0%） 98（100%）

R２ 47（52%） 18（20%） 25（27%） 0（0%） 0（0%） 1（1%） 91（100%）

表2－2－2－20　不適正処理の種類 　　 （単位：件）

※中核市（前橋市及び高崎市）分を含む。（　）内は全体に占める割合。

（3）不適正処理対策

　県では、廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案

を未然に防止し、また、早期に発見するとともに、

発生した事案については、早期に解決することに

より、本県の良好な生活環境の保全に努めていま

す。主な取組内容は、次のとおりです。

　ア　未然防止

ａ　事業者向け実地調査

　県警、市町村及び関係団体の協力のもと、

主に県外から流入する産業廃棄物を対象に、

「産業廃棄物収集運搬車両の路上調査」を実施

しています（2020［令和２］年度は、新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止のため中止）。

　イ　早期発見

ａ　情報の入手

　ⅰ「産業廃棄物110番」の設置

　 　廃棄物・リサイクル課にフリーダイヤル

の「産業廃棄物110番」を設置して広く県

民から情報を入手しています（2020［令

和２］年度は52件を受理）。

　ⅱ 「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協

定」の締結

　 　人口減少期を迎え、空き家、空き地など、

不法投棄場所として狙われやすい箇所の増

加が懸念されることから、不法投棄の情報

収集網の強化を図るため、12機関・団体

と協定を締結しています。

○協定締結機関・団体

日本郵便株式会社

群馬県農業協同組合中央会

群馬県森林組合連合会

東京電力パワーグリット株式会社

一般社団法人群馬県タクシー協会

一般社団法人群馬県トラック協会

赤十字飛行隊群馬支隊

一般社団法人群馬県自動車整備振興会

一般社団法人群馬県フロン回収事業協会

群馬県電気工事工業組合

公益社団法人群馬県不動産鑑定士協会

公益財団法人群馬県環境検査事業団

ｂ　監視指導（パトロール）

　ⅰ「産業廃棄物不適正処理監視指導員」

　　（通称：産廃Ｇメン）の設置

　警察官ＯＢである産廃Ｇメンが、４班８

名体制で監視指導（パトロール）を行って

います（年間延べ1,440人・日）。

　ⅱ 　休日・夜間における監視の民間警備会

社への委託

　 　行政機関による監視が手薄になる休日と

夜間における監視の目を確保するため、民

間警備会社に委託して監視業務を行ってい

ます（年間140日）。

　ⅲ 　スカイパトロールの実施

　 　県警の協力を得て、県警ヘリコプター「あ

かぎ」による空からの監視（スカイパトロ

ール）を行っています（2020［令和２］年

度は17回）。

　ⅳ 　「廃棄物適正処理推進強化月間」（６

月・12月）

　 　環境月間である６月と、清掃活動が盛ん

になり企業や家庭から大量の廃棄物が排出

される12月を廃棄物適正処理推進強化月

間と定め、通常監視のほか、以下のとおり

重点的に取り組んでいます。

　・職員による休日監視

　・不適正処理継続事案に対する集中指導

　・廃棄物適正処理推進の広報啓発

　ⅴ 　建設リサイクル法遵守状況調査の実施

（６月・10月）

 　　建築物等の解体工事における、「建設リサ

産業廃棄物110番

0120-81-5324
ハイ ゴミ通報
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イクル法」の遵守状況を調査し、適正な処理

を指導するため、建設部局等と連携してパト

ロールを行っています。

　ウ　早期解決

ａ　警察・市町村等関係機関との連携強化

　認知した事案に対しては、廃棄物・リサイ

クル課（出向警察官を含む）及び環境（森林）

事務所の担当職員が、警察や県職員に併任発

令された市町村職員と連携を図り、迅速かつ

綿密な調査を行った上、原因者に対し強力な

是正指導を行い、現場の原状回復を図るとと

もに不適正処理の再発防止に努めています。

　県では、廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案

の未然防止、早期発見のため、上毛新聞、FM群馬、

群馬テレビ及び県広報資料等の各種広報媒体や特

命産廃Ｇメン「Ｇ-FIVE」による啓発活動により、

廃棄物不適正処理防止に係る事業者、県民等の意

識啓発を図っています。

　また、廃棄物の不適正処理を防止し、適正処理

の気運を高めるため、県警、（公社）群馬県環境資

源創生協会、産業界及び市町村と連携して、「不適

正処理防止啓発県民の集い」を開催しています

（2020［令和２］年度は、新型コロナウイルス感

染症の感染防止のため中止）。

２　　様々な媒体・取組を活用した不適正処理防止啓発活動の強化　【廃棄物・リサイクル課】

（1）警察との連携

　県警察では、生活安全部生活環境課と各警察署

が連携して環境犯罪に対する取締りを積極的に推

進しているほか、県や中核市に警察官を出向・派

遣し、関係機関との情報交換や共同臨場等行政と

連携した活動を行っています。

　また、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を

図るため、関係機関に必要な情報提供を行ってい

ます。

出向・派遣数

　2021（令和３）年４月１日現在、県知事部局

に２人出向し、前橋市及び高崎市に１人ずつ派遣

しています。

（2）市町村との連携

　ア　市町村職員の県職員併任発令

　不適正処理事案への対応を強化するために、

市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄

物に関する立入検査権を付与しています

（2021［令和３］年３月31日現在、中核市２

市を除く33市町村109人）。

　イ　不法投棄監視カメラの貸出し

　市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制

の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、

拡大防止及び原因者の特定をするため、市町

村に不法投棄監視カメラを貸出しています。

（3）連絡会議の開催

　警察・市町村等関係機関の担当者を集めた連絡

会議を定期的に開催し、情報交換を図るとともに、

広域的な事案に対しては、共同で対応するなどの

連携を図っています。

３　　警察・市町村等関係機関との連携　【廃棄物・リサイクル課、（警）生活環境課】

　本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不法投棄

が行われやすい環境にあることから、県警ヘリコプ

ター「あかぎ」によるスカイパトロールを定期的に

実施し、目の届きにくい山間部等を上空から監視す

ることで、不法投棄等の発見に努めています。

　また、県警察では、組織的・広域的な事犯、暴

力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われ

る事犯等を重点に取締りを強化しています。

検挙状況

　2020（令和２）年中における廃棄物処理法違

反の検挙状況は、表2－2－2－21のとおりであり、

2016（平成28）年以降の推移は図2－2－2－3

のとおりです。

　近年の特徴としては、大規模な不法投棄等は減

少する一方、投棄の規模こそ小規模ですが、家屋

の解体工事に伴って排出される木くずやがれき類

等の不法投棄、ビニール類の不法焼却、家庭から

排出される粗大ごみ等の不法投棄・不法焼却とい

った悪質な事犯の検挙が目立っています。

４　　県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール　【廃棄物・リサイクル課、（警）生活環境課】
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表2－2－2－21　廃棄物処理法違反検挙状況

廃棄物種別 態様 件数 人員

産業廃棄物

不法投棄 4 3

不法焼却 15 16

委託･受託違反等 1 2

一般廃棄物

不法投棄 14 15

不法焼却 17 22

委託違反等 0 0

合　　計 51 58

0
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80

100

 60 50 52 63 51
 65 47 62 65 58

H28年 H29年 H30年 R元年 R２年

検挙件数
検挙人員

図2－2－2－3　廃棄物処理法違反検挙状況

（1）概要

　産業廃棄物の不適正処理事案や土砂等埋立て事

案の是正指導には、処理された廃棄物等の量や面

積等の迅速かつ正確な把握が重要であることから、

ドローン測量システムを2020（令和２）年度か

ら導入し、産業廃棄物の適正処理や土砂等埋立て

の適正化を推進しています。

　ドローン測量システムの特徴

・少人数で正確な測量が可能

・測量が短時間で完了でき、危険箇所への立ち

入りも不要

・自動飛行により、三次元のデジタルデータが

取得でき、データの蓄積・比較が容易

（2）運用状況

2020（令和２）年度　使用回数　７回

（内訳：廃棄物４回、土砂２回、その他１回）

５　　ドローン測量システムの運用　【廃棄物・リサイクル課】

　産業廃棄物の不適正処理事案や土砂等埋立て事

案の是正指導においては、処理された量や面積の

迅速かつ正確な把握が重要です。また、土砂条例

に基づく許可審査や検査には、災害防止の観点か

ら埋立量の正確な把握が欠かせません。このため、

本県では、2020（令和２）年度からドローン測量

システムを導入しました。

　従来、不適正処理事案の測量は、職員が現地で

簡易な器具を用いて行っていました。この方法では、

正確な測量が難しいばかりでなく、複数の職員が

長時間にわたる作業となり、危険な現場では事故

の発生が危惧されました。

　ドローン測量システムは、樹木など障害物のな

い場所の測量には極めて有効であり、このシステ

ムの活用により、従来よりも短時間で正確かつ安

全に測量することが可能になります。つまり、行

為者に対して迅速に正確な測量結果に基づいて指

導することができ、早期解決が期待できます。

　また、一度飛行ルートを設定すれば、繰り返し

同一ルートを飛行できるため、現場内外の動きを

定期的に定点監視することにより、測量結果を是

正指導等の証拠として活用することが可能になり

ます。

　さらに、産業廃棄物処理施設における廃棄物の

保管量や埋立て量等を測量することで、廃棄物処

理法等に基づく検査にも活用することができます。

　このように、ドローン測量システムを最大限活

用して産業廃棄物の適正処理等を推進することに

より、県民の安全・安心をより一層確かなものに

していきます。

ドローン測量システムの活用コラム

ドローンの操作状況

ドローンによる現場写真
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（1）事案の経緯と概要

　大同特殊鋼㈱渋川工場の製鋼過程で副産物とし

て排出された鉄鋼スラグは、路盤材として出荷さ

れていました。

　2013（平成25）年６月、渋川市内の道路の改

修工事に際し、路盤材として使用されていた当該

スラグを検査したところ、土壌環境基準・「土壌

汚染対策法」の指定基準（土壌環境基準等）を超

えるふっ素及び六価クロムが検出されました。

　県では、これを契機に調査を開始し、2014（平

成26）年１月以降、同工場及び関係会社に対し

て廃棄物処理法に基づく立入検査を実施するとと

もに、鉄鋼スラグの取扱い状況等について報告を

求めました。

（2）廃棄物処理法に基づく調査の結果

　ア　鉄鋼スラグの利用と土壌汚染の発生

　2001（平成13）年にふっ素の土壌環境基準が

設定され、2003（平成15）年にふっ素の指定基

準を設定した「土壌汚染対策法」が施行されま

した。

　これに伴い、鉄鋼業界では、ふっ化物（蛍石）

を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含

まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確

認して路盤材等に再生利用する方法がとられて

きました。

　しかし、同工場は、その後もふっ化物（蛍石）

の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの

大半がふっ素の土壌環境基準等を超過している

ことを承知したうえで出荷を続け、当該スラグ

が使用された施工箇所の一部で基準を超える土

壌汚染を生じさせました。

イ　廃棄物認定

　ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、同

工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼

スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふ

っ素による土壌汚染の可能性があり、また、

2002（平成14）年４月から2014（平成26）年

１月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行わ

れていたことから、当該スラグを廃棄物と認定し

ました。

　記録が確認できた2002（平成14）年４月から

出荷を停止した2014（平成26）年１月までの間、

同工場から出荷された鉄鋼スラグの総量は、29

万4,330tです。

（3）県の対応

ア　調査結果の公表と行政処分等

　県は、2015（平成27）年９月、廃棄物処理法

に基づく調査の結果を公表するとともに、廃棄物

処理法違反で関係者を県警に告発しました。また、

2016（平成28）年８月、関係会社に対して廃棄

物処理法に基づく許可取消処分を行いました。

イ　使用箇所に係る調査要請等

　大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼ス

ラグの使用箇所について、公共工事は工事実施

主体に調査を要請、民間工事は大同特殊鋼㈱に

対し、調査及び県への報告を指示しています。

ウ　使用箇所の状況と環境影響

　2020（令和２）年12月末現在、当該スラグ

の使用が確認された工事は、公共工事348か所、

民間工事126か所の計474か所です。このうち、

土壌汚染が確認された160か所について、これ

までの調査の結果では、地下水への影響は認め

られませんでした。

エ　今後の取組

　今後とも当該スラグの使用箇所の解明を進め、

判明した使用箇所は全て県がリスト化します。

新たに使用箇所が判明した場合には、これまで

と同様の方法で環境調査を行い、県民の皆様の

安全・安心の確保に努めていきます。

６　　不適正処理事案（大同特殊鋼㈱鉄鋼スラグ）　【廃棄物・リサイクル課】
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（1）事案の経緯と概要

　東邦亜鉛㈱安中製錬所の亜鉛の生産・製造工程

で発生する非鉄スラグは、路盤材原料として出荷

され、建設資材として使用されていました。

　県は東邦亜鉛㈱をはじめとする関係者に対し、廃

棄物処理法に基づく立入検査を実施し、非鉄スラグ

を路盤材原料として使用しないよう指示するととも

に、非鉄スラグの取扱い状況等について報告を求め

ました。

　また、調査の結果に基づき、関係者に対する行政

処分を行いました。

（2）廃棄物処理法に基づく調査の結果

ア　非鉄スラグの性状

　東邦亜鉛㈱の非鉄スラグには、亜鉛鉱石に由来

する鉛や砒素が含まれています。東邦亜鉛㈱によ

る試験では、鉛や砒素の溶出量・含有量が土壌環

境基準又は「土壌汚染対策法」の指定基準（以下

「土壌環境基準等」といいます。）を超過すること

がありました。また、県による非鉄スラグの検査

結果においても、鉛の溶出量・含有量や砒素の溶

出量が土壌環境基準等を超過していました。非鉄

スラグを路盤材など土壌と接する方法で使用した

場合、鉛や砒素による土壌汚染の可能性がありま

す。

イ　非鉄スラグの取引

　東邦亜鉛㈱は、路盤材原料向け非鉄スラグの取引

において、非鉄スラグの販売代金を受け取る一方、

これを上回る運賃補助等を支払っており、非鉄スラ

グに係る一連の取引は、関係者の間でいわゆる逆有

償取引でした。

ウ　認定期間及び取引量

　非鉄スラグの取引量やその代金等が関係資料等に

より確認できた期間は、2014（平成26）年６月か

ら2016（平成28）年３月までであり、この間の路

盤材原料向け非鉄スラグの取引量は、２万3,674tで

す。

エ　廃棄物該当性

　県は、調査の結果から、物の性状、排出の状況、

通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意

思等を総合的に勘案して判断した結果、路盤材原料

向け非鉄スラグを廃棄物と認定しました。

（3）県の対応

ア　調査結果の公表と行政処分

　県は、2020（令和２）年９月、廃棄物処理法に基

づく調査の結果を公表するとともに、関係者に対し

て同法に基づく処理業の停止及び施設の使用停止処

分を行いました。

イ　使用箇所に係る調査命令等

　県は、東邦亜鉛㈱に対して、使用箇所の全容解明

に当たるとともに、判明した使用箇所における環境

調査の加速化と結果の報告及び生活環境の保全上支

障が生じないよう必要な措置を指示しています。

　これまでの調査の結果では、使用箇所における建

設資材から土壌環境基準等を超過する有害物質が検

出された箇所はありますが、土壌汚染は確認されて

いません。

　また、東邦亜鉛㈱は非鉄スラグの撤去を進めて

います。使用箇所は、撤去完了までの間、立入禁

止などの措置が講じられており、有害物質を摂取

するリスクは極めて低いと言えます。

不適正処理事案（東邦亜鉛㈱非鉄スラグ）コラム
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　近年、建設工事に伴い排出された土砂等による

埋立て等について、周辺住民から有害な物質の混

入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増え

ています。

　そこで、生活環境を保全するとともに、土砂災

害の発生を防止するため、2013（平成25）年６

月に「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関す

る条例」（県土砂条例）を制定しました。

　県では、厳正な許可審査や立入検査等により土

砂等の埋立て等の適正化を推進するとともに、広

報啓発、不適正処理対策と同様の監視指導、警察

及び関係機関との連携により、不適正事案等の未

然防止・早期発見・早期解決に取り組んでいます。

　なお、主な規制内容は次のとおりです。

（1） 土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等

の禁止

　埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関

する基準（土壌基準）を規則で定め、土壌基準に

適合しない土砂等による埋立て等を禁止していま

す。

（2）特定事業の許可

　土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所か

ら排出又は採取された土砂等により、3,000㎡以

上の埋立て等を行う事業（特定事業）を許可の対

象とし、特定事業を行おうとする者（事業者）は、

原則として知事の許可を要することとしています

（表2－2－2－22）。

（3）土砂等の搬入の事前届出

　排出現場の確認及び土壌の安全性を担保するた

め、許可を受けた事業者は、土砂等を搬入する

10日前までに、排出現場ごとの土砂等排出元証

明書及び当該土砂等に係る土壌検査証明書を添付

のうえ、届出書を提出しなければなりません。

（4）定期検査及び立入検査

　許可を受けた事業者に対し、特定事業区域の定

期的な土壌検査及び検査結果の報告を義務付ける

とともに、立入検査を実施しています。

１　　県土砂条例に基づく厳正な許可審査及び立入検査等による指導の強化【廃棄物・リサイクル課】

第５項　土砂等埋立ての適正化推進

　県土砂条例の規制が及ばない3,000㎡未満の土

砂等の埋立て事案に対応するためには、各市町村

において、地域の実情に合わせた市町村土砂条例

を制定することが不可欠です。

　このため、県では、市町村に対して市町村条例

“例”の提供、条例の必要性の説明など、市町村

条例の制定促進に取り組んでいます（表2－2－2

－23）。

２　　市町村土砂条例の制定支援による隙間のない監視指導体制の構築　【廃棄物・リサイクル課】

表2－2－2－23　土砂条例を制定している市町村（29市町村） 2021（令和３）年３月31日現在

市町村

桐生市・沼田市・館林市・渋川市・富岡市・安中市・
みどり市・榛東村・吉岡町・神流町・下仁田町・甘楽町・
中之条町・高山村・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町・
玉村町・明和町・千代田町

太田市・
伊勢崎市・
上野村

高崎市・
板倉町・
邑楽町

前橋市・
藤岡市

許可対象面積 500㎡以上3,000㎡未満 1,000㎡以上
3,000㎡未満 500㎡以上 1,000㎡以上

県条例の適用 3,000㎡以上 適用しない

表2－2－2－22　特定事業の許可状況 （単位：件）

年度 H28 H29 H30 R元 R２
許可 10 4 5 7 6
変更許可 2 3 4 1 1
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　2015（平成27）年７月に廃棄物処理法が一部

改正され、都道府県が定める廃棄物処理計画にお

いて非常災害時における廃棄物の適正処理等に関

して必要な事項を定めることとされました（法第

５条の５第２項第５号等）。

　そこで、県では、2017（平成29）年３月に、災

害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向けて

「群馬県災害廃棄物処理計画」を策定しました。

　また、2021（令和３）年３月に国の災害廃棄物

対策指針の確定内容を反映するとともに、災害時

における民間事業者の協力・支援体制及びボラン

ティアとの連携等の内容を追加する改訂を行いま

した。

　この計画では、平時における備えから大規模災

害発生時の対応までの、切れ目のない対策を定め

ています。

　災害廃棄物を適正かつ円滑･迅速に処理するため

には、災害廃棄物の処理主体である市町村におい

て災害廃棄物処理計画を策定することが必要です。

　このため、県内の全市町村が速やかに計画を策

定できるよう、「群馬県災害廃棄物処理対策協議会」

等を通じた情報提供を実施しました。

　また、環境省関東地方環境事務所が実施する市

町村災害廃棄物処理計画策定モデル事業を本県で

開催し、市町村災害廃棄物処理計画の策定支援に

取り組みました。

１　　県災害廃棄物処理計画の運用　【廃棄物・リサイクル課】

２　　市町村災害廃棄物処理計画策定への支援　【廃棄物・リサイクル課】

第１項　広域的な災害廃棄物処理体制の強化

  第３節　災害廃棄物処理体制の強化

　大規模災害時には、災害廃棄物の処理のために、

市町村域や県域を越えた連携が不可欠です。

　県では、災害廃棄物等の処理を円滑に実施するた

めの相互応援協定を市町村、清掃関係一部事務組合

及び関係事業者団体等と締結しています。

　また、2016（平成28）年９月に「群馬県災害廃

棄物処理対策協議会」を設置し、県内の市町村及び

関係団体との連携体制を構築しました。

　さらに、環境省関東地方環境事務所、関東ブロッ

ク10都県及び政令市、中核市等で構成する大規模災

害時廃棄物対策関東地域ブロック協議会において

「大規模災害発生時における関東ブロック災害廃棄

物対策行動計画【第三版】｣（2021［令和３］年３月）

が策定され、広域的な支援体制が構築されています。

　環境省が所管する「災害廃棄物処理等に関する

補助制度」には、市町村等が災害のために実施し

た生活環境上特に必要とされる廃棄物の収集、運

搬及び処分に要する経費を補助する「災害等廃棄

物処理事業費補助金（国1/2）」と、廃棄物処理

施設に被害が生じた場合に、復旧に要する経費を

補助する「廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金

（国1/2）」があります。

　2019（令和元）年度は９月に発生した落雷に

よる廃棄物処理施設復旧事業と、10月に発生し

た台風19号による浸水被害等による廃棄物処理

事業と廃棄物処理施設復旧事業に当該補助制度を

活用しました。

（1）落雷被害（1組合）

　　施設復旧事業費（査定額） 41,028千円

　　国庫補助額（確定額） 1,956千円

（2） 台風19号災害（６市町村）

　ア　処理事業費（査定額） 74,713千円

　　　国庫補助額 35,222千円

　イ　施設復旧事業費（査定額） 665千円

　　　国庫補助額（確定額） 532千円

３　　広域的な応援・連携体制の強化　【廃棄物・リサイクル課】

４　　災害廃棄物処理等に関する補助制度の活用　【廃棄物・リサイクル課】
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　大規模災害時において、早期の復旧･復興を図

るためには、公共の廃棄物処理施設を、通常の廃

棄物処理に加え、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅

速に処理するための拠点と捉え直し、平時から廃

棄物処理の広域的な連携体制を築いておく必要が

あります。

　地域の核となる廃棄物処理施設においては、地

震や水害によって稼働不能とならないよう、施設

の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄

物処理システムとしての強靱性を確保することが

重要です。

　特に焼却施設については、大規模災害時にも稼

働を確保することにより、地域の災害対応拠点と

して、電力供給や熱供給等の役割も期待できます。

　そのため、県では、市町村等に対して循環型社

会形成推進交付金制度等の事務を通じ、一般廃棄

物処理施設を整備する際の耐震化や災害拠点化の

ために必要な設備整備に係る情報提供を行う等、

災害廃棄物処理体制の構築に向けた支援を行って

います。

　また、2017（平成29）年３月に策定した「群

馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」では、

市町村が整備する廃棄物処理施設が災害対応拠点

となるよう、広域ブロック区分の検討要素の１つ

に災害対策（広域施設の立地地域の避難場所への

電力供給可能率）を設定しています。

　2021（令和３）年３月には、災害時の停電「ゼ

ロ」の実現に向け、ごみ焼却施設について、地域

の防災拠点として大規模災害時に電力を供給する

役割が期待できる旨を追加しました。

１　　市町村等による廃棄物処理施設の強靱化、防災拠点化等の取組への支援　【廃棄物・リサイクル課】

第２項　廃棄物処理施設の強靱化の促進
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  第４節　持続可能な社会を支える人づくり

第１項　環境学習の推進

１　　動く環境教室の推進　【環境政策課】

２　　環境学習サポーターの育成　【環境政策課】

〈主な指標と最新実績〉

動く環境教室受講者数 3,182人

環境アドバイザー登録者数 297人

森林環境教育参加者数 5,661人

森林環境教育指導者数 133人

　「動く環境教室」は、環境学習サポーター（講師）

が学校に出向き、水、ごみ・リサイクル、大気、

温暖化のテーマに、実験や体験活動を交えながら

わかりやすく環境について学ぶことができます。

　実験では、地球温暖化をはじめ、水の汚れ、大

気の汚れなどを調べたり、リサイクルに関する教

材でごみの分別を体験しています。

　この授業を子どもたちが受けることにより、自

分たちの生活と環境問題のつながりを意識し、普

段の生活から環境にやさしい行動をしていこうと

する気持ちを育みます。

　2020（令和２）年度は、小中学校の教員など

に授業の内容を知ってもらうため、各テーマごと

に動画を作成し、県ホームページ「ECOぐんま」

等で公開しました。

　環境学習サポーターは主に ｢動く環境教室｣ に

おいて講師を務めます。

　「動く環境教室」の幅広い学習分野の知識を習

得するための座学や、子どもたちの興味を引きつ

ける話し方、学習の流れを踏まえた実験の仕方な

ど、体験的な学習を行動へ結びつけさせるための

研修を行っています。

　また、「ぐんま環境学校（エコカレッジ）」にお

いて、「動く環境教室」の実習をカリキュラムに組

み込み、環境学習サポーターの育成を行っていま

す。

表2－2－4－1　動く環境教室開催状況

年度 H28 H29 H30 R元 R２

件数 88 87 87 94 59

人数 5,633 6,293 5,383 7,411 3,182

動く環境教室の様子

表2－2－4－2　環境学習サポーターの人数 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

人数 45 51 49 55 54
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　環境学習や地域の環境活動に自ら進んで取り組

むことができる人材を養成するため、環境問題に

関連する幅広い分野のカリキュラムによる「ぐん

ま環境学校（エコカレッジ）」を実施しています。

　2020（令和２）年度は、７月から12月にかけ

て講義やワークショップ、フィールドワークを実

施しました。受講者は、SDGsや気候変動、環境

学習、ぐんま５つのゼロ宣言、廃棄物対策などに

関する講義や、森林ボランティア体験会、自然観

察会を通して、知識を深めるとともに今後の活動

への意欲を新たにしました。

　修了者は、原則として群馬県環境アドバイザー

に登録されるとともに、「動く環境教室」の環境学

習サポーターとして活躍している方もいます。

　2021（令和３）年度も事業を継続し、オンラ

イン講座など新型コロナウイルス感染症の感染防

止に配慮した上で、環境活動に自ら進んで実践で

きる人材を育成していきます。

３　　ぐんま環境学校（エコカレッジ）の推進　【環境政策課】

表2－2－4－3　修了者数の推移 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

修了者数 31 15 26 22 0

※2020（令和２）年度は、37人の受講者がいまし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響で講義

を変更や中止したため、修了証を交付しませんで

した。
講義の様子

　環境保全活動の地域リーダーとして活躍する人

材の育成・支援のため、1992（平成４）年度か

ら群馬県環境アドバイザー制度を設けており、

297名（2020〔令和２〕年度末現在）の環境ア

ドバイザーが県に登録し活躍しています。

【環境アドバイザーの活動概要】

　環境ボランティアとして、環境美化活動、地球

温暖化対策、ごみの減量や再生可能エネルギー等、

様々なテーマで活動しています。

　1999（平成11）年度から環境ボランティアに委

託している「地域環境学習推進事業」も、主に環

境アドバイザーが企画・立案・実施をしています。

　また、環境アドバイザー相互のネットワーク作

りのため、1997(平成９)年度に「群馬県環境ア

ドバイザー連絡協議会」を設置しました。役員会・

幹事会を随時開催し、重点活動内容について協議

するとともに、会報「グリーンニュース」の発行、

専門部会・委員会（ごみ問題、温暖化・エネルギ

ー、自然環境、広報委員会）の運営、地域ごとに

活動する地域部会など「行動する環境アドバイザ

ー」をスローガンに専門性を伸ばしながら、アド

バイザー同士のつながりを意識した活動に取り組

んでいます。更に2019（令和元）年度には、群

馬県と共催で７回目となる「みんなのごみ減量フ

ォーラム」を開催しました。フォーラムでは食品

ロスや生ごみの減量を主なテーマとして、基調講

演やパネルディスカッションが行われ、活発な討

論が交わされました。2020（令和２）年度も開

催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影

響で中止となりました。

４　　環境アドバイザーへの登録、活動支援　【環境政策課】
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表2－2－4－4　群馬県環境アドバイザー登録者数の推移 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

登録者数 303 326 248 280 297

　こどもエコクラブは、幼児から高校生までなら

誰でも参加できる環境活動のクラブです。二人以

上の子どもと、子どもたちをサポートする一人以

上の大人でクラブをつくることができ、県がこの

クラブの活動を支援しています。

　環境省のバックアップのもと全国で取り組まれ

ており、全国大会も開催されています（2011〔平

成23〕年度より日本環境協会が運営）。群馬県で

は1996（平成８）年からこどもエコクラブが結

成されています。2020（令和２）年度の登録状

況及び事業状況は次のとおりです。

2020（令和２）年度の登録状況

　　●クラブ数 44クラブ

　　●会員数 1,003名

　　●サポーター 198名

ア　群馬県こどもエコクラブ学習会

　県内のエコクラブが一堂に会し、合同体験学

習交流会を行いました。

ａ　日時：2020（令和２）年８月29日（土）

ｂ　場所：憩いの森 森林学習センター（渋川市）

ｃ　参加者：33名

ｄ　プログラム： 自然観察・散策、木工工作等

イ　群馬県こどもエコクラブ交流会

　新型コロナウイルス感染症の影響で、交流会

は中止となりました。代替措置として、館林市

立第四小学校大島自然たんけんたいの壁新聞発

表動画を「ECOぐんま」ホームページに掲載し

ました。

ウ　壁新聞の全国コンクールへの応募

　館林市立第四小学校大島自然たんけんたい、

太田イオンチアーズクラブの壁新聞を2020年

度こどもエコクラブ「全国エコ活コンクール」

の壁新聞部門に応募しました。そして館林市立

第四小学校大島自然たんけんたいの壁新聞は、こ

どもエコクラブ全国フェスティバル2021online

で紹介されました。壁新聞を見た人からは、感

想や応援のメッセージが寄せられています。

５　　こどもエコクラブへの支援　【環境政策課】

表2－2－4－5　群馬県内のこどもエコクラブの変遷

年度 H28 H29 H30 R元 R２

クラブ数 45 45 39 52 44

クラブ員数 1,225 1,300 1,353 1,221 1,003

大島自然たんけんたいの壁新聞

学習会の様子
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　本県の森林や地球環境を社会全体で守り育てる

意識を醸成するため、自然の解説者である「緑の

インタープリター」を養成し、森林や緑とふれあ

う様々な自然体験活動を通じて人間生活や環境と

森林の関係について理解を深め、緑豊かな郷土づ

くりを推進します。

　養成した緑のインタープリターは、小・中学生

を対象にしたフォレストリースクールや緑の少年

団育成事業、ぐんま緑の県民基金事業の市町村提

案型事業、森林観察会・自然講座などの森林環境

教育事業の場で活動しています。

６　　ぐんま緑の県民基金事業（森林環境教育指導者養成）　【森林保全課】

緑のインタープリター養成講座

フォレストリースクール

　小・中学校での講義や体験活動等を通じて、森

林や緑化の重要性を認識させ、森林保全や環境保

護への意識啓発を図るため、県内各地で実施しま

した。近隣の里山の自然観察や林業体験、校庭の

木々を生かしたネイチャーゲームやクラフト等を

実施するために講師を派遣して、学校の授業を支

援しました。

　また、例年夏休み、県内の児童と教員を対象に

SUBARU　ふれあいの森　赤城において実施して

いる「夏の森林教室」は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため中止しました。

７　　小・中学生のためのフォレストリースクール　【森林保全課】

表2－2－4－6　フォレストリースクール参加者数 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

参加者 2,889 2,807 2,805 2,800 1,407

　緑の少年団は、緑と親しみ緑を守り育てるなど

の活動を通して、自然を愛し人や社会を愛する心

豊かな人間に育てることを目的に、県内の小学校

を中心に組織された団体で、現在313団体、約

６万人の子どもたちが活動しています。

　学校林の整備や森林の学習会、地域の施設への

プランターの寄贈や清掃活動等、学校や地域の実

態に応じて様々な活動が展開されています。県で

は広くこの活動を支援し、体験活動や学習機会を

提供することを通じて森林環境教育を推進しまし

た。

８　　緑の少年団育成　【森林保全課】

緑の少年団活動
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　森林の持つ公益性や多面的機能に対する県民の

関心、森林や環境を大切にする意識を高めるため、

憩の森・森林学習センターにおいて、子どもから

大人まで幅広い年代を対象にしたイベントやＮＰ

Ｏ法人等への活動フィールドの提供、指導者養成

のための研修会などを年間を通して開催し、森林

環境教育を推進しています。

　県の総合的な緑化推進の拠点として、緑化思想

の普及啓発、緑化技術の指導、森林環境教育等を

実施するとともに、市町村及び緑化関係業界等に

対し緑化情報の提供や技術支援を実施しています。

　また、平野部にあることから、平地林保全対策の

拠点として、近隣にある平地林を管理するとともに

平地林に関する情報交換の場にもなっています。

（1）緑化関係講座の開催状況

　2020（令和２）年度は、県民等を対象とした

緑化講座を12回、小学生等を対象とした森林環境

教育としての森林楽習講座を８回開催しました。

　また、例年５月４日には、「みどりの日」の趣旨

を普及・啓発するため、みどりの集いを開催して

いますが、2020（令和２）年度は新型コロナウ

イルス感染症の感染防止のため中止しました。講

座等の受講者数は表2－2－4－8のとおりです。

（2）来園者数の推移

　保健休養の場を提供するため樹木見本園、庭園

見本園等を整備しており、年間およそ３万３千人

程度の来園者があります。来園者数の推移は表2

－2－4－9のとおりです。

（1）環境教育の実践事例の蓄積

　各学校で環境教育の充実を図るためには、各教

科、特別の教科道徳、総合的な学習の時間及び特

別活動等それぞれの特質に応じて、児童生徒、学校、

地域の実態を踏まえながら環境に関する学習が行

われるようにすることが重要です。

　そこで県教育委員会では、特に小・中学校にお

いて、系統的な取組ができるよう、環境教育全体

計画の作成、見直しをお願いしています。

　また、県内の環境教育の特色ある取組を広く紹

介するため、環境教育実践事例集「みんなの環境

わたしたちの実践」を毎年２月に作成し、県総合

教育センターのWebページに掲載しています。こ

の実践事例集では、小、中、高等学校の優れた取

組を１校ずつ紹介しています。

（2） 専門的な知識と指導力を備えた教員を養成す

る環境教育研修

　今日、環境問題を解決し、持続可能な社会を構

築していくためには、子どもたちの環境に対する

意識を高め、一人一人が環境に配慮した行動をと

れるようにしていくことが重要です。

　そのため、県教育委員会では、国が主催する環

境教育に関わる研修等の紹介や、総合教育センタ

９　　憩の森・森林学習センターの運営　【森林保全課】

10　　緑化センターの運営　【森林保全課】

11　　環境教育に係る教科等の優れた実践事例の蓄積と普及　【（教）義務教育課】

緑化講座の様子

表2－2－4－7　憩の森・森林学習センター利用者数 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

利用者数 11,962 12,517 12,442 12,183 7,804

表2－2－4－8　緑化関係講座等の受講者数 （単位：人）

表2－2－4－9　緑化センター来園者数 （単位：人）

講座名 緑化講座 森林楽習講座 その他

受講者数 249 230 ０

年度 H29 H30 R元 R２

来園者数 29,669 35,155 34,633 31,246
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　県では、各学校で環境教育を効果的に推進でき

る教員を養成するため、全校種の教員を対象に

「見る・触れる・体験する環境教育研修講座」を

実施しています。2020（令和２）年度は、「群馬

県憩の森」自然観察会と題して、10月に渋川市

伊香保町の群馬県憩の森　森林学習センターを主

会場として開催しました。研修では、野生きのこ

の採取（図１）を通して、森林の役割や樹木の種

類、また、その自然維持に関わる林業の重要性に

ついて学習しました。併せて、採取した野生きの

この鑑定（図２）を講師のご指導のもとで行い、

腐生菌や菌根菌の分類など菌類に対する理解を深

めるとともに、ネイチャークラフト体験を通して、

自然に親しみ、環境学習への関心を深める機会と

しました。これらを通して、児童生徒に実体験を

伴った環境学習を実践するための指導力の向上を

図っています。また、広い視点で環境教育を捉え

るため、見学・分析・体験という形でのバランス

のよい展開に留意しています。参加者は13名で

した。

【研修の概要】

見る･触れる・体験する環境教育研修講座

日　　時：2020（令和２）年10月２日（金）

場　　所：群馬県憩の森　森林学習センター

内　　容： 「群馬県憩の森」自然観察会

 講義・実習「群馬県憩の森観察会」

 講義・実習「野生きのこの鑑定」

 実習「ネイチャークラフト体験」

講　　師　群馬県林業試験場きのこ係

 係　　　長　　松本　哲夫

 独立研究員　　齊藤　みづほ

 群馬県森林学習センター

 所　　　長　　吉田　次郎

【関係業務】

浅間火山自然遺産研修（小・中学校初任者研修）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

観点から、2020（令和２）年度については

中止となりました。

12　　教員向け研修講座（環境教育研修講座）の実施　【（教）総合教育センター】

図１　きのこ採取の様子

図２　きのこ鑑定の様子

ーにおける研修講座の実施を通して、環境教育に

関する専門的な知識と児童生徒への指導力を備え

た教員を養成し、各学校で環境教育・環境学習を

普及・推進できるようにしています。
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　衛生環境研究所では、感染症・食中毒などの衛

生・医療及び水・大気などの環境保全に関する調

査・研究を実施しています。

　このうち環境分野では、従来の自然科学を中心

とした調査・研究に加え、社会学的なアプローチ

にも力を入れ、研究を進めています。

　2020（令和２）年度に実施した主な調査研究

のテーマは、表2－2－4－10のとおりです。こ

れらの一部は環境省や文部科学省の競争的研究資

金を獲得し、実施した研究です。

１　　試験調査研究の推進、成果の公表　【衛生環境研究所】

第２項　環境情報の提供と共有化

表2－2－4－10　衛生環境研究所における主な調査研究

調査研究テーマ 内　容

１
河川中のマイクロプラスチックの

調査方法の確立とその展開

世界的にもまだ確立されていない河川のマイクロプラスチックの調査方法について、

県内河川の調査に適用できる方法の構築と、それを環境教育へと展開させることを

目的とした研究を開始した。2020（令和２）年度は先行研究の調査結果を基に構

築した方法で試験測定を行い、県内の複数の河川からマイクロプラスチックを検出す

ることができた。2021（令和３）年度は、更に多くの県内河川について調査を行い、

マイクロプラスチックに関する実態を明らかにすることで、環境教育を行う上での基

礎データとする予定である。

２
環境DNAを利用した生物多様性

に関する調査

魚類の生息状況を確認する新たな調査手法として注目される、環境DNA調査手法

の検討を行った。2019（令和元）年度作成した群馬県版マニュアルを元に、県内主

要６河川で魚類の生息域調査を実施した。その結果、５河川において生息が確認

されている魚種の７割以上を環境DNAから検出することができた。また、本調査か

ら得た結果を過去の捕獲調査結果と比較することで魚類生息域の経年変化を把握

することが可能となり、生物多様性保護の一助となり得ることが分かった。

３
県内河川の流域別汚濁負荷量調

査と水質予測

各種汚濁負荷発生源データを整理し、流域ごとに流出汚濁負荷量を見積もり、現況の

評価及び将来推計を試みた。見積もった汚濁負荷量から河川ごとの水質を計算した結果、

概ね良好な再現ができたため、この推計方法を用いて将来推計を行った。将来推計の

結果、いずれの地点においても水質は改善される傾向となっており、環境基準の達成率

は2025（令和７）年には87.5％になると推定された。

４

災害時等の緊急調査を想定した

GC/MSによる化学物質の網羅的

簡易迅速測定法の開発

（共同研究機関：国立環境研究所

及び地方環境研究所）

事故・災害時において初動時スクリーニングに有効な、GC/MSによる全自動同定

定量データベースシステム（AIQS-DB）の構築を目的とした共同研究に参加している。

機器やソフトウェアの操作方法を習得し、水質汚濁事故時等に活用できるよう体制

を整えた。

５

ごみ減量のための市民の自発的な

２Ｒ行動促進施策の全国調査と実

証分析による水平展開

＜科研費若手＞

自治体公式Webサイトの内容を計量テキスト分析して、２R行動促進施策を分類し、

この施策分類を選択肢にとったアンケート調査様式を作成して県内３市にプレ調査

を行った。回答率の低かった項目については、回答者から直接意見を伺うなどして

回答がしやすいよう設問を修正し、2021（令和３）年度計画にある全国自治体アン

ケート調査の準備を整えた。

６

教科と連環した新しいアクティブ

ラーニング型環境教育の確立と教

育効果測定指標の開発

＜科研費基盤C＞

（共同研究機関：高崎経済大学）

生活科、理科、社会科、家庭科、道徳の5教科の学習指導要領解説を対象にテキス

トマイニング分析を実施した。「食と環境」のテーマに言及している教育コンテンツ

をそれぞれの教科の中から抽出し、それらの連環性を意識したクロスカリキュラム

のマップを描くことができた。アクティブラーニング型の自然体験学習プログラムを

試行し、学習者らの発話を記録したデータベースを基に、情報量理論の適用を検討

した。学習者の発話内容を平均情報量（エントロピー）に置き換えることにより、語

の出現頻度と種類の両方を加味した評価指標が得られる可能性が示された。
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７

革新的モデルと観測・室内実験に

よる有機エアロゾルの生成機構と

起源の解明

＜環境研究総合推進費＞

（共同研究機関：国立環境研究所、

高崎経済大学）

PM2.5の中でも動態・発生源が未解明である有機エアロゾルに着目し、室内実験・

実大気観測に基づいて、その生成機構と起源解明を可能とする革新的なPM2.5大

気予測モデルを開発する。当所では大気観測を担当し、PM2.5中の有機指標成分

の分析法の開発と都市（東京）・郊外（前橋）・森林（赤城山）において大気観測を

実施した。前橋や赤城では、光化学反応で生成する二次有機エアロゾルの寄与が

東京よりも大きいことなどが明らかとなった。

８

光化学オキシダント及びPM2.5汚

染の地域的・気象的要因の解明

（共同研究機関：国立環境研究所

及び地方環境研究所）

光化学オキシダント（Ox）の現状把握と前駆物質のOx生成影響に関する基礎的知

見の取得、PM2.5の発生源寄与解析や気象解析等による高濃度要因の解明など、

大気汚染物質の挙動の把握と高濃度の生成要因を明らかにすることを目的とする。

全国の大気汚染常時監視データを集約し、Oxやポテンシャルオゾン等について、

様々な統計値を使い経年変化を解析した。また参画する地環研と共同でOxの前駆

物質である揮発性有機化合物（VOC）やPM2.5について大気共同観測を実施した。

９

群馬県における光化学オキシダン

ト汚染と揮発性有機化合物の実

態の把握

近年の光化学オキシダント(Ox)汚染要因の解明と今後の改善に向けた対策へ資す

る基礎的な知見を得ることを目的とし、近年のOx濃度変化に係るデータ解析、及

び県内のOx生成に寄与するVOC調査を実施した。Oxデータ解析においては関連

物質濃度等を考慮して解析し、近年のOx濃度の変化傾向や季節ごとの差異、その

要因等がわかった。VOC調査においては、前橋・館林・嬬恋の３地点で実施し、

VOC濃度や組成の差異、Ox生成の寄与が大きい成分等を明らかにした。

　小中学校や地域などにおける環境学習や環境活

動を総合的に支援するため、2003（平成15）年

度に群馬県環境サポートセンターを開設しました。

　センターでは、環境学習や活動に関する質問や

相談の受付、情報提供・発信、動く環境教室の運

営、環境アドバイザーやこどもエコクラブの活動

支援などを行っています。

〔概要〕

・設置場所　群馬県環境政策課内

・設備等　　 移動環境学習車（エコムーブ号）、

　　　　　　実験器具等

〔2020（令和２）年度の利用状況〕

・質問・相談件数 677件

・動く環境教室利用 59件

２　　群馬県環境サポートセンターの運営　【環境政策課】
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　森林環境問題への関心が高まるなか、多くの方

に森林にふれることの楽しみと森林整備の重要性

を知ってもらうため、県民参加による森づくりを

進めています。

　県では森林ボランティア活動を推進し一体的な

支援を行う拠点として、2014（平成26）年10

月に「森林ボランティア支援センター」を開設し、

作業時の安全対策・器具の取扱い講習会等の開催、

森林整備作業器具の貸出しなどを行っています。

　また、企業ボランティアでは、2020（令和２）

年度末時点で、「企業参加の森林づくり」で27団

体（28協定）、「県有林パートナー事業」で９団体

が森林整備に取り組んでいます。

３　　森林ボランティア等推進　【森林保全課】

表2－2－4－12　企業ボランティア協定締結数

年度 H28 H29 H30 R元 R２

締結数 37 39 40 41 37

安全講習会表2－2－4－11　森林ボランティア団体会員数 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

会員数 5,344 4,927 5,318 4,647 6,036

　県では森林の整備・保全を社会全体で支える県

民意識を醸成するため、憩の森・森林学習センタ

ーに森林ボランティアの活動拠点として「森林ボ

ランティア支援センター」を設置し、ヘルメット

やノコギリなどの森林整備作業器具の貸出しや安

全講習会の開催（７回開催、合計96人参加）、専

用ホームページ「モリノワ」による情報の収集・

発信、「森林ボランティア体験会」の開催（３回開

催、合計47人参加）など、森林ボランティア活

動に一体的なサポートを行っています。

　本県の豊かな自然環境を守り、確実に将来に引

き継いでいくためには、次代を担う子どもたちへ

の環境学習が重要であることから、2004（平成

16）年度から環境白書の普及版として、こども

環境白書を隔年で作成し、県内小中学校などの教

育機関を中心に配布しています。

　2019（令和元）年度に作成した最新版では、

群馬県の環境などをデータやイラストを使ってわ

かりやすく整理するとともに、学校での環境学習

の副読本として活用してもらうため、主に小学校

４年生から６年生の学習指導要領との整合に配慮

した内容となっています。

森林ボランティア体験会

４　　ぐんま緑の県民基金事業（森林ボランティア支援）　【森林保全課】

５　　こども環境白書の作成　【環境政策課】

ぐんまこども環境白書
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　県では、環境に対する理解を深めてもらうこと

を目的に、2012（平成24）年３月から群馬県環

境情報ホームページ「ECOぐんま」を開設し、

県内の環境に関する情報を発信しています。ホー

ムページ内では、環境についてのイベント情報や、

家庭でのCO2排出量診断、EV充電マップ等の

様々なコンテンツを見ることができます。2019

（令和元）年からは「ECOぐんま」のTwitterを

開設し、情報を拡散しています。

「ECOぐんま」ホームページアドレス　

　　http://www.ecogunma.jp/

「ECOぐんま」Twitterアカウント

　　＠ECO_gunma

（1）掲載コンテンツとホームページ閲覧数

　2020（令和２）年度は、環境に関する活動を

実施している団体の紹介、県主催のイベントの告

知や環境学習資料の掲載などを行いました。また、

「動く環境教室」の授業内容の動画を公開しました。

本ホームページの閲覧数の推移は表2－2－4－

13のとおりです。

６　　環境情報ホームページ（ECOぐんま）の運用　【環境政策課】

表2－2－4－13　「ECOぐんま」ホームページ閲覧数

年度 H28 H29 H30 R元 R２

閲覧数 45,658 43,822 46,740 57,342 76,470
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　県民の環境意識の高まりと環境活動へのより一

層の参加を促進するため、環境分野において優れ

た実践活動、調査研究活動、自然保護等に顕著な

功績があった県民や事業者等に対して、1999（平

成11）年度から群馬県環境賞（環境特別功績賞・

環境功績賞）を授与しています。

　また、2020（令和２）年度、「ぐんま５つのゼ

ロ宣言」の目標達成に向けて大いに期待される取

組を顕彰する「ぐんま５つのゼロ宣言」実現貢献

賞を新設しました。

　2020（令和２）年度の受賞者（環境功績賞・「ぐ

んま５つのゼロ宣言」実現貢献賞）は表2－2－

5－2のとおりです。

２　　自主的な取組に対する顕彰（群馬県環境賞）　【環境政策課】

表2－2－5－1　受賞者数の推移

表2－2－5－2　群馬県環境賞受賞者
環境功績賞

「ぐんま５つのゼロ宣言」実現貢献賞

年度 H27 H28 H29 H30 R元 R２

受賞者数 16 12 20 10 10 11

氏名又は団体名 功績分野

小田切　進 環境保全、創造

塚田　敏則 環境保全、創造

太陽誘電株式会社 環境保全、創造

赤石　昭一 環境美化、ごみの減量化、再生利用等

小此木　隆昇 環境美化、ごみの減量化、再生利用等

久保　達彦 環境美化、ごみの減量化、再生利用等

松井　隆 環境美化、ごみの減量化、再生利用等

松尾　繁 環境美化、ごみの減量化、再生利用等

三井田　進 自然保護

吉井　広始 自然保護

団体名 功績分野

特定非営利活動法人三松会　フードバンク北関東 食品ロス「ゼロ」の実現に貢献

  第５節　多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大

　群馬県環境サポートセンターでは大きく分けて、

小学校向け、中学生向けの環境学習教材を作成し、

動く環境教室などにおいて出前講座により学習の

支援を行ってきました。

　環境問題は全ての人に関わる問題であり、あら

ゆる年代の人が継続して学習を行う必要があるの

で、現在は児童向け、高等学校生向け、成人向け

など幅広いライフステージにあわせた環境学習プ

ログラムを提供するよう、学習資料の作成を行っ

ています。

　また、群馬県環境アドバイザー連絡協議会では、

社会人向けに「みんなのごみ削減フォーラム」を

開催し、誰もが取り組めるわかりやすいごみの減

らし方などの普及に努めています。

１　　発達に応じた環境学習プログラムの作成・運用　【環境政策課】

第１項　県民・民間団体の取組への支援
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（1）事業の趣旨

　過疎化や混住化が進む農村地域において、農地、

農業用水などの十分な管理が困難になり、農業・

農村の有する多面的機能が失われつつあります。

このため、県は、農業者を主体とする地域住民等

による活動組織が、農地、水路等の保全管理、農

村環境の保全活動に取り組み、農地周りの水路や

農道の補修を行うなど活力ある地域づくりを行う

ことに対して支援しています。

（2）事業内容

　農地、水路周りの草刈りや泥上げなど農地、水

路等の基礎的な保全管理を農地維持活動とし、農

村環境の保全のための活動や農業用用排水路等の

補修・更新など施設の長寿命化のための活動を資

源向上活動として、農地面積に応じた活動を支援

しています。

（3）実施状況

　2020（令和２）年度は、農地維持活動で266

活動組織、農地面積17,890ha、資源向上活動（長

寿命化）で143活動組織、農地面積12,064haを

実施しました。

　一般的に中山間地域＊１等は平坦地と比べ、農

業の生産条件が不利です。このため、中山間地域

等における農業生産活動等の維持を通じて、耕作

放棄地の発生防止、環境保全機能の確保等を図る

ため、2000（平成12）年度から「中山間地域等

直接支払制度」が開始されました。

　本県の2020（令和２）年度は、対象25市町村

のうち、18市町村で168の協定（166集落協定、

２個別協定）が締結され、1,357haの農用地で

本制度に取り組みました。

　花や緑の活動を通じた、心温かい地域社会の形

成と美しいふるさと群馬づくりのため、自発的な

住民組織による活動を支援しています。県が管理

する道路や河川等の公共施設を活動区域に含む美

化活動を年に３回以上実施した場合、奨励金の交

付対象となります。

　なお、2020（令和２）年度及び2021（令和３）

年度に限り、新型コロナウイルス感染症の蔓延防

止のための特例基準として、年１回の美化活動で

も、奨励金の交付対象としています。

　2020（令和２）年度は、788団体が活動しま

した。

３　　多面的機能支払交付金の推進　【農村整備課】

４　　中山間地域等直接支払交付金の推進　【農村整備課】

５　　花と緑のクリーン作戦　【都市計画課】

＊１ 中山間地域：平野周辺部から山間地域に至る地域の総称で、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域として一般的に使われることが多い
です。総農地面積の約４割を占め、農作物生産のみならず、資源管理・環境保全に極めて重要な役割を果たしていますが、地勢等の地理的条
件が悪く、農業等の生産条件の不利に加え、人口の流出・高齢化、耕作放棄地の増大等により地域社会の活力が低下しつつあります。
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（１）自治会等草刈り作業委託

　「自治会等草刈り作業委託」は、河川・砂防に

対する関心を高めることや不法投棄の防止、除草

費用の節減を図るとともに、地域住民が主体とな

って活動することで地域活性化に寄与することな

どを目的に、2004（平成16）年度から試行し、

2007（平成19）年度から本格的に実施しています。

　2020（令和２）年度の河川除草実施面積736ha

のうち、自治会等による草刈は206haに達して

おり、310団体により実施されました。

　砂防指定地内の除草については、2013（平成

25）年度から実施しており、2020（令和２）年

度は実施面積16haにおいて、自治会等の32団体

により実施されました。

（２）河川愛護団体への活動支援

　河川愛護意識の啓発と良好な河川環境の維持・

保全、適正な河川利用を推進するため、毎年７月

を「河川愛護月間」として、河川美化作業等の様々

な活動を全国で実施しています。

　良好な河川環境の維持・保全を行政のみで行うこ

とには限界があり、地域住民の協力が不可欠です。

　このため、群馬県では、長年にわたり河川の除

草や清掃等、河川愛護活動に功績のあった団体等

に対し、毎年７月７日の「川の日」にちなみ「優

良河川愛護団体等表彰」を行っており、2020（令

和２）年度は14団体の表彰を行いました。

（３）道路愛護団体への活動支援

　道路愛護の普及啓発とともに、県民参加による

道路の維持保全を図るため、毎年、春と秋に道路

愛護週間を設定して、道路愛護運動を実施してい

ます。各市町村が自治会等の道路愛護団体に呼び

かけ、地域住民により道路の美化活動を行ってい

ます。

　こうした、社会的奉仕活動に対して、その功績

と功労を称えるため毎年「優良道路愛護団体等表

彰」を行っており2020（令和２）年度は道路愛

護団体17団体の表彰を行いました。

（参考）

・春の道路愛護運動

　2020（令和２）年４月４日～13日（10日間）

を予定していましたが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止の観点から中止としました。

・秋の道路愛護運動

　2020（令和２）年10月３日～12日（10日間）

・作業実績　（2020〔令和２〕年度春・秋）

　作業延長　延6,149.9㎞

　参加者数　延133,399人

表2－2－5－4　河川愛護団体等の表彰実績

年度 H28 H29 H30 R元 R２

被表彰者数 12 8 11 12 14

６　　自治会などによる道路除草・河川除草　【道路管理課、河川課、砂防課】

表2－2－5－3　自治会除草団体数の推移

年度 H28 H29 H30 R元 R２

河川 294 300 303 302 310

砂防 27 27 30 31 32

合計 321 327 333 333 342

表2－2－5－5　道路愛護団体等の表彰実績

年度 H28 H29 H30 R元 R２

被表彰者数 20 21 20 18 17
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図2－2－5－1　自治会除草団体数の推移
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　中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援

学校を対象に、環境保全に関わる優れた活動を行

っている学校を表彰するもので、「群馬県環境教育

賞」を引き継ぐ形で、2008（平成20）年度から

公益財団法人群馬銀行環境財団により実施されて

います。

第13回（2020［令和２］年度）最優秀賞校及び

活動名

○館林市立第四小学校

　豊かな自然を守るために四小ができること

　「地域とあゆむ花の四小」をスローガンに地域と

ともに協力して、１年生から６年生までの全校で

花の栽培活動等を行っている。学校園のサツマイ

モ苗植えは、地域との連携が20年間続いており、

地域にとっても慣れ親しんだ活動となっている。

　３年生では「大島しぜんたんけんたい」活動で

学校周辺の動植物の調査・観察・記録により、身

近な自然の豊かさに気づき、自然を大切にしよう

とする心を育んでいる。

　６年生では、地域関係機関と連携し、渡良瀬川

の鉱毒被害の歴史、自然環境の変化と自然保護の

重要性を学んでいる。さらに足尾を訪問し、実際

に何が起こったのかを自分の目で確かめて、自ら

育てたクヌギの苗を植樹し、環境保全活動の大切

さを実感している。

○伊勢崎市立第四中学校　特別支援学級８組

　四中を花いっぱい！

　種から育てた花や野菜の苗などを、学校内のプラ

ンターや花だん、畑に植え育てる活動を行っている。

2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症

の予防のため、４、５月が休校となり活動できなか

ったが、前年10月に種まき等を行っていたので、

休校中は花が咲き誇っていた。活動再開後は、花の

手入れを行い、種を採取したアロエベラ等の観葉植

物をさし芽やさし木により育てている。

　８組では、植物の生育や除草・清掃等の環境整

備活動を通じて豊かな心を養うとともに、四中の

生徒や先生をはじめ、四中を訪れた人々に花や作

品を楽しんでもらう環境美化活動を展開している。

○群馬県立尾瀬高等学校

　ドローンを活用した環境教育

　従来の体験型の環境学習活動を中心とした環境

教育を実践する一方、昨年度から「ドローンプロ

ジェクト」の取組を学校全体で開始した。最新技

術のひとつであり、優れた空撮能力を持つドロー

ンの特性を活かして、地域の自然環境の特徴をよ

り正確に理解するとともに、学校内外に成果を発

信することを目的に環境活動を行っている。

　ドローン導入により調査範囲が増えたことで、

より多くの視点から考察を行うことができ、さら

に「総合的な学習（探求）の時間」で普通科を含

めた学校全体で地域の自然環境について考える機

会を持つことが可能となった。

群馬銀行環境財団教育賞（第13回）コラム
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表2－2－5－6　環境影響評価実施事業（2021［令和３］年３月末現在）

対
象 事業名 事業種類 手続状況

法利根川水系戸倉ダム建
設事業 ダム事業 手続終了

事業中止

法国道50号前橋笠懸道路
建設事業 道路建設事業 手続終了事後調査

法国道17号本庄道路建設
事業 道路建設事業 手続終了

条
例
新野脇屋住宅団地造成
事業 住宅団地造成 手続終了

条
例
中東京幹線一部増強工
事事業 送電線路設置 手続終了

条
例増田川ダム建設事業 ダム建設事業

方法書
手続完了
事業中止

条
例
西上武幹線新設工事
（渋川箕郷区間）事業 送電線路設置 手続終了

条
例
吾妻木質バイオマス発
電事業

工場又は事業
場設置 手続終了

条
例
西上武幹線新設工事
（箕郷西毛区間）事業 送電線路設置 手続終了

条
例
西上武幹線新設工事
（西群馬渋川区間）他事業 送電線路設置 手続終了

条
例
（仮称）北部大規模開発
事業 工業団地造成 手続終了事後調査

対
象 事業名 事業種類 手続状況

条
例
太田市下田中工業団地
開発事業 工業団地造成 手続終了事後調査

条
例
前橋市新清掃工場整備
事業

廃棄物処理施
設の設置

手続終了
事業中止

条
例
伊勢崎市宮郷地区にお
ける工業団地造成事業 工業団地造成 手続終了事後調査

条
例
高崎市スマートIC周辺工
業団地（仮称）造成事業 工業団地造成 手続終了事後調査

条
例
高浜クリーンセンター
建替事業

廃棄物処理施
設の設置 手続終了

条
例
（仮称）吉沢・原宿地区
産業団地開発事業 工業団地造成 手続終了事後調査

条
例
太田市外三町広域一般廃
棄物処理施設整備事業

廃棄物処理施
設の設置 手続終了

条
例
（仮称）高崎市総合卸売
市場周辺造成事業 工業団地造成 手続終了

条
例
（仮称）駒寄スマートIC周
辺産業団地造成事業 工業団地造成 方法書

手続完了

条
例
（仮称）バイオパワーおお
た整備事業

工場又は事業
場設置

方法書
手続完了

条
例
ヤマダ資源エネルギープ
ラント建設事業

廃棄物処理施
設の設置

方法書
手続完了
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（1）環境影響評価制度

　環境影響評価制度は、大規模な開発事業等を行

う前に、その事業の実施が環境にどのような影響

を及ぼすかについて、調査、予測及び評価を行い、

環境保全のための措置を検討することにより、環

境と開発の調和を図ることを目的とする制度です。

　県では1991（平成３）年に定めた「群馬県環

境影響評価要綱」により、国においては1984（昭

和59）年に閣議決定が行われた「環境影響評価

の実施について」により環境影響評価を実施して

きました。

　その後、新たな環境問題への対応や制度の充実

を図るために見直しを行い、「群馬県環境影響評価

条例」を施行しています。

　国においては「環境影響評価法」が1999（平

成11）年６月に施行され、また、戦略的環境ア

セスメント導入を含めた「環境影響評価法の一部

を改正する法律」が2011（平成23）年４月に公

布されました。

　2012（平成24）年４月に改正法の一部が施行、

2013（平成25）年４月には完全施行されています。

（2）手続の流れ

　法及び条例の対象となった事業は、方法書手続、

準備書手続、評価書手続、事後調査手続を実施し

ながら、環境保全対策を図っていきます。

　ア　方法書手続

　 　環境影響評価の項目並びに調査、予測、評価

の手法を選定するための手続です。

　イ　準備書手続

　 　調査、予測及び評価の結果について、環境保

全の見地からの意見を求めるための手続です。

　ウ　評価書手続

　 　準備書に対する意見をよく検討し、準備書の

内容を見直し、環境影響評価の結果をまとめあ

げる手続です。

　エ　事後調査手続

　 　事業実施による環境影響を確認し、環境保全

対策を検討する手続です。

（3）環境影響評価実施事業

　県では現在までに、法及び条例による手続が表

2－2－5－6のとおり行われています。

１　　環境影響評価制度の運用　【環境政策課】

第２項　事業者の取組の促進



　県では、本県産業の競争力強化と新産業創出を

促進するため、県内中小企業者の新技術・新製品

開発を支援しています。

　2020（令和２）年度における支援実績は、40

件、64,171千円でした。補助事業を実施した企

業の多くは事業終了後も開発を継続しており、製

品化・事業化に結びついています。

　2021（令和３）年度は、県内中小企業等が行

うデジタルを活用した製品開発やＤＸ推進等を支

援し、各企業の競争力を高めるとともに、環境負

荷の低い製品や技術の開発に関する積極的な取組

を後押しします。

２　　ぐんまＤＸ技術革新補助金　【地域企業支援課】
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第３章　自然との共生と森林（もり）づくり

　本県の個性豊かな自然環境を保全し、持続可能

な利用を進めることで、恵み豊かな自然を未来へ

つなぐため、2017（平成29）年３月に「生物多

様性ぐんま戦略」を策定しました。

（1）基本理念

　恵み豊かな自然を未来へつなぐ群馬県～生物

多様性を守り賢く活かす～

（2）戦略目標

　ア　県民の理解が深まり参加が進んでいる

　　　県民一人一人が生物多様性と暮らしの関わ

りやその価値を認識して、生物多様性の保全

と持続可能な利用に向けて自発的に行動・参

加する状態を目指します。

　イ　生態系の劣化が食い止められている

　　　生物多様性の劣化要因を一定水準に抑え、

劣化の深刻度及び保全の緊急性の高い生態

系・生物種は優先的に対策が講じられ、危機

的状況が回避されていることを目指します。

　ウ　保全と利用の好循環への取組が進んでいる

　　　生物多様性を持続可能な形で利用し、県民

理解を深めて保全が一層進むという、保全と

利用の好循環を生み出す仕組みを創出してい

くことを目指します。

　エ 　科学的知見に基づく中長期的な課題が検討

されている

　　　モニタリングの実施によって得た生物多様

性に関する情報の整備を行い、保全と利用の

取組が随時見直されている状態を目指します。

　オ　継続的な取組の体制が整えられている

　　　県内各地の関係者間で情報交換が活性化し、

人的ネットワークが拡大・強化されている状

態を目指します。

（3）基本戦略

　ア　生物多様性の価値の浸透

　　　生物多様性の恵みやその重要性を再認識す

るとともに、行動につなげるためのきっかけ

づくりを推進し、新たな生活・産業文化とし

て定着させるよう取り組みます。

　イ　緊急性の高い保全施策の実施

　　　希少野生動植物種の保護や劣化が進む生態

系の保全など、緊急性の高い保全施策を着実

に実施します。

　ウ　生物多様性の持続可能な利用の推進

　　　「保全と利用の好循環ぐんまモデル」の形

成に向けて、地域の活力増進のための持続可

能な利用を推進し、生物多様性の保全に貢献

します。

　エ 　生物多様性に関する情報の蓄積と利用環境

整備

　　　生物多様性の保全や持続可能な利用に関す

る施策に役立てられるよう、保全や利用に関

する情報を継続的に蓄積する方策を構築し、

情報の適正な利用環境の整備に努めます。

　オ　戦略を着実に推進させる仕組みづくり

　　　生物多様性は多様な分野に関連することか

ら、県民、事業者、民間団体、教育機関、市

町村、県などの連携及び情報交換や交流を増

やし、戦略の着実な実行を推進します。

（4）進行管理

　本戦略の推進にあたっては、施策の方向性ご

とに、個別事業の実績、今後の方針・課題を経

年的に把握、点検することにより、今後の施策

事業の効果的な推進や基本計画の見直しに役立

たせるため、事業の進行管理を行っています。

＜主な指標と最新実績＞

良好な自然環境を有する地域学術調査区域数　10地域

  第１節　生物多様性の保全

１　　生物多様性ぐんま戦略の取組　【自然環境課】

第１項　生物多様性の保全
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自
然
と
の
共
生
と
森

林（
も
り
）づ
く
り

　自然環境保全地域は、自然的・社会的諸条件か

ら、自然環境を保全することが特に必要と認めら

れる地域として、「自然環境保全法」や「自然環境

保全条例」に基づき指定されている地域です。

　県内では、国指定の自然環境保全地域が１地域、

県指定の自然環境保全地域が26地域、緑地環境

保全地域が５地域指定されています。これらの地

域では、標識・解説板の立替え、清掃管理、保育

管理、植生復元対策等の保全対策を行っています。

　本調査は、「群馬県自然環境保全条例」第５条の

規定に基づき、県内の自然環境の保全のために講

ずべき施策の策定に必要な基礎情報の収集を目的

に、1974（昭和49）年から大学教授や自然史博

物館学芸員などの専門家で構成される群馬県自然

環境調査研究会に委託をして実施しています。

　2020（令和２）年度は、「白砂山・上ノ倉山周

辺」、「根本沢県自然環境保全地域」など、合計10

地域において調査を実施し、本県初記録となる動

物の生息が確認されるなどの成果を収めました。

　「群馬県自然環境保全条例」及び「群馬県希少

野生動植物の種の保護に関する条例」に基づき、

県内35市町村に２年間の任期で54名を委嘱して

います。

　主な業務は、管内の定期的な巡視を行い、自然

環境における異常の発見や県自然環境保全地域、

緑地環境保全地域における自然破壊等の発見・通

報に努めるとともに、希少野生動植物種の保護の

ため、違法な捕獲や採取等の監視を行います。ま

た、自然環境保全のための指導、自然保護知識の

普及啓発等も行います。

　自然保護指導員兼監視員からの最近の報告内容

では、希少植物の生育状況の確認、特定外来生物

をはじめとした外来生物の確認、その他ハイカー

や登山者に対する自然環境の解説の実施等の報告

を受けています。

　県では、自然保護指導員兼監視員から報告され

た情報を蓄積し、自然保護行政の基礎資料として

活用しています。また、取りまとめた情報は、必

要に応じて、自然保護指導員兼監視員にフィード

バックするとともに、市町村にも情報提供してい

ます。

　上信越高原国立公園に位置する芳ヶ平湿地群は、

草津白根山の火山活動に大きな影響を受け形成さ

れたものです。この特有な自然環境が評価され、

2015（平成27）年５月にラムサール条約湿地と

して登録されました。この結果、県内のラムサー

ル条約湿地は、尾瀬、渡良瀬遊水地と合わせて、

３か所になりました。

２　　自然環境保全地域等整備　【自然環境課】

３　　良好な自然環境を有する地域学術調査　【自然環境課】

４　　群馬県自然保護指導員兼県内希少野生動植物種保護監視員の設置　【自然環境課】

５　　ラムサール条約湿地の保全と利活用　【自然環境課】

表2－3－1－1　事業の進捗状況調査結果（2019[令和元]年度実績）

概ね妥当と考える 部分的見直しが必要 大幅な見直しが必要 廃止･休止の方向

事業数 76 14 0 0 

構成比 84.4% 15.6% 0.0% 0.0%
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　県では、絶滅に瀕する野生動植物を保護するた

め、「希少野生動植物の捕獲・採取等の規制」、「生

息地等を保全するための行為の規制」、「効果的・

計画的な保護管理事業の取組」などを定めた「群

馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」を

2014（平成26）年12月に制定し、2015（平成

27）年４月から施行しました。

　さらに、同条例に基づいて、2015（平成27）

年８月には、特に保護を図るべきものとして11

種（動物３種、植物８種）の野生動植物を「特定

県内希少野生動植物種」に指定しました。指定さ

れた種は捕獲、採取、殺傷又は損傷させることが

原則として禁止され、違反した場合には罰則が科

されます。

　同条例等の周知を図るため、群馬県自然保護指

導員兼県内希少野生動植物種保護監視員を設置し

て、監視体制を整備しています。

　長野、新潟の県境付近に位置する野反湖の流入

河川の一つであるニシブタ沢は、水産試験場の調

査でイワナが自然繁殖のみで資源を維持している

ことが明らかになり、1997（平成９）年11月

10日に本県で初めて保護水面（「水産資源保護法」

により水産動植物が発生するのに適した水面であ

るとして水産動植物の採捕が規制される水面）に

指定されました。

　その後、ニシブタ沢におけるイワナの資源量の

増減を把握するため、産卵床造成跡の計数調査を

水産試験場が毎年実施しています。

２　　種の保護条例の推進　【自然環境課】

３　　ニシブタ沢（イワナ保護水面）調査　【水産試験場】

　近年の急速な開発行為等による自然環境の改変

により、野生生物の生息・生育環境が悪化し、か

つてないスピードで多くの種が絶滅しつつありま

す。絶滅のおそれのある野生生物を保護するため

には、その実態を知ることが不可欠であり、定期

的な調査によって状況を確認する必要がありま

す。

　1966（昭和41）年には、国際自然保護連合が

世界における絶滅のおそれのある野生生物種の状

況をレッドデータブックとして取りまとめ、日本

でも種の保護への取組を進めるため、1991（平

成３）年に環境省が国内の絶滅のおそれのある野

生生物種の状況を明らかにしたレッドデータブッ

クを発行しました。

　県では、2001（平成13）年から2002（平成

14）年にかけて、県内に生息・生育する絶滅の

おそれのある野生生物種の現状を「群馬県の絶滅

のおそれのある野生生物動物編・植物編（群馬県

レッドデータブック）」として公表しました。ま

たその後も、学術調査等に基づく最新の情報を反

映させ、より現況に即した内容に見直しを行うた

め、2012（平成24）年度には群馬県レッドデー

タブック2012年改訂版を公表したほか、2018

（平成30）年度には、植物レッドリストの部分改

訂を行いました。

　現在、県では、2022（令和４）年度の改訂版

公表に向け、2018（平成30）年度から改訂作業

に着手しています。

　絶滅のおそれのある野生生物を将来にわたって

存続させていくために、レッドデータブックを県

民や関係機関、各種団体等に広く公表・周知する

ことで、生物多様性の保全に対する意識の醸成を

図っていきます。また、関係機関等における各種

事業の計画作成や事業実施に際して、保全への配

慮を求めるとともに、環境アセスメント（環境影

響評価）等の資料への活用を促します。

第１項　多様な生態系の保全

１　　県レッドデータブック改訂版の周知　【自然環境課】

  第２節　生態系に応じた自然環境の保全と再生

＜主な指標と最新実績＞

イワナの産卵床数　69か所
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　自然史博物館では、群馬県内の野生生物や古環 

境、地質や岩石鉱物の学術調査を行い、これらを

明らかにする研究を行っています。学術調査時に

は、許可を得て資料を採取し、研究に用いるとと

もに標本として後世に残す活動を行っています。

特に、現生の動物や植物、菌類など現在の生物多

様性に関わる調査研究、資料の収集では博物館職

員だけでなく多くの連携機関や協力者の支援を得 

て進めています。

（1）資料の収集
表2－3－2－1　分野別資料登録数

No． 分　　野 R２年度 全登録数
1 哺乳類 397 6,752
2 鳥類 1 2,287
3 両生・爬虫類 0 643
4 魚類・円口類 1 864
5 昆虫 689 59,736
6 クモ類 0 88
7 甲殻類 0 520
8 その他の節足動物 0 6
9 軟体動物 127 12,489
10 その他の無脊椎動物 0 211
11 ロット標本 0 810
12 種子植物 2,202 76,197
13 シダ植物 251 12,347
14 蘚苔類 50 829
15 藻類 90 997
16 地衣類 0 688
17 菌類 510 7,514
18 細菌類 0 0
19 人類 0 1,918
20 古動物 332 6,826
21 古植物 0 3,004
22 岩石 26 2,895
23 鉱物 16 1,874
24 環境・地質現象 0 51

合　　計 4,692 199,546

　2020（令和２）年度に新規登録を行った資料は
4,692点、現在までの登録総数は199,546点です。

 

（2）資料の保存

　生物系収蔵庫の温湿度管理は、夏期20℃50％、 

冬期18℃55%、春秋期18～20℃55～50％とし 

ています。文化財害虫等への忌避対策として、生 

物収蔵庫出入口に積層タイプの除塵粘着シートマ 

ットの設置を継続して行っています。全収蔵庫の 

点検は毎日実施しています。

（3）群馬県内を対象とした主な調査研究

　2017（平成29）年度から、学術調査地域をみ

なかみ町及び周辺地域に設定し、５か年計画で学

術調査を実施しています。第４年目は、昨年度の

調査を踏まえ、哺乳類、無脊椎動物、維管束植物、

蘚苔類、菌類、地質・岩石・鉱物、古生物の各分

野において調査を実施しました。以下の調査は、

「みなかみ町及び周辺地域学術調査」を含む、群

馬県内を対象とした主な調査研究の内容です。

　ア　植物分野 

　　・群馬県及び上信越・東北地域における維管

束植物の分布調査

　　・群馬県及び周辺部の絶滅危惧植物の生態と

保全に関する調査

　　・尾瀬のフロラに関する調査 

　イ　菌類分野 

　　・群馬県における菌類生息状況調査 

　　・自然史博物館周辺の菌類調査 

　ウ　動物分野

　　　（無脊椎動物） 

　　・群馬県における無脊椎動物生息状況調査

　　・自然史博物館周辺の陸貝の生息調査

　　　（哺乳類） 

　　・適正管理計画に関わる野生鳥獣の基礎調査 

　　・群馬県における外来生物調査 

　　・群馬県における野生動物放射性物質汚染状 

況調査 

　　・群馬県における哺乳類生息状況の長期モニ 

タリング調査 

　　・イノシシ個体数調整事業に伴う調査 

　　・ニホンジカ個体数調整事業に伴う調査 

　　・カモシカ個体数調整事業に伴う調査 　

　　　（鳥類） 

　　・群馬県における鳥類解剖調査 

　　・群馬県における外来生物調査 

　　・群馬県における放射性物質汚染状況調査 

　　・全国鳥類分布調査

　　・猛禽類鉛中毒調査

　エ　博物館学分野 

　　・自然史系博物館資料の３Ｄデジタル標本化

　オ　古生物分野 

　　・群馬県産並びに当館所蔵の脊椎動物化石、 

４　　県内の自然史総合調査　【自然史博物館】
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並びにそれらと関連性の深い地層や化石に

関する調査研究 

　　・群馬県産並びに当館所蔵の無脊椎動物化石、

並びにそれらと関連性の深い地層や化石に

関する調査研究 

　　・群馬県産並びに当館所蔵の植物化石、並び

にそれらと関連性の深い地層や化石に関す

る調査研究 

　　・群馬県産海生哺乳類化石および関連標本の

調査研究

　カ　地質・岩石・鉱物分野 

　　・群馬県自然環境保全地域「根本沢」の地

質・岩石・地質現象調査

　　・みなかみ町西部における変質帯調査

　　・八ッ場ダム周辺の地質・岩石調査

　　・高崎市吉井町における多胡石の石材利用調

査

　　・第四次尾瀬総合学術調査に関わる尾瀬周辺

の地質調査

　　・中之条湖成層の分布調査

　これまで行われてきた社会基盤整備や開発など

による河川湖沼の環境変化として、堰など河川横

断工作物による縦断的な不連続性、河床の平坦化、

川や水路の直線化、コンクリート護岸などによる

横断的不連続性、開発や人口増による水質悪化な

どがあります。

　河川横断工作物により遮断される魚類の遡上経

路を確保するため、魚道を設置しますが、河床低

下などにより機能していないものがあり、また魚

道自体がない箇所もあります。

　2006（平成18）年度に10河川（利根川、渡

良瀬川、広瀬川、烏川、神流川、鏑川、碓氷川、

吾妻川、片品川、赤谷川）92か所の魚道を調査し

た結果、ある程度良好な魚道は28か所(30％)で、

魚類などの移動に支障がある魚道は64か所(70

％)でした。

　支障のある魚道は魚類などの生息にとって好ま

しくないと考えられることから、県では、魚道の

機能回復を行い、漁場環境の改善を行っています。

第２項　水辺空間の保全・再生

１　　漁場環境対策の推進　【蚕糸園芸課】

表2－3－2－2　魚道機能回復箇所

年度 魚道機能回復箇所 河川名 年度 魚道機能回復箇所 河川名

H19 金ヶ崎堰 碓氷川 H26 板鼻堰 碓氷川

H20 板鼻堰 碓氷川 H27 人見堰 碓氷川

H21 中宿堰 碓氷川
H30

坂東堰 利根川

H22 安中大堰 碓氷川 金葛用水堰 桐生川

H23 長野堰 烏川 R元 榛名薄根大堰 薄根川

H24 簗瀬堰 碓氷川
R２

人見堰 碓氷川

H25 板鼻堰 碓氷川 町田用水堰 薄根川
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　尾瀬ヶ原では、ニホンジカによるミズバショウ

などの希少な植物の食害や湿原の踏みつけが深刻

化するなど、貴重な自然環境が損なわれ、生物多

様性の劣化が問題となっているとともに、裸地化

による土壌の流出などが懸念されています。そこ

で、群馬県では、ニホンジカによる尾瀬ヶ原の湿

　県では、尾瀬国立公園において、登山道の荒廃

防止、植生回復、外来植物対策、公衆トイレの維

持管理等、様々な面で環境保全対策に資すること

を目的として、関係団体と協働しながら各事業を

実施しています。貴重な動植物や原生的な景観の

保全を図るために、1966（昭和41）年から動物

や植物、気象等の専門家（尾瀬保護専門委員）に

依頼し、継続的な調査研究等を実施しています。

調査結果については、毎年「尾瀬の自然保護」（群

馬県発行）にて報告を行っており、尾瀬の保全対

策を推進する一役を担っています。

２　　尾瀬野生動物対策　【自然環境課】

図2－3－2－1　多自然川づくり整備延長の推移

＊1 多自然川づくり：河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・
生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川整備や維持管理を行うことです。

延長（㎞） 年度毎延長（km）　　　　累計延長（km）
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　私たちの身近にある川は、治水や利水の目的だ

けでなく、潤いをもたらす水辺空間や多様な生物

を育む環境の場でもあります。

　このため、河川改修にあたっては、「多自然川づ

くり」を進め、河川が本来有している生物の生息・

生育環境の保全・再生に配慮するとともに、地域

の暮らしや文化とも調和した川づくりを行いま

す。

　また、希少野生動植物については、事前に生息・

生育情報の有無を確認し、保護に必要な対策を講

じています。

　2020（令和２）年度の河川改修については、

河床幅を十分確保することによって、河川が有し

ている自然の復元力を活用できるよう配慮し、約

1.9kmの多自然川づくりを実施しました。

２　　多自然川づくり※1の推進　【河川課】

一級河川寺沢川　前橋市

第３項　尾瀬の保全

１　　尾瀬保全対策　【自然環境課】
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　尾瀬への入山者は、1996（平成８）年度の

647,500人（旧日光国立公園尾瀬地域）をピー

クとして、その後は減少傾向にあります。尾瀬国

立公園全体での入山者数としても、東日本大震災

直後の2011（平成23）年度は281,300人、2012

～2015（平成24～27）年度は震災以前の入山

者数に回復し30万人台で推移していましたが、

2016（平成28）年度に30万人を割り、2020（令

和２）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

を受け、106,922人でした。尾瀬入山者数の推

移は表2－3－2－4のとおりです。 

　また、入山者が特定の時期や特定の入山口に集

中する傾向は、入山者数がピークだった頃よりも

緩和されつつありますが、ミズバショウ（６月上

旬頃）、ニッコウキスゲ（７月中旬頃）の開花時

期及び紅葉時期（９月下旬～10月上旬頃）の特

に週末への集中は依然として続いており、入山口

としては鳩待峠利用者が全体の約５～６割を占め

ています。このため、利用の分散化及び適正利用

に向けた取組を、関係者と連携し、協力しながら

行っています。

(1)　尾瀬地区利用安全対策

　残雪期の遭難防止対策、歩道の点検補修、危険

木の伐採を行っています。

(2)　尾瀬の入山口のあり方の見直し

　環境省と連携し、尾瀬関係者の協力のもと、尾

瀬の多様な魅力をゆっくり楽しむ利用の促進を目

指し、アクセスの利便性の変化が尾瀬を訪れる方

に与える影響を把握することにより、入山口の魅

力づくりや自動車利用のあり方の見直しを行って

います。

　2011～2013（平成23～25）年度の３年間は

「尾瀬らしい自動車利用社会実験」として、鳩待

峠においてバス・タクシーの乗降場所を入山口に

近い鳩待峠第１駐車場から第２駐車場にできる限

り変更して車の無い静かで落ち着いた雰囲気の入

山口の実現を目指す取組を実施しました。また、

通常は車の通行が禁止されている大清水～一ノ瀬

間において、電動マイクロバス等の実験運行を実

施し、2014（平成26）年度は、約70日間にわ

たる試験運行などを実施しました。それらの成果

を踏まえ、鳩待峠では、第１駐車場を閉鎖し第２

駐車場を拡張する工事が行われ、2016（平成

28）年度から供用を開始するとともに、大清水

では、2015（平成27）年度から大清水～一ノ瀬

間で民間事業者による低公害車の営業運行が開始

されています。

原及び尾瀬沼を含めた尾瀬全体の植生の荒廃を防

ぐため、2013（平成25）年度から、関係機関と

連携し、国等の支援を受け、「尾瀬からのシカの排

除」を目指し、捕獲を実施しました。2020（令

和２）年度は、春と秋冬・３月合わせて206頭を

捕獲しました。

３　　尾瀬適正利用推進　【自然環境課】

表2－3－2－3　シカ捕獲頭数実績 （単位：頭）

年度
捕獲頭数 H28 H29 H30 R元 R2

群馬県 133 160 131 237 206

表2－3－2－4　尾瀬入山者数の推移 （単位：人）

年度
入山口 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２

鳩待口 208,000 176,800 195,400 172,400 167,400 158,200 145,400 56,782
60.4% 56.1% 59.9% 59.1% 58.9% 58.7% 58.7% 53.1%

大清水口 18,000 18,500 21,200 17,900 15,200 13,800 13,500 9,523
5.2% 5.9% 6.5% 6.1% 5.3% 5.1% 5.5% 8.9%

沼山口 65,000 71,500 57,000 55,550 54,500 50,700 47,900 14,303
18.9% 22.7% 17.5% 19.0% 19.2% 18.8% 19.3% 13.4%

その他 53,200 48,600 52,500 46,010 47,290 47,000 40,900 26,314
15.5% 15.3% 16.1% 15.8% 16.6% 17.4% 16.5% 24.6%

合計 344,200 315,400 326,100 291,860 284,390 269,700 247,700 106,922
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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　群馬の子どもたちが一度は尾瀬を訪れることが

できるよう､｢尾瀬学校｣ を実施する小中学校に対

して必要経費の補助を行いました。ガイドを伴っ

た少人数のグループによる自然学習により、尾瀬

の素晴らしい自然を体験するとともに、尾瀬の自

然を守る取組を学びます。事業開始から13年目

となった2020（令和２）年度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により大幅に参加者が減少し、

34校、1,993人でした。

　山ノ鼻地区にビジターセンターを設置し、入山

者に尾瀬の自然や保護活動に関する情報を提供し

ています。管理運営を尾瀬保護財団に委託し、自

然解説業務、登山者の利用安全指導、木道の点検

補修や公衆トイレの清掃管理等を実施していま

す。

　また、県有公衆トイレ（山ノ鼻、竜宮）の維持

管理を行っています。水の処理等に多額の費用が

かかるため、利用者からのトイレチップの協力を

お願いしています。

　●　ビジターセンター開所期間

　 　2020（令和２）年６月１日～10月31日

(153日間)

　●　入館者数：36,156人

５　　尾瀬学校推進　【自然環境課】

４　　尾瀬山の鼻ビジターセンター運営　【自然環境課】

表2－3－2－5　尾瀬学校参加校･参加者数の推移

年度校種 H28 H29 H30 R元 R２

小学校
参加校数 72校 70校 75校 70校 18校
参加人数 3,405人 3,549人 3,902人 3,345人 741人

中学校
参加校数 61校 61校 57校 51校 16校
参加人数 6,090人 6,307人 5,277人 4,660人 1,252人

合計
参加校数 133校 131校 132校 121校 34校
参加人数 9,495人 9,856人 9,179人 8,005人 1,993人

実施率 51.3% 55.2% 53.3% 46.5% 11.6％

６　　尾瀬環境学習推進　【自然環境課、（教）義務教育課】

（1）尾瀬子どもサミット　

　尾瀬を通して、子どもたちの環境問題に対する

認識を深めるとともに、群馬県、福島県、新潟県

の子どもたちの交流や触れ合いを図るため、

1994（平成６）年度から３県合同で「尾瀬子ど

もサミット」を実施しています。３県合わせて約

60名の児童生徒が、尾瀬ヶ原や尾瀬沼を中心に

尾瀬の動植物や自然保護への取組について学びま

す。2020（令和２）年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響を踏まえ、中止となりました。

（2）尾瀬学校充実プログラム

①教員を対象にした尾瀬自然観察会

　「尾瀬学校」のより安全で効果的な実施及び

参加校の一層の拡大に資するため、教員を対象

とした引率指導者の実地研修（自然観察会）を

実施しました。実地研修会には、2014（平成

26）年までに延べ200人の教員が参加しました。

また、2015～2019（平成27年～令和元）年

の初任者研修において、尾瀬コースを選択した

345人の教員が実地研修を行いました。

②尾瀬学習プログラムの改善充実

　県教育委員会では、「尾瀬学校」が充実したも

のとなるよう、実施にあたっての心構えや学習

案などを掲載した「尾瀬学習プログラム」を作

成し、2008（平成20）年５月に各学校に配付

しました。翌年、さらに説明が必要である項目

について補足版を作成し、県総合教育センター

のWebページに掲載しました。

　2010（平成22）年３月には、「尾瀬学校」の

環境学習を進めるための学習計画例などを掲載

した「尾瀬学習プログラム－学習活動編－」を

各学校に配付しました。
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　2013（平成25）年９月には、山小屋へ宿泊

する場合のメリットや留意点をまとめた「尾瀬

学習プログラム－山小屋宿泊編－」を各学校に

配付しました。

　2016（平成28）年11月には、尾瀬学校開

始10年を迎えるにあたり、「尾瀬学校」の更な

る充実に向けて、学校職員代表、尾瀬ガイド代

表者、尾瀬保全推進室担当者、教育委員会担当

者が集まり、取組の現状や課題について意見交

換を実施しました。

　2017（平成29）年５月には、前年の「尾瀬

学校充実のための検討会議」を受け、各学校か

ら出された質問とその回答をＱ＆Ａ形式にまと

め、県総合教育センターのWebページに掲載

しました。

　2008（平成20）年度に事業開始した尾瀬学校

は、尾瀬又は芳ヶ平湿地群を訪れ、質の高い自然

体験をすることにより、群馬の子どもたちの自然

保護の意識を醸成するとともに、郷土を愛する心

を育むことを目的に、2020（令和２）年度まで

に延べ12万人の子どもたちが参加し、自然の中で

の体験を通して、新しい発見をしたり、感動する

心を養うなどの効果がありました。

　県では、社会状況の変化や県の新・総合計画に

「教育イノベーションの推進と『始動人』の活躍」

が位置づけられたことを踏まえ、2021（令和３）

年度から、尾瀬や芳ヶ平湿地群の自然や文化等を

生かし、環境教育のみならず、幅広い実社会での

課題解決に生かす探求的・教科横断的な学び（Ｓ

ＴＥＡＭ教育）や尾瀬の保全と利用の好循環につ

なげることを目指した新規事業「尾瀬サスティナ

ブルプラン」を開始します。事業は「尾瀬シーズ

ンズスクール」「尾瀬ネイチャーラーニング」「官民

共創導入促進」の３本柱で展開していく予定です。

尾瀬サスティナブルプラン事業の開始コラム

106



（1）概要

　農地集積や県振興品目の栽培等を目的にして、

市町村等が行う荒廃農地の発生防止対策や、地域

の担い手等による農地再生利用の取組に対して支

援しています。

（2）取組状況

　2019（令和元）年度に創設した「荒廃農地再

生利用・集積化促進対策事業」において、荒廃農

地を再生し、農地の適正利用が図られています。

　なお、再生面積については表2－3－3－2のと

おりです。

３　　荒廃農地の発生抑制・再生支援　【農業構造政策課】

表2－3－3－2　「荒廃農地再生利用・集積化促進対策

事業」による荒廃農地再生面積

年度 Ｒ元 Ｒ２

再生面積 ４.２１ha ４.３５ha

　県内におけるニホンジカやイノシシの状況は、

急激な生息数の増加と生息分布域の拡大が確認さ

れ、農林業被害にとどまらず、自然生態系にも深

刻な影響を及ぼしています。

  そのため、自然環境を保全すべき地域で、鳥獣

保護区等に指定されているエリア等について、「指

定管理鳥獣捕獲等事業」を活用しニホンジカやイ

ノシシの捕獲を実施しています。

（1）高密度生息地域

　標高の高い地域にある牧場や自然公園等は、良

好な餌環境を背景として、ニホンジカが高密度化

しているため、集中的に捕獲を行っています。

（2）分布拡大地域

　ニホンジカは、高密度化した地域の周辺部にお

いて、季節的に移動する個体の移動ルートや越冬

場所といったニホンジカの生態が、研究機関等の

調査により明らかになりつつあります。そこで、

これらの知見を基に、適切な捕獲の手法、時期、

場所を選定し分布拡大防止のための捕獲を実施し

ています。

　一方、イノシシは、山岳部から続く生息域の最

外縁部に位置する里山周辺で急速に生息頭数を増

加させています。生息数の増加にともない出没が

拡散していることなどから、生息域の拡大を防止

する必要があるため、また、豚熱（ＣＳＦ）対策と

して、イノシシの集中的な捕獲を実施しています。

２　　鳥獣保護区などでの指定管理鳥獣捕獲　【自然環境課】

　県内における野生鳥獣による被害は、農林業だ

けでなく生態系や生活被害に拡がるなど深刻な状

況です。これまでも、捕獲や侵入防護柵の設置等

の対策に取り組んできましたが、野生鳥獣の生息

数の増加や生息域が拡大している現状を踏まえる

と更なる捕獲の強化が必要です。しかし、捕獲の

担い手である狩猟免許取得者は、1981（昭和

56）年度をピークに大幅に減少しており、2020

（令和２）年度には4,525人（1981［昭和56］年

度比46%)に減少、また狩猟者の60%が60歳以

上であり高齢化が進行しています。このため、鳥

獣害対策を継続して実施していくためには、計画

的な捕獲の担い手の確保が重要となっています。

（1）狩猟免許試験

　2019（令和元）年度も、出前型免許試験や休

日試験の開催など、受験機会を増やすことで、免

許取得者の増加を図っており、2020（令和２）

年度は、310人が受験しました。

第１項　野生鳥獣対策の推進

１　　捕獲の担い手確保・育成対策　【自然環境課】

  第３節　野生鳥獣対策と外来生物対策への取組

表2－3－3－1　狩猟免許試験受験者数の推移

 （単位：人）

年度 H27 H28 H29 H30 R元 R２

受験者数 264 371 324 353 346 310
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（1）「第二種特定鳥獣管理計画」の推進　

　近年、野生鳥獣の生息数の増加や生息域拡大等

により、農林水産業や生態系への被害が深刻化し

ています。農林業被害の軽減等を図るため、本県

では生息数が著しく増加している６鳥獣種（ニホ

ンジカ、ニホンザル、カモシカ、イノシシ、ツキ

ノワグマ、カワウ）について、「鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、

中長期的な目標及び対策を定めた「第二種特定鳥

獣管理計画」を策定し、科学的・計画的な管理に

より、関係機関が相互に連携・協力し、一体とな

って個体群管理、生息環境管理及び被害防除対策

を実施しています。

　2019（令和元）年度はニホンジカ（第五期：

2020～2024［令和２～６］年度）及びイノシ

シ（第三期：2020～2024［令和２～６］年度）

の計画作成（改訂）を行い、年間捕獲目標頭数を

定めました（ニホンジカ：15,000頭/年、イノ

シシ：12,000頭/年）。2020（令和２）年度は

カモシカ（第四期：2021～2025［令和３～７］

年度）の計画作成（改訂）を行いました。

　2021（令和３）年度はニホンザル（第五期：

2022～2026［令和４～８］年度）及びツキノ

ワグマ（第三期：2022～2026［令和４～８］

年度）の計画作成（改訂）を行います。

（2)「第12次鳥獣保護管理事業計画」の推進

　県では、鳥獣全般に関する県の基本計画である

第12次鳥獣保護管理事業計画を策定しており、

この計画に基づき鳥獣を適正に管理します。

　鳥獣は、人間の生存基盤となっている自然環境

を構成する重要な要素であり、人の豊かな生活を

営むうえで欠かすことのできない存在であること

から、人と鳥獣の適切な関係の構築を図るため計

画を推進しています。

　ア　生息環境の保全

　野生鳥獣の保護や繁殖を図るための区域として、

県内に49か所63,254haの鳥獣保護区を指定（う

ち２か所は国指定浅間鳥獣保護区10,646ha及び

国指定渡良瀬遊水地鳥獣保護区89ha）していま

す（表2－3－3－3）。

　イ　 鳥獣保護管理員による鳥獣保護管理事業の

推進

　県下に65名の鳥獣保護管理員を委嘱し、鳥獣

保護区の管理や鳥獣類の生息状況の把握、違法捕

獲等の防止に努めています。　

４　　適正管理計画の推進　【鳥獣被害対策支援センター、自然環境課】

区　　分 目　　　的
指定

箇所数 面積（ha）

森林鳥獣生息地 森林に生息する鳥獣の保護、地域における生物多様性の確保 25 36,117

大規模生息地
行動圏が広域に及ぶ大型の鳥獣や多様な鳥獣相の保全、地域にお

ける生物多様性の確保

（1） （10,646）

1 10,590

集団渡来地 集団で渡来する水鳥等の渡り鳥の保護
（1） （89）

7 3,093

身近な鳥獣生息地
市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保・創出し、

豊かな生活環境の形成、環境教育の場の確保
14 2,719

計
国指定 （2） （10,735）

県指定 47 52,519

合　　計 49 63,254

※（　）内は国指定鳥獣保護区で外数です。

表2－3－3－3　鳥獣保護区の指定状況 

　野生鳥獣の被害対策として、侵入防止柵の整備

などを計画的に進めており、被害金額は2012（平

成24）年度をピークに減少傾向にありましたが、

ここ数年わずかに増加に転じています（図2－3

－3－1）。一方、捕獲頭数は年々増加傾向にあり

ます（表2－3－3－4）。また、生息域や被害地

５　　有害鳥獣対策　【技術支援課、鳥獣被害対策支援センター、農村整備課】
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　県内では、野生獣類による林業被害が多く発生

しています。伐採跡地に植栽した苗木の芽を、シ

カやカモシカが食べてしまって森林に戻せない状

況や、数十年間かけて育てた樹木の樹皮をツキノ

ワグマやシカが剥いでしまって、木材の製品価値

が下がってしまう被害が問題となっています。ま

た、野生獣類による被害は、樹木への直接的な被

害だけでなく、木が育てられないことによって林

業関係者の生産意欲の減退を招き、手入れが行き

届かなくなることで森林の多面的機能が衰退して

しまうことが懸念されています。

　県では、野生獣類による食害から守るため、造

林木に動物が嫌がる忌避剤を散布したり、樹木に

防護資材を巻き付ける事業を推進しています。ま

た、苗木を植栽した周囲全体を囲うように、シカ

の侵入を防止する柵を設置する等の事業も行って

います。

６　　森林獣害防止対策　【林政課】

域は拡大傾向となっています。さらに、生活環境

被害や生態系被害も各地で顕在化しています。

　そこで、県では市町村、被害地域、関係機関と

連携・協力しながら、野生鳥獣を「捕る」、野生

鳥獣から「守る」、野生鳥獣を「知る」対策を総

合的に進めています。

(1)「捕る」対策

　シカやイノシシなど、生息数の増加が著しい特

定鳥獣について、捕獲目標を設定し計画的な捕獲

を市町村と連携して推進するとともにＩＣＴを活

用した効率的な捕獲技術の実証・普及に取り組ん

でいます。

(2)「守る」対策

　野生鳥獣が耕作地に入らないようにするための

電気柵などの侵入防止柵の設置及び野生鳥獣の出

没を抑制するため、被害地の周辺で見通しの悪い

薮の刈り払いや樹木を伐採するなど生息環境管理

を推進しています。

(3)「知る」対策

　野生鳥獣被害対策に携わる人材の育成や、日本

獣医生命科学大学との連携による新たな対策技術

の実証を行っています。
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図2－3－3－1　野生鳥獣による農林業被害額の推移

 (Ｒ２は速報値)

表2－3－3－4　主な野生獣の捕獲数の推移（R２は速報値）

 （単位：頭）

年度
獣種

H28 H29 H30 R元 R２

シカ
狩　 猟 4,428 4,147 3,873 3,578 4,875
有害捕獲等 3,913 4,361 4,856 5,762 7,904
捕獲数計 8,341 8,508 8,729 9,340 12,779

イノシシ
狩　 猟 2,984 2,560 2,699 1,810 1,726
有害捕獲等 5,710 4,155 5,120 7,008 4,969
捕獲数計 8,694 6,715 7,819 8,818 6,695

サル
狩　 猟 － － － － －
有害捕獲等 1,185 781 655 822 822
捕獲数計 1,185 781 655 822 822

クマ
狩　 猟 37 87 49 57 46
有害捕獲等 325 175 206 376 519
捕獲数計 362 262 255 433 565

カモシカ
狩　 猟 － － － － －
有害捕獲等 37 28 11 4 0
捕獲数計 37 28 11 4 0

5種合計
狩　 猟 7,449 6,794 6,621 5,445 6,647
有害捕獲等 11,170 9,500 10,848 13,972 14,214
捕獲数計 18,619 16,294 17,469 19,417 20,861
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　外来生物とは、人の活動により本来の生息地と

は異なる地域に持ち込まれた海外起源の生物です。

　人間の移動や物流が活発になったことで、多く

の動植物がペットや展示・食用・研究等の目的で

世界中で取引されています。また、荷物や乗り物

等に紛れ込んだり付着して、知らないうちに持ち

込まれてしまう場合もあります。

　野生生物は、本来その地域特有の自然環境の中

で相互に関係し合い、複雑なバランスを保って生

存しています。このため、人為的に外来生物が持

ち込まれてしまうと、その地域にいた生物が駆逐

され地域特有の自然環境のバランスが崩れてしま

うほか、人間に直接危害を加えたり、農作物が被

害を受けるなど、様々な問題を引き起こすおそれ

があります。このため、国は「特定外来生物によ

る生態系等に係る被害の防止に関する法律」（通

称：外来生物法）を2005（平成17）年に施行し、

問題を引き起こす外来生物を「特定外来生物」と

して指定し（156種類　2021［令和３］年４月

１日現在）、その飼養・栽培・保管・運搬・輸入

といった取り扱いを規制して国内への侵入や拡散

を防ぐとともに、既に定着してしまったものにつ

いては駆除や隔離等の防除を行うこととしています。

　県内でも、動物ではアライグマやオオクチバス

など、植物ではオオキンケイギクやオオハンゴン

ソウなど併せて約30種類以上の特定外来生物が

確認されています。特に、2015（平成27）年に

県内で初確認された外来昆虫クビアカツヤカミキ

リは、これまで県東部地域を中心に発生していま

したが、2020（令和２）年度調査では中西部地

域でも確認され、生息域が拡大しつつあります。

　近年、アライグマやカミツキガメといった特定

外来生物が身近な所で見つかったり、捕獲される

ことが増えていますが、これらはペットや観賞用

として輸入され、人間に飼われていたものが逃げ

出したり、飼うことができなくなって捨てられて

しまったものが自然界で繁殖し、問題を起こして

いるケースです。生き物を飼育する場合は、その

生き物の寿命や成長したときの大きさ、性格や生

態等について十分調べた上で、責任を持って終生

飼育する必要があります。

＜外来生物被害予防三原則＞ 

１　入れない： 悪影響を及ぼすかもしれない外来

生物をむやみに日本に入れない

２　捨てない： 飼っている外来生物を野外に捨て

ない

３　拡げない： 野外に既にいる外来生物は他地域

に拡げない　

第２項　外来生物対策の推進

１　　特定外来生物対策　【自然環境課】
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　1999（平成11）年に奥利根湖で発見されたコク

チバスは翌年には繁殖が確認され、県では、2000

（平成12）年度から地元漁業協同組合に委託して駆

除作業を開始しました。

　コクチバスは北米原産の魚食性外来魚で、冷水

域・流水域でも定着が可能です。旺盛な食欲と繁

殖力で水産資源や生態系に悪影響を及ぼすとして、

特定外来生物に指定され、放流はもとより、飼育

や運搬が規制されています。また、群馬県内水面

漁場管理委員会の指示として採捕したコクチバス

の再放流を禁止し、コクチバスの駆除推進に努め

ています。

　奥利根湖での駆除事業では、2005（平成17）年

度以降の駆除尾数から生息尾数の減少も示唆され、

駆除効果が出ていると考えられます。

　しかし、2010（平成22）年に烏川で、2011（平

成23）年に鏑川と渡良瀬川でコクチバスの生息が

確認され、河川での生息域の拡大が懸念されていま

す。このため、県では、2011（平成23）年より群

馬県漁業協同組合連合会に委託して奥利根湖ととも

に河川におけるコクチバスの駆除を開始しました。

２　　コクチバス被害対策　【蚕糸園芸課】

コクチバス

表2－3－3－5　コクチバス駆除尾数の推移

年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
奥利根湖 521 2,102 4,993 6,702 7,031 8,369 6,701 4,400 4,448 2,378 1,355 482 182
鏑川・烏川等 － － － － － － － － － － － 23 229

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２
奥利根湖 169 125 162 272 76 42 308 556
鏑川・烏川等 1,716 371 792 2,651 2,021 2,293 1,626 689
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　本県の自然に親しむ気持ちを県民に育んでもら

うため、県内の様々な自然環境を舞台に「自然観

察会と保護活動」を年５回程度実施しています。

　本活動では、参加者の自然保護意識の向上と生

物多様性への理解促進をより一層深めるため、一

般的な自然観察だけでなく、希少野生動植物の保

護活動や外来生物の駆除体験活動なども併せて実

施しています。

　2020（令和２）年度は、「谷川湯檜曽川」や「小

根山森林公園野鳥の森」などの会場で実施し、い

ずれも参加者から好評を博しました。

３　　自然観察会と保護活動　【自然環境課】

　自然とのふれあいに対する需要の高まりに伴い、

自然公園等に対する多様化した要求に応えるため、

利用の快適性と自然環境の保護・保全を考慮した

施設の整備補修、維持管理を実施します。

(1)　国立・国定公園

　４つの国立・国定公園（上信越高原・尾瀬・日

光・妙義荒船佐久高原）における県管理の登山道

や標識、避難小屋等の県有施設の管理・整備など

を実施し、貴重な自然環境の保全と適正な利用に

配慮しつつ、利用者の快適性向上に取り組んでい

ます。

(2)　長距離自然歩道

　沿線の自然や歴史、文化に触れながら、手軽に

歩くことができる道として、群馬県内には首都圏

自然歩道と中部北陸自然歩道の２ルート、計41

コースが設定されています。

　地元市町村の協力を得ながら管理に努めるとと

もに、利用者からの声を反映した標識整備等に取

り組んでいます。

第１項　ふれあいの「場」の確保

１　　自然公園等の管理整備（国立・国定公園、長距離自然歩道）　【自然環境課】

  第４節　自然とのふれあいの拡大

〈主な指標と最新実績〉

県立公園利用者数 1,465千人

県立森林公園利用者数 382千人

ぐんま昆虫の森及びぐんま天文台の入場者数 81,287人

　赤城・榛名・妙義公園の県立公園は、地域の貴

重な観光資源となっていることから、その保全に

努めるとともに、更なる利用促進を図っていきま

す。

　また、地域住民が中心となって、公衆トイレの

清掃や遊歩道の下草刈りなどを行う地域密着型公

園管理を実施するほか、各種県有施設の管理・整

備に取り組んでいます。

２　　県立公園の管理整備　【自然環境課】

表2－3－4－2　 県立公園利用者数（推計値）　

 （2019[令和元]年）（単位：千人）

赤城 榛名 妙義 計

544 826 95 1,465

表2－3－4－1　国立・国定公園利用者数（推計値）

 （2019[令和元]年）（単位：千人）

上信越
高原

尾瀬 日光
妙義荒船
佐久高原

計

6,942 173 450 1,043 8,608
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　県内には７つの県立森林公園があり、園内散策

や自然観察など、それぞれの森林公園が兼ね備え

た優れた自然環境を楽しむことができます。

　また、森林公園では自然観察会やトレッキング、

森林整備活動などが催され、森林の保全や自然と

の共生に対する意識の醸成にもつながっていま

す。

　森林公園では園内整備はもとより、老朽化した

施設の改修や遊歩道の修繕などを通じて、引き続

き良好な自然環境の保全に努めると共に、県民の

保健休養や学習の場とするため、各公園の特色や

魅力を生かした管理運営を行います。各公園の

2020（令和２）年度の利用者数は表2－3－4－

3のとおりです。

４　　県立森林公園の管理整備　【森林保全課】

表2－3－4－3　森林公園別の利用者数（2020［令和２］年度）

 （単位：千人）

伊香保 赤城ふれ
あい 桜山 みかぼ さくらの里 21世紀の森

67 148 76 7 38 39

　私たちの身近にある川は、治水や利水の目的だ

けでなく、潤いをもたらす水辺空間や多様な生物

を育む環境の場でもあります。

　身近な自然環境である河川に気軽にふれられる

ように、緩傾斜護岸、斜路や階段工などにより、

いつでも水辺に下りられるような魅力的な空間を

整備します。

　河川改修工事においては、設計時から地域住民

の意見を取り入れるなどして、憩いの場を整備す

るなど、地元に親しまれる川づくりに取り組んで

います。

　自然史博物館は、豊富な展示物と映像、多くの

ジオラマ、タッチ式の情報端末等を用いて地球の

生い立ちや生命の進化の歴史、群馬県の豊かな自

然と現状を紹介しています。また、子どもから大

人まで、楽しみながら自然について学べる国内で

も有数の規模を誇る参加体験型博物館です。さら

に、県内の自然や古環境を学術調査し、その成果

を研究論文やWeb、講座等により公開しています。

加えて、県民やマスコミ等からの問い合わせにお

答えする機関でもあります。2020（令和２）年

度の入館者数は105,397名でした。

（1）常設展

　「地球の時代」、「群馬の自然と環境」、「ダーウィ

ンの部屋」、「自然界におけるヒト」、「かけがえのな

い地球」の５つのコーナーで計3,505点の標本を

展示しています。特に、「群馬の自然と環境」では、

群馬の自然を標高別に４つの地域に分け、代表的

な生態系を、多くの動植物や、地質・岩石等の標

本とともにジオラマで紹介しています。また、「群

馬県レッドデータブック」をもとにした絶滅種・

絶滅危惧種のラベルや、特定外来生物等のラベル

を色分けして表示し、群馬の生物多様性の現状を

わかりやすく説明しています。さらに、高層湿地

の貴重な自然が残されている尾瀬については、ジ

オラマや写真だけでなく、尾瀬シアターで映像を

駆使して紹介しています。「かけがえのない地球」

では、自然環境を見つめ、守り、子孫に伝えるこ

との大切さが学べるよう環境学習に特化した展示

を行っています。

５　　親しみやすい河川環境の整備　【河川課】

６　　自然史博物館の運営　【自然史博物館】

一級河川男井戸川　伊勢崎市
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（2）企画展の実施

　2020（令和２）年度は、「空にいどんだ勇者た

ち」、「すき間片隅植物図鑑」の２つの企画展を開

催しました。

　「空にいどんだ勇者たち」では、恐竜時代（中

生代）の空の支配者であった翼竜の仲間を中心と

して、生物の進化の歴史の中で様々な動物たちに

よって何度も繰り広げられた空への挑戦の存在や

その多様性について紹介しました。哺乳類の空へ

の挑戦の一部として、ヒトによる空への挑戦も展

示内容に含め、中でも外部動力源を使用しない陸

上競技の跳躍競技やスカイダイビングなどのスカ

イスポーツも紹介しました。

　「すきま片隅植物図鑑」では、歩車分離帯、植

え込み、舗装道路や歩道の継ぎ目など、すき間と

呼べる空間に多数生息する植物の適応と生態を紹

介しました。また、すき間に生育する外来植物や

絶滅危惧植物を通して、身近なところで展開され

る保全生物学的問題に気づく契機としても紹介し

ました。

（3）情報システム

　自然に関する情報発信センターとして、博物館

に蓄積されている豊富な情報を館内の情報コーナ

ーやWebを通じて提供しています。また、世界

の博物館と情報を共有するネットワークに参加し、

収蔵資料の情報を他の博物館や研究者に提供して

います。

（4）調査研究

　群馬の貴重な自然を調査し県民に紹介するため、

職員の専門分野を活かした調査・研究を実施して

います。これまでの学術調査では、主に自然史博

物館が位置する西毛地域を中心として行ってきま

したが、2017（平成29）年度からは、学術調査

地域をみなかみ町及び周辺地域に設定し、５年間

をかけて学術調査を実施します。この調査では、

みなかみ町及び周辺地域の動植物、古生物及び岩

石・鉱物の分布を明らかにし、当館収蔵標本と所

有データの充実化を図ることで、調査結果を県内

外の来館者に効果的かつ正しく伝えることを目的

とします。対象地域は非常に面積が大きく、調査

ルートや標本の採集を希望する場所が国立公園、

県自然環境保全地域、国有林などに該当する場合

が多いために、分野による活動内容のばらつきは

あるものの、本調査の４年目の本年度は、昨年度

の調査結果を踏まえ各分野で調査を進めました。

　また、博物館全体では、担当分野別調査研究、

大学や専門機関等との連携による調査研究等、県

内を中心に多方面で調査研究を進めています。調

査研究の公開としては、「群馬県立自然史博物館研

究報告25号」の発行、職員による学術論文26編

の発表があります。

（5）教育普及事業

　群馬県内における自然についての理解を深める

常設展示室「地球の時代」

企画展「空にいどんだ勇者たち」

企画展「すき間片隅植物図鑑」
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　ぐんま昆虫の森は、里山の豊かな自然の中で、

昆虫や様々な生き物とのふれあいを通して、生命

あるものに共感する心を育み、自然と人間の関わ

りについての理解を深めるため、桐生市新里町不

二山地域の面積約45haの敷地内に、雑木林や棚

田、小川、畑などの様々な環境を含む里山を再現

し、2005（平成17）年８月に開園しました。

　この施設では、緑あふれる里山の自然の中で、

子どもから大人、お年寄りまで幅広い世代が、昆

虫を始めとする様々な動植物とふれあい、生命、

自然、環境について学習することができます。ま

た、昆虫観察館では、様々な昆虫に関する写真や

標本、生きている昆虫や小動物の展示に加え、生

きた昆虫や身近な生き物を実際に手にとって観察

できる「ふれあいコーナー」や自然素材を使った

「クラフト体験」などを行っています。

（1）里山の保全

　人間が生活のために手を加え、管理してきた

「里山」という環境は、昆虫たち生き物にとって

も暮らしやすい場所です。その環境を保全するた

め、下草刈りや園路整備を行い、日本人の原風景

ともいえる「里山」を、かやぶき民家を中心に再

現しており、自然と共生してきた暮らし方などを

体験することができます。

（2）学校利用の促進

　理科や自然・環境についての学習を行う小学校

等を支援するため、教員向け利用説明会や個別の

下見などに対応するほか、「学校団体利用の手引き」

を配布しています。また、学校利用に際して、野

外に観察ポイントを設置するなど、学習ニーズに

合わせたきめ細かなプログラムの相談に応じてい

ます。その結果、2020（令和２）年度は、11,389

人の団体利用がありました。

７　　ぐんま昆虫の森の運営　【（教）生涯学習課】

図2－3－4－1　ぐんま昆虫の森入園者数推移

（2016〔平成28〕年度～2020〔令和２〕年度） （単位：人）
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里山生活体験（田植）

ため、県内各地の自然を観察する「ファミリー自

然観察会」や、地域の自然や科学をテーマとした

「講演会」、県内各地域で博物館資料を展示する

「移動博物館」等、多くの事業を実施することで、

県民の方々に自然に親しむ機会を提供しています。

また、生涯学習の視点から、幼児を対象とした「幼

児のための展示解説」や小中学生を対象とした

「ミュージアムスクール」、高校生を対象とした

「高校生学芸員」、高齢者を対象とした「地域回想

法プログラム」等、プログラムのメニューも充実

させています。

　学校等団体に対しては、展示解説員による随時

解説やスポット解説、教職員とともに園児・児

童・生徒を支援する館内授業や出前授業等を実施

しています。2020（令和２）年度は、教育普及

事業及び学校等への支援の総計で、延べ22,992

名の参加者を得ています。

学校利用（野外解説）
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（3）県民参加型事業

　ぐんま昆虫の森では、多くの県民が整備や管理

運営に参画できる県民参加型事業として、様々な

取組を行っています。

　自然観察の解説や昆虫飼育及びクラフト体験指

導、田植えや稲刈りなどをボランティアの協力に

より実施しています。

　2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため、「民話」「もちつき

体験」等の地元有志に依頼して行う里山生活体験

は全て中止し、「草木染め」「稲刈り」「落花生掘り」

については、例年より規模を縮小して、職員によ

り実施しました。

　また、協定を締結し実施している（株）ミツバ

（桐生市）による森林整備活動も、通常であれば

年２回行いますが、2020（令和２）年度につい

てはコロナ禍により、担当者数名によるごく小規

模の活動を１回実施したのみとなりました。

なお、ボランティアの参加者数の推移は、表2－

3－4－4のとおりです。

（4）標本の収集

　ぐんま昆虫の森では、「記録することは、環境の

多様性を保全することの第一歩」であることから、

昆虫標本の収集を行っています。標本は収蔵庫に

保管されており、2021（令和３）年３月現在、

約12万点を収蔵しています。この中にはぐんま

昆虫の森周辺で採集された標本をはじめ、県内の

市町村が実施した環境調査等で収集された標本、

職員が良好な自然環境を有する地域学術調査、尾

瀬地域学術調査などで採集した標本も含まれてい

ます。これらの標本は展示や教育普及における利

用のほか、「群馬県の絶滅のおそれのある野生生物

（群馬県レッドデータブック）」の作成における証

拠標本として、また各種レファレンスにおける参

照標本などにも利用されています。

表2－3－4－4　 ボランティア参加者数の推移（単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R2

参加者数 3,093 2,924 2,808 2,513 267

　ぐんま天文台は、天文学への理解を通して教育

や文化の発展に寄与するため、高山村中山地区の

子持山西側張り出し尾根に建設され、1999（平

成11）年４月に開館しました。建設に伴い、県

では美しい星空を守り将来を担う子どもたちに伝

えるために、「ぐんま星空憲章」を制定しました。

また、高山村では1998（平成10）年３月「村民

の夜間の安全性や社会的活動に必要な照明を確保

しつつ人工光の増加を抑制し、美しい星空と光環

境を維持すること」を目的とした「光環境条例」

を制定し、観測しやすい星空の維持に村ぐるみで

協力いただいています。天文台でも駐車場を施設

から600m離れた場所に設置するなど周辺の自然

環境・光環境に配慮しながら、管理運営を行って

います。恵まれた光環境の中、多くの県民が「大

型望遠鏡による観望会」、「流星群観察会」などの

本物を体験できるイベントを通して自然と親しむ

ことができます。また、県内学校の天文分野の授

業に対して、天体観察など本物とふれあう体験を

重視した支援を継続しており、好評を得ています。

ぐんま天文台は直接体験の中から宇宙の不思議さ

に触れ、天文現象に興味を持ち、科学的に考える

機会が持てる施設です。ぐんま天文台入館者数の

推移は表2－3－4－5のとおりです。2020（令

和２）年度は新型コロナウイルス感染症対策とし

て、臨時休館やイベントの中止をせざるを得ず、

入館者数が減少しました。

（1）ボランティアによる星空案内

　天文台では、より多くの来館者が星空に興味を

持てるよう支援するため、天文台ボランティアを

募り、その協力を得るとともに活動を支援してい

ます。2020（令和２）年度は、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、ボランティアによる自主

企画イベントの多くを中止しました。例年は以下

のようなイベントが実施されています。好評の

「星空さんぽ」では、身近な自然への興味・関心

を一層深めたり広げたりすることの第一歩として、

自分の目で直接星空を眺めています。また、「スマ

ホやデジカメで月を撮ろう」、「双眼鏡で天体を探

そう」など、天文について更に詳しく調べたり学

んだりするためのイベントも充実しています。ボ

８　　ぐんま天文台の運営　【（教）生涯学習課】

表2－3－4－5　ぐんま天文台入館者数の推移  （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

入館者数 29,018 28,210 39,786 30,310 9,843
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＊１ ４Ｄ２Ｕ：Four-Dimensional Digital Universe（４次元デジタル宇宙）。空間３次元と時間１次元を合わせた（４次元）宇宙を、デジタル
データで可視化したもの。

ランティア活動は、活動する人自身の自己実現の

場です。ボランティア活動をすることで、生涯に

わたって学ぶ意欲を高め、継続しようとする意欲

が育まれ、やがて主体的な学習活動へと発展して

いきます。ボランティア自主企画の参加者数の推

移は表2－3－4－6のとおりです。

（2）昼間の天体

　夜に光って見える星は、昼間には消えてなくな

るわけではなく、太陽の明るさに負けて見えにく

くなっているだけです。そのことへの気づきの場

として、土日祝日の午前に「昼間の星の観察会」

を開催しており、惑星や１等星などの明るい星を

望遠鏡で観察しています。また、昼間の星の代表

格である太陽については、常設している太陽望遠

鏡でリアルタイムの姿や黒点などを確認できます。

夜の天体観望だけでなく、昼間の来館者にも天体

に興味を抱いていただけるような工夫を行ってい

ます。

（3）映像ホールでの星空や宇宙の案内

　本物の天体を間近に感じることで、自然に触れ

る感動は生まれます。しかし、自然を相手に常に

一定の条件下で天体を観ることはできません。そ

こで、天文台では天候不良の場合には、映像によ

る星空や宇宙の案内を行って、疑似体験を提供し、

来館者が次の機会を楽しみにできるよう工夫して

います。土日祝日の午後に投影する国立天文台提

供の４Ｄ２Ｕ＊１プロジェクトの成果物を「３Ｄ

シアター」と命名して、太陽系はもちろん、宇宙

の果てまでを立体映像で案内しています。このな

かで、大気や水、温度などについて、ほかの惑星

と地球とを比較しながら私たちを取り巻く自然の

すばらしさを改めて実感する機会としています。

また、案内映像を通して、星空が身近に感じられ

るよう心がけています。このようにぐんま天文台

では、関わる人全てに対して自然にふれあう機会

を提供しています。

望遠鏡の使い方の学習

屋外での星空案内

表2－3－4－6　ボランティア自主企画参加者数の推移  （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R2

参加者数 1,743 2,265 2,165 1,066 80
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　緑豊かな農村地域にゆっくり滞在して「自然、

文化、生活、人々との交流」を楽しむグリーン・

ツーリズムを推進し、都市住民等が農村生活体験

を通じて自然とふれあい、同時に農村地域の活性

化にも繋がるような機会づくりに取り組んでいま

す。

　2020（令和２）年度は、動画配信等より広報

宣伝活動を積極的に行ったり、「グリーン・ツーリ

ズムインストラクター育成スクール」による人材

育成講座の開催により、農村地域の受け入れ体制

整備を支援しました。

２　　グリーン・ツーリズム、農泊の推進　【農村整備課】

年度
実績 H27 H28 H29 H30 R元 R２

市町村
数 14 20 20 18 20 15

箇所数 31 39 39 39 46 25

森林環境教育 森林環境教育

表2－3－4－7　事業の実施状況 （単位：人）

　自然保護に対する関心が高まるなか、正しい鳥

獣保護思想の普及を図るため、次の事業等を実施

しました。

（1）愛鳥モデル校の育成指導等

　野鳥に関する知識を深め、愛鳥思想を育む目的

のもと、愛鳥モデル校に指定した３学校の巡回指

導等を行いました。

　また、愛鳥週間ポスターの原画募集に87の小・

中・高・特別支援学校から1,191点もの作品の応

募がありました。

（2）傷病鳥獣の救護

　けがや病気により保護された野生鳥獣（傷病鳥

獣）を傷病鳥獣救護施設（林業試験場内・野鳥病

院）及び桐生が岡動物園（桐生市に委託）に収容

し（表2－3－4－8）、野生復帰を行いました。

第３項　ふれあいを深めるための「人材」の育成

１　　自然保護思想の普及啓発　【自然環境課】
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　2014（平成26）年度から始まった「ぐんま緑

の県民基金市町村提案型事業」では、児童生徒や、

県民を対象とする森林環境教育や森林体験活動を

支援するとともに、森林の機能や重要性について

普及啓発を図る取組を実施しています。

　2020（令和２）年度は、県内15市町村におい

て25事業の自然観察会や間伐体験の開催を支援

し、3,745名の方に森林の機能や重要性について

学んでもらうことができました。

第２項　ふれあいの「機会」の提供

１　　森林環境教育推進　【森林保全課】



表2－3－4－8　傷病鳥獣救護数の推移 （単位：件）

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２

野鳥病院 351 338 322 332 266 286 303 312 307 311 246 268 337 295 297 282 281
桐生が岡
動物園

（9）（5）（2）（5）（2）（7）（2）（12）（8）（11）（2）（3）（7）（7）（3）（2）（0）
104 45 77 59 32 46 44 53 101 59 105 96 47 48 47 25 27

※括弧内は獣類で外数です。

年度 H28 H29 H30 R元 R２
北毛 23,398 20,083 14,479 14,055 3,370
妙義 13,137 13,035 12,190 10,730 1,985
東毛 29,863 28,310 29,099 26,955 4,713
計 66,398 61,428 55,768 51,740 10,068

　北毛青少年自然の家は、1968（昭和43）年４

月、県下４番目の青年の家として設置され、青年

の家と少年自然の家の機能を併せ持つ青少年健全

育成施設として「北毛青年の家」の名称で運営さ

れてきました。

　施設は、子持山・小野子山の鞍部に位置し、約

15haの広大な敷地と300名を収容する教育キャ

ンプ場・体育館・総合グラウンド・野外施設等を

有しています。豊かな緑に恵まれた自然環境の中

で、野外活動や登山、ウォークラリー、各種スポ

ーツなどの体験に最適の場です。また、近くには

ぐんま天文台もあります。

　妙義青少年自然の家は、1971（昭和46）年８

月に「妙義少年自然の家」の名称で設置されまし

た。全国でも最も早く建てられた「少年自然の家」

の一つです。

　施設は、妙義山の自然林の中に位置し、豊かな

自然に囲まれ、四季を通して野鳥をはじめ多くの

動植物の姿が見られます。近くには、日本三奇勝

の一つに数えられる石門群のほか、妙義神社、さ

くらの里、富岡市立妙義ふるさと美術館や自然史

博物館などがあります。

　東毛青少年自然の家は、1979（昭和54）年秋

に「東毛少年自然の家」の名称で開所しました。

大間々扇状地の中に連なる八王子丘陵のほぼ中央

に位置し、アカマツ、コナラ、クヌギ林に囲まれ

た中にあります。

　八王子丘陵は、古生層を始め、金山流紋岩、藪

塚凝灰岩などから構成されており、動植物の種類

も多く自然観察に適しています。近くには、茶臼

山ハイキングコース、スネークセンター、石切り

場、北山・西山古墳、岩宿遺跡などの学習環境に

も恵まれ、多くの団体が利用しています。

　これらの青少年教育施設は、主に学校等の林間

学校等で利用され、自然体験や集団宿泊体験等を

通して青少年の健全育成に寄与している施設です。

また、施設が主催する自然体験等事業を通して、子

どもたちの社会性や生きる力の育成に努めています。

（1）青少年自然体験推進

　各施設とも前述の資源を生かした自然体験事業

を展開しています。例えば、野外炊事、テント泊

等の体験活動や登山、星座観察等の自然体験活動

が挙げられます。

　これらの活動を通して、子どもたちの感受性や

自主性、社会性を育てています。また、親子で取

り組む自然体験事業では、協働作業・共通体験に

より親子の絆を深めたり、自然体験不足といわれ

ている保護者世代への自然体験活動の普及・啓発

を図っています。

　また、夏季休業中には例年、県内の小学生等を

対象に３泊４日程度の長期キャンプを開催してい

ます。これは、子どもたちの社会性や生きる力を

育むため、異年齢集団を編成し、テント泊や野外

炊事等の生活プログラム、冒険プログラム等を提

供するものです(2020［令和２］年度は新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、デイキ

ャンプ等へ変更して実施)。

　なお、青少年自然体験推進に係る参加者数の推

移は表2－3－4－10のとおりです。

２　　青少年自然体験等事業　【（教）生涯学習課】

表2－3－4－9　青少年自然の家利用者数推移
（2015[平成27]年度～2020[令和２]年度） （単位：人）

2020（令和２）年度 主な主催事業
北毛青少年自然の家
・親と子の星空の夕べ
・北毛ふれあい塾（餅つきと昔遊び等)
妙義青少年自然の家  
・妙義サマーチャレンジ
・冬期ホリデー（門松つくり）
東毛青少年自然の家 
・東毛キッズデイキャンプ
・とうもうオープンデー
３所
・親子キャンプ 
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（2）ボランティア事業

　ボランティア事業は、「青少年ボランティア体験」

と「青少年ボランティア養成」に分けられます。

　「青少年ボランティア体験」は青少年を対象に、

自然の家でボランティア活動に取り組むものです。

施設設備や自然環境の整備や手入れ、施設利用者

への指導補助、主催事業における指導や補助を通

して青少年の社会性を涵
かん

養しています。

　「青少年ボランティア養成」では、自然体験活

動を通して、地域社会の一員として、温かで住み

よい地域づくりや地域を支える人づくりに貢献す

る青少年を育成しています。

　なお、ボランティア事業に係る参加者数の推移

は表2－3－4－11のとおりです。

（3）青少年自立支援事業

　青少年自立支援事業では、様々な要因により社

会とうまく関われない青少年に、自然体験や生活

体験等様々な体験活動の場を提供し、忍耐力や協

調性、社会性を育むとともに心の居場所づくりを

行っています。また、保護者への支援も併せて行

っています。

　なお、青少年自立支援事業に係る参加者数の推

移は表2－3－4－12のとおりです。

年度 H28 H29 H30 R元 R２
参加者数（人） 2,109 2,754 3,020 2,970 1,568

表2－3－4－10　青少年自然体験推進に係る参加者数の推移 

年度 H28 H29 H30 R元 R２

参加者数（人） 555 514 454 383 365

年度 H28 H29 H30 R元 R２

参加者数（人） 589 721 680 699 98

表2－3－4－11　 ボランティア事業に係る参加者数の推移

表2－3－4－12　青少年自立支援事業に係る参加者数の推移

親子キャンプ
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　民有林の人工林では、41年生以上の森林が面

積で８割を占め、木材資源は量的、質的に充実し

ています。県では森林環境の保全と森林資源の適

正利用を図るため、木材の搬出を伴う森林整備が

実施される森林経営計画区域内の林道・作業道整

備を推進しています。

（1）林道・作業道の整備

　地域資源である県産木材を利用することは、地

域の森林が再び育成される森林循環へとつながり

ます。そして健全に育成された森林は、水源の涵
かん

養や県土の保全などの公益的な機能を発揮して

人々に多大な恩恵をもたらします。

　県産木材の生産と利用を進めるには、木材運搬

のコストを下げるための林道や作業道が必要不可

欠です。

　林道は林業関係者や森林のレクリエーション利

用等、森林とのふれあいを求める人々が通行する

恒久的な道路で、木材生産や森林整備を進めるう

えで幹線となるものです。　

　作業道は、木材生産や森林整備のために林業機

械が走行する道路で、簡易な構造で整備が行われ

ています。2011（平成23）年度からの森林経営

計画区域内の林道・作業道の新設延長は図2－3

－5－1のとおりです。

２　　森林経営計画区域内における林道・作業道の整備　【林政課】

林道を活用した集材状況

Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28 R２R元Ｈ30Ｈ29

0

22

78

127 120

155 161 156156 156

延長（㎞）

年度
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100

120

140
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図２－３－５－１　森林経営計画区域内の林道・作業道の新設延長

　間伐を適切に実施することは、森林の健全性を

高め、森林の持つ多様な公益的機能を高度発揮さ

せるうえで重要です。

　また、間伐の際に発生する間伐材を運び出して

利用することにより、樹木が吸収した二酸化炭素

を木材として固定し続けることができるだけでな

く、間伐材を販売して中間収入を得ることにより、

森林所有者が森林を手入れする費用の負担を軽減

し、その後の適切な森林管理の継続と木材資源の

循環利用につなげていくことができます。

　間伐で伐った木を運び出すにはコストがかかる

ため、森林の状態や地形・道路条件等によっては

採算が合わず、間伐材を森林内に残置することも

少なくありません。そのため、間伐を行う森林を

なるべく集約し、林内路網の整備や高性能林業機

械の活用などとあわせて施業の効率化を図ること

により、利用間伐を促進しています。

第１項　持続経営可能な森林づくり

１　　利用間伐の促進　【林政課】

  第５節　森林環境の保全

＜主な指標と最新実績＞

保安林面積（累計） 234,668ha

治山事業施工面積 47ha
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（1）施業集約化の推進

　民有林では、森林の所有規模は小さく、個々の

森林所有者が単独で効率的な施業を行うことは困

難な状況です。そこで、隣接する複数の森林所有

者から路網の作設や間伐等の施業を受託し、一括

して効率的に作業を行う施業の集約化が必要とな

っています。

　しかしながら、長期的な林業の低迷や森林所有

者の世代交代等により、森林への関心が薄れ、加

えて、境界不明や所有者不明の森林の増加により、

施業集約化には大変な労力が必要となっていま

す。

　そこで、この問題を解決するため、2019（平

成31）年４月に「森林経営管理法」が施行され、

森林経営管理制度がスタートしました。この制度

では、森林所有者が自ら経営管理できない森林を

市町村に集約し、市町村による直接管理や「意欲

と能力のある林業経営者」への委託等により、効

率的な森林管理の実現を目指しています。

　この制度により、2020（令和２）年度末の時

点で県内の４市村で、約40haの森林の経営管理

が市町村へ集約されています。

「森林経営管理制度」ホームページアドレス

https://www.pref.gunma.jp/04/e30g_00086.html

（2）デジタル化・自動化の推進

　厳しい地形条件による高い労働災害発生率や低

い労働生産性といった林業特有の課題と、人口減

少などの社会的課題に対処していくため、発展が

著しいICTやロボット、AI等のデジタル化・自

動化技術を活用したスマート林業を推進しています。

（3）施業集約化による効率化

　施業の集約化により計画的かつ効果的に森林作

業道が作設でき、さらに高性能林業機械を使用す

ることで丸太生産の生産性の向上が図れます。県

では、高性能林業機械の導入を支援しており、

2020（令和２）年度の調査では、県内に204台

の高性能林業機械が導入されています。

　また、林業の低コスト化や労働負荷の軽減のた

め、下草刈り作業機械のリモコン化や無人機械の

開発が進められています。

３　　施業集約化、デジタル化・自動化の推進　【林政課、林業振興課】

表2－3－5－1　高性能機械稼働台数 （単位：台）

※年度は調査年度

年度 H29 H30 R元 R２

所有台数 178 178 187 204

高性能林業機械（プロセッサ）による造材作業（枝払い・玉切り）

122



　県では、森林環境譲与税を活用し、森林経営管

理制度の本格的な運用が始まると想定している

2022（令和４）年度までに、高度化した森林資

源情報を市町村に提供するため「森林・木材資源

情報高度化推進事業」に着手しました。

　本事業では、森林資源の分布状況をより明確に

するため、人工知能（AI）を活用し、県が毎年撮

影している航空写真を基に林相区分図を作成しま

した。AIを活用することで、広域の樹種判読を

高精度かつ効率的に実施することが可能となりま

した。

　また、県が撮影した航空写真と、国土地理院が

管理している航空レーザ計測データを用いて、森

林の資源量を解析しました。これにより、先述の

AIによる樹種判読の結果と組み合わせることで、

樹種・立木密度・材積の分布状況を森林GIS上

で見ることができるようになりました。

　本事業で整備したこれらのデータを活用し、市

町村の経営管理権集積計画作成等を支援していま

す。

４　　森林情報の共有・高度利用システムの整備　【林政課】

図2－3－5－2　AIによる樹種の自動判読
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　県では、充実した森林資源を循環利用する持続

可能な林業経営を確立し、自立した林業・木材産

業による森林資源と資金が循環する自立分散型社

会の実現を目標とする「群馬県森林・林業基本計

画2021-2030」を策定しました。

　本計画では「ゾーニングの導入」、「地理的条件に

応じた素材生産」、「低コスト林業システムの導入」

を重点的に進めることにより「供給重視から需要

重視の産業構造」への転換を図ることとしていま

す。

　ゾーニングの導入により、急傾斜地は「環境保

全林」、緩傾斜地は「資源循環林」として区分して

います。「資源循環林」では、皆伐・再造林による

短伐期林業への転換を図ることとし、デジタルデ

ータによる資源情報や路網の把握、IoT技術を活用

した高性能機械の導入などによる低コスト林業シ

ステムにより、効率的な森林管理を推進します。

　また、木材の循環利用を進めるため、大型製材・

集成材工場の誘致による需要の拡大などにより木

材流通・加工体制の基盤強化を進めます。

　これにより、林業・木材産業の産業としての自

立と森林の公益的機能の維持・増進との両立を図

り、「県産木材による自立分散型社会」の実現に向

けて、官民共創で取り組みます。

群馬県森林・林業基本計画2021-2030の策定についてコラム
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　森林は、木材や多様な林産物を生産しながら、

水源の涵
かん

養、土砂の流出や崩壊の抑制、二酸化炭

素の固定、生物多様性の保全、防風・騒音緩和な

ど生活環境の保全、癒やしやレクリエーションの

場を提供するなど、多様な公益的機能を発揮して

います。

　スギやヒノキなどの人工林では、植栽後の樹木

の成長を促すための下刈りや、樹木の成長に応じ

１　　間伐等の推進　【林政課】

第３項　公益的機能の高い森林づくり

表2－3－5－3　労働災害件数　 （単位：件・人）

年次 H28 H29 H30 R元 R２

労働災害件数 30 27 22 18 26
（内数で死亡者数）（1）（1）（2）（0） (1)

表2－3－5－2　林業従事者 （単位：人）

年度 H27 H28 H29 H30 R元

林業従事者 725 714 712 688 670

　森林組合は、森林所有者が組合員となって組織

され、森林経営だけでなく、森林の保続培養とい

う公益的機能の発揮を担う団体です。

　県内の15森林組合には森林所有者の約４割が

加入しており、その面積は約13万haで、県内民

有林面積の半分以上を占めています。また、

2019（令和元）年度の森林組合による素材生産

量は約10万７千㎥で、県内民有林の半数近くを

占めるなど、森林組合は地域林業の中核的担い手

として大きな役割を果たしています。

　県内の森林資源は量的にも質的にも充実してお

り、「植えて育てる」時代から、「伐って使う」時代

を迎えています。「植える→育てる→使う→植え

る」という森林資源の循環利用を推進することに

よって、健全な森林が育成され、森林の持つ公益

的機能が発揮されることになります。

(1) 林業従事者の確保育成

　林業の現場は、道路がない場所や傾斜地で機械

化ができない現場や作業も多く、人手が必要です。

一方、林業の現場作業を担う県内の林業従事者数

は、1982（昭和57）年度の1,797人から2006（平

成18）年度の604人まで減少しましたが、ここ

数年は700人前後で推移しています。

　森林整備によって水源涵
かん

養や災害防止機能など

を発揮させることや、伐採適期を迎えた人工林を

中心とした森林資源を循環利用するため、林業従

事者の確保・育成・定着が課題となっています。

　このため、群馬県労働力確保支援センターや群

馬県森林組合連合会などと連携して対策に取り組

んでいます。

　新たな就業者の確保対策では、ガイダンスの開

催や就業相談窓口の設置、林業体験ツアーや研修

の開催、給付金の支給を実施しています。

　育成・定着対策では、体系的に基礎的な知識・

技術を学ぶ緑の雇用事業への支援や技術向上のた

めの高性能林業機械の操作や森林作業道作設など

の研修を開催しています。また、労働環境改善の

ための林業機械貸付、退職金共済等への掛金助成

やＯＪＴ指導者向け研修の開催などを実施してい

ます。

（2）労働安全衛生対策

　林業における労働災害は長期的には減少傾向に

ありますが、他産業に比べ、労働災害の発生率等

は依然高い状況です。とりわけ伐木作業での労働

災害は林業全体の70％程度を占めており、特に

伐倒作業の基本を逸脱した方法などによって発生

した事例が後を絶ちません。

　こうしたことから、県では林業における労働災

害の防止と労働安全衛生の促進のため、林業・木

材製造業労働災害防止協会群馬県支部、群馬労働

局（労働基準監督署）と連携した林業作業現場巡

回指導、リスクアセスメント普及講習会、特殊健

康診断、蜂アレルギー検査、チェーンソー作業従

事者再教育講習等を支援しています。

２　　林業従事者の確保・育成　【林業振興課】

１　　森林組合強化対策　【林業振興課】

第２項　森林を支える仕組みづくり
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　近年、台風の大型化や局地的な集中豪雨の頻発

により、山地災害の発生する危険性が高まること

が懸念されています。

　治山事業は、森林の維持造成を通じて、森林の

持つ公益的機能を発揮させることにより、山地に

起因する災害から県民の生命・財産を保全すると

ともに、水源の涵
かん

養や生活環境の保全等を図るう

えで重要な事業であり、県民の安全・安心な暮ら

しの実現のために必要不可欠です。

（1）治山施設による山地災害防止・軽減

　荒廃した山地や荒廃のおそれの高い保安林、地

すべりが発生した地域等において、治山事業を実

施しています。荒廃渓流の土砂流出を抑制するた

めの治山ダム工、崩壊斜面を安定させるための土

留工、地すべりを防止するための施設等を設置す

ることにより、公益的機能の高い森林づくりを進

め、荒廃山地の復旧及び山地災害の予防に努めま

した。

　2020（令和２）年度は、９月の豪雨などにより、

県内で８か所の山地災害が発生しました。緊急性

の高い箇所から復旧整備を進め、その他の箇所に

ついても計画的に事業を実施する予定です。

　治山事業施工面積の推移は表2－3－5－4のと

おりです。

２　　治山事業の推進　【森林保全課】

て生育密度を調整する「間伐」などの施業を適切

に行うことにより、木材としての利用価値を高め

るとともに、森林の健全性が高まり、公益的機能

の高度発揮が期待されます。

　しかしながら、適切に間伐が行われていない森

林では、本数が過密になって林内が暗くなり、下

層植生が衰退して防災機能や生物多様性の低下を

招くほか、樹木の生育不良により、木材生産機能

をはじめとする様々な機能が低下してしまいま

す。

　県では、森林所有者等が実施する間伐等の施業

を支援し、公益的機能の高い森林づくりを推進し

ています。

　水源の涵
かん

養、山地災害の防止など、私たちの暮

らしを守るうえで特に重要な役割を果たしている

森林を、国や県が保安林に指定しています。保安

林では、その働きが損なわれないように、立木の

伐採や土地の形質変更を制限したり、治山事業に

よって適切に手を加えるなど、保安林としての機

能を維持・増進するために必要な管理を行ってい

ます。

　2020（令和２）年度末現在、本県の保安林面

積は23万haで、林野面積の約55％、県土面積の

約37％を占めています。保安林面積（累計）の

推移は表2－3－5－5のとおりです。

３　　保安林の適正な管理・保全・指定の推進　【森林保全課】

表2－3－5－5　保安林面積（累計）の推移（単位:ha）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

面積 233,928 234,179 234,340 234,592 234,668

流木及び土砂の流出を抑制した治山ダム工

表2－3－5－4　治山事業施工面積の推移（単位:ha）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

面積 57 49 45 36 47
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（1）森林病害虫

　本県の森林に大きな被害をもたらす森林病害虫

として、アカマツやクロマツが枯れる「マツ枯れ」

と、コナラやミズナラなどが枯れる「ナラ枯れ」

があります。「マツ枯れ」は、マツノマダラカミ

キリが運んでくるマツノザイセンチュウが、「ナラ

枯れ」はカシノナガキクイムシが運んでくるナラ

菌が、元気なマツやナラに入り込んで枯らしてし

まう病気です。

　県内のマツ枯れ被害は、1978（昭和53）年頃

から発生し、1992（平成４）年頃の被害が最も

多く、現在でも赤城山や太田の金山、館林の多々

良沼周辺などで多く発生しています。

　被害にあったマツは、そのままにしておくと、

マツノマダラカミキリが増えたり、枯れたマツが

風で倒れる危険もあるため、できる限り伐採して

います。

　また、マツ枯れ跡地には、シノなどが生えてし

まうため、自然に元の姿に戻ることはありません。

　このように荒廃した森林は、野生動物が隠れや

すくなるため、森林被害の増加も考えられます。

　できるだけ早く、次の世代の木を植えて森林を

再生する必要があります。

　今後も市町村や森林ボランティア等と協力して、

マツ枯れ被害が広がらないよう、またマツ枯れ跡

地の森林の再生が進むよう努めます。

　ナラ枯れ被害は、2010（平成22）年度にみな

かみ町で初めて確認されました。2014（平成

26）年度には県内での被害が一旦終息しましたが、

2015（平成27）年度の再発後、被害量は増加傾

向で、特に2020（令和２）年度については大幅

に被害量が増加しました。シイタケ栽培の盛んな

本県にはコナラ林がたくさんあります。ドングリ

の木でもある大切なナラが無くならないよう、被

害の発生状況などの調査を行い、早期発見と被害

拡大の防止に努めます。

（2）気象害

  異常気象による大規模な気象災害が、いつの間

にか「当たり前」になりつつあります。

カシノナガキクイムシの発生状況調査

ボランティアによるマツ枯れ跡地の森林再生

５　　森林病害虫、気象害、林野火災対策　【林政課】

マツが枯れ、シノだらけになった森林

　保安林以外の民有林については、１haを超える

開発行為に対する許可制度を通じて森林の土地の

適正な利用の確保を図っています。

　また、保安林を含めた民有林について森林保全

巡視指導員及び森林保全推進員（ボランティア）

による森林パトロールを実施し、各種森林被害の

予防及び森林被害等に対する適切な応急措置を行

うとともに、森林所有者や入山者に対し森林の適

切な保護や管理について指導を行っています。

４　　林地開発許可制度の適正な運用　【森林保全課】
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　本県でも、夏の台風や集中豪雨による水害や風

害、冬の寒風害などが毎年のように発生していま

す。

　被害が発生した森林は、そのままにしておくと

大変危険です。少しでも早く元の姿に戻るよう、

被害木を整理して植え直し、森林の再生に努めて

います。

 

（3）林野火災対策

　2020（令和２）年の林野火災発生件数は７件、

被害面積は1.36haで、発生件数は過去５年間で

最も減少しました。

　季節的には、湿度の低い１月から５月にかけて

多く発生しており、原因が特定できないものを除

くと、たき火等の野外焼却や火遊びなど、人為的

なものが出火原因のほとんどを占めています。 

　このため、県では、予防対策として、山火事予

防運動実施期間（３月１日から５月31日まで）に、

巡視活動、広報車によるパトロールと注意喚起、

山火事用心のポスターの掲示などを関係機関と連

携を図りながら実施しています。

林野火災

水害による山崩れで倒れたヒノキ

　群馬県では、県産木材の利用を促進するとともに、

森林づくりや木材の利用にかかわる人づくりを推

進するため、木に触れ、その温もりや良さを感じ

てもらう「木育」に取り組んでいます。

　木育への取組をより広く県民の皆さんに知って

もらうため、群馬県は2020（令和２）年12月16

日、全国で木育の推進に取り組んでいる認定NPO

法人芸術と遊び創造協会（東京おもちゃ美術館）

とウッドスタート宣言の調印式を行いました。

　都道府県でウッドスタート宣言を行ったのは、

全国で３番目、東日本では初めてです。

　群馬県では、県内全ての市町村が木育に取り組

むよう呼びかけるほか、木育インストラクター養

成講座を開催し、地域の木育推進のリーダーとな

る指導者を育成します。

　また、木製玩具等を介した市町村間・事業者間

連携を県が支援します。

　群馬県はウッドスタート宣言を契機に循環型社

会の構築を目指し、県内における木育の更なる推

進や県産木材の利用に向け、積極的に取り組んで

いきます。

ぐんまウッドスタート事業コラム

〇 群馬県ウッドスタート宣言調印式＆講演会の様子は群馬県
公式youtubeチャンネル「tsulunos」で公開中

（https://www.youtube.com/watch?v=fj15GtJDwSI）

ウッドスタート宣言済み市町村の新生児誕生祝い品
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　かつて、きのこや山菜、薪や炭、肥料にする落

ち葉や生活用具の材料となる木材や竹など、日々

の生活に必要な様々なものを、私たちは身近な里

山から得ていました。

　また、里山は、二次的自然として、特有の動植

物の生息地となることで、生物多様性を保全する

機能を担っていました。

　しかし近代化が進み、電気やガスが普及し、食

材や道具類はいつでも簡単に手に入る時代となっ

た今、たとえ人家裏の雑木林や里山であっても非

常に遠い存在となっています。

　人の手が入らなくなった里山は、ヤブや竹、シ

ノが繁茂し、更に人を寄せ付けなくなります。

　このような荒廃した里山は、イノシシなどの野

生動物の隠れ場となり、近隣の畑や果樹園におけ

る農作物被害を拡大させています。

　また、ヤブだらけの里山は、ごみが投棄されや

すく、さらに見通しが悪いと防犯上の問題も起き

やすくなります。里山の保全は、生物多様性だけ

でなく、地域の安全安心な生活環境を維持するた

めにも重要な課題です。

　野生鳥獣の被害が発生する地域や、ごみの不法

投棄や、見通しが悪く防犯上の問題がある地域で

は、2014（平成26）年度から始まった「ぐんま

緑の県民基金市町村提案型事業」の「荒廃した里

山・平地林の整備」事業を活用し、地域住民と市

町村が連携し、身近な里山や竹林の整備に取り組

んでいます。

表2－3－6－1　事業の実施状況

年度
実績 H28 H29 H30 R元 R２

市町村数 29 29 27 27 27

箇所数 177 214 250 274 294

１　　ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業（荒廃した里山・平地林の整備）　【森林保全課】

第１項　里山・平地林・里の水辺の整備

  第６節　里山・平地林・里の水辺の再生

ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業「荒廃した山村・平地林の整備」で整備した里山

⇨

　多々良沼及び城沼周辺において、沼に流入する

河川の水質等の改善や絶滅種の復活及び減少しつ

つある希少種の復活を目指し、失われてしまった

自然の再生・保全に向けて、2010（平成22）年

４月に地域住民、NPO、学識経験者、地方公共

団体、関係行政機関など多様な主体により「多々

良沼・城沼自然再生協議会」を設立しました。

　2011（平成23）年５月には、協議会の目標と

なる全体構想を策定し、「水質」「生態系」「親水性」

の目標を掲げました。2014（平成26）年１月に

は、目標達成に向け、それぞれの主体が取り組み

やすいよう、協議会としての実施計画を策定し、

その後は実施計画に基づき、それぞれの目標に沿

った様々な事業を展開しています。

　2020（令和２）年度は、多々良沼においてヨ

シ焼きを行いました。枯れたヨシを焼くことは、

春に多くの植物に対して芽生えの機会を与え、豊

かな湿地環境の保全に繋がります。ヨシ焼きに先

立ち、｢多々良沼自然公園を愛する会｣ の主催で、

「多々良沼・城沼自然再生協議会」の各構成団体

２　　多々良沼公園における自然再生活動の推進　【都市計画課】
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や地元の皆さん約50名のご協力により、延焼防

止のためのヨシ刈りを実施しました。ヨシ焼きに

ついては、昼頃には無事終了し、対岸を見渡せる

広大な光景が眼前に広がりました。

　他には、植物・水質等のモニタリング調査を例

年どおり実施し、外来種駆除にも取り組みました。

　これからも、一人でも多くの参加者とともに、

自然再生に向けた取組を積極的に進めて参りま

す。

「多々良沼・城沼自然再生協議会」ホームページ

アドレス

http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/chiiki

/tatebayashi/tatarajou/

多々良沼ヨシ焼きの様子
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（1）　河川・湖沼の水質測定の実施と結果

　「水質汚濁防止法」に基づき都道府県は、公共

用水域＊１ の水質の汚濁状況を監視する必要があ

ります。

　本県では、国土交通省や各市など、関係機関と

協同で、主要な河川と湖沼の水質を測定し、環境

基準の達成状況を確認しています。

　2020（令和２）年度は、81河川・12湖沼に

おける215地点で水質の測定を行いました。

　測定項目は、環境基準＊２が定められている「人

の健康の保護に関する項目＊３」（カドミウム・シ

アンなど）と「生活環境の保全に関する項目＊４」

（BOD・CODなど）、「水生生物の保全に関する項

目＊５ 」（全亜鉛など）が中心です。

ア　人の健康の保護に関する項目

　測定を行った全160地点で環境基準を達成し

ました。

イ　生活環境の保全に関する項目

　環境基準の類型が指定＊６されている21河

川・38水域における40地点と12湖沼の12地点、

計52地点（環境基準点＊７ ）について評価を行

いました。

　ａ　河川

　40か所の環境基準点の達成状況をBODで

評価を行うと33地点で環境基準を達成し、

達成率は82.5％で、長期的には、ゆるやか

な改善傾向がみられます。水域別にみると、

全38水域のうち環境基準を達成している水

域は31水域であり＊８、水域単位での達成率

は81.6％（参考値）となります。環境基準

を達成していない河川は、前年度と同様に県

央・東毛地域の利根川中流の支川と渡良瀬川

下流の支川に多く見られました。

ｂ　湖沼

　12か所の湖沼の環境基準点の達成状況を

CODで評価を行うと、８湖沼で環境基準を

１　　河川・湖沼・地下水の水質測定　【環境保全課】

＊１ 公共用水域：河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に
供される水路（公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を有しているものを除く。）です。

＊２ 環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、環境施策に係る行政上の目標のことです。大気汚染、
水質汚濁、土壌汚染、騒音について定められています。

＊３ 人の健康の保護に関する項目：公共用水域の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として設定さ
れた項目です。これには、シアンをはじめ蓄積性のある重金属類のカドミウム、鉛、六価クロム、砒素、水銀、アルキル水銀と人工的に作り
出されたPCB及びトリクロロエチレン等の27項目があります。基準値は項目ごとに定められています。

＊４ 生活環境の保全に関する項目：生活環境の保全に関する項目として定められたものです。水質汚濁に関しては、pH、BOD、COD、SS、
DO、大腸菌群数、全窒素、全りん等の10項目について、河川、湖沼など公共用水域の水域類型ごとに環境基準が定められています。

＊５ 水生生物の保全に関する項目：生活環境を構成する有用な水生生物やその餌生物の生息や生育環境を保全するため、2003（平成15）年に定
められました。

＊６類型指定：河川、湖沼及び海域別に、それぞれの利水目的に応じて水域の類型が定められています。
＊７環境基準点：環境基準の水域類型指定が行われた水域において、環境基準の達成状況を把握するための地点です。
＊８ 水域単位による環境基準達成の評価：同一水域に複数の環境基準点が存在する場合、その水域内の全ての環境基準点が環境基準を達成したと
きに、その水域が環境基準を達成したとみなします。水域単位による達成率の評価は、この白書では参考値として扱います。また、群馬県の
湖沼では、１水域に１環境基準点が設定されており、湖沼の場合には、達成した水域数で評価した場合と、達成した環境基準点数で評価した
場合の環境基準の達成率は等しくなります。

第１項　水質汚濁・地下水汚染の防止

〈主な指標と最新実績〉

公共用水域水質測定調査環境基準達成率　

　　河川（BOD75%値）82.5％ （33/40地点）

　　湖沼（COD75%値）66.7％ （８/12地点）

10mm以上の地盤沈下面積 0.00㎢

汚水処理人口普及率（2020[令和２]年３月末） 81.8％

  第１節　水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進

第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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達成し、達成率は66.7％でした。なお、天

然湖沼は３湖沼全てで環境基準を達成してい

ませんが、自然由来の有機物が原因と考えら

れます。

ウ　水生生物の保全に関する項目

ａ　河川

　環境基準の類型が指定されている21河

川・26水域の41地点のうち、39地点で環境

基準を達成しました（達成率95.1％）。

　水域単位では、全26水域中、24水域で環

境基準を達成しています（達成率92.3％：

参考値）。

ｂ　湖沼

　環境基準の類型が指定されている全11湖

沼で環境基準を達成しました（達成率100

％）。

エ　渋川地区の水銀環境汚染調査

　渋川市には、県内の代表的な化学工場などが

あり、過去には、これらの工場でも水銀を使っ

た生産活動が行われていたことから、1973（昭

和48）年以来、環境調査を続けています。

　2020（令和２）年度も、渋川市大崎周辺の

利根川の水質と底質について「総水銀＊９」を

調査しました。水質は、利根川、工場排水路及

び用水路について、それぞれ年２回調査し

ましたが、いずれの地点でも環境基準値

（0.0005mg/L）及び排水基準値（0.005mg/L）

を下回りました。

　底質については、利根川及び用水路について

年１回調べたところ、いずれの地点でも底質の

暫定除去基準（25ppm）を下回りました。

BOD（生物化学的酸素要求量）

水中の微生物が汚濁物（有機物）を分解する

ときに消費する酸素の量で、単位は㎎/Lで

表します。河川水、排水などの汚濁の程度を

示すもので数値が大きいほど水が汚れている

ことを示します。

COD（化学的酸素要求量）

酸化剤（過マンガン酸カリウム）が水中の汚

濁物を酸化する時に消費する酸素の量で、単

位は㎎/Lで表します。湖沼や海の汚れを測

る代表的な目安として使われます。この値が

大きいほど水が汚れていることを示します。

表2－4－1－1　河川の年度別BOD環境基準達成率 （単位：％）

表2－4－1－2　湖沼の年度別COD環境基準達成率 （単位：％）

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２
群馬県 77.5 75.0 82.5 77.5 85.0 80.0 82.5 80.0 85.0 82.5
全　国 93.0 93.1 92.0 93.9 95.8 95.2 94.0 94.6 94.1 －

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２
群馬県 50.0 75.0 83.3 83.3 91.7 75.0 75.0 75.0 58.3 66.7
全　国 53.7 55.3 55.1 55.6 58.7 56.7 53.2 54.3 50.0 －

＊９総水銀：アルキル水銀等の有機水銀と無機水銀を合算したものの総称です。

図2－4－1－1　環境基準達成状況推移

※2002（平成14）年度までの環境基準類型指定湖沼数は３湖沼（赤城大沼、榛名湖、尾瀬沼）。その後、
2003（平成15）年３月に５湖沼（奥利根湖、ならまた湖、藤原湖、草木湖、神流湖）、2005（平成17）年３
月に３湖沼（赤谷湖、薗原湖、梅田湖）、2009（平成21）年３月に１湖沼（洞元湖）が新たに指定されました。
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表2－4－1－3　2020（令和２）年度　県内河川ベスト3（BOD75％値＊10の比較）

表2－4－1－4　2020（令和２）年度　県内河川ワースト３（BOD75％値の比較）

順位 河川名 地点名 主な流域市町村 類型（基準値） BOD（㎎/L）前年度順位

1
赤谷川 小袖橋 みなかみ町 ＡＡ(1mg/L以下）  0.5未満 1

吾妻川 新戸橋 嬬恋村・長野原町 Ａ(2mg/L以下）  0.5未満 1

3

片品川 桐の木橋 片品村
ＡＡ(1mg/L以下）

0.5 1

烏川 烏川橋 高崎市 0.5 1

利根川 月夜野橋 みなかみ町
Ａ(2mg/L以下）

0.5 1

神流川 森戸橋 上野村・神流町 0.5 1

順位 河川名 地点名 主な流域市町村 類型（基準値） BOD（㎎/L） 前年度順位

1 休泊川 泉大橋 太田市・大泉町 Ｃ(5mg/L以下） 7.7 3

2 鶴生田川 岩田橋 館林市・板倉町 Ｃ(5mg/L以下） 7.5 1

3 谷田川 合の川橋 明和町・館林市・板倉町 Ｃ(5mg/L以下） 6.0 4

＊10 75％値：BODやCODの環境基準適合状況を判定するときに用いる値で、年間の日平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ、
0.75×n番目（ｎは、日平均値のデータ数）の値（0.75×nが整数でない場合は、端数を切上げた整数番目の値）です。

ＢＯＤ2.0㎎/L以下

ＢＯＤ2.1～3.0㎎/L

ＢＯＤ3.1～5.0㎎/L

ＢＯＤ5.1㎎/L以上
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図2－4－1－2　2020（令和２）年度　公共用水域水質測定結果（BOD（COD）75％値の状況）
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（注） １．測定結果の水質の値について、ＢＯＤは75％値、ほかの項目は年平均値です。
 ２．ＳＳ(浮遊物質量)：水中に浮遊する物質の量です。水の濁りの原因となり、ＳＳが大きくなると魚類に対する影響が現れます。
 ３．ＤＯ(溶存酸素)：水中に溶け込んでいる酸素の量です。溶存酸素は水の自浄作用や水中の動植物の生育に不可欠なものです。
 ４．ＭＰＮ(最確数)：検水を希釈して大腸菌群の有無を確認し、理論上最もありそうな数値を算出したものです。
 ５．ＢＯＤの環境基準は、AA類型で1mg/L、Ａ類型で2mg/L、Ｂ類型で3mg/L、Ｃ類型で5mg/Lです。
 ６． 水生生物に係る環境基準は、全亜鉛で0.03mg/L（生物Ａ、生物Ｂとも）、ノニルフェノールで0.001mg/L（生物Ａ）又は0.002mg/L

（生物Ｂ）、ＬＡＳ（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）で0.03mg/L（生物Ａ）又は0.05mg/L（生物Ｂ）です。
 ７．類型の欄が“－”となっている地点は、その類型に係る環境基準点ではないことを示します。

（注） １．測定結果の水質の値について、ＣＯＤは75％値、底層ＤＯは最低値、他の項目は年平均値です。
 ２．ＣＯＤの環境基準はＡ類型で3mg/Lです。
 ３．全燐の環境基準はⅠ類型で0.005mg/L、Ⅱ類型で0.01mg/L、Ⅲ類型で0.03mg/Lです。
 ４． 水生生物に係る水質環境基準は、全亜鉛で0.03mg/L（生物Ａ）、ノニルフェノールで0.001mg/L（生物Ａ）、 ＬＡＳ（直鎖アル

キルベンゼンスルホン酸及びその塩）で0.03mg/L（生物Ａ）です。
 ５．類型の欄が“－”となっている地点は、類型指定されていないことを示します。

表2－4－1－6　湖沼の水質測定結果

表2－4－1－5　河川の水質測定結果

湖沼名 類型 窒素・
燐類型

水生生
物類型 pH

SS
［㎎/
L］

DO
［㎎/
L］

大腸菌群数
［MPN/100mL］

COD
［㎎/L］

COD基準
達成状況

全窒素
［㎎/L］

全燐
［㎎/L］

全燐基準
達成状況

全亜鉛
［㎎/L］

ノニルフェノール
［㎎/L］

LAS
［㎎/L］

水生生
物達成
状況

底層DO
［㎎/L］

赤城大沼 A Ⅱ 生物A 7.3 1 8.4 2400 3.9 × 0.31 0.015 × 0.001 ＜0.00006 0.0012 ○ 1.0
榛名湖 A Ⅱ 生物A 7.7 3 7.8 51 3.8 × 0.25 0.010 ○ 0.001 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 0.8
尾瀬沼 A － 生物A 6.9 2 7.8 130 4.9 × 0.16 0.023 － 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ ＜0.5
奥利根湖 A Ⅱ 生物A 6.9 1 8.8 350 1.9 ○ 0.17 0.005 ○ 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 5.2
ならまた湖 A Ⅰ 生物A 7.1 1 9.0 200 2.1 ○ 0.18 0.004 ○ 0.004 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 4.6
藤原湖 A Ⅱ 生物A 6.9 1 9.7 63 1.6 ○ 0.23 0.007 ○ 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 5.9
草木湖 A Ⅲ 生物A 7.3 2 8.8 5400 1.8 ○ 0.52 0.010 ○ 0.007 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 0.8
神流湖 A Ⅲ 生物A 8.0 9 8.3 500 2.2 ○ 0.68 0.021 ○ 0.001 ＜0.00006 0.0006 ○ 1.0
赤谷湖 A Ⅱ 生物A 6.8 4 9.0 160 1.4 ○ 0.45 0.008 ○ 0.004 ＜0.00006 ＜0.0006 ○ 1.5
薗原湖 A Ⅲ 生物A 7.4 4 9.3 390 1.8 ○ 0.75 0.019 ○ 0.004 ＜0.00006 0.0006 ○ 0.5
梅田湖 A Ⅲ 生物A 7.7 3 10 2200 2.8 ○ 0.78 0.011 ○ 0.002 － － ○ －
洞元湖 A Ⅱ － 7.2 1 8.7 300 3.2 × 0.27 0.007 ○ 0.006 ＜0.00006 0.0015 － －

水域名 地点名 類型 水生生物類型 pH SS
［㎎/L］

DO
［㎎/L］

大腸菌群数
［MPN/100mL］

BOD
［㎎/L］

BOD基準
達成状況

全亜鉛
［㎎/L］

ﾉﾆﾙﾌｪﾉ-ﾙ
[mg/L]

LAS
［㎎/L］

水生生物
達成状況

利根川上流(1) 広瀬橋 AA

生物A

7.1 1 10 63 0.6 ○ 0.001 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
利根川上流(2) 月夜野橋 A 7.1 3 10 290 0.5 ○ 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○

利根川上流(3) 大正橋 A 7.5 3 10 1400 0.8 ○ 0.001 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
群馬大橋 A 7.5 7 11 2000 1.3 ○ 0.007 ＜0.00006 ＜0.0006 ○

利根川上流(4) 福島橋 A 7.4 8 10 2000 0.8 ○ 0.003 ＜0.00006 0.0006 ○

利根川中流 坂東大橋 A 生物B 7.6 11 10 9100 1.2 ○ 0.010 ＜0.00006 0.0006 ○
利根大堰 A 7.6 12 9.5 6700 1.2 ○ 0.012 ＜0.00006 0.0009 ○

赤谷川 小袖橋 AA 生物A 7.3 2 11 400 <0.5 ○ 0.001 ＜0.00006 0.0007 ○
片品川上流 桐の木橋 AA 生物A 7.3 1 9.6 180 0.5 ○ 0.001 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
片品川下流 二恵橋 AA 7.6 2 10 650 0.6 ○ 0.002 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
吾妻川上流 新戸橋 A 生物A 5.4 26 10 10 <0.5 ○ 0.007 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
吾妻川下流 吾妻橋 A 7.8 4 10 710 1.0 ○ 0.001 ＜0.00006 0.0006 ○
烏川上流 烏川橋 AA 生物A 7.7 2 9.7 3200 0.5 ○ 0.001 ＜0.00006 0.0016 ○
烏川下流 岩倉橋 B 生物B 7.8 8 10 24000 2.6 ○ 0.015 ＜0.00006 0.0014 ○
碓氷川上流 中瀬橋 A 生物A 7.9 3 10 960 0.7 ○ 0.002 ＜0.00006 0.0017 ○
碓氷川下流 鼻高橋 B 生物B 8.1 3 10 26000 1.0 ○ 0.016 ＜0.00006 0.0030 ○
鏑川（上流） 只川橋 － 生物A 8.2 4 10 13000 0.7 － 0.002 ＜0.00006 0.0015 ○
鏑川（下流） 鏑川橋 A 生物B 8.5 13 11 1900 1.4 ○ 0.002 ＜0.00006 0.0024 ○
井野川上流 浜井橋 B 生物B 7.9 5 9.6 75000 2.1 ○ 0.006 ＜0.00006 0.011 ○
井野川下流 鎌倉橋 C 8.4 11 10 70000 2.6 ○ 0.008 ＜0.00006 0.0047 ○
神流川(1) 森戸橋 A

生物A
8.0 25 9.9 88 0.5 ○ 0.001 ＜0.00006 ＜0.0006 ○

神流川(2) 藤武橋 A 7.9 4 10 1900 0.9 ○ 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
神流川(3) 神流川橋 A 8.2 4 11 3400 1.0 ○ 0.003 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
広瀬川 中島橋 B 生物B 7.6 10 9.9 15000 2.6 ○ 0.019 ＜0.00006 0.015 ○
桃ノ木川 笂井橋 B 生物B 7.6 7 11 13000 1.3 ○ 0.006 ＜0.00006 0.0021 ○
荒砥川 奥原橋 A 生物B 7.6 13 9.9 38000 5.3 × 0.018 ＜0.00006 0.0030 ○
粕川 保泉橋 A 生物B 7.9 10 9.8 44000 2.9 × 0.049 ＜0.00006 0.031 ×
早川上流 早川橋 A 生物B 7.6 10 10 35000 2.3 × 0.011 ＜0.00006 0.010 ○
早川下流 前島橋 B 7.6 12 9.1 340000 5.0 × 0.018 ＜0.00006 0.0008 ○
石田川上流 大川合流前 A 生物B 7.6 9 8.8 74000 1.6 ○ 0.015 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
石田川下流 古利根橋 B 7.5 7 8.9 78000 2.3 ○ 0.024 ＜0.00006 0.0010 ○
休泊川 泉大橋 C 生物B 7.2 11 7.4 34000 7.7 × 0.012 ＜0.00006 0.094 ×

渡良瀬川上流 高津戸 A

生物A

7.3 2 9.7 1200 0.8 ○ 0.005 ＜0.00006 ＜0.0006 ○
赤岩用水
取水口

A 7.6 4 10 2800 1.1 ○ 0.004 ＜0.00006 0.0007 ○渡良瀬川(1) A
渡良瀬川(2) 葉鹿橋 A 7.7 22 11 4800 1.2 ○ 0.008 ＜0.00006 0.0010 ○
渡良瀬川(3) 渡良瀬大橋 B 生物B 7.4 4 9.2 29000 1.7 ○ 0.014 ＜0.00006 0.0012 ○
桐生川上流 観音橋 A 生物A 7.4 3 10 1500 0.7 ○ 0.001 ＜0.00006 0.0009 ○
桐生川下流 境橋 A 7.6 16 9.8 4300 1.4 ○ 0.003 ＜0.00006 0.0038 ○
矢場川 落合橋 C 生物B 7.3 11 9.2 73000 1.8 ○ 0.008 ＜0.00006 0.0054 ○
谷田川 合の川橋 C 生物B 7.4 18 7.7 50000 6.0 × 0.013 ＜0.00006 0.0051 ○
鶴生田川 岩田橋 C 生物B 7.9 21 9.2 1500 7.5 × 0.004 ＜0.00006 0.0023 ○
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（2）　地下水の水質測定の実施と結果

　地下水は、水温の変化が少なく一般に水質も良

好であるため、貴重な水資源として水道、農業及

び工業などに広く利用されていますが、いったん

有害物質に汚染されると、その回復は困難で影響

が長期間持続するなどの特徴があります。

　有害物質による地下水汚染の未然防止を図るた

め、「水質汚濁防止法」では有害物質を含む汚水等

の地下への浸透を禁止する措置や地下水の水質の

監視測定体制の整備などの規定が設けられていま

す。

　県内の地下水の水質監視は、「水質汚濁防止法」

の規定により作成した水質測定計画に基づき、県

及び同法で定める４市（前橋市、高崎市、伊勢崎

市及び太田市）が行っています。

ア　地下水質概況調査

　ａ　調査方法等

　県内の地下水の状況を把握するため全県を

４キロメートル四方の151区画に区分し、１

区画につき１本（県99、前橋市13、高崎市

18、伊勢崎市９、太田市12）の井戸につい

て調査しました。

　県が実施した99井戸では、地下水環境基

準が定められている項目（表2－4－1－7）

を、ローリング方式と定点方式で調査しまし

た。ローリング方式では、過去の調査結果等

を勘案し、対象項目をＡ～Ｅの５段階に区分

し、各区画の井戸における調査項目を選択し

ています。ひとつの井戸で複数の項目を調査

することもあります。定点方式では、鉛、砒

素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を調査

しました。

　2020（令和２）年度の地下水質概況調査

では、ローリング方式により項目Ａを97井

戸で、項目Ｂを46井戸で、項目Ｃを23井戸で、

項目Ｄを18井戸で、項目Ｅを９井戸で調査し、

定点方式により２井戸を調査しました。

　なお、４市実施分の計52井戸では、すべ

ての項目を調査しました。

　ｂ　2020（令和２）年度の結果

　図2－4－1－3のとおり、24本の井戸で硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊11が、１本の井

戸で鉛が、１本の井戸でトリクロロエチレン

が環境基準を超過して検出されました。

　2020（令和２）年度の地下水環境基準達

成率は82.8％（125/151地点）でした。

イ　地下水質継続監視調査

　概況調査等で地下水質が環境基準を超過した

地区の汚染の推移を監視するため、継続的に調

査をしています。

　過去の概況調査でトリクロロエチレン等の有

害物質が環境基準値を超過して検出された、前

橋市３地区、高崎市２地区、伊勢崎市２地区、

桐生市１地区、渋川市１地区、館林市１地区、

富岡市１地区及び藤岡市１地区の計12地区で

汚染状況の監視のための継続監視調査を実施し

ています。その結果、５地区６井戸で基準値超

過が確認されました。

　また、2007（平成19）年度からは硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素について、20井戸を選定

して継続監視調査を開始しました。2020（令

和２）年度からは、調査井戸を見直し、27井

戸において調査しています。

ウ　周辺（終了）調査

　継続監視調査において環境基準を下回る状態

が継続している地区の汚染状況を確認し、同地

区の継続監視調査の終了を検討するため実施す

＊11 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素：生活排水やし尿の汚染があったり田畑の窒素肥料の影響などがあると、地下水中に多量に含まれていることがあ
ります。

表2－4－1－7　地下水環境基準が定められている項目

Ａ　 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、六

価クロム、鉛、砒素

Ｂ　 カドミウム、ほう素、ジクロロメタン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1,2－ジクロロエタン、1,2－ジクロロエチ

レン

Ｃ　 1,1－ジクロロエチレン、1,1,2－トリクロ

ロエタン、クロロエチレン、四塩化炭素、

1,1,1－トリクロロエタン、1,3－ジクロロ

プロペン、ベンゼン

Ｄ　 セレン、1,4－ジオキサン、全シアン、総水

銀、アルキル水銀（総水銀が検出された場

合のみ分析）

Ｅ　PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ
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図2－4－1－3　地下水質概況調査における環境基準値超過井戸

るものです。

　2020（令和２）年度は終了調査は行ってい

ませんが、環境基準を継続して下回っている地

区については、順次周辺調査を行うこととして

います。

エ　群馬県地下水質改善対策連絡協議会

　2003（平成15）年度に学識経験者と関係機

関の職員を構成員とする「地下水質改善対策連

絡協議会」を設置しました。大間々扇状地をモ

デルに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下

水の汚濁機構について検討を行い、農業、畜産、

生活排水等による複合的な影響を受けているも

のと推定されました。

　現在、それぞれの汚染原因の影響を確認でき

る地点を選定し、汚染の推移について継続的に

調査しています。
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　公共用水域で発生した水質汚濁事故については、

関係機関が連携して原因調査と被害拡大防止策を

講じるとともに、速やかに下流域の利水関係機関

に通報します。

（1）水質汚濁事故の発生状況

　2020（令和２）年度の水質汚濁事故は42件で、

種類別事故状況は図2－4－1－4、事故原因別は

図2－4－1－5のとおりです。水質汚濁事故は目

視により発見されるケースがほとんどで、その中

でも油の流出事故が多くなっています。事故の発

生原因としては、人的ミスや交通事故が多くなっ

ていますが、原因不明の事故も多い状況です。そ

のほかには、不法投棄に起因するものも含まれて

います。

　原因者が判明した場合は、事故の再発を防ぐな

どの指導を行っています。

　水質汚濁物質が河川等の公共用水域に流出する

と、下流の浄水場が取水を停止するなど利水障害

を起こしたり、水生生物がへい死したりする場合

があります。

　そのため、水質汚濁事故を極力未然に防止でき

るよう、県民や事業者へ啓発することが重要とな

ります。

（2）特定指定物質の適正管理制度

　2012（平成24）年５月に利根川水系の複数の

浄水場で水道水質基準を超える有害なホルムアル

デヒドが検出され、流域の都県で取水制限等が実

施されるという大規模な水質事故が発生しまし

た。

　これを受けて、「群馬県の生活環境を保全する条

例」の一部改正を行い、水道水への影響が大きい

化学物質（特定指定物質）についての適正管理制

度を創設し、2013（平成25）年４月から施行し

ました。

　2021（令和３）年３月31日時点で適正管理計

画の届出をしているのは212者です。届出済事業

者の業種は表2－4－1－8、取扱物質種類は表2－

4－1－9のとおりで、業種では製造業や上水道業

が多く、取扱物質種類ではアルミニウムや鉄が多

くなっています。

２　　水質汚濁事故の迅速な情報伝達と関係機関との連携　【環境保全課】

魚のへい死
10％

油の流出
52％

化学物質の流出
5％

白濁・着色
12％

その他21％ 年度
内容 H28 H29 H30 R元 R２

油の流出 55 32 35 47 22

魚のへい死 9 13 10 7 4

白濁・着色 7 3 3 6 5

化学物質の流出 4 3 1 5 2

その他 5 6 8 2 9

合計 80 57 57 67 42

その他
2％

自然現象
0％

交通事故
22％

人的ミス
55％

原因不明
21％

年度
内容 H28 H29 H30 R元 R２

人的ミス 31 17 19 29 23

交通事故 19 9 13 10 9

自然現象 2 5 4 0 0

その他 7 7 5 7 1

原因不明 21 19 16 21 9

合計 80 57 57 67 42

図2－4－1－4　種類別事故状況

図2－4－1－5　原因別事故状況

　

 （件）

 （件）
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　「水質汚濁防止法」及び「群馬県の生活環境を

保全する条例」では、特定事業場等＊12に対し排

水濃度の基準を設けて排出水を規制しています。

　さらに、県では、「水質汚濁防止法」よりも厳し

い排水基準（上乗せ基準＊13）を設定する条例（排

水基準上乗せ条例）を設け、規制対象を排水量

10㎥/日以上の特定事業場に拡大し、基準値もよ

り厳しいものとしています。

　また、2006（平成18）年度に「群馬県の生活

環境を保全する条例」を改正施行し、それまで排

水濃度の基準の対象となっていなかった特定事業

場以外の工場・事業場に対しても一部の項目で排

水濃度の基準を設け、水質汚濁物質の排出抑制を

図っています。

（1） 特定施設の届出状況（2020［令和２］年度末

現在）

　「水質汚濁防止法」に基づく特定施設の届出状

況及び「群馬県の生活環境を保全する条例」に基

づく水質特定施設の届出状況は表2－4－1－10

のとおりです。

　ただし、括弧内は前橋市、高崎市、伊勢崎市及

び太田市（「水質汚濁防止法」で定める４市）に

おける件数で内数となります。（以下、同じです。）

（2）特定事業場に対する立入検査

　2020（令和２）年度は、排水量が10㎥/日以

上又は有害物質を使用している特定事業場のうち、

延べ638（354）事業場に対し「水質汚濁防止法」

に基づく立入検査を実施し、このうち延べ372

（337）事業場について、排水基準の適合状況を

調査しました。

　その結果、排水基準に適合していたのは表2－

4－1－11のとおり、延べ326（297）事業場で

全体の87.6％（88.1％）でした。2016～2020

（平成28～令和２）年度における業種別の排水基

準不適合状況を図2－4－1－6、項目別の排水基

準不適合状況を図2－4－1－7に示しました。な

お、排水基準に不適合の46（40）事業場に対し

ては、文書又は口頭により改善を指導しました。

*12特定事業場等：「水質汚濁防止法」で定める特定施設を設置する工場・事業場（特定事業場）及び「群馬県の生活環境を保全する条例」で定め
る水質特定施設を設置する工場・事業場（水質特定事業場）。
*13上乗せ基準：排出水の排出の規制に関して総理府令で定める全国一律の排水基準にかえて適用するものとして、都道府県が条例で定めたより
厳しい排水基準です。

届出事業場数 令和２年度末現在

法に基づく届出事業場数 4,920（1,989）

令和２年度新規届出数 125（66）　　

条例に基づく届出事業場数 5（4）　　

令和２年度新規届出数 0（0）　　

調査対象事業場数 1,990（783）　

表2－4－1－10　特定施設の届出状況

（注） 括弧内は、前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市における件数
で内数になります。

表2－4－1－8　届出済事業者の業種 表2－4－1－9　特定指定物質種類

業　種 事業者数

製造業 122

サービス業 3

上水道業 43

下水処理施設 13

養豚業 5

最終処分場 8

廃棄物処理施設 17

試験研究機関 1

合計 212

特定指定物質 事業者数
ホルムアルデヒド 6
クロロホルム 1
アルミニウム及びその化合物 112
塩素酸及びその塩 4
臭素酸及びその塩 0
マンガン及びその化合物 10
鉄及びその化合物 97
銅及びその化合物 19
亜鉛及びその化合物 29
フェノール類及びその塩類 9
ＨＭＴ（＊１） 3

合計 290（＊2）

＊１　 1,3,5,7－テトラアザトリシクロ[3.3.1.1（3,7）]デカン（別名
ヘキサメチレンテトラミン）

＊２　複数の特定指定物質を使用している特定指定物質取扱事業所あり。

３　　工場・事業場への立入検査　【環境保全課】



139

調査年度 H28 H29 H30 R元 R２

調査事業場数
447
(386)

441
(357)

396
(345)

391
(354)

372
(337)

基準適合事業場数
377
(325)

373
(305)

323
(287)

354
(327)

326
(297)

基準不適合事業場数
70
(61)

68
(52)

73
(58)

37
(27)

46
(40)

基準適合率（％）
84.3
(84.2)

84.6
(85.4)

81.6
(83.2)

90.5
(92.4)

87.6
(88.1)

表2－4－1－11　排水基準適合状況

（注） 括弧内は、前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市における件数で内数になります。

BOD
30%

大腸菌群数
10%

その他
17%

ＳＳ
(浮遊物質量）
15%

pH
14%

窒素含有量4%

りん含有量
10%

図2－4－1－7　2016～2020（平成28～令和２）年度における項目別の立入検査排水基準不適合状況

製造業（金属製品関係）
27％

農業（畜産業）
16％

製造業
（飲食料品関係）

32％

その他14％
飲食店2％

洗濯業3％

製造業（その他）
6％

図2－4－1－6　2016～2020（平成28～令和２）年度における業種別の立入検査排水基準不適合状況

年度業種 H28 H29 H30 R元 R２ 計
製造業（金属製品関係） 25 13 15 12 15 80
製造業（飲食料品関係） 16 28 22 14 14 94
農業（畜産業） 15 12 9 2 8 46
製造業（その他） 2 5 9 2 0 18
洗濯業 3 3 2 1 1 10
飲食店 1 1 1 1 1 5
その他 8 6 15 5 7 41

合計 70 68 73 37 46 294

年度内容 H28 H29 H30 R元 R２ 計
BOD 39 31 34 24 24 152
pH 16 23 14 5 11 69
大腸菌群数 11 10 15 7 5 48
SS（浮遊物質量） 15 21 24 10 8 78
りん含有量 16 12 10 6 9 53
窒素含有量 8 3 1 2 6 20
その他 11 41 18 6 8 84

合計 116 141 116 60 71 504

　浄化槽は、主に微生物の力を使って、し尿や生

活雑排水を浄化し、きれいになった水を放流する

装置です。

　浄化槽の機能を生かすための維持管理として、

　①浄化槽の保守点検

　②浄化槽の清掃（汚泥の抜取り等）

　③定期検査

が必要です。

　定期検査（「浄化槽法」第11条に基づく検査（11

条検査））は、浄化槽管理者（主に所有者）が毎

年受検することが義務付けられていることから、

県では、11条検査を受検していない方を対象に

受検指導等を行いました。

　また、県では、11条検査の受検を促進するため、

50人槽までの小規模な浄化槽について、保守点

検と併せて法定検査を行う「効率化11条検査」

の制度を設けています。

　これらの効果により、11条検査の受検率は、

2020（令和２）年度で77.9％となり、全国平均の

43.8％（2019［令和元］年度）を大きく上回って

います（表2－4－1－12）。

４　　浄化槽法定検査の受検と保守点検の実施の指導　【廃棄物・リサイクル課】

表2－4－1－12　11条検査の受検率 （単位:％）

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

群馬県 55.0 56.2 58.0 59.0 61.3 63.7 66.0 67.5 70.9 72.2 72.7 73.8 74.6 74.8 77.9

全国 23.8 25.7 27.2 28.7 30.4 31.8 33.4 36.3 37.9 39.4 40.3 41.8 43.1 43.8 －
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　2019（令和元）年６月の「浄化槽法」の一部改

正により、都道府県等は条例で、浄化槽管理士の設

置及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関

する事項について定めることとされました。

　県では、2020（令和２）年３月、浄化槽管理士

に対する研修の機会を確保するため、群馬県浄化槽

の保守点検業者の登録に関する条例を一部改正し、

浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保

守点検の業務に関する講習会を受けさせなければな

らないことを定めました。

　同年12月には、県内の浄化槽管理士を対象とした

浄化槽の保守点検の業務に関する講習会（浄化槽管

理士講習会）を開催し、浄化槽の保守点検に関する

知識及び技能の向上を図りました。

　また、講習会実施機関と協力し、講習会の実施時

期や浄化槽保守点検業者への通知内容を工夫し、受

講しやすい環境を整えています。

　浄化槽管理士講習会を受講した浄化槽管理士の人

数は、表2－4－1－13のとおりです。

５　　「浄化槽管理士講習会」の受講促進　【廃棄物・リサイクル課】

　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

に関する法律」（以下、家畜排せつ物法）が完全

施行され、畜産農家は家畜排せつ物の管理につい

て、法律の基準を遵守することが義務付けられま

した。これに基づき、家畜排せつ物処理施設を整

備する事業を実施し、適正な管理を指導してきま

した。

　また、同法に基づく国の基本方針変更に伴い、

2021（令和３）年３月に「群馬県家畜排せつ物

利用促進プラン」として見直し、2030（令和

12）年を目標年度として堆肥の利活用を積極的

に進めることにしました。

　畜産農家には、家畜排せつ物の適正管理に加え、

耕種農家と連携し、家畜ふん堆肥の農地への還元

を基本とした有機質資源としての有効活用を図る

ことを指導しました。

（1）地域と調和した畜産環境確立

　ア　 耕畜連携堆肥流通支援事業（2012～2016

［平成24～28］年度）

　家畜排せつ物法に対応するため、家畜排せつ物

処理施設を整備し、畜産農家の周辺環境の保全を

支援してきましたが、2012（平成24）年度から

は地域における資源循環型農業の推進及び畜産経

営の健全な発展を図ることを目的とし、堆肥の流

通利用を促進するために必要な機械等の整備を支

援する事業を開始し、2013（平成25）年度は西

部地域３か所、東部地域１か所、2014（平成

26）年度は中部地域１か所、西部地域１か所で

機械整備を実施しました。また、2015（平成

27）年度からは推進事業に移行し、耕種農家の

堆肥利用に関する調査、耕畜連携先進地視察、堆

肥利用の研修会を行うとともに、耕種農家向け啓

発資料の作成・配布や、ホームページを利用した

堆肥生産者情報の公開等を行い、堆肥利用の促進

を図りました。

　イ　 畜産環境リース整備促進事業（2002～

2016［平成14～28］年度

　（一財）畜産環境整備機構が実施した畜産環境

整備リース事業の特別緊急対策（1/2補助付きリ

ース事業）を利用し、畜産農家が設置したふん尿

処理施設や機械等のリース代金について附加貸付

料の一部を助成しました。

６　　家畜排せつ物の取扱いの適正化指導　【畜産課】

表2－4－1－13　浄化槽管理士講習会の受講者数（単位:人）

年度 R２

受講者数 303
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＊１汚水処理人口普及率：下水道処理のほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽、コミュニティ・プラント処理施設が整備されている人口が、
県の行政人口に対して占める割合のことです。

図2－4－1－8　県内汚水処理人口普及率推移

普
及
率（
％
）

年度
0

20

40

60

80

100

R元H30H29H28H27

79.3 80.578.5 81.3 81.8

　川や湖を汚す大きな原因として、家庭からの汚

水が直接川や湖に流れ込んでいることがあげられ

ます。

　川や湖などの汚れをなくすには家庭からの汚水

をきれいにして川や湖に戻すことが大切です。

　汚水を処理する施設には下水道、農業集落排水、

コミュニティ・プラントや合併処理浄化槽などが

あります。

　県では市町村の協力のもと、効率的な汚水処理

施設の整備を行うために1998（平成10）年３月

に「群馬県汚水処理計画」を策定しました。その

後、財政状況等の社会環境の変化、将来人口の予

測や使用水量などの要因の変化に合わせ、2004

（平成16）年度、2008（平成20）年度、2012（平

成24）年度、2017（平成29）年度に、それぞ

れ見直しを行ってきました。

　2012（平成24）年度からは、下水道や農業集

落排水などの集合処理による整備では非効率とな

った区域を合併処理浄化槽による整備区域に変更

し、汚水処理施設の最適な配置を行う「下水道等

と合併処理浄化槽のベストミックス」による効率

的・効果的な整備を推進しています。

　また、汚水処理施設整備を促進するため、二つ

以上の市町村の公共下水道から汚水を集めて処理

する流域下水道の建設並びに市町村が実施する公

共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業

への補助を実施しています。

　これらにより各施設の整備を進めると、汚水処

理人口普及率＊１が現在81.8%（2019［令和元］

年度末）であるものが中期計画終了後（おおむね

2027［令和９］年頃）には約92%になります。（図

2－4－1－8）

　また、川や湖に流れ込む汚濁負荷量も、中期計

画終了後には、高度経済成長期前の1955（昭和

30）年頃の汚濁負荷量を下回ることになり、水

質改善がなされます。

　よりよい水環境を一日も早く実現するためにも、

市町村と協力しながら汚水処理施設の効率的な整

備を本計画に従って推進していきます。

７　　下水道等と合併処理浄化槽のベストミックスによる効率的・効果的な整備の推進【下水環境課】

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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　私たちの身近な水路や小川には、生活雑排水

（台所、風呂、洗濯などの汚水）が流れ込んでおり、

これが河川や湖沼の汚濁の主要な原因になってい

ます。

　公共用水域の水質を保全していくためには、し

尿のみを処理する単独処理浄化槽ではなく、し尿

と併せて生活雑排水を処理できる合併処理浄化槽

を計画的に整備していくことが欠かせません。

　2001（平成13）年度の「浄化槽法」の改正に

より、浄化槽を設置する場合は合併処理浄化槽の

設置が義務化されたほか、既設の単独処理浄化槽

の設置者に対しても合併処理浄化槽への転換努力

が規定されました。しかし、本県では未だ17万

基もの単独処理浄化槽が使用されている状況にあ

ります。

　県では、1987（昭和62）年度から市町村が実

施する「浄化槽設置整備事業」に対して、県費補

助制度を設け、単独処理浄化槽やくみ取り槽から

合併処理浄化槽への転換（切り換え）を進めると

ともに、1996（平成８）年度から市町村が自ら

実施主体となって合併処理浄化槽を整備し、維持

管理する「公共浄化槽等整備推進事業（旧浄化槽

市町村整備推進事業）」についても、県費補助制

度を拡充し、さらなる推進を図っています。

　また、設置者の転換時の負担を軽減して、より

転換が図られるように2011（平成23）年度から、

「群馬県浄化槽エコ補助金事業」を創設し、「浄化

槽設置整備事業」の県費補助に上乗せして、10

万円/基を補助するなど、転換の促進に向けて重

点的に取り組んでいます。

　県内の合併処理浄化槽の設置状況は表2－4－1

－14、「浄化槽設置整備事業」、「公共浄化槽等整備

推進事業」、及び「浄化槽エコ補助金事業」の実

施状況は表2－4－1－15に示すとおりです。

８　　合併処理浄化槽への転換促進　【下水環境課】

表2－4－1－14　県内の合併処理浄化槽の設置状況（2019［令和元］年度）

区　　　分

浄化槽設置数
（年度末累計）

浄化槽設置数
（当該年度）単独処理浄化槽数 合併処理浄化槽数

308,919基 171,844基（55.6%） 137,075基（44.4%） 4,652基

表2－4－1－15　浄化槽設置整備事業・公共浄化槽等整備推進事業・浄化槽エコ補助金事業（2020［令和２］年度）

区　　　分 市町村数 県費補助による転換数 合併処理浄化槽への転換等に要した県費

浄化槽設置整備事業 23 678基 79,624千円

公共浄化槽等整備推進事業 10 162基 35,173千円

浄化槽エコ補助金事業 23 678基 61,666千円

注）一つの市町村が複数の事業を実施している場合がある。

接触材 接触材接
触
材

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

生活雑排水

生活雑排水

家庭

混入管

し尿

し尿

汚 泥

ブロワ

ブロワ

放流管

放流水質基準
BOD  20mg/ℓ以下
BOD除去率90％以上
（下水道の二次処理と同等）

放流水質基準
BOD  90mg/ℓ以下
BOD除去率65％以上

BOD
40g/人・日

BOD
13g/人・日

BOD　27g/人・日 BOD　27g/人・日

BOD　5g/人・日

放流BOD
4g/人・日

放流BOD
32g/人・日

公
共
用
水
域
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＊１ 水準測量：地盤沈下現象を把握する方法として、一般的に行われているのが水準測量です。水準測量は、２地点に標尺を立て、その中間に水
準儀の望遠鏡を水平に置いて、２つの標尺の目盛りを読み、その差から高低差を求める作業をいいます。遠く離れた地点の高さはこの作業の
繰り返しによって求めることができます。公共測量における水準測量は、その精度により、一級、二級、三級、四級及び簡易水準測量に区分
されます。本県の地盤沈下観測では、最も精度の高い一級水準測量が行われています。

＊２ 標高（T.P.）：東京湾の平均中等潮位からの高さです。実用的には、地上のどこかに高さの基準となる点を表示することが必要です。このため、
1891（明治24）年に東京都千代田区永田町（国会議事堂前、憲政記念館南）に水準原点が作られました。内部に置かれた水晶板のゼロ目盛
りの高さが東京湾平均海面（T.P.）上24.3900ｍと定められています。（2011［平成23］年10月21日改正）

　地盤沈下とは、過剰な地下水の採取によって、

主に粘土層が収縮するために生じる現象です。

　地下水は、雨水や河川水等の地下浸透により補

給されますが、この補給に見合う量以上の汲み上

げが行われることで、帯水層の水圧が低下（地下

水位が低下）し、粘土層に含まれる水（間隙水）

が帯水層に排出され粘土層が収縮します。そのた

め、地表部では地盤沈下として認められます。（図

2－4－1－9）。

　地盤沈下は、比較的緩慢な現象で徐々に進行し、

ほかの公害と異なり、いったん地盤沈下が起こる

と元に戻ることはありません。

　県では、「一級水準測量」と「地下水位計・地盤

沈下計による観測」を行い、これら地盤の変動を

把握しています。

（1）　一級水準測量＊1

　県では、地盤変動の状況を経年的に調査するた

め、1975（昭和50）年度から一級水準測量を実

施しています。広域的な測量を行うことにより、

どの場所でどれくらい地盤が変動しているかを把

握することができます。

　2020（令和２）年度は、県の平坦地域10市町

の水準点134点、測量延長286kmの規模で実施

しました。

　2020（令和２）年の地盤変動量は、2021（令

和３）年１月１日現在の標高（T.P.）＊2から

2020（令和２）年１月１日現在の標高（T.P.）

を差し引いて求めたものです。

　2020（令和２）年度における観測の結果、

10mm以上沈下した地域はありませんでした

（図2－4－1－10、図2－4－1－11、図2－4－1

－13）。

　また、測量を実施した各市町における年間沈下

量のうち最大のものは、板倉町朝日野一丁目（水

準点番号10-01）の10.0㎜です。（表2－4－1－

16）。

　なお、観測開始からの累積沈下量としては、明

和町新里（水準点番号50-08）で最大の490.2㎜

となっており（図2－4－1－12）、観測開始から

の年平均変動量図は図2－4－1－14のとおりで

す。

　累積地盤沈下量の経年変化（図2－4－1－12）

を見ると、観測開始当初から比べて沈下量はゆる

やかな下降となっており、群馬県の地盤沈下は沈

静化の傾向にあるといえます。

第２項　地盤沈下の防止

１　　一級水準測量による地盤変動調査　【環境保全課】

図2－4－1－9　地盤沈下の仕組み

図2－4－1－10　年間10㎜以上の地盤沈下面積の推移
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収縮

粘土層

砂れき層

粘土層

表層

粘土層

砂れき層
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（(公財)日本環境協会ー環境シリーズ№54ーによる）
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表2－4－1－16　2020（令和２）年度市町別地盤変動状況

図2－4－1－11　2020（令和２）年度一級水準測量結果

 隆起 13点

　　調査地点 変動なし 　１点 

 沈下 　120点 10㎜未満 119点

   10㎜以上 １点

図2－4－1－12　累積地盤沈下量上位５地点の経年変化

※ 保全地域及び観測地域は、関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱（1991［平成３］年11月29日）
に基づく

地
域
名

市町村名 総数

水準点数 変動量の内訳 最大沈下点

沈下 隆起 変動なし 10㎜未満 10㎜以上
変動量 水準点

所在地
（㎜） 番号

保
全
地
域

館林市 23 23 － － 23 － 9.8 6-05 上早川田町

板倉町 17 17 － － 16 1 10.0 10-01 朝日野一丁目

明和町 9 9 － － 9 － 6.9 50-08 新里

千代田町 8 8 － － 8 － 5.3 53-14 大字上中森

邑楽町 16 16 － － 16 － 7.9 53-07 大字中野

観
測
地
域

太田市
（旧藪塚本町を除く）

36 28 7 1 28 － 4.8 
53-32
53-40

福沢町
世良田町

大泉町 7 7 － － 7 － 3.9 50-23 大字吉田

そ
の
他
地
域

伊勢崎市
（旧赤堀町を除く）

15 9 6 － 9 － 2.4 11-07 境女塚

玉村町 2 2 － － 2 － 1.8 1-08 大字上茂木

高崎市（旧新町） 1 1 － － 1 － 1.3 516 新町

計 134 120 13 1 119 1

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

明和町新里（50-08）

明和町須賀(53-12)

板倉町大字板倉（50-12）

明和町大佐貫(50-09)

邑楽町大字中野(53-07)

H30H27H24H21H18H15H12H9H6H3S63S60S57S54S51
年（基準日：１月１日）

※平成23年度測量成果には、東北地方太平洋沖地震の地殻変動量が含まれています。
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（2）地下水位計・地盤沈下計による観測

　地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げが原因と

されており、地盤沈下の現状を把握するためには

地下水位の変化と地盤沈下量を観測、分析するこ

とが有効です。このため、県では一級水準測量に

加え、県で管理する地下水位観測井に地盤沈下計

を併設し、地下水位と地盤沈下量（地層収縮量）

を調査しています。

　2020（令和２）年度は、地下水位観測井（地

下水位のみ観測）15井、地盤沈下観測井（地下水

位と地盤沈下量を観測）５井の合計20井で観測

を行いました。

　主な観測井での観測開始からの変化を、図2－

4－1－15に示します。一般的に地下水位は毎年

同じような変化を繰り返しています。1998（平

成10）年頃までは、地下水位は下降傾向でしたが、

図2－4－1－13　単年度地盤変動量図（2020［令和２］年１月１日～2021［令和３］年１月１日）

図2－4－1－14　1976（昭和51）年からの年平均地盤変動量図（1976［昭和51］年１月１日～2021［令和３］年１月１日）

0

0

0

～－0未満沈下範囲
－0以上～－10未満沈下範囲
－10以上～－20未満沈下範囲
－20以上沈下範囲

［単位㎜］

水準点を設置している市町村

自　2020（令和２）年1月1日
至　2021（令和３）年1月1日

水準点を設置している市町村

1976（昭和51）年1月1日
　　～2021（令和３）年1月1日

－4未満沈下範囲
－4以上～－8未満沈下範囲
－8以上～－12未満沈下範囲
－12以上～－16未満沈下範囲
－16以上沈下範囲

［単位㎜］
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現在はほぼ横ばい傾向にあります。

　深度の異なる３本の地盤沈下観測井を設置して

いる明和西観測井の結果（図2－4－1－16）から、

次のことが読みとれます。

・地下水位の変化は、１年周期で変動がある。

・ 一度地盤が沈下すると、地下水位が回復しても

元に戻らない。

・ 浅層より深層で沈下が起きているが、地下水位

の低下は今のところ現れていない。

図2－4－1－16　層別観測井（明和西）の観測結果

図2－4－1－15　主な観測井の観測結果（地下水位計）
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　「群馬県の生活環境を保全する条例」により、

一定規模以上の井戸を揚水特定施設として設置の

届出と地下水採取量の報告を義務付けています。

　揚水特定施設設置者からの報告による2020

（令和２）年の各市町別の地下水採取量は表2－4

－1－17、採取量の推移は、図2－4－1－17に

示すとおりです。

２　　地下水採取状況の把握と結果の公表　【環境保全課】

図2－4－1－17　地下水採取量の推移
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表2－4－1－17　市町別地下水採取量（2020［令和２］年１月１日～2020［令和２］年12月31日） （単位：千㎥）

地域名 市町名 採取量報告数（本） 水道用 工業用 ビル用水 農業用水 合計

保
全
地
域

館林市 89 7,550 6,633 1,102 177 15,463 
板倉町 31 1,855 1,400 97 1 3,354 
明和町 28 789 5,944 0 0 6,733 
千代田町 15 1,737 829 0 97 2,663 
邑楽町 22 2,027 75 8 224 2,335 
小計 185 13,958 14,882 1,207 500 30,547 

観
測
地
域

太田市（旧藪塚本町を除く） 122 15,466 2,590 751 195 19,002 
大泉町 25 3,664 1,185 91 0 4,941 
小計 147 19,130 3,775 842 195 23,942 

伊
勢
崎
・

佐
波
地
域

伊勢崎市（旧赤堀町を除く） 172 19,425 10,897 159 0 30,481 
太田市（旧藪塚本町） 2 0 1 0 0 1 
玉村町 29 4,330 694 131 0 5,155 
小計 203 23,755 11,591 290 0 35,636 

前
橋
・

高
崎
地
域

前橋市（旧前橋市） 152 15,525 6,520 1,450 186 23,680 
高崎市（旧高崎市） 93 80 9,472 284 0 9,836 
小計 245 15,605 15,992 1,733 186 33,516 
　合　計 780 72,448 46,240 4,073 881 123,642 

（注）各市町の地下水採取量は、四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

　県では、高度経済成長の過程で工場等による地

下水採取量が増大したため、特に東部地域の地盤

沈下が著しく進行したと考えられています。

　こうした状況を回避するため、県企業局では地

下水保全（地盤沈下防止）対策として東毛工業用

水道事業（給水区域：伊勢崎市、太田市、館林市、

板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）を

計画・事業化しました。

　2020（令和２）年度は、１社において、地下

水から表流水へ転換を行いました。引き続き地下

水の適正利用を図り、地盤沈下の防止に努めます。

３　　地下水から表流水への転換の推進　【（企）水道課】
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　土壌・地下水は一度汚染されてしまうと、元の

状態に戻すために多くの時間と費用が必要となり、

原因事業者を主として多大な負担が発生します。

そのため、土壌や地下水の汚染は未然に防止する

ことが重要です。2012（平成24）年６月に改正

「水質汚濁防止法」が施行され、新たに有害物質の

地下浸透防止のための構造基準等について遵守義

務が創設されました。県では、構造基準等の適合

状況を立入調査により確認し、指導・助言を行っ

ています。

　また、「群馬県の生活環境を保全する条例」では、

「有害物質を使用する事業者は、定期点検や事故時

に有害物質が地下に浸透するおそれがあれば調査

をして知事に報告する。」ことを義務付けています。

　土壌・地下水汚染の仕組みは図2－4－1－18の

とおりです。

第３項　地下水・土壌汚染対策

１　　有害物質使用事業場に対する立入指導　【環境保全課】

（1）土壌汚染対策法

　土壌の汚染状況の把握や汚染による人の健康被

害の防止に関する措置を定めた「土壌汚染対策法」

により、土地所有者等に対し、一定の契機をとら

えた土壌汚染状況調査が義務付けられています。

　この調査により、土壌中に一定の基準（指定基

準）を超える有害物質が検出された土地は県知

事・政令市長（前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田

市）により区域指定され、土地所有者等は汚染状

況に応じ汚染の除去等の措置を実施しなければな

りません。

　県内における2020（令和２）年度末現在の区

域指定の状況は表2－4－1－18のとおりです。

（2）土地改変時の届出

　「土壌汚染対策法」により一定規模以上の土地

の改変時には届出が義務付けられており、届出に

おける土地に土壌汚染のおそれがある場合には調

査命令が発出されます。

　2020（令和２）年度における届出等の状況は

表2－4－1－19のとおりです。

）

（3）坂東工業団地周辺土壌・地下水汚染問題

　坂東工業団地（渋川市北橘町）周辺においては、

昭和30年代後半に埋設されたカーバイド滓を原

因とする土壌汚染によって、テトラクロロエチレ

ン等による地下水汚染が確認されています。

　この事案に関して、健康被害が生じるおそれが

ないよう、県は周辺地下水のモニタリングを継続

しています。

２　　市街地における土壌汚染対策の推進　【環境保全課】

図2－4－1－18　土壌・地下水汚染の仕組み

表2－4－1－19　「土壌汚染対策法」第４条届出処理状況

　　　　　　　　　　　　（2020［令和2］年度末現在）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

総届出数 197件（86）197件（102）275件（146）

調査命令あり 15件（5） 5件（1） 11件（4）

※括弧内は内数で政令市処理件数
表2－4－1－18　市町村ごとの「土壌汚染対策法」区域指定数
 （2020［令和2］年度末現在）

市町村 指定箇所数 計
前橋市、高崎市 7 14
安中市 6 6
富岡市 5 5
渋川市 4 4
太田市、桐生市 3 6
東吾妻町 2 2
伊勢崎市、玉村町、明和町、
邑楽町 1 4

合計 41
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　「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に

基づいて指定した対策地域において汚染除去のた

めの諸施策等を進めるとともに、土壌中の有害物

質等のリスク管理を的確に進めるため、土壌、農

作物等の実態調査を実施しています。

３　　農用地の土壌汚染防止対策　【技術支援課】
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（1）　大気汚染監視測定体制

　大気汚染の状況を正確に把握し、その汚染が著

しくなった場合に、人の健康等に被害が生じない

よう、県内各地の測定局に自動測定機を設置し、

常時監視を行っています。＊１

ア　一般環境大気測定局（一般局）

　県では10市３町１村に16測定局を設置し、

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光

化学オキシダントなどの測定を実施していま

す。

　このほかに、前橋市が２測定局、高崎市が４

測定局で測定を実施しています。

イ　自動車排出ガス測定局（自排局）

　自排局は、一般局と比較して自動車排出ガス

の影響を調べるため、交通量の多い道路沿道に

設置しています。現在、県では６市に６測定局

を設置し、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸

化炭素などの測定を実施しています。

　このほかに、環境省が１測定局、高崎市が１

測定局で測定を実施しています。

　2020（令和２）年度の一般環境大気測定局

測定結果は表2－4－2－1、自動車排出ガス測

定局測定結果は表2－4－2－2のとおりです。

　測定局の適正配置や測定項目の再検討、火山

の噴火時等、固定局では調査できない大気汚染

状況調査のために、2002（平成14）年度から

大気汚染移動観測車による測定を行っていま

す。

１　　大気汚染状況の常時監視　【環境保全課】

第１項　大気汚染の防止

〈主な指標と最新実績〉
［環境基準達成率］

一般環境大気測定局 二酸化硫黄 100％（13／13局）
二酸化窒素 100％（14／14局）
浮遊粒子状物質 100％（18／18局）
一酸化炭素 100％（  1／  1局）
光化学オキシダント 0％（  0／18局）
微小粒子状物質 100％（10／10局）

自動車排出ガス測定局 二酸化窒素 100％（  8／  8局）
浮遊粒子状物質 100％（  7／  7局）
一酸化炭素 100％（  8／  8局）
微小粒子状物質 100％（  1／  1局）

騒音 環境騒音 91.2％（124／136地点）
自動車騒音 81.8％（18／22地点）
道路交通騒音面的評価 97.4％
高速道路 100％（6／6地点）
新幹線 38.5％（5／13地点）

  第２節　大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止

大気汚染移動観測車

＊１大気汚染監視結果の状況は、群馬県大気汚染情報ホームページにてお知らせしています。
　・（パソコン・スマホ版）　http://gunma-taiki.jp/
　・（モバイル版）　http://gunma-taiki.jp/mobile



151

表2－4－2－1　2020（令和２）年度一般環境大気測定局測定結果

表2－4－2－2　2020（令和２）年度自動車排出ガス測定局測定結果

測定局

二酸化硫黄
（SO2）

二酸化窒素
（NO2）

浮遊粒子状物質
（SPM）

一酸化炭素
（CO）

光化学オキシダント
（Ox）

微小粒子状物質
（PM2.5）

非メタン炭化水素
（NMHC）

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値 日平均値の
98%値 環境基準

達成状況
年平均値日平均値の

2%除外値
日平均値の
98%値

日平均値の
2%除外値

日平均値の
2%除外値

昼間の１時間
値の最高値

（ppm） （ppm） （㎎/㎥） （ppm） （ppm） （μg/㎥）（μg/㎥） （ppmC）

1 前 橋 0.001 － 0.006 － 0.010 － 0.1 － 0.035 － 8.5 24.0 ○ 0.080.001 ○ 0.014 ○ 0.027 ○ 0.3 ○ 0.103 ×

2 前 橋 ① 0.001 － 0.006 － 0.013 － 0.046 －
0.001 ○ 0.015 ○ 0.033 ○ 0.097 ×

3 前 橋 ② 0.001 － 0.006 － 0.014 － 0.047 －
0.001 ○ 0.015 ○ 0.038 ○ 0.098 ×

4 高 崎 １ 0.036 －
0.116 ×

5 高 崎 ① 0.000 － 0.007 － 0.011 － 0.033 －
0.001 ○ 0.016 ○ 0.031 ○ 0.099 ×

6 高 崎 ② 0.013 － 0.036 －
0.035 ○ 0.110 ×

7 高 崎 ③ 0.001 － 0.010 － 9.3 25.5 ○0.002 ○ 0.035 ○

8 高 崎 ④ 0.014 － 8.6 24.4 ○0.038 ○

9 桐 生 0.001 － 0.005 － 0.016 － 0.035 － 11.8 28.9 ○0.002 ○ 0.013 ○ 0.039 ○ 0.120 ×

10 伊 勢 崎 0.008 － 0.014 － 0.034 －
0.018 ○ 0.035 ○ 0.112 ×

11 太 田 0.001 － 0.009 － 0.014 － 0.035 － 9.9 26.3 ○0.002 ○ 0.023 ○ 0.039 ○ 0.114 ×

12 沼 田 0.001 － 0.006 － 0.011 － 0.036 － 9.0 24.5 ○ 0.110.001 ○ 0.013 ○ 0.030 ○ 0.103 ×

13 館 林 0.001 － 0.008 － 0.016 － 0.035 － 11.9 31.7 ○ 0.140.002 ○ 0.020 ○ 0.040 ○ 0.137 ×

14 渋 川 １ 0.000 － 0.004 － 0.012 － 0.036 －
0.001 ○ 0.008 ○ 0.033 ○ 0.106 ×

15 富 岡 0.006 － 0.012 － 0.036 － 6.6 24.0 ○0.012 ○ 0.036 ○ 0.112 ×

16 安 中 １

17 安 中 ４

18 安 中 ６ 0.001 － 0.006 － 0.014 － 0.036 － 0.100.002 ○ 0.012 ○ 0.037 ○ 0.110 ×

19 吾 妻 0.001 － 0.004 － 0.010 － 0.032 － 7.2 23.9 ○0.001 ○ 0.009 ○ 0.029 ○ 0.107 ×

20 みなかみ 0.034 －
0.090 ×

21 玉 村 0.008 － 0.013 － 0.035 －
0.019 ○ 0.034 ○ 0.110 ×

22 嬬 恋 0.001 － 0.010 － 0.035 － 7.7 23.7 ○0.002 ○ 0.035 ○ 0.093 ×
設置数

（環境基準達成局数） 13 （13） 14 （14） 18 （18） 1 （1） 18 （0） 10 （10） 4 

環境基準達成率 100% 100% 100% 100% 0% 100%

測定局

二酸化窒素
（NO2）

浮遊粒子状物質
（SPM）

一酸化炭素
（CO）

微小粒子状物質
（PM2.5）

非メタン炭化水素
（NMHC）

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値
環境基準
達成状況

年平均値 日平均値の98%値 環境基準
達成状況

年平均値日平均値の98%値 日平均値の2%除外値 日平均値の2%除外値
（ppm） （㎎/㎥） （ppm） （μg/㎥） （μg/㎥） （ppmC）

1 国設前橋
0.009 － 0.012 － 0.3 －

9.9 25.5 ○0.018 ○ 0.034 ○ 0.5 ○

2 高崎①
0.012 － 0.3 －
0.023 ○ 0.4 ○

3 伊勢崎
0.008 － 0.014 － 0.3 －

0.13
0.020 ○ 0.036 ○ 0.4 ○

4 太田
0.011 － 0.012 － 0.3 －

0.16
0.026 ○ 0.032 ○ 0.6 ○

5 桐生
0.008 － 0.012 － 0.3 －

0.10
0.017 ○ 0.031 ○ 0.4 ○

6 館林
0.016 － 0.016 － 0.3 －

0.14
0.033 ○ 0.041 ○ 0.6 ○

7 渋川
0.012 － 0.013 － 0.2 －

0.10
0.021 ○ 0.035 ○ 0.3 ○

8 安中
0.010 － 0.011 － 0.3 －

0.08
0.019 ○ 0.030 ○ 0.5 ○

設置数
（環境基準達成局数） 8 （8） 7 （7） 8 （8） 1 （1） 6

環境基準達成率 100% 100% 100% 100%

（注）１環境基準達成状況欄は、○は達成を、×は非達成を示しています。
 ２欄が灰色の箇所は、測定設備がない箇所です。
 ３国設前橋局は、環境省所有のものです。 
 ４測定局名の番号に○がついている局は、大気汚染防止法上の政令市（前橋市・高崎市）所有のものです。
 ５光化学オキシダントの年平均値は昼間（5時から20時まで）の時間帯の平均値です。
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（2）環境基準等

　「環境基本法」により、人の健康を保護し、生

活環境を保全する上で、維持されることが望まし

い基準として、大気の汚染に係る環境基準が定め

られており、その物質は表2－4－2－3のとおり

です。

（3）一般環境大気測定局測定結果

ア　硫黄酸化物＊２

　硫黄酸化物は、石炭、石油などの硫黄分を含

む燃料を燃やすことに伴って発生し、その大部

分は二酸化硫黄として排出されます。そのため、

濃度の測定は二酸化硫黄で行い、環境基準も二

酸化硫黄で設定されています。

　2020（令和２）年度の測定結果では、全測

定局で環境基準を達成しています。図2－4－2

－1の年平均値の経年変化を見ると、ゆるやか

な低下傾向にあります。

イ　窒素酸化物＊３

　窒素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素の総称

で、発生源は工場、事業場及び自動車などであり、

燃料の燃焼過程において空気中の窒素と酸素の反

応により生ずるものと、燃料中の窒素が酸化され

て生ずるものがあります。大部分は一酸化窒素の

形で排出され、大気中で二酸化窒素に変化します。

　窒素酸化物は、それ自体が有害であるばかりで

なく、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質で

もあります。 

ａ　二酸化窒素＊４

　 　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しています。また、

二酸化窒素の年平均値の経年変化は図2－4－2

－2のとおりで、ゆるやかな低下傾向にありま

す。

ｂ　一酸化窒素＊５

　 　一酸化窒素については、環境基準は定められ

ていません。2020（令和２）年度の測定結果は、

年平均値0.001～0.002ppm（前年度年平均値

0.000～0.002ppm）の範囲となっています。

＊２ 硫黄酸化物：硫黄と酸素とが結合してできます。代表的なものとして二酸化硫黄（亜硫酸ガス）、三酸化硫黄（無水硫酸）などがあります。
二酸化硫黄は刺激性の強いガスで、１～10ppm程度で呼吸機能に影響を及ぼします。主な発生源としては、自然界では火山ガス、一般環境
ではボイラー等での重油の燃焼があります。一部は環境中で硫酸に変化し、酸性雨の原因にもなっています。

＊３ 窒素酸化物：窒素と酸素の反応によって生成する窒素酸化物は、一酸化窒素、二酸化窒素、三酸化二窒素及び五酸化二窒素などが知られてい
ます。このうち大気汚染の原因になるのは一酸化窒素、二酸化窒素です。

＊４ 二酸化窒素：赤褐色の気体で毒性が強く、気管支炎やぜんそく、肺水腫の原因となるなど、呼吸器に影響を及ぼします。
＊５ 一酸化窒素：無色の気体で液化しにくく空気よりやや重く、空気または酸素に触れると赤褐色の二酸化窒素に変わります。血液中のヘモグロ
ビンと結合し酸素供給能力を妨げ、中枢神経をマヒさせ貧血症をおこすことがあります。

図2－4－2－1　二酸化硫黄の年平均値経年変化（全測定局平均）

表2－4－2－3　環境基準・評価方法
物質名 環境基準 評価方法

二酸化硫黄
（SO2）

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、
１時間値が0.1ppm以下であること。 年間の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲にあるものを除外

した後の最高値（２％除外値）を環境基準と比較して評価する。
ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が２日以
上連続した場合には、非達成とする。

浮遊粒子状物質
（SPM）

１時間値の１日平均値が0.10㎎/㎥以下であり、かつ、
１時間値が0.20㎎/㎥以下であること。

一酸化炭素
（CO）

１時間値の１日平均値が10ppm以下であり、かつ、
１時間値の８時間平均値が20ppm以下であること。

二酸化窒素
（NO2）

１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmま
でのゾーン内又はそれ以下であること。

年間の１日平均値のうち、低い方から98％に相当するもの（98％
値）を環境基準と比較して評価する。

光化学オキシダント
（Ox） １時間値が0.06ppm以下であること。 １時間値が0.06ppmを超えるときは未達成と評価する。

微小粒子状物質
（PM2.5）

１年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、１日平
均値が35μg/㎥以下であること。

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場
合に達成と評価する。
　長期基準：１年平均値を環境基準と比較して評価する。
　短期基準： 年間の１日平均値のうち、低い方から98％に相当す

るもの（98％値）を環境基準と比較して評価する。
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図2－4－2－3　SPMの年平均値経年変化（全測定局平均）
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エ　一酸化炭素＊７

　一酸化炭素は有機物の不完全燃焼により発生

し、大気汚染の原因として問題となるのは、主

に自動車の排出ガスです。

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

前橋局における年平均値が0.1ppm（前年度年

平均値0.1ppm）となり、環境基準を達成して

います。

オ　光化学オキシダント＊８

　光化学オキシダントは、工場や自動車から直

接排出されるものではなく、大気中に存在する

様々な大気汚染物質が化学反応をおこして生成

されます。こうした大気中で新たに生成する汚

染物質を二次汚染物質といいます。

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成していません。これ

は全国的にも同様であり、二次汚染物質による

大気汚染対策が困難であることを顕著に示して

います。夏季を中心にその濃度が著しく上昇し、

光化学オキシダント注意報＊９が発令される場

合もあります。光化学オキシダントの年平均値

の経年変化は図2－4－2－4のとおりで、横ば

い傾向にあります。

　近年では大陸からの移流の影響も指摘されて

おり、広域的な問題になっています。

＊６ 浮遊粒子状物質（SPM）：浮遊粉じんのうち粒径が10μm以下の粒子をいいます。10μm以下の粒子では気道、肺胞への付着率が高くなり、呼
吸器に影響を及ぼします。

＊７ 一酸化炭素：無味、無臭、無色、無刺激の空気より少し軽いガスで、有機物の不完全燃焼により発生します。大気汚染として問題となるのは、
自動車の排出ガスによるものです。このガスを体内に吸入すると、血液（赤血球）中のヘモグロビンと結合し酸素供給能力を妨げ中枢神経をマ
ヒさせ、貧血症をおこすことがあります。

＊８ 光化学オキシダント：自動車や工場・事業場から大気中に排出された窒素酸化物や炭化水素等が、太陽光線に含まれる紫外線を受けて化学反応
をおこして生成されるオゾン、アルデヒド、パーオキシアセチルナイトレート等、酸化力の強い物質の総称です。その大部分がオゾンであり、
オゾン濃度を測定して光化学オキシダント濃度と見なしています。高濃度になると粘膜を刺激するため、目がチカチカしたり喉がいがらっぽく
感じる等の健康被害が発生する恐れがあります。また、植物に対しても葉が枯れるなどの影響を及ぼすことがあります。大気中のオキシダント
濃度は例年４月から９月の間に高濃度となることが多く、また、気象条件としては、日差しが強く、気温が高く、弱い風（群馬県の場合、南東風）
が吹いているときに高濃度になりやすい傾向があります。

＊９ 光化学オキシダント注意報：大気中のオキシダント濃度が高濃度（0.120ppm以上）となり、気象条件等を考慮してその状態が継続すると判断
される際に発令します。注意報発令時には健康被害を防止するため、屋外での激しい運動を控えるよう教育施設や関係機関に伝達して注意を促
します。また、汚染状況をなるべく早期に改善させるため、オキシダント発生の原因となる汚染物質を大量に排出している工場・事業場に対し
て排出量を抑制するよう要請します。
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ウ　浮遊粒子状物質（SPM）＊６

　SPMは、大気中に浮遊する粒子状物質のう

ち粒径10μｍ以下のものです。大気中に比較

的長時間滞留し、私たちの健康に影響を与える

といわれています。

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しています。浮遊粒

子状物質の年平均値の経年変化は図2－4－2－

3のとおりで、低下傾向にあります。

図2－4－2－2　二酸化窒素の年平均値経年変化（全測定局平均）

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり



154

0.000

0.025

0.050
(ppm)

0.033

H23年度

0.037

H24年度 H25年度

0.036 0.036 0.036

H26年度

0.038

H27年度

0.037

H30年度

0.0380.038

H28年度

0.037

H29年度 R元年度 R2年度

図2－4－2－4　光化学オキシダントの年平均値経年変化（全測定局平均）　※昼間（５時～20時)の平均値

カ　微小粒子状物質（PM2.5）＊10 

　2009（平成21）年度から新しく環境基準が

設けられた項目です。県内では、2011（平成

23）年度から前橋局で測定を開始し、順次測

定機を増設し、県内10か所で測定を行ってい

ます（表2－4－2－4）。

　PM2.5の年平均値の経年変化は図2－4－2

－5のとおりで、低下傾向にあります。

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しました。

　また、PM2.5及び前駆物質の大気中の挙動

等を明らかにし、効果的なPM2.5対策の検討

に資するため、2020（令和２）年度は前橋局

で成分分析を実施しました。

　これまでに実施してきた、PM2.5の成分分

析結果などからわかってきたことは、以下のと

おりです。

（1） 一次生成粒子に比べ、二次生成粒子*11 の

割合が大きい。

（2） 秋から冬にかけ、バイオマス燃焼による

割合が大きくなる傾向がある。

（3） 有機炭素は四季を通して割合が高く、硫

酸塩は春から夏にかけて、硝酸塩は秋か

ら冬にかけてそれぞれ割合が増加する傾

向がある。

　しかしながら、PM2.5の成分については、

まだ不明な部分も多いため、さらに研究を重ね、

PM2.5の削減対策に役立てていきたいと考え

ています。

キ　炭化水素＊12

　環境基準は定められていませんが、光化学オ

キシダントの原因物質（メタンを除く）の一つ

であるため、その低減が必要となっています。

ａ　非メタン炭化水素

　 　非メタン炭化水素の年平均値の経年変化は

＊10 微小粒子状物質（PM2.5）：浮遊粒子状物質よりさらに細かく、粒径が2.5μm以下の粒子です。粒子が細かいため、肺の奥深くまで入りや
すく、肺ガンや呼吸器系への影響だけでなく、循環器系への影響も懸念されています。このため、類似項目の浮遊粒子状物質と比較して非常
に厳しい環境基準値が設定されています。

＊11 二次生成粒子：ボイラーや自動車などから直接大気中に排出された粒子状物質を「一次生成粒子」、大気中で原因物質から光化学反応などに
より粒子化したものを「二次生成粒子」といいます。

＊12 炭化水素：炭素と水素だけからなる有機化合物の総称です。石油、石油ガスの主成分であり、溶剤、塗料、医薬品及びプラスチック製品など
の原料として使用されています。さらに自動車排出ガスにも含まれています。環境大気中のメタンを除いた炭化水素（非メタン炭化水素）は、
窒素酸化物とともに光化学オキシダントの主原因物質のため、光化学オキシダント生成の防止のために濃度の指針が定められており、単位は
ppmCで示します。
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図2－4－2－5　PM2.5の年平均値経年変化（全測定局平均）

設置時期 設置場所
平成23年４月 前橋局
平成24年12月 沼田局、太田局

平成25年８月
富岡局、吾妻局、高崎③局、
高崎④局（※）

平成26年２月 館林局、桐生局、嬬恋局
（※） 高崎③局、高崎④局は高崎市設置のもの。うち高崎

③局は県大気汚染常時監視システムに接続。

（注）H24年度は前橋局の
年平均値、H25年度
は前橋・太田・沼田
局の各年平均値の平
均値です。

表2－4－2－4　PM2.5測定機の整備状況
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（1）大気汚染緊急時対策

　「大気汚染防止法」では、大気の汚染が著しく

なり、人の健康又は生活環境への被害が生ずるお

それがある場合に、住民への周知、ばい煙排出者

への排出量削減の協力要請等の措置を行うよう定

められています。

　このため、光化学オキシダント等の濃度が高く

なった際に「群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱」

２　　大気汚染による健康被害の防止対策　【環境保全課】

図2－4－2－6のとおりで最近は横ばい傾向

です。

　非メタン炭化水素に係る光化学オキシダン

ト生成防止のための指針には「午前６時から

午前９時までの３時間平均値が0.20～

0.31ppmC＊13の範囲」と定められています。

　2020（令和２）年度の測定結果で、各測

定局における３時間平均値が0.31ppmCを

超えた日数は、23日でした。

ｂ　メタン

　 　2020（令和２）年度の測定結果は、各測

定局における年平均値が1.94～2.02ppmC

の範囲でした。

（4）自動車排出ガス測定局測定結果

　自動車排出ガスに含まれる下記の項目につい

て、全体的に自排局は一般局より濃度が高くな

っています。しかし、その程度はわずかであり、

県内で大気環境に及ぼす自動車の影響はそれほ

ど大きくない状況です。

ア　窒素酸化物

ａ　二酸化窒素

　 　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しています。また、

各測定局における年平均値は0.008～

0.016ppmの範囲となっています。

ｂ　一酸化窒素

　 　2020（令和２）年度の測定結果は、各測

定局における年平均値が0.002～0.018ppm

の範囲でした。

イ　浮遊粒子状物質（SPM）

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しています。また、

各測定局における年平均値は0.011～0.016mg/

㎥の範囲となっています。

ウ　一酸化炭素

　2020（令和２）年度の測定結果によると、

全測定局で環境基準を達成しています。また、

各測定局における年平均値は0.2～0.3ppmの

範囲となっています。

エ　炭化水素

ａ　非メタン炭化水素

　 　2020（令和２）年度の測定結果は、各測

定局における年平均値が0.08～0.16ppmC

の範囲でした。

　 　また、各測定局における３時間平均値が

0.31ppmCを超えた日数は、39日でした。

ｂ　メタン

　 　2020（令和２）年度の測定結果は、各測

定局における年平均値が1.95～2.03ppmC

の範囲でした。

オ　微小粒子状物質（PM2.5）

　国設前橋局における年平均値は9.9μg/㎥、

日平均値の98%値は25.5μg/㎥で環境基準を

達成できました。
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図2－4－2－6　非メタン炭化水素の年平均値経年変化（全測定局平均）

＊13 ppmC：炭化水素の濃度をメタンの濃度に換算するため、炭素原子数を基準として表した100万分の１の単位です。

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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発令日数 発令年月日 緊急時
発令区分 発令地域 発令～解除の時刻

最高濃度

ppm 時刻

1 R2.8.20（木） 注意報
県東南部 16:00～16:20 0.137 16:00

桐生みどり 17:20～18:20 0.120 17:00

2 R2.8.21（金） 注意報 県東南部 16:20～19:00 0.122 16:00

表2－4－2－5　2020（令和２）年度光化学オキシダント緊急時発令状況

（１）有害大気汚染物質対策

　有害大気汚染物質は低濃度でも継続的に摂取さ

れる場合には人の健康を損なうおそれがある物質

として「大気汚染防止法」に規定されています。

現在、有害大気汚染物質に該当する可能性がある

物質として247物質がリストアップされています。

その中でも健康リスクがある程度高いと考えられ

る優先取組物質のうち測定方法が確立されている

20物質（ダイオキシン類については別途モニタ

に基づき、注意報の発令などの措置を行っていま

す。

　2020（令和２）年度の、光化学オキシダント

緊急時発令状況は、表2－4－2－5のとおり、２

日発令しました。

　光化学オキシダント注意報の発令時には、その

旨を関係機関に周知するとともに、

　①屋外での運動は避け、屋内運動に切り替える。

　② 目やのどに刺激を感じた時は、洗眼、うがい

などをする。

　③症状が深刻な場合は医療機関を受診する。

等の対策をとるよう注意喚起しています。

　注意報の発令・解除は、群馬県大気汚染情報

（http://gunma-taiki.jp/）や群馬県防災情報ツイ

ッター（https://twitter.com/Gunma_bousai）

でお知らせしています。

（2）微小粒子状物質注意喚起基準

　PM2.5については、2013（平成25）年２月

に環境省から「注意喚起のための暫定的な指針」

が示されました。

　県では、この指針に基づき、判断基準に該当し、

かつ「日平均値が70μg/㎥を超えると見込まれ

るとき」に、図2－4－2－7に示すように、県内

を６区域に区分し、注意喚起を行います。

なお、県内では、これまで注意喚起を行った実績

はありません。

【判断基準】次のいずれかの場合

○ 各測定局の午前５時、６時、７時の１時間値の

平均値が85μg/㎥を超過

○ 各測定局の午前５時から12時の１時間値の平

均値が80μg/㎥を超過

図2－4－2－7　PM2.5測定局配置・発令地域区分

※図には注意喚起の判断に用いる測定局のみ表示しています。

３　　大気環境測定調査（有害大気汚染物質・酸性雨等）　【環境保全課】
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表2－4－2－6　2020（令和２）年度有害大気汚染物質測定結果 （単位：μg/㎥）

（注） 測定方法は環境省の「有害大気汚染物質測定法マニュアル」による。
　　※1： 2020（令和２）年８月20日中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」

による
　　※2：ニッケルとしての濃度
　　※3：ヒ素としての濃度
　　※4：マンガンとしての濃度
　　※5：水銀としての濃度

測定物質
伊勢崎市立
茂呂小学校

沼田市立
沼田小学校

渋川市
低区配水所

安中市
野殿地区

太田市立
中央小学校

前橋市六供
天神公園

高崎市
中居公民館

高崎市
群馬支所

環境基準値
（年平均値）

アクリロニトリル 0.015 0.0030 0.0070 0.013 0.0080 0.037 0.052 0.045 2（指針値）

アセトアルデヒド 1.5 1.2 1.3 1.3 1.5 1.9 2.1 1.7
120

（指針値）※1

塩化ビニルモノマー 0.0026 0.0027 0.0056 0.0050 0.0046 0.0020 0.0080 0.0020 10（指針値）

塩化メチル 1.1 0.87 0.92 3.0 0.95 1.6 2.7 1.6
94

（指針値）※1

クロム及びその化合物 0.0042 0.0019 0.0023 0.0021 0.0047 0.0041 0.0033 0.0034
クロロホルム 0.080 0.075 0.11 0.096 0.082 0.32 0.33 0.32 18（指針値）
酸化エチレン 0.024 0.021 0.021 0.020 0.027 0.058 0.061 0.056

1,2-ジクロロエタン 0.072 0.076 0.077 0.094 0.073 0.35 0.33 0.33 1.6（指針値）
ジクロロメタン 1.6 1.1 0.62 0.98 1.2 1.4 2.4 1.9 150

テトラクロロエチレン 0.040 0.030 0.047 0.061 0.043 0.55 0.51 0.52 200
トリクロロエチレン 0.74 0.19 0.24 0.38 0.70 0.79 0.76 0.68 130

トルエン 3.9 1.5 2.0 3.6 3.8 3.1 5.5 4.6

ニッケル化合物 0.0021 0.00080 0.0013 0.0010 0.0016 0.0020 0.0020 0.0021
0.025※2

（指針値）

ヒ素及びその化合物 0.0010 0.00090 0.00088 0.0022 0.00074 0.00077 0.00091 0.00064
0.006※3

（指針値）
1,3-ブタジエン 0.028 0.013 0.012 0.023 0.028 0.027 0.037 0.021 2.5（指針値）

ベリリウム及びその化合物 0.000057 0.000010 0.000010 0.000024 0.000022 0.000030 0.000030 0.000030
ベンゼン 0.30 0.19 0.22 0.44 0.34 0.63 0.66 0.54 3

ベンゾ[a]ピレン 0.000020 0.000018 0.000011 0.000029 0.000017 0.000037 0.000038 0.000041
ホルムアルデヒド 1.4 1.2 1.1 1.2 1.5 3.0 3.0 2.7

マンガン及びその化合物 0.035 0.0081 0.0091 0.025 0.021 0.016 0.020 0.015
0.14※4

（指針値）

水銀及びその化合物 0.0018 0.0015 0.0014 0.0027 0.0016 0.0016 0.0018 0.0016
0.04※5

（指針値）

（２）　酸性雨＊14

　降水のpHなどを把握するため、前橋市郊外

（1989［平成元］年度から衛生環境研究所実施）

及び赤城山（1996［平成８］年度から環境省実施）

で酸性雨調査を実施しています。

　2020（令和２）年度の降水について通年観測

したところ、pHは、前橋市郊外では5.1～6.5の

範囲で平均値は5.5でした（2020［令和２］年

度の赤城山のデータは環境省が集計中）。過去の

pH年平均値の経年変化は図2－4－2－8のとお

りで、長期的には改善傾向です。

＊14 酸性雨：一般的にpHが5.6以下の雨のことです。酸性雨は化石燃料等の燃焼によって生じる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸や硝酸
などに変化し、これらが雨（雲）に取り込まれることによって起こります。広く酸性雨という場合には、雨のほか酸性の霧やガスなどの地上
への降下も含み、これらを酸性降下物と呼ぶ場合もあります。酸性雨が湖沼や森林に降り注いだ場合には生態系を破壊する可能性があり、都
市部では建造物等が腐食してしまうなどの被害が考えられます。

リング調査を実施。）並びに、水銀及びその化合

物について、県内８地点（前橋市１地点、高崎市

２地点、伊勢崎市、沼田市、渋川市、安中市、太

田市）で調査を行いました（前橋市内、高崎市内

は市が実施）。

　測定結果は表2－4－2－6のとおりで、環境基

準が定められているベンゼン等４物質は全ての測

定局で環境基準以下でした。また、指針値が定め

られているアクリロニトリル等11物質について

も、全ての測定局で指針値以下でした。

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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（1）法律・条例による規制

ア　「大気汚染防止法」による規制

　「大気汚染防止法」では、表2－4－2－7に

示す施設を規制しています。このほかに、特定

粉じん（アスベスト）についても規制していま

すが、これについては次節に記述します。

　ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設

及び水銀排出施設については、それぞれの施設

毎に排出基準が、一般粉じん発生施設について

は管理基準が定められています。

表2－4－2－7　「大気汚染防止法」による規制対象施設

ばい煙発生施設
33種類
 ボイラー、金属加熱炉など

揮発性有機化
合物排出施設

９ 種類
 塗装施設、乾燥施設など

一般粉じん発
生施設

５ 種類
 堆積場、破砕機など

水銀排出施設 ９ 種類
 石炭燃焼ボイラー、廃棄物焼却炉など

イ　「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制

　「群馬県の生活環境を保全する条例」では、

表2－4－2－8に示す施設を規制しています。

　ばい煙特定施設については、それぞれの施設

毎に排出基準が、粉じん特定施設については管

理基準が定められています。

表2－4－2－8　 「群馬県の生活環境を保全する条例」
による規制対象施設

ばい煙特定施設 ９種類　電気分解槽など

粉じん特定施設 ５種類　こんにゃく製粉機など

（2）ばい煙発生施設等の届出状況

　ばい煙発生施設等の届出状況は、表2－4－2－

9に示すとおりです。（前橋市、高崎市、伊勢崎市、

太田市が所管する届出件数を含む）

表2－4－2－9　ばい煙発生施設等の届出状況
（2021［令和３］年３月31日現在）

法令 施設種別 事業所数 施設数

大気汚染
防止法

ばい煙発生施設
1,469
（435)

4,197
（1,193)

揮発性有機化合物排
出施設

34
（2)

134
（3)

水銀排出施設
50

（13)
83

（19)

一般粉じん発生施設
135
（40)

660
（153)

保全条例
ばい煙特定施設

106
（30)

794
（207)

粉じん特定施設
701

（359)
2,919

（1,484)

（3）法令遵守状況の監視

　規制対象となるばい煙発生施設等を設置してい

る工場・事業場に対して立入検査を実施しまし

た。

　2020（令和２）年度は、ばい煙発生施設等を

設置する161（39）事業場（括弧内は前橋市、

高崎市、伊勢崎市及び太田市実施分。以下同様。）

に対して立入検査を実施し、施設の維持管理及び

自主測定結果などについての確認・指導を行いま

した。

　また、ばい煙等濃度の測定を26（10）事業場

で行ったところ、排出基準超過はありませんでし

た。

４　　工場・事業場への立入検査　【環境保全課】

3

4

5

6

衛生環境研究所
赤城山

pH

年度H20H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H21 H22 H24H23 H27H26H25 H29H28 R元 R2H30

4.94.8

5.2

4.7
4.5 4.6 4.6

4.6

4.5
4.8

4.8

4.8
5.0

5.2
5.05.05.1 5.0

5.2 5.2

5.5
5.3

4.4

4.7

4.84.7 4.6 4.7
4.5 4.5 4.6

4.7

4.5

4.8

4.8 4.8 4.74.8 4.84.94.9
4.7

4.9
5.1 5.0

図2－4－2－8　酸性雨のpH年平均値の経年変化

（注）  括弧内は、前橋市、高崎市における件数で、一般粉
じん発生施設及び粉じん特定施設のみ、伊勢崎市及
び太田市における件数も含みます。

※下線付きの結果は、有効判定基準にて棄却された値であり参考値。
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　「騒音規制法」及び「振動規制法」は、工場・

事業場、建設作業から発生する騒音・振動を規制

し、自動車騒音・振動に対する要請等を定めてい

ます。さらに、「群馬県の生活環境を保全する条例」

においては、飲食店営業等から深夜発生する騒音

や航空機による商業宣伝放送について規制してい

るほか、「騒音規制法」の規制対象外である３施設

（コンクリートブロックマシン、製瓶機、ダイカ

ストマシン）、「振動規制法」の規制対象外である

５施設（圧延機械、送風機、シェイクアウトマシ

ン、オシレイティングコンベア、ダイカストマシ

ン）及び１作業（空気圧縮機を使用する作業）を

規制対象としています。

（1）騒音・振動について規制する地域の指定

　騒音・振動公害は、発生源の周辺地域に限られ、

大気汚染や水質汚濁のように広域的に影響を及ぼ

すおそれがありません。そのため、生活実態のな

い地域について規制する必要がないことから、「騒

音規制法」及び「振動規制法」では、保全する地

域を指定し、この指定地域内にある工場・事業場

等から発生する騒音・振動を規制しています。県

では全町村について地域指定しています（ただし、

全域ではありません。また、市域は各市において

指定しています。）。

（2）工場・事業場等への指導

　騒音・振動に係る事務は、市町村長の権限とな

っており（航空機による商業宣伝放送に係る事務

を除く。）、｢騒音規制法｣、「振動規制法｣ 及び ｢群

馬県の生活環境を保全する条例」に基づく規制基

準の遵守及び各種手続の適正な実施は、市町村に

よって工場設置者及び事業者に対して指導されま

す。

　2020（令和２）年度に市町村で実施した騒音・

振動特定工場等調査結果は表2－4－2－10、調査

結果の推移は図2－4－2－9に示すとおりです。

表2－4－2－10　2020（令和２）年度騒音・振動特定工場等調査結果

根拠法令 調査工場数 適合（数） 適合（％）

騒音規制法 73 58 79%

振動規制法 43 43 100%

条例 0 0 －

（3）航空機による商業宣伝放送

　2020（令和２）年度は３回実施がありました。

宣伝内容は、自動車販売関係が100％を占め、１

回あたりの実施時間は120分でした。

図2－4－2－9　騒音・振動特定工場等調査結果の推移

第２項　騒音・振動の防止

１　　騒音規制法・振動規制法の管理運営　【環境保全課】

％
適合率

50

60

70

80

90

100
振動

騒音

R2R元H30H29H28H27H26H25H24H23

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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（1）環境騒音測定結果

　現在、騒音に係る環境基準は等価騒音レベル＊15

をもって評価しています。各市町村が2020（令

和２）年度に行った環境騒音測定結果に基づく環

境基準の達成状況は表2－4－2－11、達成状況

の推移は図2－4－2－10に示すとおりです。

　時間帯別では、昼間と比べ、夜間の環境基準達

成率が低くなっています。

２　　環境騒音の測定調査、防音対策の要望　【環境保全課】

表2－4－2－11　2020（令和２）年度環境騒音の環境基準達成状況

区
分

地　　　　　域
測定地
点総数

環境基準達成地点
内
訳

類
型 区　　　　分 昼間 夜間

数 ％ 数 ％ 数 ％

市　
　
　
　

部

総　　　　　　数 128 117 91.4% 121 94.5% 118 92.2%

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一　 般　 地　 域 21 21 100.0% 21 100.0% 21 100.0%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 0 0 － 0 － 0 －

Ｂ
類
型

一　 般　 地　 域 33 28 84.8% 31 93.9% 28 84.8%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 33 31 93.9% 31 93.9% 32 97.0%

Ｃ
類
型

一　 般　 地　 域 14 14 100.0% 14 100.0% 14 100.0%
道路に面する地域 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
幹線道路近接空間 25 21 84.0% 22 88.0% 21 84.0%

町　
　
　

村　
　
　

部

総　　　　　　数 8 7 87.5% 7 87.5% 7 87.5%

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一　 般　 地　 域 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 0 0 － 0 － 0 －

Ｂ
類
型

一　 般　 地　 域 4 3 75.0% 3 75.0% 3 75.0%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

Ｃ
類
型

一　 般　 地　 域 0 0 － 0 － 0 －
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

総　
　
　

計

総　　　　　　数 136 124 91.2% 128 94.1% 125 91.9%

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一　 般　 地　 域 22 22 100.0% 22 100.0% 22 100.0%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 0 0 － 0 － 0 －

Ｂ
類
型

一　 般　 地　 域 37 31 83.8% 34 91.9% 31 83.8%
道路に面する地域 0 0 － 0 － 0 －
幹線道路近接空間 34 32 94.1% 32 94.1% 33 97.1%

Ｃ
類
型

一　 般　 地　 域 14 14 100.0% 14 100.0% 14 100.0%
道路に面する地域 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
幹線道路近接空間 27 23 85.2% 24 88.9% 23 85.2%

（注）幹線道路近接空間： 県告示において幹線交通を担う道路に指定された道路のうち２車線以下は道路端から
15ｍ、２車線を越えるものは20ｍの範囲を指します。この区間は特例基準が適用さ
れます。

図2－4－2－10　環境騒音の環境基準達成状況の推移
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＊15 等価騒音レベル：ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的に平均値として表したもの（単位はデシベル（dB）。）。
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（2）自動車騒音測定結果

ア　一般道路

　2020（令和２）年度は、県内主要道路沿線

の22地点で、市町村により自動車騒音の測定

が行われました。

　環境基準の達成状況及び要請限度の超過状況

は表2－4－2－12のとおりです。

　測定地点のうち18地点（82%）が昼間及び

夜間の時間帯で環境基準を達成しました。

　また、自動車騒音の要請限度（公安委員会に

対する要請及び道路管理者に意見を述べる際に

自動車騒音の大きさを判定する基準）では、１

地点（５%）で要請限度を超えました。

　なお、環境基準の達成状況及び要請限度の超

過状況の推移は図2－4－2－11に示すとおり

です。

イ　高速道路

　高速道路沿線地域の騒音の状況を把握するた

め、沿線市町村により自動車騒音測定が行われ

ました。2020（令和２）年度の結果は、表2

－4－2－13のとおりです。なお、関越自動車

道上越線（上信越自動車道）及び北関東自動車

道沿線での測定はありませんでした。

　また、環境基準達成状況の推移は図2－4－2

－12に示すとおりです。

表2－4－2－12　2020（令和２）年度環境基準達成状況及び要請限度の超過状況（一般道路）

図2－4－2－11　環境基準達成状況及び要請限度の超過状況の推移（一般道路）

区域の区分 車線数
測定
地点数

環境基準達成地点数 要請限度超過地点数

昼 夜 昼 夜

ｂ区域
2 4 4 4 4 0 0 0

4 2 0 1 0 0 0 0

ｃ区域

2 12 12 12 12 0 0 0

4 3 1 2 1 1 0 1

6 1 1 1 1 0 0 0

合計
22

18 20 18 1 0 1

達成率・超過率 82% 91% 82% 5% 0% 5%
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90
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％

達成率 超過率
％

全時間帯（環境基準）

夜間（環境基準）

昼間（環境基準）

要請限度超過率

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

表2－4－2－13　2020（令和２）年度環境基準達成状況（高速道路）

路線名 調査地域 地域の類型 測定地点数
環境基準達成

地点数 比率

関越自動車道新潟線
渋川市

Ｂ類型 4 4 100%

Ｃ類型 1 1 100%

小　　　計 5 5 100%

東北縦貫自動車道
板倉町 Ｂ類型 1 1 100%

小　　　計 1 1 100%

総　　合　　計 6 6 100%
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図2－4－2－12　環境基準達成状況の推移（高速道路）

（3）新幹線鉄道騒音・振動

　上越新幹線、北陸新幹線における沿線地域の騒

音・振動の状況を把握するため、新幹線騒音・振

動測定を行いましたが、結果は次のとおりです。

ア　上越新幹線

　2020（令和２）年度に実施した新幹線鉄

道騒音・振動の調査結果及び新幹線鉄道騒音

の環境基準達成状況については、表2－4－2

－14に示すとおりでした。なお、測定結果

にある25m、50mとの表示は、それぞれ、

上下線中心線から測定地点までの距離を表し

ています。

　それによると、線路に近い25m地点にお

ける半数以上の測定地点で新幹線鉄道騒音に

係る環境基準を超過していました。

　また、振動については、環境保全上緊急を

要する新幹線鉄道振動対策に示されている勧

告指針値（70dB）を各測定地点とも下回っ

ていました。

イ　北陸新幹線

　2020（令和２）年度に実施した新幹線鉄

道騒音の調査結果及び新幹線鉄道騒音の環境

基準達成状況については、表2－4－2－15

に示すとおりでした。

　それによると、線路に近い25m地点にお

ける半数以上の測定地点で新幹線鉄道騒音に

係る環境基準を超過していました。

　また、振動については、環境保全上緊急を

要する新幹線鉄道振動対策に示されている勧

告指針値（70dB）を各測定地点とも下回っ

ていました。

　なお、上越新幹線及び北陸新幹線沿線地域にお

ける新幹線騒音の環境基準達成状況の推移は図2

－4－2－13に示すとおりです。

表2－4－2－14　2020（令和２）年度上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果及び上越新幹線鉄道騒音の環境基準達成状況

表2－4－2－15　2020（令和２）年度北陸新幹線鉄道騒音・振動測定結果及び北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達成状況

測定場所 地域の
類型

測定地点側
の軌道

列車平均
速度
（㎞/h）

測定結果（dB） 環境基準達成状況

騒音 振動
達成地点数 達成比率

25m 50m 25m

高崎市木部町 Ⅰ 下り側 216 70 68 55 

4 44%

高崎市上佐野町 Ⅰ 上り側 185 71 63 47 

高崎市飯塚町 Ⅰ 下り側 164 72 － 42 

高崎市問屋町 Ⅱ 下り側 166 70 65 51 

高崎市下小鳥町 Ⅰ 下り側 169 68 67 54 

高崎市福島町 Ⅰ 上り側 189 75 70 54 

藤岡市岡之郷 Ⅱ 下り側 235 73 71 53 

渋川市川島 Ⅰ 下り側 224 74 70 56 

みなかみ町月夜野 Ⅰ 上り側 218 72 66 58 

測定場所 地域の
類型

測定地点側
の軌道

列車平均
速度
（㎞/h）

測定結果（dB） 環境基準達成状況
騒音 振動 達成地点数 達成比率

25m 50m 25m
高崎市浜川町 Ⅰ 下り側 197 71 68 57 

1 25%
高崎市箕郷町 Ⅰ 上り側 243 74 73 57 

高崎市中里見町 Ⅱ 下り側 244 71 69 47 

安中市中秋間 Ⅰ 下り側 106 72 68 43 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105

達成率 (合計 )

達成率 (北関東 )

達成率 (関越・上越 )

達成率 (関越・新潟 )

達成率 (東北縦貫 )

H25H24H23 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

（注）騒音測定を実施していない路線の達成率は、直近測定年度の達成率としている。
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図2－4－2－13　新幹線騒音の環境基準達成状況の推移（25ｍ地点）

表2－4－2－16　2020（令和２）年度道路交通騒音面的評価結果

図2－4－2－14　道路交通騒音面的評価結果 全時間帯達成率の推移

評価主体 評価区間延長（km）評価対象住居等総戸数 環境基準達成戸数 全時間帯達成率（%）

群馬県（町村分） 57.0 4,303 3,995 92.8%

12市 1,883.4 131,196 127,917 97.5%

合計 1,940.4 135,499 131,912 97.4%

（4）道路交通騒音の測定評価

　道路交通騒音面的評価は、県内全域の主要な道

路に面する地域における自動車騒音について、原

則５年間（最長10年間）で測定評価を行い、自

動車騒音の環境基準達成状況を調査しています。

　2020（令和２）年度に群馬県及び県内12市が

道路交通騒音面的評価を行った結果は表2－4－2

－16、環境基準全時間帯達成率の推移は図2－4

－2－14に示すとおりです。

　県では、これまでの路線に加え大泉町における

１路線で行いましたが、結果は表2－4－2－17

のとおりです。この評価は、環境省から示されて

いる「自動車騒音常時監視マニュアル」に基づき

実施したものです。

　なお、達成率は、道路端から両側50mの範囲

内にある住居等について推計した騒音レベルを基

に、その範囲内の住居総戸数のうち環境基準を達

成している数の割合を算出した結果です。

表2－4－2－17　2020（令和２）年度道路交通騒音面的評価結果（群馬県実施分）

○評価対象路線

市町村 路線名 評価区間延長
（㎞） 評価区間始点 評価区間終点 全時間帯達成率

（％）
大泉町 足利千代田線 3.9 大泉町北小泉 大泉町大字吉田 100

○評価区間全体
評価対象住居等

総戸数
昼間・夜間とも
基準値以下

昼間のみ
基準値以下

夜間のみ
基準値以下

昼間・夜間とも
基準値超過

620 620 0 0 0

80%

85%

90%

95%

100%

達成率

H30H27 H29H28 R元 R2

上越新幹線 17% 9% 27% 22% 22% 33% 44% 22% 44% 44％

 北陸新幹線 67% 25% 75% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 25％

 合計 33% 13% 40% 15% 15% 46% 54% 38% 54% 38％

 測定地点数（上越新幹線） 12 11 11 9 9 9 9 9 9 9

 測定地点数（北陸新幹線） 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ｈ27 Ｈ28Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%

Ｈ29 Ｈ30 R元 R2
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　「騒音規制法」及び「振動規制法」を運用する

上で必須となる騒音・振動の測定に係る知識の習

得のため、市町村職員を対象に、2012（平成

24）年度から ｢騒音・振動市町村担当者研修」

を開催しています。

　さらに、2015（平成27）年度に、｢騒音規制法｣、

｢振動規制法｣ 及び ｢群馬県の生活環境を保全す

る条例｣ における地域指定の権限を市に移譲し、

市町村が運用しやすい法制度の整備を図りました。

今後も市町村の実情を十分に考慮しながら、市町

村が行う騒音・振動の業務を支援していきます。

３　　騒音・振動の業務を行う市町村に対する側面支援　【環境保全課】

（5）防音対策の要望

　測定調査等の結果を踏まえ、2020（令和２）

年度には次の要望を行いました。

ア　高速自動車道沿線騒音対策要望

　各高速自動車道における環境基準の達成及

びその維持については、県内の沿線市町村か

ら遮音壁設置要望をまとめ、東日本高速道路

㈱の高崎管理事務所及び佐久管理事務所に対

して要望を行いました（2020［令和２］年

８月）。

　また、2020（令和２）年11月には関係県

で構成する「東北・上越・北陸新幹線、高速

自動車道公害対策10県協議会」を通じて同

社に要望を行いました。

イ　新幹線騒音対策要望

　上越・北陸新幹線における環境基準の達成

及びその維持については、2020（令和２）

年11月及び12月に、前述した「東北・上越・

北陸新幹線、高速自動車道公害対策10県協

議会」を通じて東日本旅客鉄道㈱本社及び

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構に要

望を行いました。

　また、測定の結果、環境基準未達成地域が

あることから、2021（令和３）年３月に東

日本旅客鉄道㈱高崎支社に発生源から出る騒

音の防止対策をより一層強化するよう強く要

望しました。

○近接空間
評価対象住居等

総戸数
昼間・夜間とも
基準値以下

昼間のみ
基準値以下

夜間のみ
基準値以下

昼間・夜間とも
基準値超過

250 250 0 0 0
※近接空間
・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路の場合、道路端から20mまでの範囲
・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路の場合、道路端から15mまでの範囲

○非近接空間
評価対象住居等

総戸数
昼間・夜間とも
基準値以下

昼間のみ
基準値以下

夜間のみ
基準値以下

昼間・夜間とも
基準値超過

370 370 0 0 0
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＊16 アンモニア：刺激臭のある無色の気体で、圧縮することによって常温でも簡単に液化します。畜産、鶏糞乾燥、し尿処理場などが主な発生源
で、粘膜刺激、呼吸器刺激などの作用があります。し尿のような臭いがします。

＊17 複合臭：複数の原因物質が混ざり合うことによって、様々な相互作用が起こります。例えば、別々に嗅ぐとそれほど強く感じない臭いでも、
混ぜて嗅ぐと強く感じることがあります。このような相互作用が複雑に絡み合って、１つの臭いが作り出されます（例:香水）。人間の嗅覚は、
このような相互作用を全て加味して、総合的に臭いを感じ取っています。

　「悪臭防止法」は、事業活動に伴って発生する

悪臭について必要な規制を行うことによって、生

活環境を保全し、県民の健康を保護することが目

的です。規制の方法は次の２種類があり、いずれ

かにより悪臭の排出等が規制されています。それ

ぞれの規制値は、地域の実情を考慮して地域ごと

に定められています。

【規制の方法】

ア 　物質濃度規制（アンモニア＊16等の特定の22

物質を対象とした排出濃度規制）

イ 　臭気指数規制（人間の嗅覚に感知される悪臭

の程度に関する値である臭気指数による規制）

　悪臭に関する苦情は、物質濃度規制では解決で

きない事例も多い状況でした。

　そのため、県では県内全市町村で複合臭＊17や

未規制物質にも対応できる臭気指数による規制を

行うことを基本方針に、市町村と調整を行ってき

ました。

　2021（令和３）年３月31日現在、長野原町を

除く12市14町８村全域が臭気指数規制地域とし

て指定されています。

　今後とも、県内全市町村、全区域への臭気指数

規制導入を目指し、調整を行っていきます。

第３項　悪臭の防止

１　　悪臭防止法の管理運営　【環境保全課】

　臭気指数規制を導入した際に必要となる実務知

識の習得のため、市町村職員を対象に、2004（平

成16）年度から「嗅覚測定法研修会」を開催す

るなど、実際に規制の運用にあたる市町村の支援

に努めています。

　さらに、規制地域内の事業者に対しては、説明

会の実施等によって制度の普及啓発に努めるとと

もに、今後も地域の実情を十分に考慮しながら、

悪臭防止対策を推進していきます。　

２　　悪臭の業務を行う市町村に対する側面支援　【環境保全課】

　畜産経営に関する公害苦情の発生状況（2019

［令和元］年７月１日～2020［令和２］年６月30日）

は、表2－4－2－18に示すとおりでした。県内

の畜産経営に関する苦情の約４割が悪臭関連であ

り、畜産業の健全な発展のためには悪臭防止対策

が重要です。

（1）臭気対策

ア 　家畜排せつ物臭気対策モデル事業（2009

～2013［平成21～25］年度）

　本県で開発した脱臭装置を2009（平成

21）年度に11か所設置し、2013（平成25）

年度まで実証データを収集し、その効果を確

認するとともに、地域と調和した畜産経営を

確立するため、普及を図ってきました。

イ 　家畜排せつ物臭気対策事業（2010～2012

［平成22～24］年度）

　本県で開発した脱臭装置等の導入費を補助

し、畜産臭気の問題を抱えている地域の生活

環境を改善する事業を2010（平成22）年度

から開始し、2010（平成22）年度には利根

沼田地域に脱臭装置を２か所設置しました。

また、2012（平成24）年度には中部地域に

脱臭装置を２か所と常緑樹の生垣を１か所設

置しました。

ウ 　畜産経営環境周辺整備支援事業（2013～

2020［平成25～令和２］年度）

　2013（平成25）年度には「水質汚濁防止

法」の硝酸性窒素等及び窒素・りんの暫定排

水基準の改正に対応するため、事業を拡充し、

高度処理装置等の追加設置に対する排水処理

対策メニューを追加しました。また、2014

３　　畜産環境保全対策推進事業　【畜産課】
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表2－4－2－18　畜産経営に関する苦情発生状況（2019［令和元］年７月１日～2020［令和２］年６月30日）

 （単位：件）

種類

地域
水質汚濁 悪臭発生 害虫発生 水質汚濁と

悪臭発生
水質汚濁と
害虫発生

悪臭発生と
害虫発生

水質汚濁と
悪臭発生と
害虫発生

その他 計

中 部 地 域 1 7 3 1 0 1 0 18 31

西 部 地 域 0 3 1 1 0 1 0 1 7

吾 妻 地 域 2 1 0 2 0 0 0 0 5

利根沼田地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東 部 地 域 0 5 1 0 0 1 0 2 9

計 3 16 5 4 0 3 0 21 52

（平成26）年度は中部地域で臭気対策耐久資

材１か所、排水処理施設１か所の整備を実施

しました。更に2015（平成27）年度は中部

地域で脱臭装置１か所、排水処理施設１か所、

西部地域で臭気対策耐久資材１か所、吾妻地

域で排水対策１か所の事業を実施しました。

2016（平成28）年度については、中部地域

で臭気対策耐久資材等１か所、高度処理装置

１か所、吾妻地域で排水対策１か所の事業を

実施しました。2017（平成29）年度は、中

部地域及び吾妻地域で高度処理装置等２か所

の事業を実施しました。2018（平成30）年

度は、中部地域において、高度処理装置３か

所の事業を実施しました。2019（令和元）

年度は、中部地域で臭気対策耐久資材１か所

の整備を実施しました。

（2）畜産環境保全

ア 　畜産環境保全対策推進事業（2006［平成

18］年度～）

　地域の環境保全を図るため、畜産に関する

苦情の実態調査及び巡回指導等を実施しまし

た。

　また、堆肥流通を促進するため、堆肥施用

による実証展示を２地域・３か所に設置し、

地域の特徴を生かした資源循環型農業の推進

を図りました。

　「悪臭防止法」や「水質汚濁防止法」に対

応するため、臭気低減対策や尿汚水浄化処理

施設維持管理の研修会を開催するとともに、

環境保全に対する意識向上を図るための冊子

を作成・配布・ホームページ掲載しました。

　さらに、2020（令和２）年度はtsulunos

での動画配信により堆肥利用の啓発を図りま

した。
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＊１ダイオキシン類対策特別措置法：1999（平成11）年７月12日制定、同年７月16日公布、2000（平成12）年１月15日より施行されました。
＊２ コプラナーPCB（コプラナーポリ塩化ビフェニル）：PCBの一成分でポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）及びポリ塩化ジベンゾ
フラン（PCDF）と同様な毒性をもつものです。「ダイオキシン類対策特別措置法」では、ダイオキシン類に含まれます。

＊３ TEQ（毒性等量Toxicity Equivalency Quantityの略）：ダイオキシン類の中で最も毒性が強い2,3,7,8－TCDDの毒性を１とし換算した毒
性等価係数（TEQ）を用いて毒性を評価するためのものです。

＊４出典：2020（令和２）年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省）
＊５ ＴＤＩ（耐容一日摂取量　Tolerable Daily Intakeの略）：人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される
一日あたりの摂取量であり、世界保健機構（WHO）や各国において科学的知見に基づいて設定されています。

＊６出典：ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）2021（令和３）年３月（環境省）

（1）ダイオキシン類の現状

　「ダイオキシン類対策特別措置法＊１」では､ ダ

イオキシン類をポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）

及びコプラナーポリ塩化ビフェニル＊２（コプラ

ナーPCB）の総称と定義しています。

　ダイオキシン類は、意図的に製造する物質では

なく、焼却の過程等で発生する副生成物です。環

境中に広く存在していますが、その量は非常にわ

ずかです。

　私たちは、１日平均で体重１kg当たり約0.52pg

－TEQ＊３のダイオキシン類を摂取していると推

定されており、その大部分は食品経由といわれて

います＊４。この水準はダイオキシン類の耐容一

日摂取量（TDI＊５）（体重１kg当たり４pg）を下

回っているため、健康への影響はないと考えられ

ます。

１pg（ピコグラム）は、１兆分の１gに相当

します。例えば、東京ドームを水でいっぱい

にして角砂糖１個（１g）を溶かしたとき、

その水１ｍLに含まれている砂糖の量がおよ

そ１pgです。

　「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく規

制の結果、ダイオキシン類の排出量は着実に減少

しています。国内の事業場からの総排出量（2019

［令和元］年）は、1997（平成９）年比で約99％

削減され＊６、環境基準の達成状況も非常に高い状

態が継続しています。

　県では、ダイオキシン類による汚染を防止し、

環境リスクの低減を図り、安全な生活環境を確保

するため、国が推進する対策等を勘案しながら①

発生源対策、②ごみ減量化・リサイクル、③環境

実態調査を総合的に推進しています。

（2）環境中のダイオキシン類調査結果

　「ダイオキシン類対策特別措置法」により、大気、

水質、水底の底質及び土壌の環境基準が定められ

ています。2020（令和２）年度の県内の調査結

果は表2－4－3－1のとおりです。全ての地点で

環境基準を達成しています。

（3） 「ダイオキシン類対策特別措置法」の届出状

況・立入検査

　2021（令和３）年３月末日現在、本県におけ

る本法の届出状況は表2－4－3－2のとおりです。

大気基準適用施設では、全体の約９割を廃棄物焼

却炉が占めています。

　県、前橋市及び高崎市は、対象施設が適切に運

用されているか確認するため、随時、立入検査を

実施しています。2020（令和２）年度は大気基

準適用35（１）施設（括弧内は、前橋市、高崎

市実施分。以下同様。）・水質基準対象４（０）施

１　　ダイオキシン類対策　【環境保全課】

第１項　有害化学物質対策

  第３節　有害化学物質による環境リスクの低減

〈環境基準達成率〉

ダイオキシン類 大気 100.0％（17/17地点）
公共用水域（水質） 100.0％（12/12地点）
公共用水域（底質） 100.0％（  9/  9地点）
地下水質　 100.0％（  2/  2地点）
土壌 100.0％（  8/  8地点）

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり



168

設に立入検査を行い、その結果、５（０）施設に

対して口頭で改善指示を行いました。

（4）施設設置者による測定結果

　施設設置者は、排出ガス、排出水及び燃え殻等

のダイオキシン類による汚染状況について、年１

回以上測定を行い、結果を県等に報告することが

義務付けられています。2020（令和２）年度分

の報告状況は表2－4－3－2のとおりです。未報

告の施設については、速やかに報告するよう指導

しています。なお、県では県に報告された測定結

果をウェブサイトで公表しています。

　 （公表サイトのＵＲＬ https://www.pref.gunma.

jp/04/e09g_00060.html）

表2－4－3－1　2020（令和２）年度環境中のダイオキシン類調査結果

測定媒体（環境基準値） 令和２年度 令和元年度

大気
（年平均値 0.6pg-TEQ/㎥以下）

調査地点数 17 17
平均値（pg-TEQ/㎥） 0.016 0.017
濃度範囲（pg-TEQ/㎥） 0.0024～0.033 0.0085～0.031

公共用水域
水質

（年平均値 1pg-TEQ/L以下）

調査地点数 12 12
平均値（pg-TEQ/L） 0.14 0.066
濃度範囲（pg-TEQ/L） 0.031～0.39 0.010～0.21

公共用水域
底質

（150pg-TEQ/g以下）

調査地点数 9 12
平均値（pg-TEQ/g） 1.2 2.0
濃度範囲（pg-TEQ/g） 0.30～3.8 0.055～16

地下水質
（年平均値 1pg-TEQ/L以下）

調査地点数 2 2
平均値（pg-TEQ/L） 0.044 0.042
濃度範囲（pg-TEQ/L） 0.043～0.044 0.041～0.042

土壌
（1000pg-TEQ/g以下）

調査地点数 8 5
平均値（pg-TEQ/g） 0.85 0.54
濃度範囲（pg-TEQ/g） 0.047～4.4 0.0021～2.3

※調査の実施主体は、群馬県、前橋市、高崎市、太田市、明和町、大泉町、国（国土交通省）です。

表2－4－3－2　県内における「ダイオキシン類対策特別措置法」の特定施設（設置者による測定結果報告状況）
（2021［令和３］年３月31日現在）

大気基準適用施設
測定結果報告
施設数

未報告 休止中 届出施設数計
うち排出基準
不適合施設数

製鋼用電気炉 1 0 0 1 0
亜鉛回収施設 2 0 0 2 0
アルミニウム合金製造施設 14(3) 0 3(1) 17(4) 0
廃棄物焼却炉 104(28) 6(3) 24(10) 134(41) 0

計 121(31) 6(3) 27(11) 154(45) 0

水質基準適用事業場
測定結果報告
事業場数

未報告 休止中 事業場数計
うち排出基準
不適合事業場数

アセチレン製造施設 1 0 0 1 0
亜鉛回収の精製施設、廃ガス洗浄
施設、湿式集じん施設

1 0 0 1 0

廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設、
湿式集じん施設、灰の貯留施設

5(3) 0 0 5(3) 0

下水道終末処理施設 3(2) 0 0 3(2) 0
計 10(5) 0 0 10(5) 0

※括弧内は、前橋市及び高崎市の件数で内数です。
※３月末日までに廃止した施設は除く

　アスベスト（石綿）は、天然の鉱物繊維であり、

熱や摩耗に強く、酸やアルカリにも侵されにくい

という特性を持ち、安価であったことから、高度

経済成長期を主として建築材料や工業製品などに

幅広く大量に使用されてきました。

　しかし、アスベストの極めて微細な繊維を吸い

込むことにより、人体に深刻な影響を与えること

が確認されるようになり、アスベストへの規制が

２　　アスベスト対策　【環境保全課、感染症・がん疾病対策課、建築課】
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行われることとなりました。アスベストに係る法

規制は1960（昭和35）年に制定された「じん肺

法」から始まり、1971（昭和46）年に「労働基

準法特定化学物質等障害予防規則」が制定され、

これ以降関係法令が段階的に強化されました。

　「大気汚染防止法」では、1989（平成元）年に、

アスベスト製品製造工場を対象とした規制が始ま

り、1996（平成８）年には、解体等工事に係る

規制として、特定建築材料（吹付け石綿）を使用

する建築物の解体について事前の届出と作業基準

の遵守が義務化され、2005（平成17）年には特

定建築材料に石綿含有保温材等が追加されました。

2013（平成25）年の改正では、解体工事等を施

工する際、事前調査を行うことが義務化され、

2020（令和２）年には、全てのアスベスト含有

建材への規制対象拡大や事前調査結果の報告義務

等について改正が行われました。（2021［令和３］

年４月１日以降、段階施行）。

　2006（平成18）年には「労働安全衛生法施行

令」の改正により、アスベストを0.1重量％超含

有する製品の製造・使用・譲渡等が原則禁止され

ました。同年に、「建築基準法」が改正され、吹付

け石綿など、石綿を飛散させる危険性があるもの

については、建築材料への使用が制限されました。

　また、2006（平成18）年には、国においてア

スベストを原因とする健康被害者に対する救済制

度が創設されました。アスベストを原因とする健

康被害については、アスベストを吸い込んでから

自覚症状等をきっかけとして発見されるまでの期

間が非常に長いため（例：中皮腫では20から50

年）、今後も長期的な視野に立って被害者の早期

発見及び救済を図っていくことが必要です。

（1）県の対応

　県は、法令に基づく立入検査や環境調査等の実

施に加え、民間建築物の吹付けアスベスト等調査

台帳の整備、県民等からのアスベストに関する相

談や質問への対応、国が創設した健康被害者に対

する救済制度の申請受付を行っています。

（2）県内の特定粉じん排出等作業への対応

　吹付けアスベスト等飛散性アスベストが使用さ

れた建築物等を解体・改造・補修する場合は、事

前に「大気汚染防止法」で特定粉じん排出等作業

実施届出書を提出する必要があります。県では、

この届出のあった全ての現場に立ち入り、飛散防

止対策が適正に行われているかを確認していま

す。

　なお、2020（令和２）年度は69（25）件の

届出がありました（括弧内は、前橋市及び高崎市

への届出分）。

（3） 特定粉じん排出等作業実施届出書の届出以

外の解体工事への対応

　解体事業者におけるアスベストの飛散防止対策

を徹底するために、2017（平成29）年度から特

定粉じん排出等作業実施届出書の届出現場以外の

解体等工事現場への立入検査を強化しています。

さらに、解体等工事請負業者の会社の事務所も訪

問し、法令の遵守について指導・啓発を行ってい

ます。2020（令和２）年度の解体等工事現場立

入検査件数及び会社事務所訪問件数は表2－4－3

－3のとおりです。

（4）大気中のアスベスト濃度

　県内の大気環境中のアスベスト調査に係る総繊

維数濃度について一般環境２地点で測定を行った

結果は、表2－4－3－4のとおりでした。

　どちらの地点も１本／Lを下回っていました。＊７

（5）民間建築物に対する対応

　民間建築物におけるアスベスト対策の促進を目

的として、県内（前橋市・高崎市・桐生市・伊勢

崎市・太田市・館林市の区域を除く）の対象建築

物の台帳整備を行っています。大規模民間建築物
＊８については台帳整備が完了しており、建築物

の所有者等に対して指導や助言を行い、分析調

査・除却等の促進を図っています。小規模民間建

築物＊９については2020（令和２）年度に建築物

の所有者の調査に着手しました。建築確認データ

ベースの情報と、建築物の登記情報の紐付けを行

い、対象建築物3,771件の内1,651件について所

有者の情報を取得しました。

＊７ 本調査は、「アスベストモニタリングマニュアル（第4.0版）」に基づいて行われており、総繊維数濃度が１本/Lを超過した場合は、電子顕微
鏡で物質を同定し、アスベスト繊維数濃度を求めることとされています。

＊８大規模民間建築物：1956（昭和31）年～1989（平成元）年までに施工された延べ床面積1,000㎡以上のもの。
＊９ 小規模民間建築物：1956（昭和31）年～1989（平成元）年までに施工された延べ床面積300㎡以上～1,000㎡未満のもので不特定多数の
者が利用するもの （①集会場等②旅館等③飲食店・店舗等の用途を含むもの。）。

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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＊10特定粉じんを発生施設を設置する工場・事業場の敷地境界基準として石綿濃度10本/Lが定められています。
＊11 PRTR制度：化学物質の排出・移動量届出制度。
＊12 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律：1999（平成11）年７月13日公布、2000（平成12）年３月30日
より施行されました。「化学物質排出把握管理促進法」または「化管法」などと略されます。

（1）PRTR制度＊11の背景

　現在の私たちの生活は、多種多様な化学物質を

利用することで成り立っています。

　これらの化学物質には、人や生態系に悪影響を

及ぼすおそれがあるものもありますが、一つひと

つの物質に個別の基準を設け、規制するには限界

があります。そのため、1999（平成11）年に「特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律」＊12が公布され、PRTR

制度が導入されました。

（2）PRTR制度の目的と特徴

　PRTR制度の主な目的は、次の２点とされてい

ます。

● 事業者による化学物質の「自主的な管理」

　の改善を促進する。

●環境保全上の支障を未然に防止する。

　この制度は、従来からの手法である「規制」は

最低限とし、あくまで事業者の「自主的」な取組

によって化学物質による環境リスクの低減を図る

点が特徴となっています。

（3）PRTR制度の仕組み

　対象となる化学物質を製造又は使用等している

事業者は、大気、公共用水域、土壌及び事業所内

埋立など環境中に排出した化学物質の量と廃棄物

として処理するために事業所外へ移動させた化学

物質の量を自ら把握し、県（高崎市内の事業者に

あっては高崎市）を経由して国に毎年届け出ます。

１　　PRTR制度の集計結果に基づく必要な環境モニタリングの実施　【環境保全課】

第２項　有害化学物質の適正管理の推進

　食品の中には、食物連鎖を通じて蓄積された

もの、環境に由来して食品に残留したもの、本

来その食品を組成するもの等、様々な化学物質

などが含まれる可能性があります。

　こうした化学物質などの中には、一定量を超

えて摂取し続けると人の健康に危害をもたらす

ものがあり、これを防ぐために、「食品衛生法」

により様々な基準が設けられています。

（1）流通食品の安全検査の実施

　県内で販売・消費されている食品の検査を実

施することにより安全の確認を行い、検査結果

は速やかに情報提供しています。2020（令和２）

年度は放射性物質検査58検体、重金属検査25検

体、その他15検体、計98検体の検査を実施し、

すべての検体で「食品衛生法」の基準に違反す

るものはありませんでした。

３　　食品の安全性の確保　【食品・生活衛生課】

表2－4－3－4　2020（令和２）年度大気環境中の
アスベスト調査に係る総繊維数調査結果

表2－4－3－3　解体現場立入検査件数及び会社事
務所訪問件数（2018［平成30］年度～）

測定区分 調査地点 測定結果
（本/L）＊10

一般環境
前橋市上沖町 （夏期）0.28

（冬期）0.18

伊勢崎市上泉町 （夏期）0.35
（冬期）0.21

※ 空気１Ｌ中に繊維が何本あるかを示しており、総繊維数≧アスベスト
繊維数となります。

解体現場立入検査
会社事務所
訪問計

法令事項
不適

H30年度 265件 168件 95社

R元年度 323件 160件 66社

R２年度 281件 137件 56件
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＊13トルエン、キシレン、エチルベンゼン：いずれも人や生態系に悪影響を及ぼすおそれがある物質で、溶剤・洗浄剤などに用いられています。
＊14クロロピクリン：農薬（土壌消毒剤）の成分です。目や皮膚を刺激するほか、のどや呼吸器を侵し、吐き気や咳を生じます。

　国は事業所からの届出データを整理・集計するほ

か、届出要件に該当しない事業者や届出対象となっ

ていない家庭や農地、自動車などから排出されてい

る対象化学物質の量を推計し、両データを併せて公

表します。これらのデータを利用して、県民、事業者、

行政が化学物質の排出の現状や対策の内容、進み具

合について話し合いながら、協力して化学物質対策

を進めていくことが期待されます。

　なお、公表されたデータは、次のホームページ

から入手することができます。

［環境省］

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html

［経済産業省］

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_

management/law/

（4）排出量・移動量の集計結果

　2021（令和３）年３月に2019（令和元）年度

分の排出量等のデータが、国から公表されました。

ア　届出データ

ａ　届出事業所数

　県内の届出事業所数は、前年度より３件多

い774件となり、全国の33,318件の約2.3

％を占めています。そのうち約45%をガソ

リンスタンド等の燃料小売業が占めていまし

た。（全国と同傾向）

ｂ　届出排出量・移動量

　県内の届出排出量は約4.0千トンで、全国

の約2.8％を占め、排出量順で16番目でした。

また、届出排出量の経年変化は図2－4－3－

1のとおりで近年は緩やかな減少傾向にあり

ます。

　全国及び県内の排出量・移動量は、表2－

4－3－5に示すとおりです。大気への排出量

の割合が高く、群馬県の場合は排出量全体の

約99％を占めています。排出量の多い物質は、

トルエン、キシレン、エチルベンゼン＊13の

順となっています。

イ　届出外（推計）排出量データ

　県内の届出外排出量は、届出排出量の約1.4

倍となっています（表2－4－3－6）。

　また、届出外排出物質の上位３物質は、クロ

ロピクリン＊14、トルエン、キシレンの順とな

っています。

　PRTR制度により得られたデータは県が行う

化学物質調査の基礎として活用されています。

また、リスクコミュニケーション（次ページ参

照）への活用も図っていきます。

表2－4－3－5　2019（令和元）年度届出による排出量及び移動量 （単位：ｔ/年）

図2－4－3－1　PRTR届出排出量推移（群馬県）

排出量 移動量 排出・移動量
合計大気 水域 土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計

全国 127,647 6,991 202 5,287 140,127 243,055 872 243,927 384,054

群馬県 3,916 55 0 2 3,973 6,371 29 6,401 10,373

（注）各数値で端数を四捨五入しているため、合計が合算値とならないことがあります。

H14H13 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H29 H30 R元H28

大気（t/ 年） 公共用水域（t/ 年）

大気

公共用水域
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（5）化学物質大気環境調査

　PRTR制度による届出データの集計結果に基づ

き、環境への影響を調査するため、排出量の多か

った地域で夏季及び冬季の年２回、大気環境調査

を行いました。調査対象は、大気中への排出量の

上位物質（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

ジクロロメタン、トリクロロエチレン等）で、

2020（令和２）年度の調査結果（年２回の調査

結果における平均値）は表2－4－3－7のとおり

です。

　調査した全ての地点において、環境基準又は室

内濃度指針値を超過する濃度は検出されませんで

した。

（1）リスクコミュニケーションとは

　現代社会においては、事業活動等に伴って様々な

リスクが発生します。例えば、化学物質を使用する

場合、その化学物質が環境中へ排出されることで生

態系や私たちの健康に悪影響を与える可能性（リス

ク）が発生します。このようなリスクのことを特に

「環境リスク」といいます。このリスクを地域全体

で減らすためには、住民・事業者・行政が情報を共

有し、取組を進めることが重要です。このように、

様々な立場から意見交換を行い、意思疎通と相互理

解を図りながら環境リスクを減らすための取組を

「リスクコミュニケーション」といいます。

表2－4－3－7　2020（令和２）年度化学物質大気環境調査結果 （単位：μg/㎥）

測定場所 トルエン キシレン エチルベンゼン ジクロロメタン トリクロロエチレン ベンゼン

館林市（下早川田町周辺） 5.2 1.8 1.5 2.1 1.5 0.40

館林市（近藤町周辺） 12 4.5 4.8 2.0 11 0.28

太田市（大原町周辺） 3.6 1.4 1.3 52 0.82 0.22

太田市（新田小金井町周辺） 15 12 12 1.7 1.1 0.23

伊勢崎市（粕川町周辺） 8.5 1.3 1.1 2.0 1.5 0.23

富岡市（岡本周辺） 18 0.6 0.55 3.2 3.8 0.15

環境基準 260
（指針値）

200
（指針値）

3,800
（指針値） 150 130 3

（注１）網掛けについては、測定場所付近に当該物質を大量に排出する発生源（工場）があります。
（注２） トルエン、キシレン、エチルベンゼンについては、環境基準は定められていませんが、室内濃度指針

値（厚生労働省）が定められています。

２　　リスクコミュニケーションの推進　【環境保全課】

独立行政法人　製品評価技術基盤機構ホームページより引用

表2－4－3－6　2019（令和元）年度届出外（推計）排出量 （単位：ｔ/年）

届出排出量
届出外排出量

対象業種※１ 非対象業種 家庭 移動体※２ 合計

全国 140,127 42,914 68,454 37,417 56,806 205,591

群馬県 3,973 923 2,509 993 1,257 5,682

※１ 届出対象業種に属する事業者からの排出量であるが、従業員数、取扱量等の要件を満たさないため届出対象とならないもの
※２自動車など
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リスクコミュニケーションに関する情報は、次のホームページから入手することができます。
［群馬県］（「リスクコミュニケーションについて」ホームページ） https://www.pref.gunma.jp/04/e0900059.html
［環境省］ https://www.env.go.jp/chemi/communication/index.html
［経済産業省］ https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/risk-com/r_index2.html
［独立行政法人　製品評価技術基盤機構］　https://www.nite.go.jp/chem/management/rc_index.html

（2）県の取組

　県では、住民・事業者・行政が一体となって環

境負荷を減らすこと等を目指して、リスクコミュ

ニケーションを推進しています。

　多くの事業者がリスクコミュニケーションにつ

いて前向きな意見を持っているものの、知識・ス

キル不足等が障害となり、実際に実施するのが困

難であるというのが現状です。また、リスクコミ

ュニケーションについて、名前は知っているもの

の、実施内容等については未だ認知度が低いとい

う実情もあります。

　県では、2020（令和２）年度に、県民向け講

座である「ぐんま環境学校（エコカレッジ）」に

おいて、ＰＲＴＲ制度及びリスクコミュニケーシ

ョンに関する説明を行いました。リスクコミュニ

ケーションの普及を目指し、今後も啓発を継続し

ていきます。

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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（1）モニタリングポストによる監視

　県では、原子力規制委員会（2012［平成24］

年度までは文部科学省）の委託事業である、「環境

放射能水準調査」の一環として、放射性物質の飛

来状況を監視するため、1990（平成２）年度か

ら衛生環境研究所の屋上（地上21.8ｍ）に空間

放射線量測定器（モニタリングポスト）を設置し、

継続して測定を行っています。

　2011（平成23）年３月の東京電力㈱福島第一

原子力発電所の事故により、衛生環境研究所（前

橋市上沖町）では一時的に空間線量の上昇が認め

られましたが（2011[平成23]年３月15日13時～

14時：0.562μSv/h）、その後減少し、現在の同

地点の空間放射線量率は0.02μSv/h程度と事故

前の平常値の範囲内で安定して推移しています。

　2012（平成24）年度からは、さらに24基の

モニタリングポスト（地上１ｍ）を追加した、

25基で県内全域を常時監視しています。

　2020（令和２）年度の県内の状況（地上１ｍ）は、

0.012～0.097μSv/hの範囲で推移しています。

　なお、環境放射能水準調査ではこのほかに、浮

遊じん、上水（蛇口水）＊２、降下物、土壌、精米、

野菜類、牛乳の放射性物質濃度についても調査を

行っています。

（2）サーベイメータ等による測定

　モニタリングポストによる監視とは別に、「県･

市町村放射線対策会議」（後述）では、「県及び市

町村による全県的な放射線監視」として、携行型

の空間放射線量測定器（サーベイメータ）等によ

り、定期的に生活圏を中心に空間放射線量を測定

し、結果を公表しています。

　2020（令和２）年度は５月に県内442地点で、

11月に県内443地点で測定を実施し、全地点で

空間放射線量率は問題のないレベルで安定してい

ることが確認されました。

１　　空間放射線量率の測定実施　【環境保全課】

第１項　中長期的な視点での環境監視の実施

〈主な指標と最新実績〉

モニタリングポストにおける空間放射線量率

0.23μSv＊１/h未満 （25/25地点）

  第４節　放射性物質への対応

＊１Sv：シーベルト。人体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位。
＊２上水（蛇口水）：水道水のこと。

図2－4－4－1　モニタリングポスト配置図 図2－4－4－2　サーベイメータ等測定地点
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　東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により

大気中に放出された放射性物質が降下・沈着し、

平均的な空間放射線量率が0.23μSv/ｈ以上で

ある地域については、「平成二十三年三月十一日に

発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電

所の事故により放出された放射性物質による環境

の汚染への対処に関する特別措置法」（放射性物

質汚染対処特別措置法）に基づき、国が市町村ご

とに汚染状況重点調査地域として指定することと

されています。県内では2011（平成23）年12

月28日付けで、桐生市、沼田市、渋川市、安中市、

みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻

町、片品村、川場村、みなかみ町の12市町村が

指定を受けました。

　その後の詳細調査の結果、片品村とみなかみ町

については、空間放射線量率が低いことが確認さ

れ、2012（平成24）年12月27日付けで指定が

解除されました。

　汚染状況重点調査地域に指定された10市町村

のうち９市町村で除染実施計画が策定され、除染

作業が実施されました。除染は、学校や公園等の

子ども空間から優先的に実施され、順次、住宅、

公園・スポーツ施設、道路、農地等について実施

されました。

　2015（平成27）年11月19日、除染実施計画

を策定した全市町村が除染を完了し、群馬県内で

の法律に基づく除染作業は終了しました。

　その後、安中市については面的除染が必要な区

域がなく、また、中之条町については除去土壌が

発生しない方法により除染を実施したことから、

2017（平成29）年３月22日付けで指定が解除

され、2020（令和２）年度末現在で、群馬県内

の８市町村が指定を受けています。

（1）上水（蛇口水）の監視

　「環境放射能水準調査」の一環として年１回測

定を行っています。2020（令和２）年度の測定

結果は、ヨウ素131は0.0019Bq＊３/L未満、セ

シウム134は0.00036Bq/L未満、セシウム137

は0.00054Bq/Lでした。

　東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故発生直

後は、モニタリング強化として毎日１回測定を行

う体制となりました。しかし、概ね2011（平成

23）年４月下旬を最後に放射性ヨウ素及び放射

性セシウムの不検出が続いたため、国の方針変更

を受けて、2012（平成24）年１月からは３か月

分の水道水を濃縮し、精度を100倍に高めた測定

を行う体制へと移行しました。

　その後、検出量が減少傾向になったため、

2016（平成28）年度からは通常のモニタリング

体制に戻っています。

（2）県内の水道水中の放射性物質検査の実施

　県内の水道水は、厚生労働省が示している「今

後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針に

ついて」に基づき、各水道事業者（市町村等）が

定期に実施しています。

（3）県営水道の監視体制

　企業局は水道用水供給事業者として２つの県営

２　　汚染状況重点調査地域　【環境保全課】

３　　水道水及び流通食品の放射性物質検査の実施　【環境保全課、食品・生活衛生課、（企）水道課】

＊３Bq：ベクレル。放射性物質が放射線を出す能力を表す単位。１秒間に崩壊する原子核の数を表します。

図2－4－4－3　除染の考え方

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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水道を運営しており、市町村の経営する水道事業

を通じて、県内の約120万人に水道水を供給して

います。

　安全な水を供給するという事業者としての責務

から、水質検査センター（太田市新田反町町）に

おいて、県営水道の浄水場ごとに、放射性ヨウ素、

放射性セシウムについて検査し、結果を公表して

います。

　2020（令和２）年度は月１回検査し、放射性

物質は検出されませんでした。

（4）流通食品の放射性物質検査の実施

　県内に流通する食品の安全性を確認するために、

放射性物質の検査を実施し、結果を速やかに情報

提供しています。 

　2020（令和２）年度は計58検体の検査を実施

し、すべての検体で基準値を下回っていました。

　県内各地で捕獲された野生鳥獣肉については、

環境調査及び食肉利用の面から検査を実施してい

ます。なお、ツキノワグマ、イノシシ、シカ及び

ヤマドリについては、原子力対策本部長から県内

全域を対象として出荷制限の指示を受けています。

2020（令和２）年度は、58検体の検査を行い、

うち６検体で基準値超過がありました。

　県では、栽培されているきのこ類については、

毎週定期的にモニタリング検査を行い安全性を確

認することとし、2021（令和３）年３月末まで

に2,219件実施しました。

　なお、2012（平成24）年度以降は基準値を超

える栽培きのこ類はありません。

　県内で生産されている農産物は、定期的に放射

性物質検査を行い、安全性を確認しています。

  県内では、2011（平成23）年３月にホウレン

ソウ及びカキナが暫定規制値を超えたため、出荷

制限の対象となりましたが、その後の検査によっ

て安全性が確認され、2011（平成23）年４月に

出荷制限が解除されました。

　また、2011（平成23）年６月の検査で暫定規

制値を超えたため、出荷制限の対象となった茶は、

2012（平成24）年５月に一部の地域、2013（平

成25）年６月にすべての地域で出荷制限が解除さ

れました。

　2020（令和２）年度は、34品目75検体に対

して検査を行いました。なお、検体数の推移は表

2－4－4－2のとおりです。

４　　野生鳥獣肉の放射性物質検査の実施　【自然環境課】

５　　群馬のきのこ安全確保対策　【林業振興課】

６　　農産物の放射性物質検査　【技術支援課】

表2－4－4－1　栽培きのこ類のモニタリング検査数

 （単位：件）

表2－4－4－2　農産物のモニタリング検査数

年度 H28 H29 H30 R元 R２

検 査 数 248 185 185 180  265

年度 H28 H29 H30 R元 R2

検体数 400 184 117 93 75
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　県内の流域下水道終末処理場（奧利根、県央、

桐生、西邑楽、利根備前島、平塚）の水処理工程

で発生する下水汚泥からは、福島第一原子力発電

所の事故に起因した放射性物質が検出されること

があります。そのため、県はセメントや肥料の原

材料としての安全性を確保するため、下水汚泥の

放射性物質検査を行うことで、再資源化の基準を

満たしているか定期的に確認を行っています。

　放射性物質検査結果については、月１回のペー

スでホームページで公表しています。

【2020（令和２）年度　検査結果】

　・セシウム134　不検出

　・セシウム137　０～9.7（Bｑ/㎏）

　県産農畜産物の安全性を確保し、生産者が安心

して営農に取り組めるよう、2011（平成23）年

４月から県内の農地土壌を対象とした放射性物質

にかかる土壌調査に取り組んでいます。

モニタリング定点調査

　モニタリング定点調査では、県内の農地土壌に

おける放射性セシウム濃度の2011（平成23）年

度以降の推移を把握するため、2012（平成24）

年度から継続的な土壌調査を実施しています。

2020（令和２）年度は、県内88地点で調査を実

施したところ、各地点の濃度は乾土１キログラム

当たり12～550Bqの範囲で、平均すると乾土１

キログラム当たり95Bqでした（減衰補正の基準

日：2020［令和２］年12月28日）。

　2020（令和２）年度調査時の各地点の放射性

セシウム濃度は、約９年半前と比較して平均33

％に減少していました。このことは放射性セシウ

ムの半減期に従った減少（物理的減衰,約46％）

以上に減少したことを示しています（図2－4－4

－4）。その理由については、同一ほ場内のばら

つきのほかに、風雨による作土層からの流出、ま

たはほ場内への流入などの自然要因や、ほ場管理

の違いなど人為的要因の差による可能性が考えら

れます。

　本調査は、2015（平成27）年度までは毎年実

施してきましたが、それ以降は５年ごとの実施計

画で、昨年度（2020［令和２］年度）に調査を

行いました。

　なお、モニタリング定点調査の結果は、県のホ

ームページで公開しています。

８　　流域下水道脱水汚泥の放射性物質検査　【下水環境課】

７　　農地土壌等の放射性物質の調査　【農政課】

　県内各分野の放射線対策の現況を網羅的に取り

まとめ、分かりやすく示すために、2014（平成

26）年３月に「群馬県放射線対策現況第１版」

を作成しました。

　その後、放射線対策の進捗が見えるように更新

を重ね、2020（令和２）年11月に「第９版」を

作成し、ホームページで公表しました。

１　　「群馬県放射線対策現況」による県民への広報　【環境保全課】

第２項　情報の総合化、広報の促進
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図2－4－4－4　農地土壌中の放射性セシウム濃度変化率の推移
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　放射線対策について、県と市町村が連携し、総

合的な対策を推進することを目的に2012（平成

24）年５月７日に「県・市町村放射線対策会議」

を設置しました。

　また、この会議に、汚染状況重点調査地域の指

定を受けた12市町村（現在解除となっている市

町村を含む。）を構成員とする除染部会を設置し、

除染対策の円滑な推進に向けた情報共有を図って

います。

　また、県では、分野横断的に放射線対策業務の

円滑な推進を図るため、2012（平成24）年４月

25日に「放射線対策庁内連絡会議」を設置し、

情報の共有などを行っています。

２　　県・市町村放射線対策会議等による連携強化、情報の共有化　【環境保全課】

（1）指定廃棄物の現状

　放射性物質汚染対処特別措置法では、指定廃棄

物のことを、事故由来放射性物質の放射能濃度

（放射性セシウム134と放射性セシウム137の合

計値）が8,000Bq/㎏を超える廃棄物であって環

境大臣が指定したものと定めています。

　県内には指定廃棄物として、浄水発生土が

672.8t、下水汚泥焼却灰等が514.2t、計1,187.0t

が保管されています。これら指定廃棄物は、国が

責任をもって処理することとされています。

（2）指定廃棄物の処理方針

　「放射性物質汚染対処特別措置法に基づく基本

方針」では、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄

物が排出された都道府県内において行うこととさ

れています。

　宮城、茨城、栃木、千葉、群馬の５県では、国

が長期管理施設（最終処分場）を確保し処理する

こととされていますが、2016（平成28）年12

月の第３回群馬県指定廃棄物処理促進市町村長会

議において、現地保管継続・段階的処理の方針が

決定されています。

１　　指定廃棄物の処理　【廃棄物・リサイクル課】

第３項　放射性物質を含む廃棄物の処理

　県では、放射性物質汚染対処特別措置法に基づ

く特定一般廃棄物処理施設である焼却施設７施設

及び最終処分場17施設に対して、排出ガスや放

流水の自主測定結果の報告を求めたり、立入検査

を行っています。その結果、全ての施設において

基準に適合していることが確認されました。

２　　放射性物質汚染廃棄物処理状況監視　【廃棄物・リサイクル課】

表2－4－4－3　処理状況監視施設数

年度 H28 H29 H30 R元 R2

焼 却 施 設 8 9 7 7 7

最終処分場 17 17 17 17 17
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　空き缶やペットボトル、たばこの吸殻などのポ

イ捨てによるごみの散乱は、私たちに最も身近な

環境問題です。ごみの散乱は私たち自身のモラル

やライフスタイルにも関わることから、容易には

解決できない困難な問題となっています。

　そのため、県では、環境美化の意識を啓発し、

快適で住みよい「美しい郷土群馬県」をより一層

推進するために「春・秋の環境美化運動」をはじ

めとして、様々な施策を展開しています。

（1）春の環境美化運動（５～６月）実施状況

　県では、５月１日から６月30日までを春の環

境美化月間と定め、市町村やボランティア団体等

と連携して、県内各地において清掃活動や啓発活

動を実施しています。

・清掃活動　13市町村、３事業者 5,309人

・ごみ収集総量 4,595kg

・啓発活動　４市町村 1,288人

（2）秋の環境美化運動（９～10月）実施状況

　県では、９月１日から10月31日までを秋の環

境美化月間と定め、市町村やボランティア団体等

と連携して、県内各地において清掃活動や啓発活

動を実施しています。

・清掃活動　13市町村、14事業者 29,112人

・ごみ収集総量 61,686kg

・啓発活動　３市町村、３事業者 2,167人

（3）各種啓発事業の実施

　ア　 ごみの散乱防止と３Rを進めるための標語

コンテストの実施

　県と「群馬県環境美化運動推進連絡協議会」

では、次代を担う子どもたちへの環境美化と

ごみの適切な処理に対する意識啓発を目的に、

標語コンテストを実施しています。

　　・対　象　県内の小学生・中学生・高校生

　　・応募数　8,603点

　イ　環境美化教育優良校等表彰

　（公社）食品容器環境美化協会の主催する

「環境美化教育優良校等表彰」に、県が候補

となる学校を推薦しています。2020（令和２）

年度は、前橋市立広瀬小学校が優良校に選ば

れました。

１　　環境美化活動　【気候変動対策課】

第１項　快適な環境の確保

  第５節　快適な生活環境の創造

清掃活動の様子

〈主な指標と最新実績〉

エコファーマー認定者数（累計） 5,913人

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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表2－4－5－1　調停事件一覧（平成以降）

事件名 終結年月 終結区分 事件の概要

平成２年（調）第１号事件 ５年２月 打切り 板金工場の騒音、悪臭等による被害に対する慰謝料及び施設改善等要求

平成２年（調）第２号事件 ４年４月 打切り
産業廃棄物処理施設に係る車両の出入りに伴う騒音、振動等による被害に対す
る慰謝料及び音量制限等請求

平成２年（調）第３号事件
平成３年（調）第１号事件
（調停参加申立事件）

４年１月 取下げ ドライクリーニング工場の騒音、悪臭等による被害に対する施設改善等請求

平成３年（調）第２号事件
平成３年（調）第４号事件
（調停参加申立事件）

５年５月 取下げ 鉄骨工場の騒音に対する施設改善及び操業時間制限要求

平成３年（調）第３号事件 ５年11月 打切り 産業廃棄物処理業者等に対する産業廃棄物不法投棄に関する損害賠償請求

平成４年（調）第１号事件 ５年10月 調停成立 鍍金工場のガス、悪臭等による被害に対する損害賠償、慰謝料請求及び操業停止要求

平成５年（調）第１号事件 ６年３月 打切り ゴルフ場建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための建設差止め要求

平成８年（調）第１号事件 ８年５月 打切り ゴルフ場建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための計画変更要求

平成８年（調）第２号事件 ９年12月 打切り 墓地建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための建設差止め要求

平成９年（調）第１号事件 ９年12月 打切り 自動車修理工場の騒音、悪臭による被害に対する防止対策と作業時間の制限要求

平成10年（調）第１号事件 11年６月 打切り
工場の冷却塔等の騒音に対する防音対策及びダイオキシン対策として焼却炉の
運転停止等要求

平成15年（調）第１号事件
平成15年（調）第２号事件
（調停事件の併合）

16年１月 打切り 養豚場からの糞尿が地下浸透して、杉を枯らしたことについての損害賠償請求等

平成17年（調）第１号事件 18年６月 打切り
織物工場からの振動により健康被害を受けているとして、振動低減設備の設置
等要求

平成20年（調）第１号事件 21年１月 打切り
モーターレジャー施設からの騒音により健康被害を受けているとして、騒音の
発生源についての事業方法・施設の改善等要求

平成21年（調）第１号事件 21年10月 打切り
隣家の自然冷媒ヒートポンプ給湯機から発生する低周波音等により、健康被害等を
受けているとして、当該給湯機を申請人の迷惑にならない場所へ移設するよう要求

　公害に係る紛争では、司法制度（裁判）による解

決以前に、簡易迅速・少ない費用で行政的解決を図

るため、1970（昭和45）年に「公害紛争処理法」

が制定され、公害紛争処理制度が確立されました。

　この法律に基づき、国の公害等調整委員会及び都

道府県公害審査会等において、公害紛争についての

あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けていま

す。

　また、公害苦情相談員制度を設けることによって、

苦情の適切な処理を図っています。

（1）公害審査会

　1970（昭和45）年11月に設置された公害審査会

における最近の調停事件の状況は表2－4－5－1の

とおりです。

（2）公害苦情相談員

　公害に関する苦情は、地域に密着した問題である

とともに、公害紛争に発展する可能性もあるため、

迅速な処理が必要となります。

　このため、1970（昭和45）年11月に「群馬県公

害苦情相談員設置要綱」を制定し、関係する地域機

関に設置された公害苦情相談員が、住民からの苦情

相談に応じ、苦情の解決のために必要な調査、指導

及び助言等を行っています。公害苦情相談員は、以

下の地域機関に合計32名が設置されています。

　●環境事務所及び環境森林事務所

　●農業事務所（農業振興課・家畜保健衛生課）

　●土木事務所

（3）公害苦情の状況

　2020（令和２）年度において公害苦情相談員及

び市町村の公害担当課で対応した公害苦情の件数は

1,571件でした。

　典型７公害に関する苦情を種類別にみると、大気

汚染（392件）、騒音（241件）、悪臭（186件）の

順となっています。

　苦情を受付機関別にみると、市町村での受付が

94.3％、県での受付が5.7％となっています。

　なお、処理にあたっては、関係機関との連携によ

り対応しています。

　公害苦情件数の年度別推移は図2－4－5－1のと

おりです。

２　　公害紛争処理・公害苦情相談　【環境保全課】
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事件名 終結年月 終結区分 事件の概要

平成23年（調）第１号事件 23年11月 取下げ
水路工事の不良及び道路の振動により、擁壁及びブロック塀にひびが入ったな
どとして、損害賠償等を請求

平成24年（調）第１号事件 24年10月 打切り
道路建設に伴い生じた廃棄物を埋土されたため、土壌が汚染され、作物が根腐
れしたことについての損害賠償等を請求

平成26年（調）第１号事件 27年10月 打切り
店舗のエアコン室外機等から発生する騒音・低周波音により、健康被害等を受
けているとして、防音対策等を要求

平成27年（調）第１号事件
平成28年（調）第１号事件
（調停参加申立事件）
平成28年（調）第２号事件
（調停参加申立事件）

28年12月 調停成立
リサイクル工場から発生する悪臭、騒音、煙、汚水について、地域住民の迷惑
にならないようにすることを要求

平成29年（調）第１号事件 30年４月 打切り 護岸工事で発生する騒音による被害に対する慰謝料等請求及び防音対策等を要求

平成30年（調）第１号事件 元年10月 調停成立 工場から発生する騒音に対する防音対策及び飛来するほこりの防止等を要求

図2－4－5－1　公害苦情件数の年度別推移
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　森林や緑は、水源の涵
かん

養・国土保全・地球温暖

化の防止等さまざまな機能を持ち、私たちの豊か

な生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。

　緑化は従来から家庭や地域、市町村で取り組ま

れていますが社会情勢の変化とともに、県民や行

政、NPO法人等が一緒に、あるいは役割を分担

して緑化・森林整備の展開を図る取組もなされて

きています。

　県では、森林や緑の持つ公益的機能を十分に発

揮させ、緑豊かで暮らしやすい生活環境づくりを

推進するため、植樹祭等各種イベントの開催や緑

の募金活動などを通じて、広く県民に緑化思想の

高揚を図るとともに、身近な環境の緑づくりを推

進しています。

　なお、2020（令和２）年度の県植樹祭は、渋

川市で開催される予定でしたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策のため延期になりまし

た。

　また、県緑化センターを運営し、見本園管理や

各種緑化講座の開催など緑化技術の指導・普及を

実施しました。

３　　緑化推進対策　【森林保全課】  

表2－4－5－2　県植樹祭参加者数 （単位：人）

年度 H28 H29 H30 R元 R２

参加者 1,000 1,000 1,100 1,000 延期

緑の募金推進中央キャンペーン

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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（1）エコファーマーの推進

　「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関

する法律」に基づき、たい肥等による土づくりと

化学肥料・農薬の低減を一体的に行う生産方式の

導入を支援し、導入計画を策定した農業者を、県

知事が認定しています。

　エコファーマーに認定されると、エコファーマ

ーマークが使用できるほか、融資の優遇策などが

利用できます。

　2021（令和３）年３月末現在、エコファーマ

ーの認定者数は1,182人です。

（2）群馬県特別栽培農産物認証制度

　「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の

基準に従い、化学肥料と化学合成農薬の使用量を

地域での一般的な使用量から50％以上減らして

栽培された農産物を認証しています。

　認証された農産物は、「特別栽培農産物」として

表示し、流通することができます。

　2021（令和３）年３月末現在、本制度に取り

組んだ栽培面積は123.0haです。

（3）有機農業の取組推進

　有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農

薬を使用しないこと、遺伝子組換え技術を利用し

ないことを基本として、農業生産に由来する環境

への負荷をできる限り低減した農業のことです。

  県では、群馬県有機農業推進計画を策定し、有

機農業者のネットワーク化や消費者の理解促進等、

有機農業の取組を支援しています。

４　　環境保全型農業の推進　【技術支援課】

エコファーマーマーク 群馬県特別栽培農産物認証マーク

有機ＪＡＳマーク

（1）総合的病害虫･雑草管理（IPM）とは

　化学農薬による防除だけでなく、様々な防除手

段の中から適切なものを組み合せ、経済的な被害

が生じないように、病害虫や雑草を管理すること

です。

　IPMにより、難防除病害虫の効率的な防除や、

環境への負荷軽減による持続的な農業生産の実現

を目指すことができます。

　IPM＝Integrated（総合的な）

　　　　Pest（病害虫）

　　　　Management（管理）

（2）IPMの基本的な実践方法

　IPMを実践するにあたっては、予防、判断、防

除の３分野の基本的要素について、それぞれ検討

する必要があります。

ア　予防

　輪作、抵抗性品種の導入や土着天敵等の生態

系が有する機能を可能な限り活用すること等に

より、病害虫･雑草の発生しにくい環境を整える。

イ　判断

　病害虫･雑草の発生状況を把握して、防除の要

否及びそのタイミングを的確に判断する。

ウ　防除

　防除が必要と判断された場合には、多様な防

除手段の中から適切な手段を組み合わせ、環境

負荷を低減しつつ病害虫・雑草の発生を経済的

な被害が生じるレベル以下に抑制する。

（3）本県におけるIPMの取組

　近年、環境に優しく、環境と調和した農業の推

進が求められています。

　国では、農作物の病害虫防除対策としてIPM

を普及推進することで、環境保全を重視した農業

生産に転換していくこととしています。

　本県でも、環境保全及び難防除病害虫等の効率

的な防除対策を推進するため、IPMに取り組む

ことが重要なことと考えています。

　県では、国が示した主要作物別IPM実践指標

をベースに、本県の栽培技術体系に適合した群馬

県版の作物別IPM実践指標を主要な17作物につ

５　　総合的病害虫・雑草管理（IPM）の推進　【技術支援課】
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（1）有機リン系農薬とは

　有機リン系農薬とは、炭素と水素から成る有機

基にリンが結合した構造をもつ農薬で、主に殺虫

剤として広く使われています。

　有機リン系殺虫剤は、神経伝達物質であるアセ

チルコリンを分解する酵素アセチルコリンエステ

ラーゼの働きを阻害することで、昆虫や哺乳動物

に対し毒性を示し、残留性は一般的に低いとされ

ています。

（2） 有機リン系農薬の空中散布による人の健康

への影響

　有機リン系農薬は、最近の研究などで慢性毒性

の危険性や子どもに及ぼす影響等が指摘されてい

ます。

　特に、無人航空機による空中散布においては、

地上散布と比較して、高濃度の農薬（通常1,000

倍程度に希釈して散布するところ、８倍程度で散

布）を細かい粒子で散布します。そのため、農薬

成分がガス化しやすく、呼吸により直接体内に取

り込まれるため、農薬を経口摂取する場合に比べ、

影響が強く出る可能性があると言われています。

　慢性中毒では免疫機能の低下や自律神経症状な

どが現れることがあります。

（3）県の対応

　現在は、有機リン系農薬の空中散布を規制する

法的根拠はありませんが、有機リン系農薬に代わ

る薬剤の使用が可能であることや、速やかに対応

すべきであるとの判断などから、2006（平成

18）年から、防除実施者や関係団体に無人航空

機による有機リン系農薬の空中散布の自粛を要請

しています。

　その結果、関係者の理解を得ることができ、

2006（平成18）年度以降、県が把握している限

りでは無人航空機による有機リン系農薬の空中散

布は実施されていません。

（4）無人航空機による空中散布の実施状況

　無人航空機による最近の空中散布の実施状況は、

表2－4－5－4のとおりです。

６　　農薬適正使用の推進　【技術支援課】

いて策定しました。

　また、今後、新たなIPM技術が開発された段

階で農作物を付け加えることとします。

表2－4－5－3　群馬県IPM実践指標作成作物一覧
部門 作物数 作物名

普 通 作 物 ３ 水稲、大豆、麦

工 芸 作 物 １ コンニャク
花 き １ 露地ギク
果 樹 ２ リンゴ、ナシ

露 地 野 菜 ５
キャベツ、レタス、ネギ、
ホウレンソウ、ナス

施 設 野 菜 ５
トマト、イチゴ、キュウリ、
ナス、ホウレンソウ

　さらに、IPM技術を体系化した指導者用作物

別技術集（半促成ナス、施設キュウリ、露地ナス）

を作成・配布し、指導力強化を図っています。こ

れにより一層の普及推進を行うとともに、IPM

の導入を目指す農家の技術向上及び定着を図りま

す。
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表2－4－5－4　無人航空機による空中散布の実施状況（群馬県調べ）

 区分
年度

実施市町村数 延べ面積　　　　　　　　　　　　　単位：ha
うち有機リン農薬散布 うち有機リン農薬散布 比率

H17 11 5 2,409 1,139 47%
H18 6 0（注） 840 0 0%
H19 6 0 470 0 0%
H20 5 0 280 0 0%
H21 5 0 425 0 0%
H22 5 0 412 0 0%
H23 4 0 402 0 0%
H24 4 0 334 0 0%
H25 6 0 438 0 0%
H26 5 0 408 0 0%
H27 5 0 459 0 0%
H28 5 0 417 0 0%
H29 6 0 417 0 0%
H30 9 0 401 0 0%
R元 14 0 689 0 0%
R2 15 0 777 0 0%

（注） 前年度に有機リン農薬を使用していた５市町のうち、２市町が有機リン系以外の農薬に変更し、３市町
が無人ヘリ防除自体を中止しました。

　景観は、地域の自然、歴史、文化や日常の様々な

活動の結果として形成されるものであり、良好な景

観を形成するためには、自然や歴史的な景観の保全

や利活用だけでなく、私たちが暮らす地域の景観を

創造し、そのための活動を支援することや阻害要因

を除去する取組も重要になります。

　そのため、地域に最も身近な市町村が、「景観法」

に基づく景観行政団体になり、地域特性を生かした

魅力ある景観施策を図ることが望まれます。2020

（令和２）年度末現在、表2－4－5－5のとおり21市

町村が景観法に基づく景観行政団体となっていま

す。

７　　市町村の景観行政団体への移行支援　【都市計画課】

表2－4－5－5　県内の景観行政団体

市町村名 景観行政団体 景観計画 景観条例 屋外広告物条例
1 伊勢崎市 H17.5.9 H19.3 H20.4 H20.4
2 富岡市 H17.12.22 H20.12 H21.10 H24.10
3 高崎市 H18.1.23 H21.4 H21.6 H23.4
4 太田市 H19.9.1 H22.4 H23.1 H23.1
5 板倉町 H20.8.1 H22.6 H22.10 －
6 前橋市 H21.4.1 H21.10 H22.7 H21.4
7 中之条町 H21.8.14 H22.11 H23.1 H24.4
8 草津町 H21.12.1 H26.10 H26.10 －
9 高山村 H22.3.9 H23.3 H23.4 －
10 甘楽町 H22.9.1 H23.1 H29.4 －
11 川場村 H22.10.28 H22.10 H22.10 H23.4
12 下仁田町 H23.4.1 H23.9 H24.1 H27.4
13 藤岡市 H24.8.1 H25.2 H25.4 H26.10
14 嬬恋村 H25.2.1 H27.4 H27.4 －
15 桐生市 H25.4.1 H28.4 H28.4 H29.4
16 長野原町 H26.3.10 H26.4 H26.4 －
17 昭和村 H27.3.1 H27.4 H27.4 －
18 片品村 H30.8.1 H30.8 H30.8 －
19 みなかみ町 H30.10.20 R元.6 R元.10 －
20 玉村町 H30.12.1 H31.4 H31.4 －
21 安中市 H31.4.1 － － －

計 21 20 20 10
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表2－4－5－6　屋外広告物設置許可件数及び屋外広告業登録件数の推移 

表2－4－5－7　群馬県における土地区画整理事業の状況 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２

屋外広告物設置許可件数 件 843 807 936 683 749単年度

屋外広告業登録件数 件 673 688 717 715 712累積

施行主体 施行済 施行済 施行中 施行中 地区 面積
地区 面積(ha) 地区 面積(ha) 合計 合計(ha)

個人 41 1,019.7 0 0.0 41 1,019.7
組合 104 2,385.9 5 198.7 109 2,584.6

公共団体 82 4,565.3 34 1,483.5 116 6,048.8
その他 3 236.0 0 0.0 3 236.0
合計 230 8,206.9 39 1,682.2 269 9,889.1

※施行済地区とは、換地処分が完了した地区 （令和３年３月31日時点）

　良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する

危害防止のために、看板や広告塔などの屋外広告

物について、設置場所や形状・面積等を規制して

います。また、規制を効果的に講じるため、屋外

広告業者の登録制度を設けています。

（1）屋外広告物の管理事務

　県では、「屋外広告物法」及び「屋外広告物条例」

に基づき、屋外広告物の設置場所、表示面積、高

さ及び表示方法等の基準を設け、設置の許可事務

を行い、良好な景観づくりを進めています。

2020（令和２）年度は749件を許可しました。

（2）屋外広告業の登録事務

　2004（平成16）年の「屋外広告物法」の改正

を受け、県では2006（平成18）年度から屋外

広告業者の登録制度を施行し、不良業者を排除

するとともに、良質な業者の育成を進めています。

2020（令和２）年度末現在、712件の業者の登

録があります。

（3）屋外広告物の美化推進

　各土木事務所において、違反広告物の是正指導

及び除却を行うとともに、2020（令和２）年度

も「屋外広告物美化キャンペーン」（９月１日～

９月30日）を実施しました。

８　　屋外広告物の規制誘導　【都市計画課】

　都市計画区域内の一定の区域において、市街地

の秩序ある整備を図り、快適な居住環境を形成す

るため、市町村や組合が施行する土地区画整理事

業を支援しています。

　2020（令和２）年度末時点で、230地区8,206.9

haが施行済み、39地区1,682.2haで施行中です。

（1）都市公園の整備

　都市公園は多目的な機能を持つ、都市の重要な

生活基盤です。

　平時は緑あふれる県民の交流拠点として、自然

とのふれあいやレクリエーション施設を通じて児

童や青少年をはじめとする県民の心身の健康の維

持増進に寄与し、住み良い生活環境を整えていま

す。

　また、災害時には避難所としての機能はもちろ

ん、復旧・救援の拠点としても都市住民の安全を

確保する重要な役割を果たしています。

　2020（令和２）年度の都市公園事業は、県立

公園「敷島公園」の園路照明灯の更新を実施する

など、５か所の公園で整備を実施しました。

　また、市町村の都市公園事業として、前橋市の

「前橋市総合運動公園」や高崎市の「浜川運動公園」

をはじめ、４市の５か所で公園整備を実施しまし

た。

９　　土地区画整理事業　【都市計画課】

10　　都市公園の整備や運営管理　【都市計画課】
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　本県の都市公園の整備状況は、2019（令和元）

年度末現在で1,475か所、2,611haが供用開始

しており、都市計画区域内の一人当たりの都市公

園面積は11.91㎡／人（「榛名・妙義公園」を除く）

となっています。（図2－4－5－2）

（2）都市公園の運営管理

　民間等が持つ創造的で柔軟な発想や豊富な知識

を活用することにより、管理運営経費の縮減を図

りながら、施設の効用を最大限発揮し、県民サー

ビス向上を図るため、５公園で指定管理者制度を

導入しています。

図2－4－5－2　一人あたりの都市公園面積の推移（都市計画区域内）
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（1）「富岡製糸場と絹産業遺産群」包括的保存管

理計画について

　「富岡製糸場と絹産業遺産群」は2014（平成

26）年６月25日に世界遺産に登録されました。

　世界遺産は、人類が過去から現在へと引き継い

できたかけがえのない宝物です。現在を生きる私

たちは、この世界遺産を人類共有の財産として未

来へ伝えていく責務を負っています。遺産の保護

は「世界遺産条約」で定められており、世界遺産

としての価値が破壊されたときは、登録抹消の可

能性もあります。

　「富岡製糸場と絹産業遺産群」を、人類共通の

遺産として将来に伝えていくという責務を果たす

ためには、具体的に何を行えばよいのかについて、

行政、資産の権利者、来訪者、そして地域の人々

が意識を共有しておく必要があります。県では文

化庁、富岡市、伊勢崎市、藤岡市及び下仁田町と

共同し、「包括的保存管理計画」を策定しました。

個別資産の保存管理計画を基に、世界遺産として

の観点から、資産周辺を含めた保存管理を網羅し

たものが「包括的保存管理計画」です。この計画

は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の推薦書ととも

にユネスコに提出されています。

　この計画を円滑に推進するため、県と関係市町

で「群馬県世界遺産協議会」を組織し、2020（令

和２）年度までに会議を13回開催しています。

　以下に、構成資産の保存管理のために行われた

事業と、各資産の周辺環境を含めた一体的な保全

の仕組みについて紹介します。

（2）構成資産の保存管理

　各資産は「文化財保護法」に基づく史跡（４資

産全て）、国宝・重要文化財（富岡製糸場のみ）

に指定され、保護されています。

　同法に基づき、2020（令和２）年度は主に次

のような文化財保存整備事業を行い、それに対し

て県では事業費の補助を行いました。

　①富岡製糸場

　・西置繭所保存修理

　・総合防災事業（建造物）

　・乾燥場等保存修理

　・発掘調査

　②田島弥平旧宅

　・別荘・冷蔵庫跡保存修理等

　③高山社跡

　・石垣修復工事等

１　　世界遺産の包括的保存管理　【文化振興課】

第２項　文化財の保存・活用
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　我が国の文化財は、豊かな自然環境のもとで、

長きにわたる先人の営みによって形作られてきま

した。文化財保護行政の目指すところは、有形無

形の様々な文化財とそれらが守り伝えられてきた

事実を、その環境とともに後世に伝えていくこと

にあります。国・県・市町村は、それらのうち特

に重要なものを法的に保護し、またその質と価値

を高めるための保存・活用を行っています。これ

によって、文化財の価値を正確に分かりやすく社

会に還元することができ、人々の地域に対する理

解と関心の深化へとつながっていきます。

　文化財は、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、

記念物、文化的景観、伝統的建造物群、保存技術、

埋蔵文化財の８つに分類されますが、それぞれの

中で重要なものや保護が必要なものが指定、選定、

登録、選択され、法的な保存がなされ、整備活用

が図られています。

　また、昨今の過疎化・少子高齢化などを背景に、

文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題となり、

これまで価値付けが明確でなかった未指定を含め

た郷土の文化財を、まちづくりに生かしつつ、地

域社会総がかりで、その継承に取り組んでいく必

要性が指摘されています。このため、地域におけ

る文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文

化財保護行政の推進力の強化を図ることを目的に、

「文化財保護法」が改正され、2019（平成31）年

４月から施行されました。

　改正文化財保護法では、県は文化財の保存・活

用に関する総合的な施策の大綱を策定できるとさ

れ、2020（令和２）年３月に「群馬県文化財保存

活用大綱」を策定しました。市町村は県の大綱を

勘案しながら、文化財の保存・活用に関する総合

的な計画（文化財保存活用地域計画）を作成し、

国の認定を申請できることになりました。今後、

地方公共団体では、文化財担当部局やまちづくり・

観光等関係部局が地域社会と連携しながら、郷土

に残る文化財を確実に継承し、計画的な保存・活

用を推進していくことが求められています。

　④荒船風穴

　・番舎遺構ゾーン整備工事等

（3）周辺環境を含めた一体的な保全（緩衝地帯）

　世界遺産の構成資産の価値を守るため、緩衝地

帯を設定し、各資産とその周辺環境について一体

的な保全を図っています。緩衝地帯においては、

世界遺産にふさわしい周辺環境に、悪影響を及ぼ

す開発行為等を未然に防ぐため、次のとおり様々

な法令が適用されています。

　①富岡製糸場

　・景観法（富岡市景観計画、富岡市景観条例）

　・都市計画法

　・屋外広告物法（富岡市屋外広告物条例）

　・ 富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設

置事業との調和に関する条例

　②田島弥平旧宅

　・ 景観法（伊勢崎市景観計画、伊勢崎市景観ま

ちづくり条例、埼玉県景観計画、埼玉県景観

条例）

　・都市計画法

　・屋外広告物法（伊勢崎市屋外広告物条例）

　・農業振興地域の整備に関する法律

　③高山社跡

　・景観法（藤岡市景観計画、藤岡市景観条例）

　・屋外広告物法（藤岡市屋外広告物条例）

　④荒船風穴

　・ 景観法（下仁田町景観計画、下仁田町景観条例）

　・屋外広告物法（下仁田町屋外広告物条例）

　・森林法

２　　文化財の指定、登録、選定　【文化財保護課】

（参考）構成資産及び緩衝地帯の面積 （単位：ha）

構成資産名 資産面積 緩衝地帯面積

富岡製糸場 5.5 151.1

田島弥平旧宅 0.4 60.8

高山社跡 0.8 54.1

荒船風穴 0.5 148.6

（参考）国県指定等文化財数　（2021.3.26現在）

種類
国指定 県指定

小計 合計 小計 合計

重要文化財
建造物(うち国宝) 26 (1)

60 (1)
54

214
美術工芸品 34 160

重要無形文化財 1 0

民俗文化財
重要有形民俗文化財 3

7
7
27

重要無形民俗文化財 4 20

記念物
史跡(うち特別史跡) 52 (3) 78 (6) 88

188名勝 7 2
天然記念物(うち特別天然記念物) 19 (3) 98

重要伝統的建造物群保存地区 2
重要文化的景観 1
文化財保存技術 1
登録有形民俗文化財 2
登録有形文化財(建造物) 341

選択文化財
無形民俗文化財 10

11
1

1
無形文化財 1
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　国・県指定等文化財及び重要な埋蔵文化財包蔵

地の維持管理に万全を期すため、県で委嘱した文

化財保護指導委員（2020［令和２］年度：31名）

が定期的に巡視し、保存状態を確認し県に報告し

ています。報告は、県において指定文化財等の現

状把握とともに、保存修理事業計画立案の際の資

料とします。

　文化財のうち、名勝・天然記念物は自然環境及

び自然景観の保護に直結しています。県で指定す

る名勝・天然記念物は、動物繁殖地や植物など計

100件です。また､ 国の名勝・天然記念物には

26件が指定され、名勝妙義山や楽山園、特別天

然記念物尾瀬、六合チャツボミゴケ生物群集の鉄

鉱生成地等、内容は多岐にわたります。

　天然記念物のうち、動物の種として地域を定め

ず指定されているものは、全国の国指定110件の

うち県内に生息もしくは飼育されているものが

10件、県指定が７件あります。国指定の動物種

のうち、特に本県で生息が確認できる野生動物は、

カモシカやヤマネ、イヌワシなどです。県指定天

然記念物はヒメギフチョウやミヤマシロチョウな

どです。

　これらの動物のうち、特別天然記念物に指定さ

れているカモシカは、保護地域が設定されており、

保護地域及び周辺地域の生息状況、生息環境調査

を毎年実施しています。また、保護地域周辺での

食害を防止するため、防獣柵の設置といった施策

も用意されています。

　史跡は国指定52件、県指定88件、重要文化財

（建造物）は国指定26件（うち国宝１件）、県指

定54件、国登録有形文化財（建造物）が341件

所在し、それぞれ歴史景観が保たれています。ま

た、一部で史跡公園等に整備され、学習及び憩い

の場ともなっています。

　自然環境と歴史的景観が共存している好例とし

て、山間地に養蚕農家群や仏堂や社殿がたたずむ、

中之条町の六合赤岩伝統的建造物群保存地区や、

妙義神社や榛名神社などがあります。近代の文化

遺産についても、国重要文化財の旧碓氷峠鉄道施

設や国登録文化財のわたらせ渓谷鐵道関連施設等

は、山間地の自然景観の中に鉄道施設が溶け込み、

自然と近代化遺産が一体化しています。また国

宝・国史跡・国重要文化財の旧富岡製糸場や、国

登録文化財の桐生市内の織物工場の建物などは、

それぞれまちづくりの核となる歴史的景観を形成

しています。

　重要文化的景観は、人々の生活又は生業、地域

の風土の中で形成された景観で、我が国の国民の

生活・生業の理解のために不可欠のものです。日

常の風景として見過ごされがちでしたが、棚田や

水郷など自然と人との調和の中で長い年月をかけ

て形成されてきた価値ある景観です。県内では板

倉町が利根川・渡良瀬川合流域の水場景観の保護

に取り組んでおり、2011（平成23）年９月には

国の重要文化的景観に選定されました。県もこの

取組を支援しています。

　重要伝統的建造物群保存地区は、町並みや農村

集落など歴史的建造物が群として良好に保存され

た場所です。県内には中之条町と桐生市の２か所

に所在します。

　中之条町六合赤岩伝建地区は、2006（平成

18）年に北関東で初めて選定されました。養蚕

農家集落とともに、墓地、お宮やお堂、耕作地、

そして山林などで構成される広大なエリアを占め

ます。2019（令和元）年度も、2007（平成19）

年度から毎年実施されている重要な構成要素に対

する修理・修景事業等に補助を行いました。

　桐生市桐生新町伝建地区は、2012（平成24）

年７月に選定されました。近世・近代の桐生の繁

栄を物語る数多くの町屋や蔵、織都桐生を象徴す

るノコギリ屋根の織物工場など､ 多彩な歴史的建

造物の町並みが展開しています。建造物の修理・

修景や環境整備に対して県も支援しています。

　2020（令和２）年度は、指定文化財を管理す

るため、県指定文化財21件、国指定文化財23件

の保存修理等に対して、また防災設備保守点検等

事業として個人・法人が所有する７件の重要文化

財（建造物）の防災保守点検等に対して補助金を

交付しました。

３　　文化財パトロール　【文化財保護課】

４　　文化財の修理、整備、管理、埋蔵文化財発掘調査等　【文化財保護課】
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　上野国分寺跡は、奈良時代に聖武天皇の命によ

り国家鎮護の寺として建立された本県を代表する

国指定史跡で、1926（大正15）年10月に指定

されました。

　歴史的意義を有する上野国分寺跡が、周囲の自

然的環境と一体をなして歴史・文化的景観を形成

している地域を保存するため、「史跡上野国分寺跡

整備基本設計（1988［昭和63］年３月策定）」

に基づき逐次、整備を実施し、七重塔と講堂の基

壇や南辺築垣復元等を関係方面の協力を得て実施

してきました。また、2012（平成24）年度から

整備事業を再開し、将来的に復元整備を行うため

の基礎的情報を収集する目的で発掘調査を行い、

2018（平成30）年度と2020（令和２）年度に

報告書を刊行するとともに、2018（平成30）年

度には今後の整備の基本方針となる「保存活用計

画」を策定しました。上野国分寺跡は、本県の古

代を語る上で欠くことができない県民共有の文化

財として保護・活用が図られています。

　また、住宅地における緑地帯として、生活環境

の向上や環境保全にも役立っています。見学者対

応並びに日常管理は、非常勤職員３名が交代でガ

イダンス施設「上野国分寺館」に年末年始を除き

常駐し、見学者へのサービス向上と地元住民との

交流を図っています。遺跡の環境整備事業として、

直営の除草に加え、地元の国分寺遺跡愛好会に年

３回程度、除草作業を実施していただいています。

　史跡観音山古墳は、群馬県を代表する大型前方

後円墳の一つとして高く評価され、教科書にも採

り上げられたこともあります。遺跡と出土品の学

術価値は極めて高く、群馬県地域の歴史の特色を

明らかにする上で欠くことのできないものとなっ

ています。史跡は県立歴史博物館の展示内容と結

びつきをもった活用がなされ、大きな効果を上げ

てきました。重要文化財の出土品は、2020（令

和２）年９月、国宝に指定され、県立歴史博物館

の中心的な展示品として活用されています。遺跡

と博物館が近接していることから、両者を一体化

した積極的な活用が図られています。住宅地にお

ける公園として、生活環境の向上や環境保全にも

役立っています。

　観音山古墳の見学者対応、並びに日常の古墳管

理は、地元区長を代表とする史跡観音山古墳保存

会に委託して、解説員（史跡レンジャー）が年中

無休で対応しています。

　埋蔵文化財については、国・県及び国県関係の

法人が実施する開発に対し調整を行います。埋蔵

文化財の所在や範囲を確認するために、工事前に

試掘調査を実施します。2020（令和２）年度は、

県内各地で38件実施しました。開発事業により

埋蔵文化財の破壊が免れない場合は、記録保存の

ための発掘調査を行うよう、開発事業者と調整し

ます。発掘調査は、公益財団法人群馬県埋蔵文化

財調査事業団が行います。

５　　上野国分寺跡整備、保護管理　【文化財保護課】

６　　観音山古墳保護管理　【文化財保護課】

図2－4－5－3　 史跡上野国分寺跡ガイダンス施設　
年度別来場者数

図2－4－5－4　史跡観音山古墳　年度別来場者数
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　インスタグラムやフェイスブック等のSNSや、

県庁動画スタジオ「tsulunos」を活用し、県産

農畜産物の魅力を発信しています。

　また、レシピ紹介サイトで県産農畜産物を活用

した料理を紹介することで、食材としての利用を

促進しています。

　県産農畜産物のブランド化、消費拡大を目的に、

観光資源としての「食」の活用促進を図っていま

す。県内企業と連携して、ぐんま地産地消推進店

を紹介する小冊子「群馬のいい味この味」を発行

し、観光案内施設などで来県者に配布しているほ

か、豊かな県産農畜産物を活用した料理を提供し

ている旅館・飲食店の情報をメディアに提供し、

情報番組等の取材誘致を図っています。

　その他、観光果樹園、グリーン・ツーリズムに

関する情報発信を、「ぐんまアグリネット」を通じ

て行っています。

「ぐんまアグリネット」ホームページアドレス

http://www.aic.pref.gunma.jp/

　学校給食において、県産農畜産物に関する食育

指導や給食だよりで、全ての食材を県産でまかな

える「すき焼き」のPRを実施し、県産農畜産物

の利用促進を図っています。

　県では11月29日を「ぐんま・すき焼きの日」

に制定し、これにちなんだ取組として、2017（平

成29）年度から、県内公立小・中学校等で「す

き焼き給食」を提供しています。

　また、「県産農畜産物のブランド化を考える女子

会（通称：ひめラボ）」による、県産農畜産物を

使ったレシピを「ぐんまアグリネット」で紹介し

ており、新たなメニュー開発も行っています。

　県産農畜産物を扱う小売店・飲食店等を「ぐん

ま地産地消推進店・優良店」、「ぐんま地産地消協

力企業・団体」として認定し、パンフレットや県

産農畜産物情報サイト「ぐんまアグリネット」を

活用し、情報発信を行っています。

　これにより、県民及び来県者等の利用を促すこ

とで、地産地消への理解促進を図っています。ま

た、量販店売場において、県産農畜産物統一ロゴ

マーク「GUNMA QUALITY」を掲示し、県民が

県産農畜産物を容易に認識できるよう売場環境の

整備を図っていきます。

１　　SNS等を活用した県産農畜産物の魅力発信　【ぐんまブランド推進課】

２　　観光資源と農畜産物・食の魅力の一体的PR　【ぐんまブランド推進課】

３　　県産農畜産物活用メニューの一層の定着　【ぐんまブランド推進課】

４　　「ぐんま地産地消推進店・優良店・協力企業」の認定　【ぐんまブランド推進課】

第３項　地産地消の推進

表2－4－5－8　「ぐんまアグリネット」閲覧数の推移

年度 H29 H30 R元 R２

閲覧数 473,773 385,949 346,104 354,485
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（1）経過

　富山県で発生したイタイイタイ病＊１について

1968（昭和43）年５月に厚生省（当時）の考え

方が発表され、カドミウム＊２による環境汚染問

題が全国的に注目されました。本県でも、碓氷川・

柳瀬川流域が、調査研究の対象地域とされました。

　同年、県と国が共同で碓氷川・柳瀬川流域にあ

る東邦亜鉛㈱安中製錬所の排出水、同流域の河川

水や川底の泥・砂、井戸水、水稲及び土壌等のカ

ドミウム汚染に関する調査を行いました。この結

果から、厚生省は1969（昭和44）年３月「カド

ミウムによる環境汚染に関する厚生省の見解と今

後の対応」を発表し、碓氷川・柳瀬川流域を「要

観察地域」に指定しました。それ以来、東邦亜鉛

㈱安中製錬所の発生源調査及び発生源対策、同製

錬所周辺の環境保全対策、住民保健対策、農作物

対策等を行っています。

（2）発生源対策

　カドミウム、硫黄酸化物等の鉱害防止施設設置

による改善対策の結果、現在では、排出濃度は排

出基準＊３を大幅に下回っています。

（3）損害賠償請求と公害防止協定＊４の締結

　住民が会社に対して行った損害賠償請求につい

ては、1986（昭和61）年９月に裁判での和解が

成立し、両者の間で公害防止協定が締結されまし

た。

　その後、協定に基づき、原告団及び弁護団等に

よる東邦亜鉛㈱安中製錬所への立入調査が行われ、

1991（平成３）年４月には、会社と旧原告団等

との間で、協定書に定めた事項の完了について確

認書が取り交わされました。併せて、新たな公害

防止協定が締結され、現在も３年ごとに継続して

協定が締結されています。

　東邦亜鉛㈱安中製錬所周辺の大気汚染及び水質

汚濁の状況を知るため、環境調査を行いました。

（1）大気調査

ア　浮遊粒子状物質（SPM）中のカドミウム

　表2－4－6－1に示す４地点で毎月試料を採

取し、カドミウムの濃度を測定しています。

　各地点における空気１㎥中のカドミウムの量

は、表2－4－6－2のとおりです。また過去10

年間の調査の結果は図2－4－6－1及び図2－4

－6－2のとおりです。SPM濃度は減少がみら

れ、カドミウム濃度は横ばいです。過去10年

間の年平均値と比較しても大きな変化は見られ

ませんでした。

１　　概要　【環境保全課】

２　　環境調査　【環境保全課】

第１項　碓氷川・柳瀬川流域

  第６節　特定地域の公害防止対策

＊１ イタイイタイ病：富山県神通川流域に発生した腎病変と骨軟化症などを合併する病気です。身体中の骨がゆがんだりひびが入ったりして、患
者が「痛い、痛い」と訴えることから、イタイイタイ病と命名されています。この病気は、神通川上流の三井金属鉱業㈱神岡鉱業所が排出し
たカドミウムが原因となって腎障害、骨軟化症をきたし、これにカルシウムの不足などが加わり発症すると考えられています。

＊２ カドミウム：やや青みを帯びた銀白色の金属で、亜鉛鉱物に伴って少量産出します。主な発生源は、亜鉛冶金工場、カドミウム製錬工場など
です。

＊３排出基準：「大気汚染防止法」において、ばい煙発生施設の排出口から大気中に排出されるばい煙の許容限度をいいます。
＊４ 公害防止協定（環境保全協定）：地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害防止（環境保全）のために必要な措置を取り決める協
定のことをいいます。公害規制法を補い、地域の特殊性に応じた有効な公害対策を、弾力的に実施できるため、法律や条例の規制と並ぶ有力
な公害防止（環境保全）上の手段として利用されています。

表2－4－6－1　SPM測定地点

地点番号 測定地点の位置 発生源からの距離

1 安中市野殿 1.0km以下

4 　〃　岩井 1.0～2.0km

5 　〃　中宿 1.0km以下

6 　〃　安中 1.0～2.0km

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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表2－4－6－2　2020（令和２）年度　SPM及びカドミウムの測定結果 （単位：SPM:μg/㎥、カドミウム：ng/㎥）

表2－4－6－3　 2020（令和２）年度　降下ばいじ

ん量及びカドミウム量

地点
番号 項目

令和２年 令和３年
平均値

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

1
SPM 13 13 16 11 21 19 9 5 9 7 5 12 12 

カドミウム 0.45 0.89 0.28 0.24 0.32 0.31 0.23 0.32 0.19 0.50 0.17 0.40 0.36 

4
SPM 14 13 19 13 22 14 9 7 11 9 6 9 12 

カドミウム 0.30 0.37 0.20 0.25 0.28 0.29 0.47 0.39 0.88 0.60 0.49 0.41 0.41 

5
SPM 10 12 20 9 24 13 6 8 10 8 6 11 11 

カドミウム 0.24 0.22 0.22 0.16 0.32 0.36 N.D. 0.23 0.34 0.22 0.22 0.18 0.23 

6
SPM 6 11 15 3 20 10 3 5 4 3 3 7 8 

カドミウム N.D. 0.25 0.29 N.D. 0.45 0.36 N.D. 0.16 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.17 

測定位置
発生源から
の距離

降下ばいじ
ん量

カドミウ
ム量

（t/㎢/月）（㎏/㎢/月）

安中市中宿①

1.0㎞以下

2.6 0.16

　〃　岩井　 2.8 0.20

　〃　中宿② 5.5 0.23

　〃　野殿　 9.4 0.14

太田市西本町 40㎞ 1.4 0.003

（注）１　ローボリウム・エア・サンプラーにより捕集した粒径10µm以下の粒子が対象です。
２　この調査は、月１回、連続して96時間大気を吸引して行ったものです。
３　表中の「N.D.」は、定量下限値（0.16ng/㎥）未満であることを示します。
４　「N.D.」は定量下限値の1/2として平均値を算出しています。

イ　降下ばいじん

　 　東邦亜鉛㈱安中製錬所のばい煙発生施設等か

ら排出されるばいじんによる汚染状態を把握す

るため、発生源近くの４地点にダストジャーを

設置し、自然にあるいは雨によって降下してく

るばいじんの総量及びばいじん中のカドミウム

量を調査しています。比較のために太田市でも

同様に測定しています。

　 　測定結果（年平均値）は、表2－4－6－3の

とおりでした。また過去10年間のカドミウム

の降下量の経年変化は図2－4－6－3のとおり

です。カドミウム濃度は概ね横ばいですが、対

照地点（太田市）に比べてカドミウムの降下量

が多いことから、引き続き監視していきます。

図2－4－6－1　SPM調査結果（SPM濃度）

図2－4－6－3　 降下ばいじん調査結果（カドミウム

降下量）経年変化

図2－4－6－2　SPM調査結果（カドミウム濃度）
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（2）水質底質調査

　水質調査は、烏川・碓氷川・柳瀬川の利水地点

等の８地点及び東邦亜鉛㈱安中製錬所排水口２地

点の計10地点において実施し、碓氷川の昭和橋

並びに柳瀬川の柳瀬橋及び下の淀橋では毎月、そ

の他の地点では年２回実施しました。

　2020（令和２）年度の水質調査結果では、全

ての地点で排水基準及び河川の環境基準に適合し

ていました。

　過去５年間に実施した調査のカドミウム及び亜

鉛濃度の最大値、最小値及び平均値は、図2－4

－6－4及び図2－4－6－5のとおりです（実施年

度、調査地点により年間の調査回数が異なります）。

過去５年間では、年平均値の環境基準超過は無く、

柳瀬川のカドミウムは横ばい傾向です。

　また、底質調査は、水質調査地点のうち排水口

２地点を除く８地点において、年２回実施しまし

た。過去５年間に実施した調査のカドミウム及び

亜鉛濃度の最大値、最小値及び平均値は、図2－

4－6－6及び図2－4－6－7のとおりです。

　要観察地域等の住民を対象とした健康調査を、

2000（平成12）年度まで延べ11,027人につい

て実施しましたが、健康被害が疑われる人はいま

せんでした。

３　　住民健康調査　【感染症・がん疾病対策課】

図2－4－6－4　過去５年間の水質調査結果（カドミウム）

図2－4－6－6　過去５年間の底質調査結果（カドミウム）

図2－4－6－5　過去５年間の水質調査結果（亜鉛）

図2－4－6－7　過去５年間の底質調査結果（亜鉛）
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（1）農用地土壌汚染対策地域の指定

　碓氷川・柳瀬川流域については、「農用地の土壌

の汚染防止等に関する法律」に基づき、1972（昭

和47）年４月にカドミウムに係る農用地土壌汚

染対策地域として、118haの農用地を指定しま

した。

　以降、1973（昭和48）年２月に11.66ha、

1974（昭和49）年３月に4.42haを追加し、合

計で134.08haが対策地域となりました。

（2）農用地土壌汚染対策計画の策定

　指定地域の汚染の防止及び有害物質の除去につ

いては、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」

に基づき、1972（昭和47）年８月対策計画を定

め、1976（昭和51）年３月及び1978（昭和53）

年６月に追加指定した農用地を含めた計画に変更

しました。

（3）碓氷川流域公害防除特別土地改良事業の実施

　1972（昭和47）年から1975（昭和50）年ま

で農用地土壌汚染対策計画に基づき、公害防除特

別土地改良事業を実施しました。

　有害物質は10～20㎝の排土及び客土により除

去し、事業面積は85.1haとなりました。

　なお、事業費は769百万円となり、このうち

75％を「公害防止事業費事業者負担法」に基づ

き事業者（汚染原因者）が負担しました。

（4）事業効果の確認

　県では、公害防除工事の効果を確認するために、

指定地域内の農用地の土壌中の有害物質について

継続して調査を行っています。

　また、関係市や生産者団体では、コメ中の有害

物質について、継続して調査を行っており、安全

性を確認しています。

（5）農用地土壌汚染対策地域の指定の解除

　有害物質の除去や工場や住宅等、農用地以外に

土地利用が変更される等、指定の要件を満たさな

くなった場合は、指定地域の解除を行うことがで

きます。

　こうした農用地について、1983（昭和58）年

３月に105.20haの農用地土壌汚染対策地域の指

定を解除しました。

　指定の解除により2016（平成28）年度末の指

定面積は28.88haとなっています。

（6）未解除地域への対応

　農用地土壌汚染対策計画の策定から40年あま

りが経過しており、農用地の利用状況は計画策定

時と大きく変わっています。

　このため県では、未解除となっている農用地の

土壌等調査や、土地所有者等の意向の確認を継続

して行い、この結果に基づき、対策計画の見直し

を行っています。

４　　土壌汚染防止対策　【技術支援課】
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（1）経過

　渡良瀬川流域では、明治時代以来、足尾鉱山や

足尾製錬所などからの排出水や鉱泥等によって、

田畑は汚染されてきました。戦後になると、農家

の石灰散布による酸性中和の努力や、鉱山施設の

改善、土地改良事業などによって、被害が軽減す

る傾向にありました。

　しかし、1958（昭和33）年５月に源五郎沢堆

積場が崩れ、金属の精錬かす等が流出し、再び水

稲や麦などの作物に大変な被害が発生しました。

この被害に対し鉱毒根絶の運動が再燃し、同年８

月には「渡良瀬川鉱毒根絶期成同盟会」が結成さ

れました。

　県は、1952（昭和27）年から銅＊５対策として

各種の調査などを行ってきましたが、1970（昭

和45）年に収穫された米がカドミウムに汚染さ

れていたため、1971（昭和46）年度にカドミウ

ムの発生源を探す調査を行いました。その結果、

1972（昭和47）年４月に「流域水田土壌のカド

ミウムによる汚染源については、その原因が古河

鉱業㈱の鉱山施設に由来するものであると結論せ

ざるを得ない。」ことを発表しました。

　

（2）公害防止協定の締結

　県は、栃木県、桐生市及び太田市とともに、

1976（昭和51）年７月30日、古河鉱業㈱（現在：

古河機械金属㈱）との間に公害防止協定を結び、

さらに、1978（昭和53）年６月15日、協定に

基づく協定細目を結びました。

（3）損害賠償請求

　汚染された田畑への被害等については、被害の大

きかった太田市毛里田地区の住民が、「公害紛争処理

法」に基づき公害等調整委員会に古河鉱業㈱への損

害賠償等を求める調停を申請し、1974（昭和49）

年５月に被害補償金15億５千万円で調停が成立しま

した。この調停に続いて、古河鉱業㈱と直接交渉を

していた「桐生地区鉱毒対策委員会」は1975（昭

和50）年11月に解決書を締結し、被害補償金

２億３千５百万円で合意し、同様に「太田市韮川地

区鉱害根絶期成同盟会」も、1976（昭和51）年12

月に解決書を締結し、被害補償金等１億１千万円で

合意しました。さらに、毛里田地区被害住民のうち、

申請もれになっていた住民が、公害等調整委員会に

損害賠償を求める調停を申請し、1977（昭和52）

年12月に390万円で和解しました。

１　　概要　【環境保全課】

第２項　渡良瀬川流域

＊５ 銅：赤みを帯びた金属で、湿った空気中で腐食して塩基性炭酸銅を生じ、硝酸その他の酸化性酸に溶解します。体内に蓄積する毒物ではなく、
生体内で各種の酵素の作用に関与する、生理代謝機能に不可欠な金属で、成人は１日に２～３㎎必要とされています。極めて高濃度な銅粉に
よって気道刺激がおこり、発汗、歯ぐきの着色が起こることが報告されています。

（1）河川通年調査

　渡良瀬川では、本県に関係する環境基準点（４

地点）で通年調査が行われています。県では、こ

のうち最も上流に位置する高津戸地点において、

毎月の水質の調査をしています。

（2）降雨時調査

　県では桐生市及び太田市とともに、台風等の大

量の降雨により渡良瀬川が増水した際に鉱山施設

や周辺河川の水質調査を実施しています。また、

渡良瀬川上流部（沢入発電所取水堰）に設置した

自動採水器（オートサンプラー）により１時間に

１回の採水及び水質調査を行い、降雨時調査を補

完しています。

　2020（令和２）年度は降雨時調査を実施する

機会がありませんでした。

　過去５年の降雨時調査の実施総数は、10回

（2016［平成28］年度：２回、2017［平成29］

年度：３回、2018［平成30］年度：３回、2019

［令和元］年度：２回、2020［令和２］年度：

０回）です。

２　　環境調査　【環境保全課】

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり



196

（1）農用地土壌汚染対策地域の指定

　渡良瀬川流域については、「農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律」に基づき、1972（昭和

47）年５月にカドミウムに係る農用地土壌汚染

対策地域として37.62haの農用地を指定しました。

　以降、1974（昭和49）年３月にカドミウム対

策地域として指定した37.62haを含めて、銅に係

る対策地域として359.80ha、1999（平成11）年

２月に1.52ha、2003（平成15）年８月に1.17ha、

2004（平成16）年12月に0.29haを銅に係る対

策地域として追加指定し、合計で362.78haが対

策地域となりました。

（2）農用地土壌汚染対策計画の決定

　指定地域の汚染の防止及び有害物質の除去につ

いては、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」

に基づき、1980（昭和55）年10月に対策計画

を定め、その後、1999（平成11）年３月及び

2005（平成17）年３月に追加指定した農用地を

含めた計画に変更しました。

（3） 渡良瀬川流域地区公害防除事業の実施

　1982（昭和57）年から1999（平成11）年ま

で及び2005（平成17）年に農用地土壌汚染対策

計画に基づき、公害防除特別土地改良事業を実施

しました。

　有害物質は、銅対策地域で５～16㎝、カドミ

ウム対策地域では20㎝の排土、客土等により除

去し、事業面積は298.86haとなりました。

　なお、事業費は5,438百万円となり、このうち

51％を「公害防止事業費事業者負担法」に基づき、

事業者（汚染原因者）が負担しました。

（4）事業効果の確認

　県では、公害防除工事の効果を確認するために、

指定地域内の農用地の土壌及びコメ中の有害物質

について継続して調査を行っています。

　また、関係市町や農業者団体で構成される渡良

瀬川鉱毒根絶期成同盟会では、渡良瀬川の水質調

査や足尾銅山周辺事業地における鉱害防止事業の

実施状況等の調査を行い再び汚染されることのな

いよう監視活動を行っています。

（5）農用地土壌汚染対策地域の指定の解除

　有害物質の除去や工場や住宅等、農用地以外に

土地利用が変更される等、指定の要件を満たさな

くなった場合は、指定地域の解除を行うことがで

きます。

　こうした農用地について、1986（昭和61）年３

月に57.55ha、1990（平成２）年１月に83.71ha、

1994（平成６）年１月に167.78ha、2017（平成

29）年12月に42.02ha、2019（令和元）年12月

に6.23haの農用地土壌汚染対策地域の指定を解

除しました。

　指定の解除により2019（令和元）年度末の指

定面積は5.49haとなっています。

３　　土壌汚染防止対策　【技術支援課】
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（1）公害防止協議会

　公害防止協定（1976［昭和51］年７月30日締

結）及び公害防止協定細目（1978[昭和53]年６

月15日締結）に基づき、各当事者（三者：栃木県・

群馬県・古河機械金属㈱、四者：群馬県・桐生市・

太田市・古河機械金属㈱）で構成しています。

　2020（令和２）年度は８月に定例の公害防止

協議会（三者及び四者）を書面で開催しました。

（2）立入調査の実施

　古河機械金属㈱が行っている鉱害防止事業の実

施状況や鉱廃水許容限度の遵守状況を監視するた

め、群馬県・桐生市・太田市による立入調査を実

施しました。

ア　平水時水質調査

　７回調査を行い、河川や坑廃水の水質に異常

がないことを確認しました。

　結果概要は表2－4－6－4のとおりです。

イ　鉱害防止事業進捗状況調査

　立入調査を２回行い、使用済堆積場の緑化の

進捗や坑廃水処理施設の管理状況を確認しまし

た。

（3）山元対策

　足尾鉱山には、13の堆積場がありますが、現

在使用中の堆積場は、簀子橋堆積場だけです。使

用済の堆積場については、古河機械金属㈱が、鉱

害防止事業等を行ってきた結果、渡良瀬川の水質

は平水時では問題がみられなくなりました。

　一方で降雨時には、渡良瀬川の流量が大きく増

加するのに併せ、一時的ですが、渡良瀬川の重金

属濃度が環境基準値を超過することがあります。

このため、同社に対して堆積場の管理の徹底や更

なる鉱害防止事業の実施を要請しています。

　2011（平成23）年３月11日に発生した東北

地方太平洋沖地震の影響で、再び源五郎沢堆積場

が崩落する事故が起きました。これを踏まえて、

同社に対して再発を防止する恒久対策事業を完工

するよう要請を行いました。同社は2015（平成

27）年７月30日までに恒久対策工事を完了させ、

関東東北産業保安監督部へ特定施設の使用開始届

を提出しました。

　同社の実施した鉱害防止事業の内容については、

表2－4－6－5のとおりです。

４　　公害防止協定　【環境保全課】

第２部　ぐんまの環境　第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
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表2－4－6－4　2020（令和２）年度平水時水質調査結果  （単位：㎎/L（pHを除く））

表2－4－6－5　鉱害防止事業内容 堆積場名（事業内容：事業完了年度）

①源五郎沢（覆土植栽：昭和47）②小滝（廃止）（覆土植栽：昭和48）③宇都野（覆土植栽：昭和48）④

桧平（覆土植栽：昭和48）⑤畑尾（覆土植栽：昭和49）⑥砂畑（覆土植栽：昭和49）⑦京子内（覆土植栽、

場内舗装：昭和50）⑧深沢（覆土植栽：昭和51）⑨原（覆土植栽、堆積物一部除去：昭和55）⑩高原木（整

形植栽、排水路整備：昭和60）⑪松木（汚染源除去、植栽：昭和61）⑫天狗沢（整形植栽、排水路整備：

昭和61）⑬有越沢（整形植栽、排水路整備、吹き付け等による緑化、浸食流出防止対策：昭和62）

測定地点 測定値 pH 浮遊物質量 銅 ヒ素 亜鉛 鉛 カドミウム

中才浄水場排水口

平均値 7.3 1 0.03 ＜0.001 0.07 ＜0.005 0.0008

最小値 7.2 ＜1 0.02 ＜0.001 0.05 ＜0.005 0.0005

最大値 7.4 1 0.05 ＜0.001 0.12 ＜0.005 0.0010

簀子橋堆積場上澄水

平均値 7.6 ＜1 ＜0.01 0.004 0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最小値 7.5 ＜1 ＜0.01 0.003 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最大値 7.7 ＜1 ＜0.01 0.005 0.01 ＜0.005 ＜0.0003

公害防止協定値 5.8～8.6 － 0.91 0.07 3.5 0.07 0.07

沢入発電所取水堰

平均値 7.4 5 0.01 0.003 0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最小値 7.3 ＜1 ＜0.01 0.002 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最大値 7.4 29 0.01 0.004 0.01 ＜0.005 ＜0.0003

渋川橋下

平均値 7.2 1 0.01 0.003 0.02 ＜0.005 0.0003

最小値 7.0 ＜1 ＜0.01 0.002 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最大値 7.3 2 0.04 0.003 0.08 ＜0.005 0.0006

切幹橋下

平均値 7.4 1 0.02 0.003 0.03 ＜0.005 ＜0.0003

最小値 7.4 ＜1 ＜0.01 0.002 0.01 ＜0.005 ＜0.0003

最大値 7.5 4 0.03 0.003 0.04 ＜0.005 ＜0.0003

環境基準値（Ａ類型） 6.5～8.5 25 － 0.01 0.03 0.01 0.003

（注）表中の＜記号は、定量下限値未満を示します。
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		第１અ　地球温暖化対策の推進

˙脱炭素社会の実現に向けて

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

「地球温暖化対策実行計画」推進
（気候変動対策課）

�22

2050（令和32）年温室効果ガス排出量ゼロの実現に向け、2030（令和
12）年度の温室効果ガス排出量を2013（平成25）年度比50％減をୡ
成するため、「群馬県地球温暖化対策実行計画2021�2030」でࣔす施策を
ண実に実施します。

温暖化対策先実行
（気候変動対策課）

15103

ΦフΟス෦における県࠷大の温室効果ガス排出ࣄ業者で͋る県が、
自ら先して温室効果ガス排出量を減するため、Ҿき続き全৬һによ
るলエネルギー行動のపఈをਤるとともに、লエネվमや照明の高効化、
再生可能エネルギー100％ి気の導入を実行します。

ໄ積発ిॴのݐઃ
（（企）発ి課）

�90�0
県がཧするໄ積μϜの์ྲྀ水をར用した、ໄ積発ిॴのݐઃを推進し
ます。

ສ発ిॴのリχϡーΞル࢛
（（企）発ి課）

1�19�2�
2020（令和２）年度現ݐ、ࡏઃ後59年が経աした࢛ສ発ిॴにおいて、
施ઃの長ण໋化と発ిి力量の૿Ճを目指し、リχϡーΞルࣄにணख
します。

白発ిॴのリχϡーΞル
（（企）発ి課）

15��00
ٺ化の進行している白発ిॴにおいて、施ઃの長ण໋化と発ిి力
量の૿Ճを目指し、リχϡーΞルを推進します。

関ࠜ発ిॴのリχϡーΞル
（（企）発ి課）

3�2�0
ٺ化の進行している関ࠜ発ిॴにおいて、施ઃの長ण໋化と発ిి力
量の૿Ճを目指し、リχϡーΞルを推進します。

水素エネルギー活用ௐࠪڀݚ
（（企）発ి課）

33000
されている水素エネルギーのར活用につظのエネルギーとしてੈ࣍
いて、ௐࠪڀݚを実施します。

ॅ産業活ੑ化推進
（ॅ政策課）

20520
県民のॅまいやॅまい方に関するࣝ向上をਤり、҆全・҆心なॅ取
ಘ等を通して、より豊かなॅ生活の実現をਤるため、消අ者向けのηϛ
ナーや、தখళの技術向上のための講श会を開࠵します。

ࢢ計画指導ௐࠪ
（ࢢ計画課）

9��20
டং͋る「まちづくり」を効的に進めるため、ݕ౼にඞ要となるࢢ
計画۠Ҭにおける人口・地ར用・ࢢ施ઃ等のௐࠪ等を行います。

ަ通まちづくりઓུ推進
（ަ通政策課）

23���
「୭もが҆全でշదにҠ動できる社会」の実現に向けて、地Ҭ的ならし
のの֬อや、基ަڞެװ通࣠を将来にわたって֬อする取組を推進し
ます（らしの֬อࣄ業等）。

地Ҭަ通対策
（ަ通政策課）

��1590
県民の日ৗ生活にඞ要なҠ動खஈで͋るόス࿏ઢをҡ持するとともに、
業者やࣄ関の҆全でརศੑの高い༌ૹを֬อするため、όスػ༌ૹڞެ
。ொଜ等に対してӡ行අなどのิॿを行いますࢢ

మಓৼڵ
（ަ通政策課）

155�90
தখࢲమの҆全・҆定ӡ行や活ੑ化のため、࿏ઢのҡ持मસに対するิ
ॿを行います。

通උަڞެ
（ަ通政策課）

3033�9
「୭もが҆全でշదにҠ動できる社会」の実現に向けて、基ަڞެװ通࣠
を将来にわたって֬อする取組を推進します（మಓඋଅ進ࣄ業等）。

ަ通࿈ܞ
（ަ通政策課）

2��5�
「୭もが҆全でշదにҠ動できる社会」の実現に向けて、基ަڞެװ通࣠
を将来にわたって֬อしていくため、ར用環境をվળします（όスち
環境උࣄ業）。

ަ通҆全ࣄ業
（ಓ࿏ཧ課）

1��1350 歩ಓඋ、ަࠩվྑ等のަ通҆全ࣄ業を実施します。

ಓ࿏վ築
（ಓ࿏උ課）

��9��1�
地Ҭ高֨نಓ࿏等のඋを行いҬ的なಓ࿏をつくることで、災害時
にもػ能するᯰڧなಓ࿏ネοτϫークや、ྲྀ効化、ޫ؍ৼڵ等を支
えるಓ࿏ネοτϫークの構築を推進します。

社会資本૯合උ
（ಓ࿏උ課）

���2599
災害時にもػ能するᯰڧなಓ࿏ネοτϫークや、ྲྀ効化、ޫ؍ৼڵ
等を支えるಓ࿏ネοτϫークの構築を推進します。

社会資本૯合උ（֗࿏）
（ࢢ計画課）

1�32��3
災害にڧく҆全でշదなまちづくりを推進するため、֗ࢢ地において、
ຫੑ的なަ通ौの؇和や歩行者等の҆全を֬อするಓ࿏උやແిப
化等のඋを行います。

৴号౮ثの-&D化の推進
（課੍ن通ަ（ܯ））

32�30 消අి力の減をਤるための৴号౮ث-&D化のඋを推進します。

ి気自動車ී及推進
（気候変動対策課）

−
ి気自動車等ී及推進࿈བྷٞڠ会を通じて、ి気自動車を一般にී及さ
せるため֤छイϕンτでप活動を実施します。

エίυϥイϒී及推進
（気候変動対策課）

−
೩අ向上・$02排出量減をਤるため、多くの方ʑにエίυϥイϒを実
ફしてもらえるよう情ใのपやී及推進にめます。

ぐんまエίスタイル推進
（気候変動対策課）

995
出લ講࠲の実施、֤छイϕンτでの̧̥活動を通して、Ոఉにおける温
暖化対策をぐんまエίスタイルとして展開します。

環境̨̜ೝ定੍度ӡӦ
（気候変動対策課）

�99�
環境̨̜ೝ定੍度のӡӦの΄か、লエネஅһ・̨̜推進һのݣや企
業のエίυϥイϒ推進、লエネ技術ηϛナー・マネージャーݚम会の開
。業者の支援を行いますࣄなど、ೝ定࠵

200



地球温暖化ࢭ活動推進һ
（気候変動対策課）

�9�
県民に対し地球温暖化対策のී及ܒ発活動を行う地球温暖化ࢭ活動推進
һに対し、地球温暖化ࢭ活動推進ηンターとڠ力し活動支援を行います。

地球温暖化対策地Ҭٞڠ会活動支援
（気候変動対策課）

��0
県５地Ҭにおいて、県民、ϘϥンテΟΞஂମ、ࣄ業者及びࢢொଜ等と
。業を支援しますࣄ会ٞڠಇして行う地球温暖化対策地Ҭڠ

はばたけ「ぐんまの୲いख」支
援ࣄ業（新時対応型）
	業構政策課


�0000
地球環境にྀした業を推進するため、ഓ用ϋスの長ظ展ு被෴
資ࡐのுりସえや、排出ガス੍نద合τϥクター、೩අ・লి力ػ
ց等のങえを支援します。

খ　　　　計 21��1�30

˙気候変動適応策の推進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

地Ҭ気候変動ద応ηンターӡӦ
（気候変動対策課）

1��
気候変動のӨڹによる被害をճආ・ܰ減するため、気候変動やద応策に
関する情ใのऩ集、ཧ、分ੳ及びఏڙと技術的ॿ言を行う「群馬県気
候変動ద応ηンター」をӡӦします。

খ　　　　計 1��

˙再生可能エネルギーの導入促進・地産地消

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

新エネルギー推進
（気候変動対策課）

3205
新エネルギーに関するηϛナーの開࠵等により、新エネルギーのී及ܒ
発に取り組みます。

ଠཅޫ発ి等推進
（気候変動対策課）

2250
県有施ઃにઃஔしたଠཅޫ発ి施ઃのҡ持ཧと、ݻ定Ձ֨ങ取੍度に
よる全量ചిを行います。

খ水力発ి導入推進
（気候変動対策課）

−
࠭ԃఅのམࠩをར用したখ水力発ిの可能ੑௐࠪ݁果をࣄ業者にఏڙ
するなど、ࣄ業化に向けたػӡৢ成やݕ౼を後ԡしします。

ॅ用ଠཅޫ発ిઃඋ等導入推進
ʲぐんま再生可能エネルギーϓロジΣクτʳ
（気候変動対策課）

2���23
ॅ用ଠཅޫ発ిઃඋ等をઃஔするݸ人を対象としたརの༥資੍度に
より、再生可能エネルギーの導入を推進します。

地Ҭにおける自立分散型ి源のී及推進
ʲぐんま再生可能エネルギーϓロジΣクτʳ
（気候変動対策課）

5�0
地Ҭにଘࡏする再生可能エネルギーを活用し、災害等による大نఀి
時に自立してి力をڅڙできる「地Ҭマイクロάリου」を民間企業と
࿈ܞして構築します。

ଠཅޫ発ి支援産業ҭ成ϓロジΣクτ
（気候変動対策課）

191
҆定的なଠཅޫ発ిのܧ続に向けたαポーτମ੍を構築するため、อक
ࣄݕ業者のデータϕースのӡ用、อकݕのܒ発等を行います。

খ　　　　計 2�0�29

˙水素利用の普及促進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

水素のར用ଅ進
ʲぐんま再生可能エネルギーϓロジΣクτʳ
（気候変動対策課）

�95
民間ࣄ業者等と࿈ܞして、水素エネルギーのී及ܒ発やίンιーシΞϜ
ઃ立を進め、環境エネルギー分におけるҟ業छަྲྀをਤります。

খ　　　　計 �95

˙二酸化炭素吸収源対策

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ิॿެڞ・୯ಠެࣄࢁ࣏ڞ業に
よる森林උ

（森林อ全課）
19�290

森林のެӹ的ػ能のҡ持૿進をਤるため、ػ能のԼしたอ҆林等にお
いてൈきെり等の森林උを実施します。

อ҆林対策、อ҆林ཧ
（森林อ全課）

3�2�
ެӹ的ػ能の発شがಛにظされる森林については、อ҆林に指定し、
立のെ࠾などの行ҝ੍ݶを通じてదなཧをਤります。

খ　　　　計 19��1�

２
０
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３
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˙フロン類排出抑制対策

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

フロン排出੍対策
（環境อ全課）

1190
フロン排出੍๏のԁかつదਖ਼なࣥ行をਤり、Φκンอޢ及び地球
温暖化ࢭの推進のために、ܒ発、指導活動、講श会等を行います。

খ　　　　計 1190

第̍અ　合計 2223220�

		第２અ　持続可能な循環型社会づくり

˙５̧の推進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

循環型社会づくり推進
（気候変動対策課）

11��
「群馬県循環型社会づくり推進計画」に基づき、３̧宣言のܒ発、リ
Ϣース৯ث活用のଅ進等を通じて５̧を推進します。

第࣍ࡾ循環型社会づくり推進計画推進
（ഇغ・リαイクル課）

�03
「第࣍ࡾ群馬県循環型社会づくり推進計画」に基づく֤छ施策の実施
ฒびにಉ計画の推進及びී及・ܒ発を行います。

環境にやさしいങいスタイルのී及
（気候変動対策課）

203
環境のෛՙをなるくখさくすることを考えてങいをする消අ
スタイルを「環境にやさしいങいスタイル」とশし、県民・ࣄ業
者・行政が࿈ܞして県民ӡ動をり上げます。

自動車リαイクル๏等対応
（ഇغ・リαイクル課）

25�2

のదਖ਼ॲཧ、資源の有効ར用のため、解غるഇ用済自動車に
ମ施ઃ等のઃஔを推進するとともに、立入ࠪݕ等によるదਖ਼ॲཧの
పఈをਤります。また、Ոి・খ型Ոి・༰ثแリαイクル๏等
の֤छリαイクル๏についても、資源の有効活用のためリαイクル
の向上等に取り組みます。

৯リαイクルଅ進対策
（ぐんまϒϥンυ推進課）

−
৯循環資源の再ར用等に関する関者のҙࣝを高めることにより、
本県の循環型社会のܗ成をଅ進します。

৯ロス「ゼロ」推進
（気候変動対策課）

2�5�
民間ஂମ等と࿈ܞしたී及ܒ発、৯きりڠ力ళの開を行うとと
もに、̢ ̤̩̩̖̞̣̖̞ӡ動を推進するため、関者が一ମとなっ
て৯ロス減に向けた取組を実施します。

όイΦマス活用推進
（気候変動対策課）

90
群馬県όイΦマス活用推進ҕһ会において、群馬県όイΦマス活用
推進計画の進状گをݕし、本県のಛੑに応じたόイΦマスの活
用を推進します。

ϓϥ͝み減Ϗジネスϓϥンࣄ業
（気候変動対策課）

1��1
減するためのϏジネいࣺてϓϥスνοク͝みを業者におけるࣄ
スϓϥンをื集し、༏लϓϥンのࣄ業化を支援します。

ϓϥスνοク͝み「ゼロ」推進
（気候変動対策課）

13�
Ոఉにおける近なϓϥスνοク͝み減のΞイデΞをื集し、好
。く発৴しますをྫࣄ

ւ؛ඬண等対策
（環境อ全課）

10000
ϓϥスνοク͝み等のւ༸͝み発生੍対策を推進するため、ւ؛
ඬண対策推進地Ҭ計画を策定します。また、現状Ѳのため、散
ཚ͝み及びマイクロϓϥスνοクのௐࠪを行います。

খ　　　　計 1��9�

˙廃棄物等の適正処理の推進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ഇغॲཧ施ઃ関࿈ࢢொଜ支援指導
（ഇغ・リαイクル課）

110

一般ഇغのॲཧの効化等を推進するため、ॲཧのҬ化の支援
を行います。
一般ഇغの５̧とదਖ਼ॲཧを推進するため、ॲཧ施ઃのཧ者に
対してഇغॲཧ技術の情ใఏڙやઆ明会の開࠵を行う΄か、立入
。や技術指導を行いますࠪݕ

ড়化૧対策
（ഇغ・リαイクル課）

1�50�

ড়化૧ڭ室の動画৴やύンフϨοτの࡞成・により、ড়化૧
ཧ者に対して、ਖ਼しいࣝのී及とదਖ਼なҡ持ཧ指導を行います。
ະཧຢは๏定ࠪݕをະडݕのড়化૧の用者等に対して、దਖ਼
ཧやडݕを指導します。
環境Ӵ生૬ஊһ（会計年度用৬һ）をઃஔし、ড়化૧の֤छಧ出
。化とదਖ਼なҡ持ཧをਤりますのԁࣄ

ॲཧ業者ҭ成及びॲཧ施ઃ指導
（ഇغ・リαイクル課）

����
循環型社会の構築にඞ要な生活環境にྀした産業ഇغॲཧ施ઃ
のઃஔを推進するとともに、ॲཧ業者に対する立入ࠪݕにおける指
導等によりదਖ਼ॲཧのపఈをਤります。
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産業ഇغ情ใ基൫උ
（ഇغ・リαイクル課）

��2�

産業ഇغ૬ஊһ３໊をஔし、排出ࣄ業者に対する指導・ॿ言を
行う΄か、ઐ用ϗーϜϖージ「群馬県産業ഇغ情ใ」をӡӦし、
関๏令やॲཧ業者データ等に関する情ใをॲ分業者、排出ࣄ業者
や県民に積ۃ的にఏڙすることにより、産業ഇغのదਖ਼ॲཧ、再
ར用及び減量化を推進します。

県有1$#ഇغదਖ਼ॲཧ対策
（ഇغ・リαイクル課）

�5�59
ࣄ෦ہでอしている高ೱ度1$#ؚ有҆定ث等について、̨̟̚
̘̤ւಓࣄ業ॴにおけるॲཧを実施します。

1$#ഇغૣظॲཧ推進
（ഇغ・リαイクル課）

�2���
民間ࣄ業ॴにおいてอされている1$#ഇغ及び1$#用
の状گについて、立入ௐࠪやҕୗによる踏ࠪࣄ業によりѲし、
1$#ഇغのૣظॲཧを推進します。

1$#ഇغదਖ਼ॲཧҬٞڠ会ࢀ画
（ഇغ・リαイクル課）

�92
県のࣄ業でอされている1$#ഇغのॲཧがԁに進むよう、
ւಓ1$#ഇغॲཧࣄ業Ҭٞڠ会にࢀ画します。

҆定型࠷ऴॲ分Ϟデルࣄڀݚ業推進
（ഇغ・リαイクル課）

1�30
2019（令和元）年９月にഇࢭとなり、地元ॅ民、県及びࢢからなる
地ར用策定ҕһ会の方に基づきཬࢁとしてඋした҆定型Ϟデル࠷ऴ
ॲ分の地について、県及びࣄ業者によりҡ持ཧを行います。

ෆ๏غ等ࢹ指導
（ഇغ・リαイクル課）

3001�

֤छใഔମを活用したࣄ業者・県民等のҙࣝܒ発によるະવࢭ、
産ഇ110൪による情ใ入ख、৬һ・産ഇ̜ϝン及びυローン活用、ٳ
日等のࢹҕୗなどによるࢹ指導、ݪ因者に対するڧ力なੋਖ਼指導
による現のݪ状ճ෮・ෆదਖ਼ॲཧの再発ࢭ等をਤります。

ෆ๏ࢢࢹغொଜ࿈ࣄܞ業
（ഇغ・リαイクル課）

�3

県がॴ有するෆ๏ࢹغΧϝϥをࢢொଜにି出す΄か、ࢢொଜ৬
һを県৬һにซして、ഇغॲཧ๏に基づく産業ഇغにる立
入ݖࠪݕを༩し、ࢢொଜとڠ力したڞಉの立入ࠪݕを行うなど、
。化にめますڧ・ମ੍のඋࢹغしたෆ๏ܞொଜと࿈ࢢ

࠭ຒ立てదਖ਼化推進
（ഇغ・リαイクル課）

�2�
「群馬県࠭ྫ」に基づくݫਖ਼なڐ可の৹ࠪ及びڐ可ࣄ業者に対す
る立入ࠪݕ等の指導ಜ、ແڐ可ࣄ業者の取కり、ࢢொଜ࠭ྫ
の੍定ଅ進などにより、࠭ຒ立てのదਖ਼化を推進します。

খ　　　　計 193��1

˙災害廃棄物処理体制の強化

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

災害ഇغॲཧ対策
（ഇغ・リαイクル課）

1�9

「群馬県災害ഇغॲཧ計画」に基づき、災害ഇغがదਖ਼にॲཧさ
れるようମ੍をඋします。また、災害ഇغのదਖ਼かつԁ・ਝ
なॲཧମ੍の構築をਤるため、ࢢொଜ災害ഇغॲཧ計画の策定
を支援します。

খ　　　　計 1�9

˙持続可能な社会を支える人づくり

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

地Ҭ環境ֶश推進
（環境政策課）

��0

地Ҭにີணした環境ֶशのػ会をより多くఏڙし、県民が環境との
関わりについてֶび、考え、環境อ全行動につながるためのػܖと
することを目的に、環境Ξυόイβー等に企画立Ҋから実施までを
ҕୗします。

ども向け地Ҭ環境ֶश推進ࢠ
（環境政策課）

3�9
どもたちを対象とした環境ֶश会やイϕンτに環境Ξυόイβーࢠ
をݣし、地Ҭの環境ֶशを支援します。

動く環境ڭ室
（環境政策課）

2���

、的に環境問題をֶるようݧどもから大人まで多くの県民がମࢠ
मをडけݚした「エίϜーϒ号」を活用し、県にొしࡌをࡐػ
た環境ֶशαポーターが、ֶߍをはじめࢢொଜ等の要により出ு
環境ڭ室を開࠵します。

こどもエίクϥϒ
（環境政策課）

�1�

2011（平成23）年度から	ࡒ
日本環境ڠ会がओとなった「こど
もエίクϥϒࣄ業」と࿈ܞし、県ొクϥϒの活動に対しಠ自の
支援を実施しています。ओなࣄ業として県のこどもエίクϥϒަ
ྲྀ会やֶश会などを実施します。

ぐんま環境ֶߍ（エίΧϨοジ）
（環境政策課）

1��
を開講し、講ٛやϫークシϣοϓ、フΟー࠲く県民を対象とした講
ルυϫークを通じて、地Ҭにおける環境ֶशや環境活動を自らओମ
的に実ફできる人ࡐをཆ成します。

ମݧ型の環境ֶश
（ඌ高等ֶߍ）

−
５つのֶߍઃ定Պ目（環境ઐՊ目）を通して、ඌやਧׂのୌ、
ଚࢁや日ޫ白ࠜࢁなどの地Ҭの豊かな自વを活かした環境ֶशを
実ફします。
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̜−̴̲̽（ジーネοク）ネイνャー
クϥϒ

（ඌ高等ֶߍ）
−

や自વ༡؍いੈの方と一ॹに自વりまで෯دどもからお年ࢠ
びを行い、地Ҭの自વを再発ݟすることをओなͶらいとしたମݧ活
動を毎月第３༵日に行います。

ඌ・ଚݪۄ・ࢁ高ݪϋイΩンά
（ඌ高等ֶߍ）

−
ඌやଚݪۄ、ࢁ高ݪでのϋイΩンάを毎月実施し、自વにし
むମݧ活動を推進します。

環境ϘϥンテΟΞ
（ඌ高等ֶߍ）

−
「地Ҭ環境をѪする気持ちのද現」を目標に、地Ҭ全ମに発৴してい
く実ફ活動として「環境ϘϥンテΟΞ」を実施します。ֶߍ全ମや
෦活動、ݸ人など様ʑなࣜܗで実施します。

地Ҭのֶߍ開์講࠲
（ඌ高等ֶߍ）

�0
ඌ高等ֶߍのಛ৭を生かし、群馬県の豊かな自વにしむ؍
会や、地Ҭの統จ化をମݧする講࠲を開講します。（「群馬県民Χ
Ϩοジ」の講࠲）

খ　　　　計 �1�5

˙多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

地Ҭ環境อ全推進
（環境政策課）

99
環境ϗーϜϖージ「̘̤̚ぐんま」をਵ時ߋ新し、ັ力͋る環境情
ใをఏڙします。

環境αポーτηンター
（環境政策課）

�912
や地Ҭにおける環境ֶशや環境活動を૯合的に支援していくたߍֶ
め、環境αポーτηンターをઃஔ・ӡӦします。

森とのまつり
（森林อ全課）

225
関ஂମとڠ力して森林・林業のׂやॏ要ੑについて̧̥するイϕ
ンτを開࠵するとともに、֤ 地Ҭの「森とのまつり」を支援します。

群馬県環境Ξυόイβーҭ成
（環境政策課）

1��
地Ҭにおける環境อ全活動のݗҾとして活動する「群馬県環境Ξ
υόイβー」をҭ成、支援します。

環境ӨڹධՁ੍度のӡӦ
（環境政策課）

��3
環境のӨڹがஶしいものとなるおͦれの͋る大نな開発ࣄ業に
ついて、「環境ӨڹධՁ๏」、「環境ӨڹධՁྫ」に基づき、環境Өڹ
ධՁख続きを実施します。

群馬県環境ݦজ
（環境政策課）

1�3

環境分で༏れた実ફ活動、自વอޢ等にݦஶなޭ績の͋ったもの、
「ぐんま５つのゼロ宣言」実現にݙߩする活動を行ったものに群馬県
環境をत༩し、県民の環境ҙࣝの高まりと環境อ全活動のより
一のࢀՃをଅ進します。

民活動支援ࢢ
（県民活動支援・ௌ課）

−

環境อ全活動等のࢢ民活動を支援するため、̣̥̤・ϘϥンテΟΞ
αロンぐんま（県ிত和ிࣷ̍֊）やϗーϜϖージ等により、̣̥
̤やϘϥンテΟΞ活動に関する情ใのఏػྲྀަ、ڙ会のఏڙなどを
行います。

ぐんま̙̭技術革新ิॿۚ
（地Ҭ企業支援課）

�2�33
本県産業のڝ૪力ڧ化と新産業出をଅ進するため、県தখ企業
等が行うデジタルを活用した開発や̙̭推進等を支援します。

Ֆとのクリーン࡞ઓ
（ࢢ計画課）

19�29

県がཧするಓ࿏やՏ等をؚむ۠Ҭにおいて、年３ճҎ上（新型
ίロナイルスײછຮԆࢭのため、2021（令和３）年度はಛྫ
基४として̍ճҎ上）、מり等を行う10人Ҏ上のஂମにྭۚ２
ສԁをަし、県民の地ҬѪޢ活動を支援します。

Տআ࡞業の自࣏会ҕୗ
	Տ課


9��00
地Ҭ活動の活ੑ化やՏআඅのઅ減をਤるため、地元自࣏会等
のআ࡞業ҕୗを実施します。

࠭指定地等のҡ持ཧ
	࠭課


��0�00
࠭指定地のআ・െ、۠Ҭදࣔ標ࣝのߋ新等により、指定地及
びطଘ施ઃのదਖ਼なཧをਤります。

খ　　　　計 ��5�01

˙総合的な環境対策の推進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

環境基本計画推進
（環境政策課）

�2�
2021（令和３）年３月に策定した「群馬県環境基本計画2021�
2030」のී及ܒ発をਤるとともに、県民等による取組を推進します。

環境白書等࡞成
（環境政策課）

�3��
「群馬県環境基本ྫ」第̔にن定された「環境に関する年࣍ใࠂ」
として、環境白書等を࡞成します。

খ　　　　計 5101

第２અ　合計 �9���5
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第３અ　自然との共生と森林（もり）づくり

˙生物多様性の保全

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

自વ環境อ全地Ҭ等උ
（自વ環境課）

2��0

県自વ環境อ全地Ҭ及び地環境อ全地Ҭにおいて、֤地Ҭのอ全計画
に基づいてอ全ࣄ業等を実施します。また、ͦの素らしさをհし、
自વอࢥޢ想の高༲をਤることを目的に、「自વ؍会とอޢ活動」を実
施します。

ྑ好な自વ環境を有する地Ҭֶ
術ௐࠪ

（自વ環境課）
32�2

県自વ環境อ全地Ҭをはじめ県のྑ好な自વ環境を有する地Ҭにおい
て、地ܗ・地࣭、২及び動などの自વ環境の現گをѲし、దਖ਼な
อ全対策を行うための基ૅ資ྉのऩ集を目的にֶ術ௐࠪを実施します。

群馬県自વอޢ指導һ݉県ر少
生動২छอࢹޢһのઃஔ

（自વ環境課）
�0�0

県全ࢢொଜに5�໊の群馬県自વอޢ指導һ݉県ر少生動২छ
อࢹޢһをҕ。自વ環境อ全の状گのѲ及びر少生動২छの
อޢのため、८ࢹ、ࢹ、指導等を行います。

生多様ੑぐんまઓུの推進
（自વ環境課）

132
201�（平成2�）年度策定の生多様ੑぐんまઓུの֬実な推進をਤる
ため、県民に対してपを行います。

খ　　　　計 121��

˙生態系に応じた自然環境の保全と再生

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

自વ環境อ全৹ٞ会のӡӦ
（自વ環境課）

�55 自વ環境のอ全やௗ्อࣄޢ業などに関するҊ݅の৹ٞを行います。

૯合的ප害・ࡶཧ（*1.）
の推進

（技術支援課）
199

環境ෛՙのܰ減や҆心できる産のڅڙをਤる؍から、化ֶༀに
ภらないআ技術として、生的আやཧ的আ、ߞछ的আ等をར
用し、ප害の発生を経済的被害が生じるϨϕルҎԼにえ、ҡ持する
૯合的ප害・ࡶཧ（*1.）の֬立推進を行います。

ༀదਖ਼用推進
（技術支援課）

1193
本県産の҆全֬อ、ༀة害ࢭをਤるため、ༀ立入ࠪݕや֤छ
ཧの推進を行う、用、などにより、దਖ਼なༀのൢച࠵म会の開ݚ
とともに、県ϗーϜϖージ等によるༀ情ใのఏڙを的֬に行います。

தࢁ間地Ҭ等支ަۚ
（ଜඋ課）

1�01��
業の生産݅がෆརなதࢁ間地Ҭにおける業生産活動等のҡ持を目
的とした取組を支援することにより、غ์࡞ߞ地の発生をࢭし、ࠃ
อ全、水資源のᔻ

ㆉ㇓

ཆ等の業・ଜの有する多໘的ػ能を֬อします。
ഇ地再生ར用・集積化ଅ進ߥ
対策

（業構政策課）
1�00

地集積や県ৼڵ目のഓ等を目的として、ࢢொଜ等が行うߥഇ地
の発生ࢭや、୲いख等がߥഇした༡ٳ地等Ҿきडけて地を再生ར
用する取組を支援します。

தࢁ間地Ҭ;るさとଜ活ੑ化
基ۚ

（ଜඋ課）
����

தࢁ間地Ҭ等における地や業用用排水࿏、ためなどの地վྑ施
ઃが有する多໘的ػ能の発شと地Ҭॅ民活動の活ੑ化をਤるため、地Ҭ
ॅ民によるอ全活動に対する支援、ී及ܒ発を行います。

ඌอ全推進
（ඌอ全推進室）

12�2��

ඌのอޢとదਖ਼ར用の推進をਤるため、ࢁのඓϏジターηンターの
ཧӡӦやߥഇしたࢸࢁ東໘ొࢁಓの২生ճ෮、ར用者の҆全対策等を、
ඌอஂࡒޢをはじめ関者と࿈ڠ・ܞ力しながら実施します。また、
ҭのみならͣ、2021（令ڭ室などの環境ڭŋ地Ҭを対象とした自વߍֶ
和３）年度から、新たにඌのັ力を生かし、実社会での課題解決に生
かす୳ٻ的ŋڭՊԣஅ的なڭҭで͋るS5&".ڭҭを展開するとともに、
によるඌのอ全とར用の好循環を実現する施策「ඌαスڞ民
テΟナϒルϓϥン」を開࢝します。

ਁ水被害のܰ減対策（Տಓ拡෯、
ௐઅඋ）

（Տ課）
1�12�5�

Տಓ拡෯やௐઅඋなどのՏඋを実施し、ਁ水対策の推進をਤり
ます。Տඋに合わせて自વ環境にྀしたづくりを推進します。

খ　　　　計 20923��

˙野生鳥獣対策と外来生物対策への取組

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ௗ्害対策地Ҭ支援ࣄ業
（技術支援課）

9��0�
を活用した計ػொଜが実施するௗ्被害対策（有害ௗ्のั֫、発৴ࢢ
画的ないい活動等）を支援することにより、生ௗ्による被害の
ࢭをਤります。
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ௗ्被害ࢭ૯合対策ަۚ
（技術支援課）

23�000
会等が実施する地Ҭぐるみٞڠொଜࢢ、計画に基づきࢭொଜの被害ࢢ
の被害ࢭ活動、৵入ࡤࢭのઃஔ、有害ั֫にるั֫活動等を支援
することにより、生ௗ्による被害のࢭをਤります。

ಛ定ௗ्దਖ਼ཧ計画の推進
（ௗ्被害対策支援ηンター）

25��9
シΧやイϊシシなど、生ଉの૿Ճがஶしいಛ定ௗ्について、ั֫目
標に基づく計画的なั֫を推進します。

ௗ्被害Ҭ対策
（ௗ्被害対策支援ηンター）

2�959
Ҭで行動するシΧの行動Ѳなどを行い、ั֫や被害আ対策につな
げます。また*$5を活用したั֫技術の実ূ・ී及や日本्ҩ生໋Պֶ
大ֶとのڞಉڀݚにより被害対策技術のී及等に取り組みます。

ௗ्害にڧい集མづくり支援ࣄ業
（ௗ्被害対策支援ηンター）

32��
地Ҭॅ民による効果的な被害対策の実施やܧ続的な実施ମ੍づくりな
ど、地Ҭぐるみの取組を支援します。また、ಛに被害が大きい地Ҭにつ
いて、ࢢொଜ等と࿈ܞしてॏ的な対策に取り組みます。

ௗ्被害対策人ࡐҭ成
（ௗ्被害対策支援ηンター）

2�9�
֤地Ҭでௗ्被害対策やั֫に取り組む人ࡐをҭ成するため、被害対策
等にඞ要なࣝをशಘするためのݚमを実施します。

খنଜඋࣄ業
（ଜඋ課）

�130� ௗ्による࡞被害をࢭするため、৵入ࡤࢭをઃஔします。

地࡞ߞ݅վળࣄ業
（ଜඋ課）

�0000
௸࿀ଜにおけるΩャϕπ等のௗ्被害をࢭするため、৵入ࡤࢭの
ઃஔを支援します。

生ௗ्อޢ
（自વ環境課）

53� 。を策定します（業計画ࣄཧޢௗ्อ࣍群馬県第13）計画ظ࣍

指定ཧௗ्ั֫等ࣄ業
（自વ環境課）

�5301
χϗンジΧやイϊシシによる自વ生ଶܥのӨڹ及び林業被害がਂ
化しているඌ地۠、地۠、ਆ地۠、ळാ地۠及び地۠にࠁ
おいて、生ଶௐࠪのݟをもとに効的なั֫を推進します。

χϗンジΧの効的ั֫のී及
と地ҬੑධՁ（林業ݧࢼ）

15�
長ظ定ั֫๏として֬立したั֫技術をී及するとともに、県֤地
で߭Ԙの༠因ಛੑにࠩҟが͋るかをධՁし、ั ֫技術の向上をਤります。

ङྌ໔ݧࢼڐ・ั֫୲いख֬อ
対策

（自વ環境課）
���3

ङྌ໔ݧࢼڐ、出લ型のわなྌݧࢼ、予උ講शテΩスτແྉ、わな技
術講श会、ॳ心者講श会でのくくりわなのແঈఏڙ等を行います。

林推進対策（森林्害ࢭ対策）
（林政課）

1�0�2
森林्害ࢭのために森林組合や森林ॴ有者が行うسආࡎ散、्害
。ଳ等のઃஔに対しॿ成を行いますࢭ害्、ࡤࢭ

ิॿެڞ林（ௗ्害ࢭ施ઃ
等උ）

（林政課）
5�020

২、間െ等とಉ時に行うسආࡎ散、ࡤࢭઃஔ、्害ࢭଳ等に対
しॿ成を行います。

ಛ用林産生産活力Ξοϓࣄ業
（林業ৼڵ課）

5000
きのこഓՈが्害ࢭのためのిࡤ等のઃஔを行うඅ用に対しॿ
成を行います。

林推進対策（森林被害地උ）
（林政課）

��25
生्ྨ被害などॴ有者のにؼさない森林被害地に対し、被害のআ
。及びཧに対しॿ成を行いますڈ

๕ϲ平पล地Ҭにおけるχϗン
ジΧのར用状گѲ

（林業ݧࢼ）
�5�

や地をதݪॏな森林২生をकるため、χϗンジΧのີ度地Ҭの࣪و
心にしたϞχタリンάと、ૣظの被害対策のためのख๏についてڀݚし
ます。

्ྨ被害対策の効的なཧख
๏の開発

（林業ݧࢼ）
3��3

২後に発生するイϊシシ、χϗンジΧ等によるネοτࡤの被害状گを
明らかにし、ͦれに対応するίスτなআ技術を開発します。

生動に関する有害生のڀݚ
（林業ݧࢼ）

3��
県で分が拡大しているϠマϏルにՃえ、マμχについてͦのৄࡉな
状گをѲします。ซせて、ී及可能なআ技術についてڀݚします。

Χϫ生ଉ状گௐࠪ・ั֫推進
業ࣄ

（Ԃܳ課ࢳࢋ）
1��2

Χϫの生ଉ状گをϞχタリンάするため、ړにおけるΧϫのඈ来
ௐࠪを行います。Χϫ被害ܰ減のため、いいを݉Ͷたั֫を行
います。

ίクνόスۦআ
（Ԃܳ課ࢳࢋ）

�050 ίクνόスの被害ܰ減のため、Ԟརࠜބやӊ等でۦআを実施します。

クϏΞΧπϠΧϛΩリ૯合対策
（自વ環境課）

1�200
散発的に被害が拡大しているクϏΞΧπϠΧϛΩリについて、予対策
ิॿࣄ業、県有施ઃআ対策ࣄ業、আ対策技能向上ࣄ業など૯合的な
対策を実施し、被害の拡大をࢭします。

ௗ्อޢཧ指導һのઃஔ
（自વ環境課）

1���5
県Լに�5໊のௗ्อޢཧ指導һをҕし、ௗ्อ۠ޢにおける生
ௗ्の生ଉ環境อ全やङྌのύτロール、ௗ्อࢥޢ想のී及ܒ発など
ௗ्อޢ対策を推進します。

ௗ्อ۠ޢの指定
（自વ環境課）

11�1
生ௗ्のอ૿ޢ৩をਤるため、ௗ्อ۠ޢの指定や標ࣝのઃஔ等を行
います。

ௗපӃのӡӦ
（自વ環境課）

�0��
ইපௗ्のޢٹを通じて生ௗ्のอࢥޢ想の高༲をਤりながら、ௗ
පӃのӡӦを行います。

ௗ्生ଉௐࠪ
（自વ環境課）

25�0
県の生ௗ्の生ଉ状گ等をѲし、దなௗ्อޢ行政の基ૅ資ྉ
とするため、ࢢொଜผௗྨ生ଉີ度ௐࠪ、ガン・ΧϞ・ϋクνϣྨの
一੪ௐࠪを行います。

ௗ्อࢥޢ想ී及ܒ発
（自વ環境課）

�5�
ѪௗϞデルߍҭ成指導、Ѫௗि間のポスターݪ画ื集等を行い、く県
民に生ௗ्อޢのॏ要ੑをී及ܒ発します。
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ௗインフルエンβ対策
（自વ環境課）

33�
ௗインフルエンβのٙいの͋るࢮௗのճऩӡൖをӴ生的に行うた
めのༀ等をߪ入します。

ಛผఱવه೦ΧϞシΧ৯害対策
（จ化ࡒอޢ課）

5255

県２つのΧϞシΧอޢ地Ҭにおいて、ಛผఱવه೦で͋るΧϞシΧ
をอޢし৯害をࢭするため֤छௐࠪ等を実施。ӽ後・日ޫ・ܥࢁࠃࡾ
ΧϞシΧอޢ地Ҭでは、ಛผௐࠪ（生ଉ状گ・ີ度・Լ২生等）を実
施します。また、関東ࢁ地ΧϞシΧอޢ地Ҭでは通ৗௐࠪを、また、௸
࿀ଜではΧϞシΧ等の৯害対策について、ී及ܒ発ࣄ業を実施します。

環境対策ړ
（Ԃܳ課ࢳࢋ）

�00�
Տのॎஅ的な࿈続ੑをճ෮するためڕಓのඋにより、ྨڕ等の生ଉ
環境のվળを行います。

খ　　　　計 �����5

˙自然とのふれあいの拡大

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

自વެԂ等のཧ
（自વ環境課）

15�2�

、ೝ可指導を行う΄かڐ業や֤छ行ҝのࣄ定ެԂにおけるެԂࠃ立ŋࠃ
దਖ਼ར用を推進するため、自વެԂの県有施ઃのҡ持ཧやटݍ自
વ歩ಓ及びத෦自વ歩ಓのཧを行います。
また、ඌをはじめとする自વެԂでඒ化活動を行うஂମに対してॿ
成を行う΄か、シϥネΞΦイをはじめとするوॏな高ࢁ২のอޢ・෮
元に取り組みます。さらに、白ࠜܥࢁにおけるེ化水素ガスނࣄ
。対策を行いますࢭ

自વެԂ等のඋ
（自વ環境課）

�1�00
とޢ定ެԂをはじめとした自વެԂ等における自વ環境のอࠃ・立ࠃ
ར用のదਖ਼化をਤるため、県ཧ施ઃのඋやҡ持ิमを行います。

県立ެԂ等のඋ
（自વ環境課）

31���
県立ެԂのར用者の҆全やརศੑの向上をਤるため、ެऺτイϨ、ற車
、ಓ࿏、ొࢁಓ、標ࣝなどの施ઃについてඋิमを行います。

県立ެԂཧ
（自વ環境課）

�0��0
県立ެԂ（・໊・ົٛ）におけるوॏな自વ環境のอ全と、దਖ਼
なར用を推進します。ಛに、τイϨਗ਼などを地元ॅ民がத心になって
実施してもらうため、地Ҭີண型ެԂཧに取り組みます。

森林ۭ間ར用推進
（森林อ全課）

1�00
「開・ૄ」なۭ間で͋る森林を活用し、݈ڭ、ޫ؍、߁ҭ等に関する群
馬ならではの高ՃՁαーϏスをఏڙする「森林αーϏス産業」の
出に取り組みます。

県立森林ެԂのඋ・ӡӦ
（森林อ全課）

�20�5
県７かॴの森林ެԂにおいて、県民にอ݈ٳཆやֶशのをఏڙする
ため、森林උをはじめ歩ಓඋやٺ施ઃのվम等を行います。

自વެԂ用資ࡐの高ٱ化
に関するڀݚ

（林業ݧࢼ）
515

県の自વެԂで用されている施ઃは、؍ܠྀ上多くの県産ࡐ
が用されています。環境にྀし化ֶܥࡎを用しないੑٱの
高い施ઃをڀݚし、ཧのマχϡΞルを࡞成します。

ぐんまࠛの森ӡӦ

ڭ	）生ֶ֔श課）

12339�
企画展やقઅ展を実施するとともに、ϘϥンテΟΞの方ʑとのڠಇや地
元ڠ力ஂମとの࿈ڧܞ化により、「自વ؍会」や「ཬࢁ生活」等の֤छ
ମݧϓロάϥϜを展開します。

ぐんまఱจ台ӡӦ

ڭ	）生ֶ֔श課）

��059
ఱମ؍やۭҊ、ఱจイϕンτ等の本ମݧや、地Ҭ・ֶߍに৬һ
をݣするఱମ؍会、大ֶでのఱจ講࠲等、Ӊ・自વのෆٞࢥさや
素らしさを実ײできるࣄ業を෯く展開します。

੨少年自વମݧ等ࣄ業

ڭ	）生ֶ֔श課）

3��9
੨少年自વのՈ（ໟ・ົٛ・東ໟ）において、集ஂ॓ധや自વମݧ等
の֤छମݧ活動を通じて、੨少年の心ともに݈全なҭ成にめます。

自વ࢙തؗ
（จ化ৼڵ課）

3152�1

ৗઃ展ࣔにՃえ企画展等のಛผ展ࣔを開࠵する΄か、県の生・ݹ生
・地࣭ௐࠪなどのֶ術ௐࠪ・ڀݚと資ྉのऩ集を行います。また、フΝ
ϛリー自વ؍会、ϛϡージΞϜスクールや高ߍ生ֶܳһ、Ҡ動തؗ
などのڭҭී及活動等、自વ・環境に関わる֤छࣄ業を実施します。

森林環境ڭҭ推進
（森林อ全課）

��1�
森林環境ڭҭを実ફする「のインターϓリター」のཆ成・ݣや、
の少年ஂの活動支援などを行います。

の森・森林ֶशηンターӡӦܜ
（森林อ全課）

1223�
展ࣔؗなどをཧӡӦし、খֶ生などの森林環境ڭҭ及び森林Ϙϥン
テΟΞの活動ڌとしてར活用をਤります。

ਁ水被害のܰ減対策（Տಓ拡෯、
ௐઅඋ）

（Տ課）（再掲）
1�12�5�

Տಓ拡෯やௐઅඋなどのՏඋを実施し、ਁ水対策の推進をਤり
ます。Տඋに合わせて自વ環境にྀしたづくりを推進します。

খ　　　　計 25�5�0�
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˙森林環境の保全

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ิॿެڞ林、林推進対策、
間െଅ進ڧ化対策

（林政課）
1105000 間െなどの施業を通じて、݈全な森林をҭ成します。

森林ප害等আࣄ業
	林政課


5��31 森林ප害による被害の予、ۦআを実施します。

本県の気候風にదしたૣ生थ
に関するௐࠪڀݚ
	林業ݧࢼ


35�5
ॳظ成長に༏れ、െظまでのظ間がいૣ生थの林等についてௐࠪݚ
。に取り組みますڀ

ぐんまの県民基ۚ
水源地Ҭ等の森林උࣄ業

（森林อ全課）
�35519

݅ෆར森林の間െや水源ᔻ
かん

ཆػ能等のԼがݒ೦される森林のඋ
を実施するとともに、দくいや気象被害に͋った森林を再生します。

ίンテナҭබ技術の高度化
（林業ݧࢼ）

3�5
ίンテナබのҭබ技術を高めるため、用の（ܥࠜ）࣭ܗ、౼ݕの向上、
ҭබظ間のॖ技術を֬立します。

थのප害に関するௐࠪڀݚ
	林業ݧࢼ


�55
ナϥރれのݪ因で͋るΧシϊナガΩクイϜシの生ଉௐࠪや発生予ଌな
ど、ප害のআ対策についてௐࠪڀݚを実施します。

スギރප対策に関するڀݚ
（林業ݧࢼ）

��5
スギのබാにおけるॏ大なප気で͋る「ރප」をదにআするため
。に取り組みますڀݚやಉ定技術等についてௐࠪگછ状ײ

人林におけるڧ度間െ後のथ
ڀݚ度の推Ҡに関するີૄף

（林業ݧࢼ）
9�0

間െ施業とथີૄף度の関をѲし、దਖ਼な間െを実施するためのௐ
ࠪを行います。

ऩ֭予想දߋ新等に関するڀݚ
（林業ݧࢼ）

9�9
人林のऩ֭量予ଌ及び施業計画等に活用するため、近年の人林デー
タを用いて人林ऩ֭予想දのߋ新等を行います。

森林උ地Ҭ活動支援
（林政課）

932�
森林の持つ多様なެӹ的ػ能が高度に発شされるようదな森林උ
の推進をਤるため、森林施業を集するための活動を支援します。

林業・ࡐ産業デジタル化推進
支援

（林政課）
5000

林業・ࡐ産業ࣄ業者におけるデジタル技術を活用した業վળの取
組をΞυόイβーをݣし支援します。

ิॿެࣄڞ業（林ಓ・林業ઐ用
ಓ、࡞業ಓ）

（林政課）
1520000

森林の持つ多様なެӹ的ػ能のܧ続的発ش及びࢁଜ地Ҭの活ੑ化等の
ため、ิݿࠃॿにより林ಓ等のඋや࡞業ಓの開ઃにิॿを行います。

୯ಠެࣄڞ業（林ಓ・࡞業ಓ）
（林政課）

5�0000
ิॿެࣄڞ業で࠾されない林ಓの開ઃ、վྑ、ฮ等のࣄ業や、࡞業
ಓの開ઃ、վྑ、Սઢ集ࡐや࡞業ポインτのඋにิॿを行います。

ิॿެࣄࢁ࣏ڞ業
（森林อ全課）

���5000
ࢁඋ等を実施し、อ҆林等におけるچなどの෮ྲྀܢഇߥෲ่յ地やࢁ
地災害のࢭとܰ減、及び、森林の持つެӹ的ػ能（ࠃอ全、水源ᔻ

ㆉ㇓

ཆ、生活環境のอ全ܗ成等）の発شをਤります。

୯ಠެࣄࢁ࣏ڞ業
（森林อ全課）

1�1�000
ิॿެࣄࢁ࣏ڞ業で࠾されないখنなߥഇ地の෮چと災害のະવ
ࢭをਤるとともに、ػ能のԼしたอ҆林については森林උを実施
します。

・อ҆林対策
・อ҆林ཧ
・林地開発ڐ可
・อ҆林ཧࣄଅ進
・森林อ全ཧ

（森林อ全課）

251��

ެӹ的ػ能の発شがಛにظされる森林については、อ҆林に指定し、
立のെ࠾などの行ҝ੍ݶを通じてదなཧをਤります。また、森林
อ全८ࢹ指導һ及び森林อ全推進һをஔして森林ύτロールによる
森林のอ・ޢཧを行うとともにอ҆林Ҏ֎の民有林については、̍
IBをえる開発行ҝに対するڐ可੍度を通じて森林の地のదਖ਼なར
用の֬อをਤります。

森林ϘϥンテΟΞ支援
（森林อ全課）

1125�

森林環境問題に対する関心が高まるなか、県民૯ࢀՃによる森づくりを
進めるため、森林ϘϥンテΟΞ活動に関する情ใఏڙや࡞業ث۩のି出
し、҆全࡞業講श会やަྲྀ会の開࠵、講ࢣݣなど、森林ϘϥンテΟΞ
活動を支援します。

県産ࡐར用ଅ進対策
（林業ৼڵ課）

201�
等に対する支のࢠや、と࠵ίンクールの開࡞ಐ生ెࣇ
援など、ࡐをテーマにした֤छイϕンτを通して、県産ࡐのྑさを
ී及します。

みんなで拡げるぐんまづかい
推進

（林業ৼڵ課）
1111

県として新たに「ουスターτ宣言」等を行い、ҭの推進や県産ࡐ
のར用ଅ進に取り組みます。

ぐんまので温もりの͋るۭ間
づくり

（林業ৼڵ課）
5000

関࿈施ઃの֎の࣭化や֎構施ઃのࢱҭ・福ڭ、しܞொଜと࿈ࢢ
化に、県産ࡐを用したࡍ、ิॿۚをަします。

県産ࡐ活用推進
（林業ৼڵ課）

50000
・ݐ築等のެࣄڞ業で、ಛ৭の͋る先ۦ的、Ϟデル的な県産ࡐの
活用を行う合にࣄ業අをׂりて実施します。

ぐんまゼロ宣言ॅଅ進
（林業ৼڵ課）

105500
県産ࡐを用したলエネ・エネॅで͋る「ぐんまゼロ宣言ॅ」
のී及を通じ、「温室効果ガス排出ゼロ」の実現に取り組みます。
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水源林等උ推進
（森林อ全課）

��000 森林がもっている水源ᔻ
かん

ཆػ能をはじめとするެӹ的ػ能を݈全にอ
つため、県有林や森林ެԂなどのඋを進めます。

খ　　　　計 10�2�10�

˙里山・平地林・里の水辺の再生

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

多ʑྑপެԂཧ
（ࢢ計画課）

3�51�
多様な生の成ҭ生ଉ環境をҡ持し、自વとの;れ͋いのや環境อ全
活動等のとして効的なҡ持ཧを行います。

ぐんまの県民基ۚ
業ࣄொଜఏҊ型ࢢ

（森林อ全課）
31�293

平地林・ࢁഇしたཬߥொଜと地Ҭॅ民やϘϥンテΟΞஂମ等によるࢢ
のඋ等をิॿし、県民ڞ有のࡒ産で͋る森林をอ全します。

খ　　　　計 3���0�

第３અ　合計 1��9105�

第４અ　安全・安心で快適な生活環境づくり

˙水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

用水Ҭ水࣭ଌ定ௐࠪڞެ
（環境อ全課）

��5�
পの水࣭ௐࠪを実施しまބ用水Ҭの水࣭をѲするため、Տ及びڞެ
す。ଌ定݁果はอ全行政を行ううえでの基本データとして活用します。

業排水対策ࣄ・
（環境อ全課）

��0
ಛ定施ઃをઃஔしている・ࣄ業の立入ௐࠪを行います。排水基४
の९क状گと施ઃのҡ持ཧ状گを֬ೝし、ෆద合の合はվળ指導等
を行います。

発生ࣄҊ対策
（環境อ全課）

1359
、が発生した合にਝ・దに対応しނࣄ用水Ҭなどで水࣭Ԛڞެ
。明を行いますڀ因のݪ

水ಓ水源水࣭ࢹ
（৯・生活Ӵ生課）

��3
県企業ࢢ・ہொଜ・群馬東෦水ಓ企業ஂとڠ力し、県のओ要水源（ද
ྲྀ水（Տ水）及び地Լ水）の水࣭ࠪݕを定ظ的に実施し、将来にわた
り҆全・҆心な水ಓ水をڅڙするための基ૅデータをऩ集します。

ઃվྑඅ（ྲྀҬԼ水ಓ）ݐ
（Լ水環境課）

����2�0
շదでӴ生的なॅ環境を֬อするとともに、ެڞ用水Ҭの水࣭をҡ持վ
ળするため、ྲྀҬԼ水ಓのඋを行います。

業අิॿࣄொଜԼ水ಓࢢ
（Լ水環境課）

20�000
ொࢢ、水ҬのԚෛՙをܰ減し、きれいな水ล環境をҡ持するためڞެ
ଜが実施するެڞԼ水ಓࣄ業をิॿします。

ړࢁଜ地Ҭඋ
（Լ水環境課）

��000
業用水の水࣭อ全、ଜ生活環境のվળ及び業生産の҆定と活力͋
るଜ社会のܗ成をਤるため、ࢢொଜが実施する業集མ排水ࣄ業をิ
ॿします。

ড়化૧対策
（Լ水環境課）

2�9100
շదでӴ生的なॅ環境を֬อするとともに、ެڞ用水Ҭの水࣭をҡ持վ
ળするため、ࢢொଜが実施するড়化૧උࣄ業をิॿします。

水業څ業ࣄ業用水ಓ
（	企
水ಓ課）

1�0�91�
ौ業用水ಓ、東ໟ業用水ಓにおけるදྲྀ水によるڅ水業及びҡ
持ཧを行います。

ઃݐ業ࣄ業用水ಓ
（	企
水ಓ課）

53��9� ौ業用水ಓ、東ໟ業用水ಓのิࣄڧ等を実施します。

水業څ業ࣄڅڙҬ的水ಓ用水
（	企
水ಓ課）

�2��5�5
県ԝ地ҬҬ的水ಓඋ計画に基づき県ԝ第一水ಓと県ԝ第ೋ水ಓを
ӡӦし、දྲྀ水によるڅ水業及び施ઃのҡ持ཧを行います。

ઃݐ業ࣄڅڙҬ的水ಓ用水
（	企
水ಓ課）

1�1�29� 県ԝ第一水ಓのড়水ॲཧ施ઃߋ新・վྑࣄ等を実施します。

རࠜ水ܥ上Լྲྀަྲྀࣄ業
（地Ҭ生課地・水対策室）

500
本県と東ژとで組৫した実行ҕһ会により、छʑのަྲྀࣄ業を通じて、
水と水をҭむ森林の大さについてೝࣝを高め、૬ޓのཧ解をਂめま
す。

地൫変動ௐࠪ一ڃ水४ଌ量
（環境อ全課）

1��30
平ୱ෦の地൫Լの状گをௐࠪするため、Ҭ的な一ڃ水४ଌ量を行い、
実ଶのѲを行います。

地൫Լ計ཧ及び実ଶௐࠪ
（環境อ全課）

103�
地൫Լ؍ଌҪのثػ等のϝンテナンス及び؍ଌデータのճऩを行い、
地൫Լの実ଶѲを行います。

地Լ水࣭ଌ定ௐࠪ
（環境อ全課）

5��� 地Լ水のԚછ状گをѲするため、地Լ水࣭ௐࠪを実施します。

Ԛછ対策
（環境อ全課）

2005
Ԛછによる݈߁被害ࢭのため、地Լ水等のௐࠪやඞ要な対策の実
施を指導します。
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地Ҭとௐ和したச産環境֬立
（ச産課）

15�
ச産環境උリースࣄ業のԁかつ効的な推進をਤるためのௐや
情ใఏڙ等を行うことにより、ச産環境問題の解決をਤります。

খ　　　　計 1310�15�

˙大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

੍ن業の大気ࣄ・
（環境อ全課）

1901
ばいԎ発生施ઃ等にる排出基४のద合状گのࢹなど、「大気Ԛછ
。業を行いますࣄ๏」等に関する֤छࢭ

大気Ԛછࢹ施ઃのཧӡӦ
（環境อ全課）

��013
大気Ԛછৗ時ࢹ施ઃにより、大気Ԛછの状گをࢹし、ٸۓ時には
ҙใ等を発令して、݈߁被害のࢭをਤります。

大気環境ଌ定ௐࠪ
（環境อ全課）

��3�
有害大気Ԛછ࣭による大気Ԛછの状گをࢹします。また、東ѥԖ
᷂҆த࿉ॴपลにおけるු༡ཻࢠ状࣭、߱Լばいじん等の環境ௐࠪ
を行います。

૽Ի・ৼ動੍ن๏ӡӦ及びଌ定
のඋ・मཧثػ

（環境อ全課）
99�

૽Ի・ৼ動にる๏令及びྫに基づく指導のத心となっているࢢொ
ଜを対象にݚम会の開࠵や、ଌ定ثػのି出し等を行います。

ಓ࿏ަ通૽Իଌ定ධՁ
（環境อ全課）

�09
を推ڹ等がडけるಓ࿏ަ通૽ԻのӨډઢಓ࿏Ԋಓに立地しているॅװ
計し、環境基४との比ֱを行います。

ѱष対策
（環境อ全課）

1�9

「ѱषࢭ๏」に基づくष気指による੍ن地Ҭの指定を進めるととも
に、ࣄ業者に対する指導のத心となるࢢொଜを対象に、ष気指੍نに
ついてのཧ解をਂめるためのᄿ֮ଌ定๏ݚम会の開࠵や、情ใఏڙ等の
支援を行います。

ष気対策とச産環境อ全対策推進
（ச産課）

2�35
ѱषࢭのために脱षஔ等のඋをิॿするとともに、ச産Ոの環
境อ全状گௐࠪ、८ճ指導、ݚम会等により、ச産環境อ全に対するҙ
ࣝをܒ発し、Տや地Լ水のԚછࢭをਤります。

খ　　　　計 ��9�0

˙有害化学物質による環境リスクの低減

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ಛ定化ֶ࣭の環境の排出量
のѲ等及びཧのվળのଅ進
に関する๏（化๏）のཧ
ӡӦ

（環境อ全課）

91

化๏に基づくಧ出ࣄを行うとともに、๏のී及ܒ発や、ެදされた
化ֶ࣭の排出量を基に環境ௐࠪを行います。また、化ֶ࣭に関する
リスクίϛϡχέーシϣンを推進し、ࣄ業者、ॅ民、行政が情ใをڞ有
し૬ޓཧ解をਤることで、効的な化ֶ࣭の環境リスク減を推進し
ます。

μイΦΩシンྨ対策
（環境อ全課）

2913
環境தのμイΦΩシンྨೱ度のৗ時ࢹや、対象ࣄ業におけるμイΦΩ
シンྨ排出基४のద合状گのࢹなど、๏に関する֤छࣄ業を行います。

Ξスϕスτඈ散ࢭ
（環境อ全課）

2��3 Ξスϕスτ用ݐ築の解ମࣄ現等で、立入ࠪݕを実施します。

築指導ಜݐ
（築課ݐ）

2�599
҆全・҆心な生活環境を֬อするため、「ݐ築基४๏」のӡ用及び関๏
令を通じ、ݐ築のݐ築計画時等において構、Ր、用్などに関す
る৹ࠪを行います。

খ　　　　計 322��

˙放射性物質への対応

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

環境์ࣹ能水४ௐࠪ
（環境อ全課）

�992
ҕһ会のҕୗをडけ、環境தの์ࣹ能Ϩϕルのଌ定等を行い੍ن力ࢠݪ
ます。

์ࣹઢଌ定ߍثਖ਼
（છ・がん࣬ප対策課ײ）

�0
ද໘Ԛછଌ定ث	G.ࣜαーϕイϝータ
のଌ定ਫ਼度をҡ持するためߍ
ਖ਼を行います。

ྲྀ通৯の์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（৯・生活Ӵ生課）

− ྲྀ通৯の҆全ੑを֬ೝするために์ࣹੑ࣭ࠪݕを実施します。

์ࣹ能আછ対策（ଌ定ߍثػਖ਼）
（環境อ全課）

100
ۭ間์ࣹઢ量ଌ定ثのਫ਼度をҡ持するためߍਖ਼を実施し、Ԛછ状گॏ
ௐࠪ地Ҭ指定ࢢொଜ等のି出しを行います。
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環境อ全関・̨̞̜ใ推進
（環境อ全課）

1939
ۭ間์ࣹઢ量のデータを̨̜̞（地ཧ情ใシステϜ）に入力し、ϗー
Ϝϖージでެ開する΄か、֤分の์ࣹઢ対策の進状گを取りまとめ
てใ等します。

産等์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（政課）

�220
産等の์ࣹੑ࣭ࠪݕを行うとともに、地のϞχタリンάௐ
ࠪを行います。

産の์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（技術支援課）

−
県で生産された産（ถ、ഴ、࡞ܳ、ࡊ等）について、ࠃ
。をґཔするなどして҆全ੑを֬ೝしていますࠪݕ

水産の์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（Ԃܳ課ࢳࢋ）

−
県のՏބপでั࠾された水産やཆ৩でࣂҭされた水産につ
いて、ࠃࠪݕをґཔし҆全ੑを֬ೝしています。

群馬のきのこ҆全֬อ対策
（林業ৼڵ課）

10�00
を実施するࠪݕഓཧ指導のため、΄だ等の์ࣹੑ࣭きのこݪ
とともに、きのこ及び生のྨࡊࢁについて、Ϟχタリンάࠪݕを実施
し҆全を֬ೝしています。

きのこݪ林における์ࣹੑ
࣭減技術開発

（林業ݧࢼ）
159

きのこݪ林における์ࣹੑ࣭減技術を開発するために、ݪ林の
Ԛછ状گをௐࠪします。๖ժߋ新等によりݪ林の再生をਤり、地元の
をったݪきのこ生産の再開を目指します。

生ௗ्์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（自વ環境課）

2��5
生ௗ्の์ࣹੑ࣭ࠪݕをܧ続実施し、݁果を県のϗーϜϖージで
ެදします。

県Ӧ水ಓの์ࣹੑ࣭ࠪݕ
（	企
水ಓ課）

���
水࣭ࠪݕηンターでอ有しているثػࠪݕを用いて、県Ӧ水ಓ等の水ಓ
水の์ࣹੑ࣭ࠪݕを行います。

৯҆心対策څߍֶ
（ମҭ課߁݈
ڭ	）

1�5
ࣄҭڭについて、෦ࠪݕࡐલの৯ڙ৯ఏڅߍ৯実施者によるֶڅߍֶ
ॴにઃஔした์ࣹੑ࣭ثػࠪݕを活用して支援します。

์ࣹੑ࣭Ԛછ対ॲಛผાஔ๏
९क状ࢹگ

（ഇغ・リαイクル課）
195

によるॲཧが行われるまでの間、発生施ઃで一時อされている指定ࠃ
ഇغに関し、อの҆全ੑを֬ೝする΄か、ࢢொଜとࠃとのௐを行
います。
์ࣹੑ࣭Ԛછ対ॲಛผાஔ๏に基づくಛ定一般ഇغॲཧ施ઃにつ
いて、ҡ持ཧ基४等の९क状گをࢹするとともに、ඞ要な指導を行
います。

খ　　　　計 31��3

˙快適な生活環境の創造

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

行政推進؍ܠ
（ࢢ計画課）

10��
地Ҭにࠜ͟したܗ؍ܠ成を推進するため、ࢢொଜ、ॅ民及びࣄ業者の地
Ҭಛੑを活かした؍ܠづくりを支援します。

֎ࠂదਖ਼化推進
（ࢢ計画課）

132�
շదで५いの͋るまちづくりを推進するため、ҧࠂのআ٫や自
વ・؍ܠとௐ和したࠂの༠導等を行います。

社会資本૯合උ（۠画）
（ࢢ計画課）

122�20
成するため、組合ܗ環境をॅډ地のடং͋るඋをਤり、շదな֗ࢢ
地۠画ཧࣄ業අの一෦をิॿします。

ෑౡެԂཧ
（ࢢ計画課）

20��1�
県民にしまれる「ӡ動ެԂ」としてのׂが発شできるよう、効的
なҡ持ཧを行います。

群馬の森ཧ
（ࢢ計画課）

�1000
平෦のوॏなथ林地のอ全、ҭ成、活用を進め、ެࢢԂの効的な
ҡ持ཧを行います。

૯合ެԂཧࢁۚ
（ࢢ計画課）

12�009
Ոが皆でར用できるެࢢԂとしてのׂが発شできるよう、効的
なҡ持ཧを行います。

フΝϛリーύークཧࢁԻ؍
（ࢢ計画課）

�3�02
県民ࢀՃによるެԂཧӡӦを推進し、県民χーζをөしながらշద
にެԂをར用できる環境づくりを進めます。

多ʑྑপެԂཧ
（ࢢ計画課）（再掲）

3�51�
多様な生の成ҭ生ଉ環境をҡ持し、自વとの;れ͋いのや環境อ全
活動等のとして効的なҡ持ཧを行います。

ެԂ施ઃҡ持मસ
（ࢢ計画課）

1�5000
県民が҆全・҆心にެԂを用できるように、ެԂに͋る施ઃ、༡۩
等のิम、मસを行います。

化推進対策
（森林อ全課）

5���
県民の化ҙࣝの高༲と豊かなڷづくりのため、県২थࡇなど֤छ
イϕンτを開࠵し化ӡ動を推進するとともに平地林対策を実施します。

化ηンターӡӦ
（森林อ全課）

1����
群馬県の化推進のڌとして県民の化૬ஊや化技術の指導、ී及
म会等をݚ・࠲ொଜ৬һを対象とした化講ࢢ、発を行うため、県民ܒ
開࠵します。

ඒしいڷをकる県民大࡞ઓ
（気候変動対策課）

1�3
ඒしいڷづくりをより一推進するために環境ඒ化月間をઃけて、͝
みरい等のਗ਼活動やܒ発活動を行います。

ެ害ฆ૪ॲཧのཧӡӦ
（環境อ全課）

�5�
「ެ害ฆ૪ॲཧ๏」及び「群馬県ެ害ฆ૪ॲཧ๏施行ྫ」のن定に基
づき、ެ害ฆ૪に関して、͋っせん、ௐఀ、ࡋを行います。

ެ害ۤ情૬ஊ
（環境อ全課）

2�0
ެ害に関するۤ情について、県及びࢢொଜでのड及びॲཧの状گѲ
を行います。また、ެ害ۤ情対応を行うࢢொଜをଆ໘から支援します。
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環境生活อ全資ۚ༥資
（環境政策課）

�1���9
産業ެ害、ࢢ生活型ެ害、地球温暖化などの෯い環境問題に自ओ的
に取り組む県のதখ企業等に長ݻ・ظ定ۚརの༥資をିしけるこ
とにより、ྑ好な環境のอ全と循環型社会づくりを推進します。

จ化ࡒอޢ৹ٞ会のӡӦ
（จ化ࡒอޢ課）

1�32
の指定及び解আ等ࡒ等のอଘ・活用ができるように、จ化ࡒॏなจ化و
を৹ٞします。

จ化ࡒอଘࣄ業අิॿ
（จ化ࡒอޢ課）

512�9
いのとしܜ等のอଘをਤるとともに、ֶशの及びࡒ県指定จ化・ࠃ
て活用するためのࣄ業にิॿを行います。

จ化ࡒύτロール
（จ化ࡒอޢ課）

20��
ࡒを行い、指定จ化ࢹ的に८ظ等のอଘをਤるため定ࡒ県指定จ化・ࠃ
等の現状Ѳをしてྑ好なอଘ状ଶをอつとともに、อଘमཧࣄ業計画
立Ҋの資ྉとします。

高ࢁύτロール
（จ化ࡒอޢ課）

13�
県指定ఱવه೦の高ࢁอޢのため、生ҭ状گやपล環境についてอ
。ମにҕしてύτロールを行いますஂޢ

開発関࿈ຒଂจ化۷ࢼࡒௐࠪ
（จ化ࡒอޢ課）

�001
۷ௐࠪをࢼやൣғをѲするためのࡏのॴࡒ開発のલにຒଂจ化ڞެ
行い、จ化ࡒอޢと開発のௐをਤります。

จ化ࡒอଘࣄ業අิॿಛผ
（จ化ࡒอޢ課）

309��
全ࠃにތれる県の指定จ化ࡒ等について、อଘ・活用をਤるとともに、
ֶशの及びܜいのとしてඋするためのࣄ業にิॿを行います。

ཧӡӦޢอݹࢁԻ؍
（จ化ࡒอޢ課）

�521
෮元උされたલ方後ԁで͋るࠃ指定࢙؍Իݹࢁをҡ持・ཧ
するとともに、҆全にֶݟできֶश効果が上がるための݅උを行い
ます。

上ࠃ分ࣉอޢཧӡӦ
（จ化ࡒอޢ課）

10215
者の解આなどを行ֶݟのอଘཧやࣉ分ࠃで͋る上࢙指定ࠃ
い、ཧ解をਂめてもらうとともに、ࠃ分ࣉをよりよい状ଶで後ੈܧ
ঝしていきます。

ੈքҨ産のแׅ的อଘཧ
（จ化ৼڵ課）

1�0�0�
ੈքҨ産「富Ԭࢳとݜ産業Ҩ産群」をはじめとする県のݜҨ産を
。業を推進しますࣄぐため、อଘඋや活用ܧにҾきੈ࣍

খ　　　　計 1�93�52

˙特定地域の公害防止対策

施策໊（実施課等໊） 予ࢉ （ֹઍԁ） 施　　策　　の　　֓　　要

ӒණྲྀҬԚછ対策
（技術支援課）

�9��2
ാ対策地Ҭのެಛࣄ業が実現できるようにࣄ業の推進を行います。また、
用地Ԛછࢭ๏に基づくಛผ地۠について、จ化ࡒௐࠪや排・
٬ࣄなどの用地Ԛછ対策ࣄ業を行います。

Ӓණ・ྑྲྀҬ対策ௐࠪ
（技術支援課）

1��
ެ害আಛผ地վྑࣄ業ྃ水ాについてࣄ業効果の֬ೝ及び
ௐࠪを実施し、対策地Ҭの指定解আ等の資ྉにします。

ྑެ害対策ิॿ
（技術支援課）

312
ྑ߭ಟࠜઈظ成ಉໍ会の自ओ的な߭害対策ࣄ業に対し、ิॿۚを
ަします。

ӒණྲྀҬ環境ଌ定ௐࠪ
（環境อ全課）

2�9
東ѥԖ᷂҆த࿉ॴपลのӒණ・༄ྲྀҬの水࣭・ఈ࣭をௐࠪ
します。

ྑެ害対策
（環境อ全課）

�1�

߭、࠵会の開ٞڠࢭ定に基づき、ެ害ڠࢭցۚଐ᷂とのެ害ػՏݹ
、ഇ水及びྑの水࣭ௐࠪを実施します。また߅、ࠪݕ施ઃの立入ࢁ
߱雨時におけるྑの水࣭ࢹମ੍をڧ化するため、上ྲྀ෦にઃஔ
したΦーταンϓϥー（自動࠾水ث）をӡ用します。

খ　　　　計 �099�

第̐અ　合計 1501�913

212



計画の進行管理

第１章　群馬県環境基本計画

第４部



214

　群馬県では、1996（平成８）年10月に制定さ

れた「群馬県環境基本条例」に基づいて、1997

（平成９）年２月に、本県における環境行政の指

針となる最初の「群馬県環境基本計画」を策定し

ました。

　県では、1996（平成８）年から2005（平成

17）年までを計画期間とするこの基本計画に沿

って、大量生産、大量消費、大量廃棄社会を見直し、

環境との調和、持続的に発展する社会を目指して

各種の環境保全施策の取組を進めてきました。

　2006（平成18）年３月には、実践・実行を念

頭に置いて「群馬県環境基本計画2006－2015」

を策定し、「群馬の豊かな自然を守り、育む」「環

境への負荷が少ない循環型社会をつくる」「自主

的取組と各主体間の連携を進める」の基本目標の

もと、環境保全に関する取組を推進してきました。

　その後、中間年にあたる2010（平成22）年度

に、計画の理念や基本的な考え方は継承しつつ、

今日的な視点から必要な見直しを行い、「群馬県環

境基本計画2011－2015」として改定しました。

　2016（平成28）年３月には、「群馬県環境基本

計画2016－2019」を策定し、「豊かで持続的に

発展する環境県群馬を目指して」をメインテーマ

として、県民生活の水準を維持増進させつつ、温

室効果ガスやごみ等の環境に負荷を与えるものの

排出が抑制された、質が高く持続可能な環境県づ

くりを目指して取組を推進しました。

　2021（令和３）年３月には、現行計画の「群

馬県環境基本計画2021－2030」を策定し、「豊

かで持続的に発展する環境県ぐんま」を2040年

に向けた群馬県の環境の将来像として、環境・経

済・社会の課題を統合的に関係するＳＤＧｓの考

え方に基づき、環境と経済の好循環により脱炭

素・循環型社会を実現する、持続可能な自立分散

型のぐんまを目指しています。　

【ホームページアドレス】

●環境基本計画2021－2030

https://www.pref.gunma.jp/04/e01g_00209.html

１　　環境基本計画の概要　【環境政策課】

第１章　群馬県環境基本計画

 「群馬県環境基本計画2021－2030」の構成 
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２　　取組状況調査　【環境政策課】

（1）概要

ア　目的

　「群馬県環境基本計画」に定める施策展開の

方向ごとに、個別事業の実施状況、環境指標の

状況を経年的に把握、点検することにより、今

後の施策事業の効果的な推進や基本計画の見直

しに役立たせるとともに、本県環境行政に対す

る県民の理解を促進することを目的とします。

イ　対象事業及び対象年度

　対象事業は、環境基本計画の体系に基づく、

環境関連施策・事業であり、2020（令和２）

年度の実績に対する調査です。

ウ　実施年月　2021（令和３）年６～７月

エ　方法

　各事業担当課が調査票を作成することにより

実施。

群
馬
県
環
境

基
本
計
画　

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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（1）地球温暖化対策の推進

３　　施策展開の概要　【環境政策課】

施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①脱炭素社会の実現に向けて

温室効果ガスの計
画的排出削減

・「温室効果ガス排出削減計画等提出・公表
制度」では、対象となる事業者に計画策定
に関する指導・助言を行うことで、事業者
の自主的な排出削減を促した。

・群馬県地球温暖化対策実行計画推進部会を
開催し、「群馬県地球温暖化対策実行計画
2021－2030」を策定した。

・脱炭素社会の実現に向け、事業者の更なる
取組を促す必要があるため、計画の提出・
公表制度を活用して、事業者の先進的な取
組を支援する。
・2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」
の実現に向け、「群馬県地球温暖化対策実行
計画2021－2030」を強力に推進し、更
なる温室効果ガス排出量の削減を目指す。

省エネルギー対策
の促進

・家庭における温暖化防止行動の定着を図る
ため、関係団体と連携し、出前講座講師の
派遣（14回）を実施した。また、出前講
座の動画作成・公表（３回）を行った。

・県有施設の省エネルギー対策として、
ESCO事業の推進やLED直管型照明の導
入、エコカー導入などを行った。

・2018（平成30）年度の家庭部門でのCO2
排出量は、基準年の2007（平成19）年度
と比較して1.1％減少している。従来の省
エネルギーに関する普及啓発に加え、太陽
光発電や蓄電池の設置や、ZEH（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入促進等
を行い、対策を強化する必要がある。
・県有施設の省エネ改修の計画的な実施、
ESCO事業の導入や公用車の次世代自動
車への更新などに率先して取り組む必要が
ある。

自動車交通対策の
推進

・群馬県地球温暖化防止活動推進センターへ
委託している家庭部門の温暖化対策推進支
援業務の中で、スマートムーブに関する
リーフレットを作成した。また、群馬県地
球温暖化防止活動推進センターが事務局で
ある群馬県スマートムーブ推進協議会へ参
加した。

・「群馬県地球温暖化対策実行計画2021－
2030」を策定し、計画の中で公用車にお
ける低燃費車の導入取組を掲げた。

・過度に自動車に依存している状況から、公
共交通や自転車、徒歩などの多様な交通手
段を適度に利用する状態へと県民の交通行
動を変えていくため、スマートムーブの更
なる推進に取り組む。
・グリーン購入指針を踏まえ、これまで以上
に公用車の次世代自動車等の導入を促進す
る必要がある。

県民や民間団体の
環境活動の促進

・県ホームページ、広報資料等を活用し、群
馬県地球温暖化防止活動推進センターの活
動を周知した。

・群馬県地球温暖化防止活動推進センターは、
地球温暖化の現状及び温暖化対策の重要性
について啓発・広報活動を行うとともに、
地球温暖化防止活動推進員及び温暖化防止
活動を行う民間団体の支援も行う温暖化防
止活動の重要な拠点であることから、引き
続き、機会を捉えてセンター及びセンター
の活動を広報し、活動を支援する。また、
2021（令和３）年の「地球温暖化対策の
推進に関する法律」の一部改正により、地
域地球温暖化防止活動推進センターの業務
に事業者向けの啓発・広報が追加されたこ
とから、事業者向けの啓発にもセンターと
協力して取り組む。
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

②気候変動適応策の推進

気候変動の影響に
対する適応策の推
進

・「気候変動影響評価・適応策検討会」を開
催し、情報共有や意見交換、適応策の検討
を行った。

・2021（令和３）年３月、新たに策定した
「群馬県地球温暖化対策実行計画」に、本
県の地域特性に応じた気候変動への適応
策を定め、「群馬県気候変動適応計画」と
して位置付けた。

・「気候変動適応法」に基づき、農林水産業
や健康などの７つの分野の適応策に関する
情報の収集・分析・発信と技術的助言を行
う拠点として、「群馬県気候変動適応セン
ター」を設置し、気候変動対策課と衛生環
境研究所が共同で情報発信に努める。

③再生可能エネルギーの導入促進・地産地消

地域における自立
分散型電源の普及
推進

・2021（令和３）年度の事業開始に向けて、
「ぐんま住宅用太陽光発電設備等初期費用
０円事業」の具体的な事業内容等を検討
した。また、「太陽光発電設備及び蓄電池
等の共同購入事業」の支援事業者の募集
及び選定を行った。

・住宅用太陽光発電設備等導入資金融資制度
を継続し、12件、総額16,970千円の融資
を決定した。

・引き続き「ぐんま住宅用太陽光発電設備等
初期費用０円事業」や「太陽光発電設備及
び蓄電池等の共同購入事業」等の取組を着
実に実施する。今後、これらの取組の対象
を工場・事業場に広げるため、必要な検討
を行う。

太陽光発電の導入
促進

・太陽光発電事業者等を対象に、国が進めて
いるFIT制度の大幅な見直しについて、最
新の検討状況や今後の太陽光発電の方向性
について解説するオンラインセミナーを開
催した。

・太陽光発電事業者に県内の保守点検事業者
の一覧を提供する仕組みを構築するため、
県ホームページに保守点検事業者の情報を
公開した。

・太陽光発電設備による長期安定的な発電の
確保を図るため、引き続き、これらの取組
を着実に実施する。

水力発電の導入促
進

・事業者からの問合せなどに応じて、技術的
な助言、活用できる国の補助金や県の融資
制度についての情報提供、関係機関の案内
等の支援に努めた。

・小水力発電の事業化に向けては、事業採算
性の問題、利害関係者との調整や「河川法」
などの法手続に時間を要するなどの課題も
あることから、引き続き、技術的な助言、
活用できる国の補助金や県の融資制度につ
いての情報提供、関係機関の案内等の支援
に努める。

木質バイオマス等
の利用推進

・林業・木材成長産業化促進対策交付金を活
用し、木質バイオマス施設等の整備支援を
行う。

・木質バイオマスエネルギーを利用促進する
取組に対して、引き続き支援を行う。

再生可能エネル
ギー導入促進のた
めの技術支援

・市町村等が取り組む水力発電について、技
術的内容や事務手続等の相談を受けるなど
の支援を行った。

・依頼があった市町村等には、適切な技術支
援を行っていく。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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○関連する主な指標

指　標 単　位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目　標

・温室効果ガス排出量

  （排出削減量管理）

・環境GS認定等事業者数

  （環境GS、EA21、ISO）

・再生可能エネルギー導入量

・燃料用木質チップ・木質ペレット生産量

・間伐等森林整備面積

千t-CO2

事業者

kWh/年

千㎥/年

ha/年

H29

H30

R元

R元

R元

17,174

3,123

　56億

119

　1,990

H30

R２

R元

R２

R元

17,765

2,388

56億

148

1,990

R12

R12

R12

R12

R12

10,166

4,700

　77億

163

3,100

施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

④水素利用の普及促進

水素の利用促進 ・関東経済産業局が主催の地域における水素
利活用アイディア検討会において、国内外
の水素利活用に係る実態等の調査及び地域
における具体的な水素利活用アイディアの
検討を行った。

・革新的環境イノベーションコンソーシアム
のプレイベントとして、官民共創モデル事
業事例発表会を開催し、医療・福祉施設を
対象とする「災害対応型の太陽光発電・蓄
電池等による電力自給」モデル事業等につ
いて発信した。

・引き続き、水素の利活用に関する取組を着
実に実施する。
・正式にコンソーシアムを設立し、会員を募
るとともに、タイムリーな情報発信・情報
共有を推進する。

⑤二酸化炭素吸収源対策

森林等の整備・保
全

・森林が有する多面にわたる公益的機能を持
続的に発揮させるため、森林所有者等が実
施する再造林や間伐等に対して支援し、再
造林や間伐等の森林整備を実施した。

・森林の有する多面的機能を持続的に発揮さ
せるため、今後も皆伐再造林や間伐等の森
林整備を推進する必要がある。

⑥フロン類排出抑制対策

フロン類排出抑制
対策の推進

・特定解体工事元請業者・フロン充填回収業
者への立入指導や、(一社)群馬県フロン
回収事業協会との共催でフロン充填回収技
術講習会を開催し、啓発等に努めた。

・フロン充填回収技術講習会の開催や立入指
導による啓発等に努める。
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①５Ｒの推進

５Ｒ（３Ｒ＋Refu
se+Respect）の
普及啓発、県民運
動等の推進

・2021～2030（令和３～12）年度までの10
年間を計画期間とした環境への負荷を抑制し、
廃棄物の適正処理を更に推進しながら、環
境・経済・社会を統合した持続可能な形で資
源を循環利用していく社会の実現を図ること
を基本理念と定めた「第３次群馬県循環型社
会づくり推進計画」を策定した。

・2020（令和２）年７月１日のレジ袋有料
化前後における県内のレジ袋辞退率の動向
を、環境にやさしい買い物スタイル普及促
進協議会構成事業者を対象に調査し、結果
を公表した。また、マイバッグの普及啓発
のため、動画「みんなでめざそう　マイ
バッグ100％」を制作し、YouTubeチャ
ンネル「tsulunos」で公開した。

・３Ｒ活動に積極的に取り組んでいる３Ｒ
リーダーを学校に派遣し、生徒に対して３
Ｒの意識を啓発した。

・第３次循環型社会づくり計画に基づき、本
県におけるごみの状況や減量化に向けた取
組について、広報活動など更なる普及･啓
発を進めていく。
・レジ袋の削減を始めとするプラスチックご
みの削減、食品ロスの削減に向けて、環境
にやさしい買い物スタイル普及促進協議会
として展開できる事業を検討する必要があ
る。
・３Ｒにリフューズ（断る）、リスペクト（敬
意を表す）の２つを加えた５Ｒとして、県
民への推進を図る必要がある。

廃棄物の発生抑制、
資源循環の推進に
向けた市町村との
連携

・全市町村への個別訪問を行い、ごみの発生
抑制や資源循環の推進などの取組事例を示
して、ごみ減量、リサイクルの推進に向け
たより一層の取組を依頼した。

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資
源ごみについて、県民が利用しやすい回収
方法（宅配回収など）、回収ルートの開拓、
新たな回収拠点の整備及び既存の回収品目
の拡大について、市町村に対し助言を行っ
た。

・市町村によって取組に差が大きいことから、
先進的な事例等の情報提供を引き続き行う。
それぞれの実情に合わせたごみの減量化の
取組を推進するため、各市町村への個別訪
問等により引き続き市町村と顔の見える関
係を深め、各市町村の取組を後押ししていく。
・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資
源ごみについて、県民が利用しやすい回収
体制の構築や既存の回収品目の拡大に関し
ては、市町村の一般廃棄物処理計画立案時
からの助言を行い、全県的な取組を図る必
要がある。

生ごみ、紙・布類
のごみ等の減量・
リサイクル

・全市町村への個別訪問を行い、ごみの発生
抑制や資源循環の推進などの取組事例を示
して、ごみ減量、リサイクルの推進に向け
たより一層の取組を依頼した。

・市町村によって取組に差が大きいことから、
先進的な事例等の情報提供を引き続き行う。
それぞれの実状に合わせたごみの減量化の
取組を推進するため、各市町村への個別訪
問等により引き続き市町村と顔の見える関
係を深め、各市町村の取組を後押ししていく。
・交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設
整備を支援する。

リサイクル関連産
業の振興

・先進的な取組を行った事業者について、優
良事例としてホームページに掲載している。

・再資源化に寄与するとともに周辺地域の生活
環境への配慮がなされている再生利用施設
への手続きの簡素化を定めた「廃棄物処理
施設設置事前協議制度」を適切に運用した。

・「産業廃棄物処理施設設備資金制度」等の
事業者支援策を周知した。

・先進的な取組を行っている事業者について、
情報収集を行うとともに、効果的な周知方
法等の検討を行う。
・制度を適正に運用・周知することで、再生
利用施設設置促進に向けて、事業者を支援
する。

（2）持続可能な循環型社会づくり

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

バイオマスの活用
推進

・外部有識者で組織する「群馬県バイオマス
活用推進委員会」において、2019（令和元）
年度のバイオマス分類ごとの賦存量及び利
用量の状況、個別事業の実施状況を把握・
点検した。

・林業・木材成長産業化促進対策交付金を活
用し、木質バイオマス施設等の整備支援を
行う。

・市町村における食品廃棄物等の発生抑制・
再生利用に関する実態調査及び食品リサイ
クルに関する関連事業の調査を実施し、県
内市町村の実態把握及び情報共有を図っ
た。

・「群馬県バイオマス活用推進委員会」を中
心に、各部局で構成される「群馬県バイオ
マス利活用推進連絡会議」と協力・連携し、
「群馬県バイオマス活用推進計画」の着実
な実行を推進する。
・木質バイオマスエネルギーを利用促進する
取組に対して、引き続き支援を行う。
・食品関連事業者等に対し食品リサイクルに
関する法令や助成制度、優良事例の紹介等
を通じて食品循環資源の再利用等の取組を
促進する。また、国との連携及び市町村と
の情報共有を行いながら食品リサイクルの
普及を図っていく。

プラスチックごみ
の削減

・３地点の河川でマイクロプラスチック予備
調査を実施し、マイクロプラスチックの調
査方法を確立することができた。また、沿
岸県と連携した海洋プラスチックごみ発生
抑制対策を推進するための地域計画策定の
準備を行った。

・ワンウェイプラスチック削減のため、レジ
袋の利用抑制を推進する動画「STOP　レ
ジ袋！」を制作し、YouTubeチャンネル
「tsulunos」で公開した。
・農業用生産資材（マルチ）等で使用されてい
るプラスチックについて、再生プラスチック・
代替プラスチックへの転換を促進するため、
JAや県担当者向けの研修会を実施し、生分
解性マルチフィルム等の情報提供を行った。

・県民が利用しやすい回収方法として、容器
包装廃棄物やその他資源ごみの店頭回収の
促進について、市町村に対し理解を求めた。

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資
源ごみについて、市町村に対し、県民が利
用しやすい回収方法、回収ルートの開拓、
新たな回収拠点の整備及び既存の回収品目
の拡大に関し助言を行った。

・沿岸県と連携した海洋プラスチックごみ発
生抑制対策を推進するための地域計画を策
定し、対策を実施する。また、河川水中の
マイクロプラスチック調査を継続実施する。
・県民から生活に身近なワンウェイプラス
チック削減のためのアイデアを募集し、好
事例を県民等へ周知する。
・農業用生産資材（マルチ）等のプラスチッ
クについて、再生プラスチック・代替プラ
スチックへの転換を促進するため、生分解
性マルチフィルムを使用した先進事例の視
察等により情報収集を行い、県内の生産者
に向けた情報提供も継続して実施していく。
・容器包装廃棄物やその他資源ごみについて、
県民が利用しやすい回収体制の構築や既存の
回収品目の拡大に関しては、店頭回収に取り
組む小売店及び市町村の理解が不可欠である
ことから、全県的な取組を図る必要がある。
・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他資源
ごみについて、県民が利用しやすい回収体
制の構築や既存の回収品目の拡大に関しては、
市町村の一般廃棄物処理計画立案時からの
助言を行い、全県的な取組を図る必要がある。

食品ロスの削減 ・環境省等が開催する「Newドギーバッグ
アイデアコンテスト」に群馬県賞を提供し、
食べ残しの持ち帰りの普及啓発を行った。

・賞味期限間近や家庭で余りがちな食品を使
いきり、食べきることを普及啓発するMOT
TAINAIクッキングの動画を作成した。

・ぐんまちゃんの食べきり協力店、３きり運
動や30・10運動の実践を、広報媒体を活
用して県民へ呼びかけた。

・県内のフードバンク活動団体の実態を調査
し、県ホームページで公表した。また、フー
ドバンクの情報交換会を実施した。

・県職員によるフードドライブを実施した。

・食べきり協力店にドギーバッグを導入、食
べ残しの持ち帰りを普及啓発し、飲食店等
で発生する食品ロスの削減を図る。
・MOTTAINAIクッキングは動画を用いて、
継続的に情報発信することで、家庭におけ
る食品ロス削減の実践を促す。
・「ぐんまちゃんの食べきり協力店」登録店舗
の拡充、「３きり運動」や「30・10運動」の
実践について、市町村や環境アドバイザー、
関係機関・団体等と幅広く連携し、各地域
や事業者への浸透と取組の促進を図る。
・動画等を活用した情報発信によるフードバ
ンク活動の認知度向上、食品の安定確保に
向けた食品提供企業等とフードバンクとの
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

　実施結果を踏まえて、フードドライブ実施
マニュアルを作成し、市町村等に周知した。

　マッチング支援、フードバンク同士のネッ
トワーク強化、活動空白地域におけるフー
ドバンク新設支援に取り組む。
・県内全域にフードドライブの取組を拡大し、
家庭等における未利用食品の更なる有効活
用を図る。

②廃棄物等の適正処理の推進

一般廃棄物の適正
処理の推進と処理
施設の広域化

・一般廃棄物処理施設等の立入検査を行い、
市町村が実施する一般廃棄物処理に対する
指導及び助言を行った。

・広域化による施設整備のための市町村の協
議において助言を行った。

・2050年における温室効果ガス排出量「ゼ
ロ」、災害時の停電「ゼロ」の実現に向け、
一般廃棄物処理施設における発電施設の導
入促進に関する事項等を群馬県一般廃棄物
処理広域化マスタープランに追加した。

・市町村担当者への研修及び情報交換により
施設の効率的な維持管理の促進を支援す
る。
・立入検査等による施設の適正な維持管理の
ための監督指導を行う。
・交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設
整備を支援する。
・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープ
ラン」に基づき、一般廃棄物処理広域化を
推進する。

産業廃棄物の適正
処理の推進と処理
施設の確保 

・排出事業者及び処理業者への立入検査等に
より、産業廃棄物の適正処理及びリサイク
ルの促進を指導した。

・廃棄物処理施設の設置等に関し、事前協議
規程を適切に運用し、地域理解の促進等を
図った。

・引き続き排出事業者及び処理業者への指導
を行い、適正処理を推進させるとともに、
優良処理業者の育成を図る。
・排出事業者と再生事業者等のマッチングを
図り、廃棄物の再生利用を促進させる。

有害物質を含む廃
棄物の確実な処理
の推進

・2015（平成27）年以降のPCB廃棄物等
に関するアンケート調査における未回答者
及び郵便未達者に対し、職員による訪問調
査を実施した。

・PCB含有不明機器所有者に対し、PCB適
正処理推進員による立入調査を実施し、
PCB含有確認及び適正処理を指導した。

・過去のアンケート調査の未回答者及び
PCB含有不明機器所有者に対し、PCB適
正処理推進員による立入調査を実施し、
PCB含有機器等の把握及びPCB廃棄物の
早期処理を指導する。
・PCB掘り起こし調査に対し、最終通知や
登記情報を用いた効率的なPCB含有機器
等の把握及びPCB廃棄物の早期処理を指
導する。

不適正処理対策の
強化

・産廃110番による情報入手、産廃Ｇメンに
よる巡視、民間警備会社委託の休日夜間等
監視、啓発広報、県警ヘリコプター「あか
ぎ」によるスカイパトロール等を実施した。

・今後も法に基づく適正指導を継続するとと
もに、効率的に監視指導を実施し、廃棄物
の不適正処理事案の未然防止・早期発見・
早期解決に取り組む。特に新規事案は迅速
な初期対応で、特定した行為者等に対して
重点的な指導を行う。

土砂埋立ての適正
化推進

・土砂条例特定事業許可件数：許可６件、変
更許可１件

・土砂条例制定市町村数：29市町村（2020
［令和２］年度末）

・申請前の事前相談等に適切に対応し、申請
の円滑化や審査の迅速化に努める。
・不適切な施工に対する監視・指導や、土砂
条例違反が疑われる事案に係る立入検査に
重点を置き、土砂埋立ての適正化を図る。
・市町村土砂条例の制定支援による隙間のな
い監視指導体制の構築を推進する。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

③災害廃棄物処理体制の強化

広域的な災害廃棄
物処理体制の強化

・関東地方環境事務所と連携して災害廃棄物
処理計画策定モデル事業を実施して、市町
村への計画策定支援を行った。

・関東地方の都県市が構成員である「大規模
災害時廃棄物対策関東地域ブロック協議会」
に参加し、国及び他の都県市と幅広く意見
交換、情報交換を行った。

・国の「災害廃棄物対策指針」の改正内容を
反映するとともに、災害時における民間事
業者の協力・支援体制及びボランティアと
の連携等の内容を盛り込むために群馬県災
害廃棄物処理計画の見直しを行った。

・災害廃棄物処理計画が未策定の市町村に対
し、研修を実施する。
・未だ相互支援協定を締結していない群馬県
災害廃棄物処理対策協議会の構成員と協定
を締結する。
・関東地方環境事務所と連携して計画作成モ
デル事業を実施する。
・広域的な支援体制を維持するため、継続し
て「大規模災害時廃棄物対策関東地域ブ
ロック協議会」に参加する。

廃棄物処理施設の
強靱化の促進

・循環型社会形成推進交付金制度等の事務を
通じ、環境基本計画期間中に施設整備を計
画している市町村に対し、耐震化や災害拠
点化のために必要な情報提供を行った。

・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープ
ラン」に基づき、広域化を協議中の市町村
に対し、情報提供を行った。

・市町村等の廃棄物処理施設整備が円滑に進
むよう、引き続き、循環型社会形成推進交
付金制度等の事務及び各ブロックの広域化
協議会等の場における情報提供により、支
援を行う。

④持続可能な社会を支える人づくり

環境学習の推進 ・移動環境学習車「エコムーブ号」を活用し、
児童生徒等に対して体験型の環境学習の機
会を提供した。

・ボランティア活動に取り組む意欲のある方を
公募し、幅広い分野のカリキュラムによる
「ぐんま環境学校（エコカレッジ）」を開講した。
2020（令和２）年度は、新型コロナウイル
ス感染症の影響で、講義の変更や中止の可能
性があったため、修了証を交付しなかった。

・緑のインタープリター等の講師を派遣し、
森林や環境に関する講話や学校周辺の自然
を活用したフィールドワーク、教員の研修
等を行う「小中学生のためのフォレスト
リースクール」を実施した。

・「エコムーブ号」を活用した「動く環境教室」
事業は、教育委員会との連携により、多く
活用されている。教育現場の実態に即した
学習プログラムへの更新や、環境学習サ
ポーターの高齢化により、新たなサポー
ターの確保が課題となっている。
・「ぐんま環境学校（エコカレッジ）」の修了
者が個人の活動から地域の活動への一歩を
踏み出すためのきっかけとして、修了後、
環境アドバイザーに登録することとする。
・小中学生のためのフォレストリースクール
については、高齢化等による指導者不足や
学校要望（講座メニューの多様化）、指導対
象の拡大などの要望に対応する必要がある。

環境情報の提供と
共有化

・環境学習・環境活動の総合窓口として「群
馬県環境サポートセンター」を運営し、「動
く環境教室」の実施、環境学習資料の作成、
環境活動団体の情報収集及び提供、環境ア
ドバイザー連絡協議会事務局、こどもエコ
クラブ群馬県事務局等の役割を果たした。

・県の環境に関する情報を発信するための
ホームページ（ECOぐんま）を運用し、
県民の環境に対する理解を深めた。

・県事業や環境アドバイザーの活動を更にＰ
Ｒするため、環境ホームページ（ECOぐん
ま）の掲載頻度を上げ、情報発信を強化する。
2019（令和元）年度からは、Twitter（ECO
ぐんま）を開始したことから、SNSでの積
極的な情報発信を引き続き行う。
・関係各課との連携を一層深め、ホームペー
ジの内容の充実を図る。環境に関する県の
施策に加え、環境美化など県民の取組も積
極的に発信していく。

⑤多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大

県民・民間団体の
取組への支援

・環境アドバイザーで構成する専門部会・委
員会（自然、温暖化、ごみ、広報委員会）

・環境アドバイザー制度は３年を登録期間とし
ており、2021（令和３）年度から新たな登
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

　の定期的な活動を通して、アドバイザーの
環境に関する知識の習得や環境意識の向上
が図られた。

・環境功績賞として活動が認められた個人・
団体と、新設した「ぐんま５つのゼロ宣言」
実現に貢献した団体を表彰するとともに、
県ホームページや環境白書で活動実績を紹
介することにより、その功績を広く知らし
めた。日頃の活動を知事が表彰することで、
受賞者が活動内容の重要性を再認識し、さ
らなる取組への意欲を高めていただくこと
ができた。

　録期間が開始した。「ぐんま環境学校（エ
コカレッジ）」の修了者や、県内で開催さ
れる環境イベント等で本制度をＰＲし、人
材確保に努めるとともに、現在登録してい
るアドバイザーへは研修等を行い、県が進
める各施策との連携強化を積極的に行うな
ど、各アドバイザーが各地域で自主的に活
動しやすい土台作りを行う。
・市町村や各種団体との連携を強化し、引き
続き、地域に根ざした活動や「ぐんま５つ
のゼロ宣言」の実現に貢献する活動を行っ
ている団体・個人を表彰する。

事業者の取組の促
進

・地元小学校に対して、環境学習促進法に基
づき、県として初めて「体験の機会の場」
に認定した株式会社チノー藤岡事業所にあ
るビオトープや株式会社チノーと高崎経済
大学が共同開発したネイチャーゲームを通
じて環境教育を実施した。

・2020（令和２）年７月１日のレジ袋有料
化前後における県内のレジ袋辞退率の動向
を、環境にやさしい買い物スタイル普及促
進協議会構成事業者を対象に調査し、結果
を公表した。また、マイバッグの普及啓発
のため、動画「みんなでめざそう　マイ
バッグ100％」を制作し、YouTubeチャ
ンネル「tsulunos」で公開した。

・産学官連携により開発した学習プログラム
を活用し、新たに「体験の機会の場」とな
り得る企業等の情報収集や訪問を重ね、産
学官連携による協働事業が可能な企業及び
学校の発掘を行う。
・レジ袋の削減を始めとするプラスチックご
みの削減、食品ロスの削減に向けて、環境
にやさしい買い物スタイル普及促進協議会
として展開できる事業を検討する必要があ
る。

行政が行う自主的
取組

・各所属・各施設ごとにエネルギー使用量等
削減の目標・計画を定め、県の事務事業に
伴う温室効果ガス排出削減を図った。また、
県有施設の省エネ改修（２施設）、公用車
への低公害車の導入等を実施した。

・「群馬県温暖化対策実行計画（事務事業編）」
の目標達成のためには、更なる対策の強化
が必要であり、県有施設の省エネ改修、
ESCO事業の導入等、温室効果ガスの削減
に率先して取り組む必要がある。

○関連する主な指標

指　標 単　位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目　標

・県民一人一日当たりのごみの排出量
・県民一人一日当たりの家庭系ごみ
の排出量

・一般廃棄物の再生利用率
・一般廃棄物の最終処分量
・レジ袋辞退率
・フードバンクの人口カバー率
・バイオマス利用率
・不法投棄早期解決率
・市町村土砂条例制定数
・動く環境教室受講者数
・環境アドバイザー登録者数
・ぐんま環境学校（エコカレッジ）
修了者数

・環境教育研修講座受講者数

g/人・日
g/人・日

％
千t
％
％
％
％

市町村
人/年
人

人/年

人/年

H30
H30

H30
H30
R２
R２
H30
R元
R元
R元
R元
R元

R元

986
　640

15.2
70
83.5
82.2
78
70
27

7,411
280
22

17

R元
R元

R元
R元
R２
R２
R元
R２
R２
R２
R２
R２

R２

989
646

14.7
71
83.5
82.2
80
66
29

3,182
297
0

13

R12
R12

R12
R12
R12
R７
R３
R12
R12
R７
R７
R７

R11

805以下
404以下

27以上
56以下
100
95
78
70
33

7,500
300
30

20
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①生物多様性の保全

生物多様性の保
全

・本県の生物多様性地域戦略として策定した
「生物多様性ぐんま戦略」における個別事
業の進捗状況調査を実施し、県ホームペー
ジで調査結果を公表した。

・地形地質、植生及び野生動植物の現状把握
のための学術調査を委託により実施した。
過去に作成した報告書を全てPDFデータ
化することで、電子データによる報告書の
貸出しが可能となった。

・引き続き策定した戦略を広く県民に周知
し、生物多様性に対する啓発を行い、保
全と持続可能な利用をバランスよく進め
る施策につなげていく必要がある。
・学術調査によるデータの蓄積は、各種施
策の策定に必要な基礎情報として重要で
あり、今後も継続して調査活動を行う必
要がある。

②生態系に応じた自然環境の保全と再生

多様な生態系の
保全

・県レッドデータブック2022（令和４）年
改訂版の発行に向け、委託により対象種の
現地調査、資料文献調査、データ解析等の
作業を行った。新型コロナウイルス感染症
の影響等により、予定どおりに実施できな
い調査も発生した。

・2022（令和４）年度当初の改訂版発行に
向け、不足している調査を進めるとともに、
執筆作業に遅れが出ないようスケジュー
ル管理に注意しながら作業を進めていく
必要がある。

水辺空間の保全・
再生

・環境に配慮した河川改修を行うとともに、
周囲と調和した明度・彩度・テクスチャー
を有する素材の護岸の選定や、護岸天端の
工夫をすることで景観にも配慮した。

・引き続き、河川の瀬や淵などのみお筋を
考慮するなど、河川が有している自然の
復元力を活用できるように配慮し事業を
行っていく。

尾瀬の保全 ・尾瀬の貴重な動植物や原生的な景観の保全
を図るため、動植物の生態や河川の水質等
の調査研究を行い、その調査報告を尾瀬の
自然保護43号にまとめ、公表した。入山
者による環境負荷を軽減するため、県設置
の公衆トイレの適正な維持管理を行った。
山ノ鼻公衆トイレについては、浄化槽の修
繕箇所が発生したが、適正に修繕を行った。

・大清水～一ノ瀬間の低公害車両による営業
運行６年目。再訪者に加え、新たな利用促
進に向け、更なる周知を実施した。

・尾瀬の貴重な動植物や原生的な景観の保
全を図るに資する、調査研究及びその公
表については、尾瀬の貴重な動植物の保
全対策の方向性を決定する上で欠かせな
い。また、公衆トイレの適正な維持管理
については、入山者による環境への負荷
を軽減するために必要である。こうした
ことから、引き続き事業実施に努める。
・大清水～一ノ瀬間の低公害車運行は、平
成27（2015）年度から地元交通事業者
による営業運行が開始されており、利用
分散化に寄与している。引き続き、鳩待
峠入山口への一極集中の是正や、尾瀬の
回遊型、滞在型利用の促進を図るため、
PR等普及啓発事業を実施する。一ノ瀬～
三平下の歩道整備については、劣化の著
しい箇所から進めていく。

③野生鳥獣害対策と外来生物対策への取組

野生鳥獣対策の
推進

・ニホンジカの捕獲が必要な地域を、生息密
度や地形等により、高標高地域にある牧場
や公園等のニホンジカ高密度生息地域（高
密度地域）と分布拡大に伴い、被害の拡大
が懸念される地域（分布拡大区域）の２つ
に区分し、地域特性に応じて適切な方法及
び体制により捕獲を実施する。また、イノ

・調査結果に基づき適切な時期・捕獲手法
により、効率的な捕獲に取り組み捕獲目
標の達成に努める。また、豚熱（CSF）
対策として、イノシシの捕獲を強化する。
・市町村や関係機関等と連携して、「捕る」
対策を強化するとともに、「守る」対策、「知
る」対策を一体的に推進する。対策に取

（3）自然との共生と森林（もり）づくり
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

　シシの生息域が新たに広がった地域や急激
な増加が見られる地域において、その地域
からの排除を目指して捕獲及び被害防除を
行う。

・適正管理計画を策定しているイノシシ、カ
モシカ、ツキノワグマ、ニホンザル、ニホ
ンジカ、カワウについては、現状の把握や
対策の検討を行うため、調査研究や関係者
による会議等を開催し、被害軽減に係る対
策を推進した。計画期間（５年）が終了と
なるカモシカについては、新たな計画を作
成した。

　り組んだ地域では効果が現れているもの
の、野生鳥獣による農林業被害や生態系
被害、生活環境被害は依然として深刻な
状況にあり、引き続き取組が必要である。

外来生物対策の
推進

・クビアカツヤカミキリ対策として、予防対
策事業、防除対策技能向上事業、県有施設
防除対策事業、市町村との行政連絡会議の
設置など新たな対策を講じた。

・セアカゴケグモの発見事例（１件）につい
て、報道提供等による周知啓発を行った。

・新たに指定される特定外来生物に留意し、
引き続き周知啓発を図る。
・特にクビアカツヤカミキリについては、
農政部及び市町村と連携した各種対策に
総合的に取り組むことで、被害の拡大防
止を図りながら県民への周知啓発に努め
る。

④自然とのふれあいの拡大

ふれあいの「場」
の確保

・県立公園の歩道や園内道路、公衆トイレな
どの補修や維持管理を、地元と協力しなが
ら実施した。

・指定管理者による公園の管理・運営を効率
的に実施した。新型コロナウイルス感染症
の状況を見極めながら、感染拡大防止対策
を行った上で開園、イベントを開催した。
また、感染症拡大防止対策として、バンガ
ローに換気設備を設置したほか、老朽化し
た施設の改修や園内の下草刈・除伐を行い、
利用者の利便性を向上させた。

・県立公園は魅力的な自然環境を有し、気
軽に自然と触れあえる場として地域の観
光資源の中心となっている。地域の自然
環境を保全するとともに、利用者の利便
性の向上や安全を確保するため、計画的･
継続的な管理・整備を実施していく。
・各森林公園の特徴を活かして、快適な森
林空間を県民に提供するために老朽化し
た施設の改修や園内の森林整備を引き続
き行うとともに、森林公園の新たな活用
方法について検討する。

ふれあいの「機
会」の提供

・森林体験活動などに5,661人が参加し、森
林環境に対する意識の向上が図られた。

・県と全市町村で構成される「グリーン・
ツーリズム連絡協議会」において、情報共
有を行い推進体制の整備を図り、「ぐんまグ
リーン・ツーリズムホームページ」の活用
や「PR動画」の配信などにより効果的な
広報宣伝を行った。

　また、「グリーン・ツーリズムインストラク
ター育成スクール」や「農家民宿ビジネス
セミナー」の講習会により人材育成を行い、
受入れ体制の整備を行った。

　さらに、農泊の推進として、「PR動画」の
制作と「農泊モデル地区（農泊×キャンピ
ングカー）」のモニターツアーを２回行っ
た。

・森林環境教育・普及啓発により、森林の
持つ機能などの理解を深めてもらうため、
引き続き支援する。また、今後も事業が
活用されるよう普及啓発を図る。
・関係人口の拡大・深化を図るために、農
村の魅力発信を積極的に行う等、広報宣
伝を強化する。また、「農泊モデル地区（農
泊×キャンピングカー）」をPRするとと
もに横展開を図り、次期「農泊モデル地区」
の掘り起こしを行っていく。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

ふれあいを深め
るための「人材」
の育成

・愛鳥思想を育む目的のもと、巡回指導等を
行った。傷病鳥獣救護施設において、保護
された鳥獣の野生復帰を実施した。

・青少年及びその保護者を主たる対象として、
様々な自然体験活動を提供することにより、
青少年の主体性や協調性、社会性、問題解
決能力等の「生きる力」を育成した。

①青少年自然体験推進（親子体験活動、自然
体験活動、宿泊自然体験活動）1,568人

②青少年ボランティア養成・ボランティア体
験（自然の家３所）　365人　等

・引き続き正しい自然保護思想の普及啓発
に努める。
・各施設の特色を生かした自然体験活動プ
ログラムを提供しており、県民に広く普
及・啓発を図れるよう情報発信を行って
いる。また、出前講座等、施設外での自
然体験プログラムも積極的に提供してい
る。
・ボランティア体験については、中高生が
参加しやすいように主催事業及び夏期休
業中だけでなく、秋から冬にかけての土
日にも募集を行う。今後の課題として、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点を踏まえた養成及び体験プログ
ラムの開発等が挙げられる。

⑤森林環境の保全

持続経営可能な
森林づくり

・森林が有する多面的にわたる公益的機能を
持続的に発揮させるため、森林所有者等が
実施する間伐等に対して支援し、間伐等の
森林整備を実施した。

・森林の整備及び保全、木材生産及び流通の
効率化に必要な林道 17路線 ４km、作業
道 119路線 152km、合計 136路線 156km
の整備及び支援を行った。

・森林の有する多面的機能を持続的に発揮
させるため、今後も間伐等の森林整備を
推進する必要がある。
・森林の有する多面的機能を持続的に発揮
させるとともに、林業・木材産業の自立
を実現するためには基盤整備が不可欠な
ことから、引き続き、現地の地形状況や
木材運搬車両の規格・性能に応じて、林
道と作業道を適切に組み合わせた路網整
備を推進する。

森林を支える仕
組みづくり

・「森林ボランティア支援センター」を運営し、
専用ホームページや情報誌による情報発信
や森林ボランティア活動団体を対象にした
刈払機の取扱いなどの安全研修、森林整備
作業器具の貸出しなどを実施し、森林ボラ
ンティア団体の活動を支援した。

・林業への就業希望者を対象とした就業前研
修、既就業者の技能・技術向上を目的とし
た研修を実施するとともに、労働安全衛生
対策や雇用環境の整備・改善を支援し、林
業従事者の確保・育成、定着率の向上を
図った。

・「森林ボランティア支援センター」による
情報の収集・発信や技術指導、資機材の
貸出しなどのサポート機能を高め、森林
ボランティアに取り組む団体等を支援す
る。
・新たな若手就業者の確保を目的とした就
業前研修と、就業者に対する技能・技術
向上を目的とした研修等の実施や雇用環
境の整備・改善のための対策は、林業県
ぐんまの林業労働を担う従事者の安定的
確保と定着率向上を促進し、森林環境の
保全を図るために必要不可欠である。

公益的機能の高
い森林づくり

・豪雨等により荒廃した渓流や山腹崩壊にお
いて、治山ダム工等の治山施設を設置する
とともに、手入れ不足で荒廃した森林の整
備を実施し、公益的機能の高い森林づくり
を行った。

・本事業は、山腹崩壊地や荒廃渓流等の復
旧整備や公益的機能の低下した保安林の
整備によって、水源の涵

かん

養や山地災害防
止を図るものであり、今後も県民の安全・
安心を確保するため積極的に実施してい
きたい。
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○関連する主な指標

指　標 単　位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目　標

・良好な自然環境を有する地域学術

調査区域数

・野生鳥獣による農作物被害額

・野生鳥獣による林業被害額

・クビアカツヤカミキリによる新た

な樹木被害の発生本数

・県立森林公園利用者数

・森林ボランティア団体会員数

・森林経営計画区域内の林道・作業

道の新設延長（2011［平成23］

年度からの累計）

地域

千円

千円

本

千人

人

km

R元

R元

R元

R元

R元

R元

R元

9

337,746

221,659

2,051

431

4,647

975

R２

R２

R２

R２

R２

R２

R２

10

327,886

233,641

1,399

374

6,036

1,131

R12

R７

R12

R12

R12

R12

R12

8

176,000

177,327

0

540

6,100

2,900

施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

⑥里山・平地林・里の水辺の再生

里山・平地林・
里の水辺の整備

・野生獣の出没抑制など、地域の安心・安全
な生活環境の改善を図るため、森林34ha、
竹林17haの整備を支援した。

・里山・平地林等の森林環境を改善し、安
全・安心な生活環境を創造するため、引
き続き支援する。また、今後も事業を活
用してもらうよう普及啓発を図る。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進

水質汚濁・地下水
汚染の防止

・計215地点（うち県実施分は31地点）の
河川・湖沼で水質を測定し、水質汚濁の状
況及び水質環境基準の達成状況を把握した。
また、地下水については、概況調査を151
井戸（うち県実施分は99井戸）で、継続
監視調査を56井戸（うち県実施分は29井
戸）で実施した。

・河川の環境基準（BOD75％値）達成率は
82.5％で、ここ数年の傾向と変わらない。
長期的には改善傾向にあるが、全国平均
(Ｈ27：95.8％)と比較すると依然として
低い。引き続き、長期的に評価する必要
があり、測定体制の水準を維持するとと
もに、新しい環境基準項目等については、
国交省・各市とも連携し、測定地点・測
定頻度も含めた体制整備を行う。 
・地下水の環境基準達成率（概況調査）は
82.8％で、全国平均（Ｒ元：94.0％）と
比較すると依然として低い。概況調査等
で地下水汚染が発見された場合には、汚
染源を確定する追加調査を実施するとと
もに、必要な事業者指導を行うのが一般
的だが、「硝酸性窒素」は、面的な広がり
をもった汚染のため、全県を対象として
代表地点を定めた継続監視を行う。

地盤沈下の防止 ・地盤変動量を把握するため、一級水準測量
を行った。成果は、環境白書及び県ホーム
ページで公表する。

・県全体の地盤沈下は沈静化の傾向を示し
ていると考えられるが、いったん地盤沈
下が起こると元に戻ることはないため、
監視の継続が必要である。関東平野北部
地盤沈下防止等対策要綱対象地域を中心
に今後も一級水準測量を実施し、地盤沈
下の状況の把握に努める。

地下水・土壌汚染
対策

・有害物質使用特定事業場に対する立入調査
を行い、法制度の周知及び有害物質の適切
な取扱い等について指導を行った。

・地下水汚染を未然に防止するため、有害
物質使用特定事業場等の立入調査におい
て、構造基準等を遵守するよう事業者指
導を行う。

②大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止
大気汚染の防止 ・一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測

定局において、大気汚染の常時監視等を実
施した。

・光化学オキシダントは、全ての測定地点に
おいて環境基準を達成できなかった。他の
環境基準設定項目は、全ての測定地点で達
成した。

・光化学オキシダント及びPM2.5について
は本県だけではなく、広域的な大気汚染
問題であり、自治体の枠組みを超えた広
域的な対策が必要である。

騒音・振動の防止 ・自動車騒音の常時監視や新幹線騒音の測定
を実施した。

・東日本旅客鉄道㈱高崎支社及び東日本高速
道路㈱高崎管理事務所、佐久管理事務所へ
の要望活動を実施した。

・環境基準達成状況は概ね良好であること
から、現状の取組を継続する。
・新幹線騒音については環境基準の達成率
が低いことから、沿線市町と協力して要
望活動を粘り強く実施し、達成率の向上
に努める。

（4）安全・安心で快適な生活環境づくり
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

悪臭の防止 ・市町村職員を対象に臭気測定研修会等を開
催し、臭気測定方法の習得を図るとともに、
においセンサーの貸出し等による市町村支
援を行った。

・新型コロナウイルス感染症により研修会等
は開催出来なかったが、「悪臭防止法」や
「水質汚濁防止法」に対応するため、資料
をまとめた冊子を作成し、ホームページで
周知を行った。また、堆肥施用展示圃の設
置やホームページによる堆肥生産者情報の
発信、tsulunosによる「堆肥のお話」を
公開し、堆肥の利用拡大を推進した。

・市町村職員の実務知識習得のための研修
会の開催、においセンサーの貸出し等に
よる市町村支援を継続して行う。
・県内全市町村、全区域への臭気指数規制
導入を目指し、調整を行う。
・畜産公害の発生を防止し畜産環境の保全
を図るため、巡回指導、研修会の開催、
啓発資料の配布等を実施する。また、苦
情対応は関係機関との連携のもとに速や
かに実施し問題の早期解決を図るととも
に、県単事業により防臭シートや脱臭装
置の導入に必要な費用の一部を補助する。

③有害化学物質による環境リスクの低減
有害化学物質対策 ・大気３地点（各地点２回）、公共用水域（水

質のみ）３地点、底質３地点でダイオキシ
ン類濃度の測定を実施したところ、全ての
地点で環境基準値未満であった。

・特定粉じん排出等作業の届出のあった45
件(県受付分)について、作業現場に立入
検査を行い、養生等の飛散抑制対策の実施
状況について監視・指導を行った。また、
届出の不要な解体作業現場へは、他部局と
連携して立入検査を８件実施したほか、単
独でも281件実施した。

・立入検査を行うことにより、自主測定結
果未報告・未実施事業者への指導を徹底
する。一方、環境監視については、全体
的な排出量は減少傾向にあることから、
効率的かつ計画的に実施する。
・2017（平成29）年度から強化している
建築物の解体現場への立入検査を引き続
き実施し、改正大気汚染防止法の周知及
び事業者指導も行う。また、環境調査に
ついても継続して実施する。

有害化学物質の適
正管理の推進

・エチルベンゼン、キシレン、ジクロロメタ
ン、テトラクロロエチレン、トリクロロエ
チレン、トルエン及びベンゼンを対象とし、
届出排出量の多い事業場周辺６地点におい
て年２回大気環境調査を行った。発生源の
影響を受けていることが示唆された地域も
あったが、環境基準が設定されている項目
について、各地点で基準値の超過は見られ
なかった。

・届出排出量の多い事業場について、周辺
への環境調査を継続し、その影響の把握
に努め、必要に応じて事業者指導を実施
する。

④放射性物質への対応
中長期的な視点で
の環境監視の実施

・環境放射能水準調査では、国から受託した調
査項目を完全実施した。また、県内市町村
と連携し、サーベイメータ等により生活圏
443か所の空間放射線量率の測定を行った。

・引き続き、国から環境放射能水準調査を
受託し、環境放射能の水準を把握すると
ともに、市町村と連携し、生活圏の空間
放射線量率を監視する。

情報の総合化、広
報の促進

・県内市町村と連携し、サーベイメータ等に
より生活圏443か所の空間放射線量率の測
定を行い、マッピングぐんま（地図情報）
で公表をした。また、県内各分野での放射
線対策の状況をまとめた「群馬県放射線対
策現況」を作成し、公表した。

・引き続き、県・市町村の各放射線対策の
実施主体間で、情報共有するとともに、
県民にわかりやすく情報提供をする。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 2020（令和２）年度の主な取組状況 今後の方針・課題

⑤快適な生活環境の創造
快適な環境の確保 ・快適で清潔な「美しい郷土群馬」を守るこ

とを目的に、春・秋の環境美化月間等での
環境美化活動を実施した。

・緑化運動推進期間中に公益社団法人群馬県
緑化推進委員会などの主催により県内各地
で苗木配布会や緑の募金活動を実施する予
定であったが、新型コロナウイルス感染症
のため開催を大幅に自粛したほか、県植樹
祭は１年延期した。

・地域における環境美化意識の定着が見ら
れる中、県として今後どのような取組を
行うのか、検討する必要がある。
・緑豊かで暮らしやすい環境づくりを推進
するため、引き続き緑化技術の普及啓発
や緑化運動の積極的な推進を図る必要が
ある。また、募金意識の多様化などから
「緑の募金」が伸び悩んでいるが、森林や
緑に対する関心は高く、県民や企業への
啓発活動を粘り強く推進していく。

文化財の保存・活
用

・世界遺産及びその周辺環境のモニタリング
調査を行い、概ね良好に保存されているこ
とを確認した。

・「富岡製糸場と絹産業遺産群」構成４資産
で保存整備を実施した。

・世界遺産及びその周辺環境のモニタリン
グ調査を継続することにより保存を図る。
・遺産影響評価の実施に向けて、マニュア
ルの検討を行う。
・「富岡製糸場と絹産業遺産群」構成４資産
の保存整備事業を継続する。

文化財の保護 ・県文化財保護審議会を２回開催し、県指定
文化財の保存・活用について報告・審議し
た。また、７つの専門部会で１～３回の部
会調査を実施した。

・文化財の保護・保存・活用を図るため、今
後とも指定、登録、選定を継続して行う必
要がある。このため、文化財保護審議会と
同専門部会を開催し、指導助言のもと、文
化財の適切な保護管理を進めていく。

地産地消の促進 ・県産農畜産物の魅力を伝えるため、従来の
ホームページによる発信に加え、より多く
の消費者に、高い頻度で情報発信を行って
いく必要があり、Facebook、Instagram
等のSNS、県庁動画スタジオtsulunosを
活用した動画配信など、様々な手段により、
県産農畜産物の魅力発信を行った。

・「ぐんま地産地消推進店」の新規認定促進に
努め、また、「同優良店」の認定数も年度目
標を大幅に上回った。それらの情報について、
ホームページで情報発信するとともに、地
産地消推進店・直売所ガイドブック「群馬
のいい味この味」を32,000部発行し、関係
各所に配布、県民、来県者に広くＰＲした。

・今後も引き続きSNS等を活用した情報発
信を行い、農畜産物の魅力発信及び産地
としての本県のイメージ向上につなげる
とともに、観光資源と農産物・食の魅力
を一体的にＰＲするなど、単なる情報発
信を超え、食につながる体験と連携しな
がら、県産農畜産物の魅力を伝えていく。
・今後も引き続き「ぐんま地産地消推進店」
認定促進に努める。特に「同優良店」認
定数増加を図るため、情報発信やＰＲの
方法、優良店認定によるメリット等の検
討を要する。

○関連する主な指標

指　標 単　位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目　標

・公共用水域環境基準達成率

  （河川：BOD75％値）

・汚水処理人口普及率

・大気への化学物質の排出量

  （PRTR制度による届出値）

・公共用水域への化学物質の

　排出量（PRTR制度による届出値）

・空間放射線量率

  （0.23μSv/時間未満）

％

％
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100
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○環境森林部組織図
・環境行政推進の組織整備の変遷
　本県の環境行政は、1967（昭和42）年４月、企画部調整課に公害係が設置されたことを実質的な始まりと

しています。以降、執行体制の充実強化を図り、2007（平成19）年11月に環境森林部が発足しました。

2018（平成30）年４月には、環境森林部は、環境政策課、環境エネルギー課、環境保全課、廃棄物・リサイ

クル課、自然環境課（尾瀬保全推進室）、林政課、林業振興課（きのこ普及室）、森林保全課、緑化推進課、そ

して専門機関である林業試験場と９つの地域機関（環境森林事務所、環境事務所、森林事務所）の構成となり

ました。2019（平成31）年４月に、「林業県ぐんま」の実現に向け、森林環境部へと組織再編され、部内に環

境局が設置されました。

　2020（令和２）年４月には、災害に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民の幸福度向上を目的に、

2019（令和元）年12月に表明した「ぐんま５つのゼロ宣言」の着実な推進と気候変動対策を進めるため、気

候変動対策課を新設して、森林環境部から環境森林部へと組織再編しました。また、引き続き林業県群馬を実

現するため、部内に森林局が設置されました。

・環境森林部組織図（2021［令和３］年４月）

参
考
資
料

・環境森林部組織図
・図表についての問い合わせ先
・コラム一覧
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○図表についての問い合わせ先

本文図表・環境基準などの詳細については、下記の担当課にお問い合わせください。群馬県庁　電話　027－223－1111（代）

第２部　ぐんまの環境
第１章　地球温暖化対策の推進
第１節　脱炭素社会の実現に向けて　
図2－1－1－1 部門別の温室効果ガス排出量削減目標 14 気候変動対策課
図2－1－1－2 施策体系図 15 気候変動対策課
図2－1－1－3 推進体制 16 気候変動対策課
図2－1－1－4 環境GS認定制度　取組全体の流れ 17 気候変動対策課
図2－1－1－5 近年のZEBの定義（イメージ） 20 気候変動対策課
図2－1－1－6 ESCO事業の概念 24 気候変動対策課
図2－1－1－7 電力使用量 24 気候変動対策課
図2－1－1－8 LED信号機整備状況 25 （警）交通規制課
表2－1－1－1 部門別の主な指標 13 気候変動対策課
表2－1－1－2 県内温室効果ガス排出量 13 気候変動対策課
表2－1－1－3 部門別の主な指標 15 気候変動対策課
表2－1－1－4 県有施設における温室効果ガス排出量 16 気候変動対策課
表2－1－1－5 県有施設における温室効果ガス排出量の５年の推移 16 気候変動対策課
表2－1－1－6 環境GS認定事業者認定状況(2021〔令和３〕年３月31日現在） 17 気候変動対策課
表2－1－1－7 環境GS認定事業者数の推移（各年度末） 17 気候変動対策課
表2－1－1－8 群馬県内におけるエコアクション21認証・登録者数の推移 18 気候変動対策課
表2－1－1－9 講習会開催実績 21 住宅政策課
表2－1－1－10 多機能環境テスター貸出し実績 21 住宅政策課

表2－1－1－11 近年の融資状況（新規融資分） 21
環境政策課、県民
活動支援・広聴課

表2－1－1－12 制度融資の概要 22
環境政策課、県民
活動支援・広聴課

表2－1－1－13 出前講座の実施状況 23 気候変動対策課
表2－1－1－14 公用車における次世代自動車等の導入状況 26 気候変動対策課
表2－1－1－15 バスの乗り方教室実施学校数の推移 28 交通政策課
表2－1－1－16 地球温暖化防止活動推進員の委嘱人数 30 気候変動対策課

第２節　気候変動適応策の推進
図2－1－2－1 前橋　年平均気温　1897年－2019年 31 気候変動対策課

第３節　再生可能エネルギーの導入促進・地産地消
図2－1－3－1 再生可能エネルギーの導入目標 32 気候変動対策課
表2－1－3－1 技術支援実績 36 （企）発電課

第５節　二酸化炭素吸収源対策　
表2－1－5－1 造林面積 38 林政課
表2－1－5－2 民有林人工林の間伐等森林整備面積 38 林政課
表2－1－5－3 治山事業による森林整備面積 39 森林保全課

第６節　フロン類排出抑制対策　
図2－1－6－1 業務用冷凍空調機器からのフロン類回収量の経年変化（2003［平成15］年度～2019［令和元］年度） 42 環境保全課
表2－1－6－1 フロン排出抑制法の対象 40 環境保全課
表2－1－6－2 フロン類充填回収業者の登録状況 40 環境保全課
表2－1－6－3 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等 41 環境保全課

図表番号 図　　表　　名 掲載ページ 担　当　課
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表2－1－6－4 業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填量等 42 環境保全課
表2－1－6－5 全国及び本県の算定漏えい量結果 43 環境保全課

第２章　持続可能な循環型社会づくり
第１節　５Ｒの推進
図2－2－1－1 レジ袋辞退率調査結果（2020［令和２］年10月公表） 45 気候変動対策課
図2－2－1－2 一人一日当たりのごみ排出量の推移 46 廃棄物・リサイクル課
図2－2－1－3 一人一日当たりの家庭系ごみ排出量の推移 46 廃棄物・リサイクル課
図2－2－1－4 リサイクル率の推移 46 廃棄物・リサイクル課
図2－2－1－5 容器包装リサイクル法に基づく分別収集実施市町村の状況（品目別） 48 廃棄物・リサイクル課
図2－2－1－6 市町村の容器包装廃棄物分別収集量（品目別） 48 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－1 県内の指定引取場所における廃家電の品目別引取台数 49 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－2 県内市町村における小型家電回収実施状況 49 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－3 県内における自動車リサイクル法登録業者数 50 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－4 県内における自動車リサイクル法許可業者数 50 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－5 県内における使用済自動車の引取台数 50 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－6 県内における自動車リサイクル法の立入検査状況 50 廃棄物・リサイクル課
表2－2－1－7 バイオマス賦存量及び利用量（炭素換算）（2019［令和元］年度） 53 気候変動対策課
表2－2－1－8 マイクロプラスチック予備調査結果 55 環境保全課
表2－2－1－9 2020（令和２）年度　リユース食器利用実績 56 気候変動対策課
表2－2－1－10 特定品目におけるグリーン購入実績 56 気候変動対策課
表2－2－1－11 主要特定品目のグリーン購入実績推移 57 気候変動対策課

第２節　廃棄物等の適正処理の推進　
図2－2－2－1 2019（令和元）年度における県内のごみ処理の状況 62 廃棄物・リサイクル課
図2－2－2－2 一般廃棄物処理広域化マスタープランにおける広域ブロック区分 64 廃棄物・リサイクル課

図2－2－2－3 廃棄物処理法違反検挙状況 76
廃棄物・リサイクル課、
（警）生活環境課

表2－2－2－1 県内のごみの総排出量 61 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－2 県内のし尿の処理状況 61 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－3 市町村と一部事務組合におけるごみ処理施設及びし尿処理施設の数とその立入調査数 63 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－4 循環型社会形成推進交付金等の交付状況等 63 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－5 施設集約の将来像（ブロック別既存施設数及び将来施設整備計画数） 65 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－6 一般廃棄物処理広域化に係る市町村支援状況 65 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－7 県内発生産業廃棄物の広域移動量（種類別）（2019［令和元］年度実績） 66 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－8 県内発生産業廃棄物の広域移動量（搬出先別）（2019［令和元］年度実績） 67 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－9 県外から県内へ搬入される産業廃棄物の広域移動量（搬出元別）（2019［令和元］年度実績） 67 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－10 産業廃棄物処理業者の状況（各年度末現在） 68 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－11 産業廃棄物処理施設設置許可の状況（各年度末現在） 68 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－12 産業廃棄物相談員の事業所訪問状況 69 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－13 処理業者への立入検査の状況 69 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－14 産業廃棄物処理業者の許可状況（2020［令和２］年度） 69 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－15 産業廃棄物処理施設設置許可の状況（2020［令和２］年度） 69 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－16 県内におけるPCB廃棄物保管届出状況 71 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－17 不法投棄の推移 73 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－18 不法投棄された廃棄物の種類 73 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－19 不適正処理の推移 73 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－20 不適正処理の種類 74 廃棄物・リサイクル課

表2－2－2－21 廃棄物処理法違反検挙状況 76
廃棄物・リサイクル課、
（警）生活環境課

図表番号 図　　表　　名 掲載ページ 担　当　課
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表2－2－2－22 特定事業の許可状況 79 廃棄物・リサイクル課
表2－2－2－23 土砂条例を制定している市町村（29市町村） 79 廃棄物・リサイクル課

第４節　持続可能な社会を支える人づくり 
表2－2－4－1 動く環境教室開催状況 82 環境政策課
表2－2－4－2 環境学習サポーターの人数 82 環境政策課
表2－2－4－3 修了者数の推移 83 環境政策課
表2－2－4－4 群馬県環境アドバイザー登録者数の推移 84 環境政策課
表2－2－4－5 群馬県内のこどもエコクラブの変遷 84 環境政策課
表2－2－4－6 フォレストリースクール参加者数 85 森林保全課
表2－2－4－7 憩の森・森林学習センター利用者数 86 森林保全課
表2－2－4－8 緑化関係講座等の受講者数 86 森林保全課
表2－2－4－9 緑化センター来園者数 86 森林保全課
表2－2－4－10 衛生環境研究所における主な調査研究 88 衛生環境研究所
表2－2－4－11 森林ボランティア団体会員数 90 森林保全課
表2－2－4－12 企業ボランティア協定締結数 90 森林保全課
表2－2－4－13「ECOぐんま」ホームページ閲覧数 91 環境政策課

第５節　多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大
図2－2－5－1 自治会除草団体数の推移 94 河川課・砂防課
表2－2－5－1 受賞者数の推移 92 環境政策課
表2－2－5－2 群馬県環境賞受賞者 92 環境政策課
表2－2－5－3 自治会除草団体数の推移 94 河川課・砂防課
表2－2－5－4 河川愛護団体等の表彰実績 94 河川課
表2－2－5－5 道路愛護団体等の表彰実績 94 道路管理課
表2－2－5－6 環境影響評価実施事業（2021［令和３］年３月末現在） 96 環境政策課

第３章　自然との共生と森林（もり）づくり
第１節　生物多様性の保全
表2－3－1－1 事業の進捗状況調査結果（2019[令和元]年度実績） 99 自然環境課

第２節　生態系に応じた自然環境の保全と再生　
図2－3－2－1 多自然川づくり整備延長の推移 103 河川課
表2－3－2－1 分野別資料登録数 101 自然史博物館
表2－3－2－2 魚道機能回復箇所 102 蚕糸園芸課
表2－3－2－3 シカ捕獲頭数実績 104 自然環境課
表2－3－2－4 尾瀬入山者数の推移 104 自然環境課
表2－3－2－5 尾瀬学校参加校・参加者数の推移 105 自然環境課

第３節　野生鳥獣対策と外来生物対策への取組　

図2－3－3－1 野生鳥獣による農林業被害額の推移 109
技術支援課、
鳥獣被害対策支援センター

表2－3－3－1 狩猟免許試験受験者数の推移 107 自然環境課
表2－3－3－2 「荒廃農地再生利用・集積化促進対策事業」による荒廃農地再生面積 107 農業構造政策課
表2－3－3－3 鳥獣保護区の指定状況 108 自然環境課

表2－3－3－4 主な野生獣の捕獲数の推移 109
技術支援課、鳥獣被害対策
支援センター、自然環境課

表2－3－3－5 コクチバス駆除尾数の推移 111 蚕糸園芸課
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第４節　自然とのふれあいの拡大　
図2－3－4－1 ぐんま昆虫の森入園者数推移 115 （教）生涯学習課
表2－3－4－1 国立・国定公園利用者数（推計値） 112 自然環境課
表2－3－4－2 県立公園利用者数（推計値） 112 自然環境課
表2－3－4－3 森林公園別の利用者数（2020［令和２］年度） 113 森林保全課
表2－3－4－4 ボランティア参加者数の推移 116 （教）生涯学習課
表2－3－4－5 ぐんま天文台入館者数の推移 116 （教）生涯学習課
表2－3－4－6 ボランティア自主企画参加者数の推移 117 （教）生涯学習課
表2－3－4－7 事業の実施状況 118 森林保全課
表2－3－4－8 傷病鳥獣救護数の推移 119 自然環境課
表2－3－4－9 青少年自然の家利用者数推移 119 （教）生涯学習課
表2－3－4－10 青少年自然体験推進に係る参加者数の推移 120 （教）生涯学習課
表2－3－4－11 ボランティア事業に係る参加者数の推移 120 （教）生涯学習課
表2－3－4－12 青少年自立支援事業に係る参加者数の推移 120 （教）生涯学習課

第５節　森林環境の保全　
図2－3－5－1 森林経営計画区域内の林道・作業道の新設延長 121 林政課
図2－3－5－2 AIによる樹種の自動判読 123 林政課
表2－3－5－1 高性能機械稼働台数 122 林政課、林業振興課
表2－3－5－2 林業従事者 125 林業振興課
表2－3－5－3 労働災害件数 125 林業振興課
表2－3－5－4 治山事業施工面積の推移 126 森林保全課
表2－3－5－5 保安林面積（累計）の推移 126 森林保全課

第６節　里山・平地林・里の水辺の再生　
表2－3－6－1 事業の実施状況 129 森林保全課

第４章　安全・安心で快適な生活環境づくり
第１節　水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進　
図2－4－1－1 環境基準達成状況推移 132 環境保全課
図2－4－1－2 2020（令和２）年度　公共用水域水質測定結果（BOD（COD）75％値の状況） 133 環境保全課
図2－4－1－3 地下水質概況調査における環境基準値超過井戸 136 環境保全課
図2－4－1－4 種類別事故状況 137 環境保全課
図2－4－1－5 原因別事故状況 137 環境保全課
図2－4－1－6 2016～2020（平成28～令和２）年度における業種別の立入検査排水基準不適合状況 139 環境保全課
図2－4－1－7 2016～2020（平成28～令和２）年度における項目別の立入検査排水基準不適合状況 139 環境保全課
図2－4－1－8 県内汚水処理人口普及率推移 141 下水環境課
図2－4－1－9 地盤沈下の仕組み 143 環境保全課
図2－4－1－10 年間10㎜以上の地盤沈下面積の推移 143 環境保全課
図2－4－1－11 2020（令和２）年度一級水準測量結果 144 環境保全課
図2－4－1－12 累積地盤沈下量上位５地点の経年変化 144 環境保全課
図2－4－1－13 単年度地盤変動量図（2020［令和２］年１月１日～2021［令和３］年１月１日） 145 環境保全課
図2－4－1－14 1976（昭和51）年からの年平均地盤変動量図（1976［昭和51］年１月１日～2021［令和３］年１月１日） 145 環境保全課
図2－4－1－15 主な観測井の観測結果（地下水位計） 146 環境保全課
図2－4－1－16 層別観測井（明和西）の観測結果 146 環境保全課
図2－4－1－17 地下水採取量の推移 147 環境保全課
図2－4－1－18 土壌・地下水汚染の仕組み 148 環境保全課
表2－4－1－1 河川の年度別BOD環境基準達成率 132 環境保全課
表2－4－1－2 湖沼の年度別COD環境基準達成率 132 環境保全課
表2－4－1－3 2020（令和２）年度　県内河川ベスト３（BOD75％値の比較） 133 環境保全課
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表2－4－1－4 2020（令和２）年度　県内河川ワースト３（BOD75％値の比較） 133 環境保全課
表2－4－1－5 河川の水質測定結果 134 環境保全課
表2－4－1－6 湖沼の水質測定結果 134 環境保全課
表2－4－1－7 地下水環境基準が定められている項目 135 環境保全課
表2－4－1－8 届出済事業者の業種 138 環境保全課
表2－4－1－9 特定指定物質種類 138 環境保全課
表2－4－1－10 特定施設の届出状況 138 環境保全課
表2－4－1－11 排水基準適合状況 139 環境保全課
表2－4－1－12 11条検査の受検率 139 廃棄物・リサイクル課
表2－4－1－13 浄化槽管理士講習会の受講者数 140 廃棄物・リサイクル課
表2－4－1－14 県内の合併処理浄化槽の設置状況（2019［令和元］年度） 142 下水環境課
表2－4－1－15 浄化槽設置整備事業・公共浄化槽等整備推進事業・浄化槽エコ補助金事業（2020［令和２］年度） 142 下水環境課
表2－4－1－16 2020（令和２）年度市町別地盤変動状況 144 環境保全課
表2－4－1－17 市町別地下水採取量（2020［令和２］年１月１日～2020［令和２］年12月31日） 147 環境保全課
表2－4－1－18 市町村ごとの「土壌汚染対策法」区域指定数 148 環境保全課
表2－4－1－19「土壌汚染対策法」第４条届出処理状況 148 環境保全課

第２節　大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止　
図2－4－2－1 二酸化硫黄の年平均値経年変化（全測定局平均） 152 環境保全課
図2－4－2－2 二酸化窒素の年平均値経年変化（全測定局平均） 153 環境保全課
図2－4－2－3 SPMの年平均値経年変化（全測定局平均） 153 環境保全課
図2－4－2－4 光化学オキシダントの年平均値経年変化（全測定局平均） 154 環境保全課
図2－4－2－5 PM2.5の年平均値経年変化（全測定局平均） 154 環境保全課
図2－4－2－6 非メタン炭化水素の年平均値経年変化（全測定局平均） 155 環境保全課
図2－4－2－7 PM2.5測定局配置・発令地域区分 156 環境保全課
図2－4－2－8 酸性雨のpH年平均値の経年変化 158 環境保全課
図2－4－2－9 騒音・振動特定工場等調査結果の推移 159 環境保全課
図2－4－2－10 環境騒音の環境基準達成状況の推移 160 環境保全課
図2－4－2－11 環境基準達成状況及び要請限度の超過状況の推移（一般道路） 161 環境保全課
図2－4－2－12 環境基準達成状況の推移（高速道路） 162 環境保全課
図2－4－2－13 新幹線騒音の環境基準達成状況の推移（25m地点） 163 環境保全課
図2－4－2－14 道路交通騒音面的評価結果 全時間帯達成率の推移 163 環境保全課
表2－4－2－1 2020（令和２）年度一般環境大気測定局測定結果 151 環境保全課
表2－4－2－2 2020（令和２）年度自動車排出ガス測定局測定結果 151 環境保全課
表2－4－2－3 環境基準・評価方法 152 環境保全課
表2－4－2－4 PM2.5測定機の整備状況 154 環境保全課
表2－4－2－5 2020（令和２）年度光化学オキシダント緊急時発令状況 156 環境保全課
表2－4－2－6 2020（令和２）年度有害大気汚染物質測定結果 157 環境保全課
表2－4－2－7 「大気汚染防止法」による規制対象施設 158 環境保全課
表2－4－2－8 「群馬県の生活環境を保全する条例」による規制対象施設 158 環境保全課
表2－4－2－9 ばい煙発生施設等の届出状況 158 環境保全課
表2－4－2－10 2020（令和２）年度騒音・振動特定工場等調査結果 159 環境保全課
表2－4－2－11 2020（令和２）年度環境騒音の環境基準達成状況 160 環境保全課
表2－4－2－12 2020（令和２）年度環境基準達成状況及び要請限度の超過状況（一般道路） 161 環境保全課
表2－4－2－13 2020（令和２）年度環境基準達成状況（高速道路） 161 環境保全課
表2－4－2－14 2020（令和２）年度上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果及び上越新幹線鉄道騒音の環境基準達成状況 162 環境保全課
表2－4－2－15 2020（令和２）年度北陸新幹線鉄道騒音・振動測定結果及び北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達成状況 162 環境保全課
表2－4－2－16 2020（令和２）年度道路交通騒音面的評価結果 163 環境保全課
表2－4－2－17 2020（令和２）年度道路交通騒音面的評価結果（群馬県実施分） 163 環境保全課
表2－4－2－18 畜産経営に関する苦情発生状況（2019［令和元］年７月１日～2020［令和２］年６月30日） 166 畜産課
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第３節　有害化学物質による環境リスクの低減　
図2－4－3－1 PRTR届出排出量推移（群馬県） 171 環境保全課
表2－4－3－1 2020（令和２）年度環境中のダイオキシン類調査結果 168 環境保全課
表2－4－3－2 県内における「ダイオキシン類対策特別措置法」の特定施設（設置者による測定結果報告状況） 168 環境保全課
表2－4－3－3 解体現場立入検査件数及び会社事務所訪問件数（2018［平成30］年度～） 170 環境保全課
表2－4－3－4 2020（令和２）年度大気環境中のアスベスト調査に係る総繊維数調査結果 170 環境保全課
表2－4－3－5 2019（令和元）年度届出による排出量及び移動量 171 環境保全課
表2－4－3－6 2019（令和元）年度届出外（推計）排出量 172 環境保全課
表2－4－3－7 2020（令和２）年度化学物質大気環境調査結果 172 環境保全課

第４節　放射性物質への対応　
図2－4－4－1 モニタリングポスト配置図 174 環境保全課
図2－4－4－2 サーベイメータ等測定地点 174 環境保全課
図2－4－4－3 除染の考え方 175 環境保全課
図2－4－4－4 農地土壌中の放射性セシウム濃度変化率の推移 177 農政課
表2－4－4－1 栽培きのこ類のモニタリング検査数 176 林業振興課
表2－4－4－2 農産物のモニタリング検査数 176 技術支援課
表2－4－4－3 処理状況監視施設数 178 廃棄物・リサイクル課

第５節　快適な生活環境の創造
図2－4－5－1 公害苦情件数の年度別推移 181 環境保全課
図2－4－5－2 一人あたりの都市公園面積の推移（都市計画区域内） 186 都市計画課
図2－4－5－3 史跡上野国分寺跡ガイダンス施設年度別来場者数 189 文化財保護課
図2－4－5－4 史跡観音山古墳　年度別来場者数 189 文化財保護課
表2－4－5－1 調停事件一覧（平成以降） 180 環境保全課
表2－4－5－2 県植樹祭参加者数 181 森林保全課
表2－4－5－3 群馬県IPM実践指標作成作物一覧 183 技術支援課
表2－4－5－4 無人航空機による空中散布の実施状況（群馬県調べ） 184 技術支援課
表2－4－5－5 県内の景観行政団体 184 都市計画課
表2－4－5－6 屋外広告物設置許可件数及び屋外広告業登録件数の推移 185 都市計画課
表2－4－5－7 群馬県における土地区画整理事業の状況 185 都市計画課
表2－4－5－8 「ぐんまアグリネット」閲覧数の推移 190 ぐんまブランド推進課

第６節　特定地域の公害防止対策
図2－4－6－1 SPM調査結果（SPM濃度） 192 環境保全課
図2－4－6－2 SPM調査結果（カドミウム濃度） 192 環境保全課
図2－4－6－3 降下ばいじん調査結果（カドミウム降下量）経年変化 192 環境保全課
図2－4－6－4 過去５年間の水質調査結果（カドミウム） 193 環境保全課
図2－4－6－5 過去５年間の水質調査結果（亜鉛） 193 環境保全課
図2－4－6－6 過去５年間の底質調査結果（カドミウム） 193 環境保全課
図2－4－6－7 過去５年間の底質調査結果（亜鉛） 193 環境保全課
表2－4－6－1 SPM測定地点 191 環境保全課
表2－4－6－2 2020（令和２）年度　SPM及びカドミウムの測定結果 192 環境保全課
表2－4－6－3 2020（令和２）年度　降下ばいじん量及びカドミウム量 192 環境保全課
表2－4－6－4 2020（令和２）年度平水時水質調査結果 198 環境保全課
表2－4－6－5 鉱害防止事業内容 198 環境保全課
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